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序章

１．自己点検・評価の目的と体制
本学では、1997（平成９）年に「京都産業大学自己点検・評価運営委員会規程」を制定

し、大学の諸活動について、点検・評価活動を実施する京都産業大学自己点検・評価運営
委員会（以下「全学自己点検・評価運営委員会」という。）を設置した。

京都産業大学自己点検・評価運営委員会規程には、その目的を「大学・学部等の教育理
念・目標に沿って、教育研究水準の向上を図り、本学の目的および社会的使命を達成する
ため、本学における教育研究活動等の状況について自ら点検および評価を行う。」と定め、
全学自己点検・評価運営委員会は、これに則り、自己点検・評価を実質的に行うことによ
り、本学における諸活動を分析し、必要な改善・改革を進めることで、大学の質の向上を
図る。

また、各学部、各研究科、研究機構に置かれた自己点検・評価委員会（以下「各学部等
自己点検・評価運営委員会」という。）から、それぞれ１名を全学自己点検・評価運営委
員会の構成員とすることを定めている。これにより全学自己点検・評価運営委員会と各学
部等自己点検・評価運営委員会との連携が強固に保たれ、各学部等自己点検・評価運営委
員会についても、全学自己点検・評価運営委員会で決定した方針・取組に基づいて、自己
点検・評価を連携して実施する体制となっている。

全学自己点検・評価運営委員会を中心とした取り組みは、教学の最高意思決定機関であ
る「部局長会」や法人の意思決定機関である「常任理事会」での評価を経て、認証評価機
関の大学評価を受けるとともに、広くホームページ等で社会に公表し、その説明責任を果
たすこととしている。

２．前回の認証評価結果を受けて講じた改革・改善活動等の概要
2009（平成21）年度に、公益財団法人大学基準協会の大学評価（認証評価）により適合

の評価と共に助言と提言を受けた。その提言の中のひとつに、「点検・評価により明確に
なった課題への全学的な体制が整わず、改善は各部局に委ねられているため、全学的な体
制の整備が望まれる。」とあった。これを喫緊の課題と受けとめ、全学自己点検・評価運
営委員会の機能をより高め、全学的な体制で課題に取り組む体制を整え、自己点検・評価
を実施することを決定した。

具体的には、大学評価により受けた助言・提言事項すべてについて点検・評価を実施し
対応状況を取りまとめ、さらにこれらを踏まえ、2012（平成24）年度に自己点検・評価報
告書、改善報告書を取りまとめることとした。また、３年間の取組工程表を作成し、各学
部、各研究科、研究機構の自己点検・評価委員会にも周知し、同期を図り、まさしく全学
を挙げて組織的な取り組みを実施した。

機能の質の向上を図るための取り組みとしては、2012（平成24）年２月６日に公益財団
法人大学基準協会から講師を招き、「大学教育の質保証とその方策」「認証評価新システム
の基準解説」と題し、全学自己点検・評価運営委員会主催の全教職員を対象とした研修会
を開催し、大学教育における質保証の重要性の認識を高める活動を行った。

そして、取りまとめた自己点検・評価報告書、改善報告書は所定の期日に公益財団法人
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大学基準協会に提出するとともに、ホームページで公表する。

３．自己点検・評価報告書の作成方針
全学自己点検・評価運営委員会において、自己点検・評価報告書の方針（作成方針、取

組、工程表など）の決定および最終的な取りまとめを行う。これに基づき各学部等自己点
検・評価運営委員会、各部局が主体的に自己点検・評価を実施し、公益財団法人大学基準
協会が設けた基準に基づきその結果を報告書としてまとめる。

全学自己点検・評価運営委員会の作成方針の特徴的なものとしては、①各学部等自己点
検・評価委員会が、主体的に自己点検・評価を実施することを重視していることから、大
学基準協会では学部等単位では記述することが義務付けられていない管理運営、内部質保
証などの点検評価項目についても、点検評価を行う、②大学全体の記述では大学を俯瞰で
きるよう、各部局の記述ではそれぞれが持つ特徴が把握できるように留意する、③それぞ
れの学部・研究科がお互いに、それぞれの取り組みを知り、互いに切磋琢磨できるよう、
全学部・研究科の横並びの一覧表を作成、全学部・研究科に配付する。

以　上
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第１章　理念・目的

１．現状の説明
（１）大学・学部・研究科等の理念・目的は、適切に設定されているか。
〈１〉大学全体

本学は、1965（昭和40）年に創設者 荒木俊馬により、経済学部、理学部の２学部で開
学した。荒木俊馬は第１回入学式告示で、「現在の産業界と密接な連繋を保ちつつ理論と
実際との融合した教育に依て、卒業後直ちに実社会に役立つ実力を身につけ、日本将来の
産業界を双肩に荷負うて立つ、そういう自信に満ちた人材の育成が本学の使命でありま
す。」と建学の強い想いを明確にした。

創設以来、本学が一貫して「建学の精神」に謳い、「教学の理念」に掲げてきたものは、
「自らを厳しく律し、創造力豊かで、社会的義務を怠らず、国内外で活躍できる人材の育
成」である（資料１−１）。
「教学の理念」では人材の育成について、自らの拠って立つ、日本文化の特質およびそ

の歴史的な意義を十分に会得し、それを実践する意欲を培い、その上で世界各国の文明や
文化に通暁し、世界で通用し得る識見や国際感覚を身に付ける必要があるとし、すなわち、

「知・徳・体」の修得であるとしている。また、地球環境問題など人類の生み出した文化・
文明の危機の解決が求められている現代社会にあって、さらにその具現化が必要となって
いるとしている。

この理念の実現のため、一拠点総合大学の利点を最大限に生かし、教養教育と学部の専
門基礎教育を効果的に組合せて実践してきた。その上で大学院での専門教育を充実させて
きている。これらによって幅広く深い専門知識と高度な技術を究め、かつグローバルな視
点で各時代の課題に取り組める人材を輩出することを明確に謳っている（資料１−２）。

学則第１条にも目的を明記し、さらに、学習成果として目指す姿をわかりやすく、明確
に示し、学生に浸透するように、大学としての３つのポリシーを定めている（資料１−３）。

また、これらをもとに、学部・研究科ごとに理念・目的、３つのポリシーを設定し、学
則、大学院学則等に定め大学としての教育活動の全体を体系的に構築している。
〈２〉経済学部

本学学則第２条の２で、経済学部の目的として、「将来の社会を担って立つ人材の育成」
という建学の精神に基づき、「健全な人格をもち、将来、各方面で活躍するために必要な
経済学的思考方法と知識を基盤に、常にグローバルな視野に立ち、かつ的確な総合的判断
のできる“優れた経済人”を養成すること」としている。それに基づいて経済学部の３つ
のポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシ
ー）を定め、理念・目的を適切に設定している（学部ホームページ）。
〈３〉経営学部

学則第２条の２に、経営学部および構成する３つの学科の目的が規定されている。これ
らは学則第１条に規定する本学の目的を具体化すべく規定されたものである。また３つの
ポリシー（資料ケ−１）において、経営学部は「組織を上手に動かすことができる能力」
である「マネジメント能力」をもった人材の育成を教育目標として掲げている。ただ経営
学を理論として学ぶだけでなく、実践レベルまで高めようとする点に経営学部の特徴があ
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る。当該教育目標は、将来の社会を担って立つ人材を育成するという本学の建学の精神と
も合致する。また大学が学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸
を教授研究し、知的、道徳的および応用的能力を展開させる場であるとする大学基準およ
び学校教育法とも合致している。
〈４〉法学部

学則第２条の２に、法学部、法律学科、法政策学科の目的が規定されている。これらは、
学則第１条に規定する本学の目的を、法学部ならびに構成両学科として具体化するべく規
定されたものである。学則は、本学の「建学の精神」や「教学の理念」を踏まえて制定さ
れている。また本学の３つのポリシーにさらに具体化されている。これらに照らし、理
念・目的は適切に設定されていると言える。
〈５〉外国語学部

本学部は、学則第２条の２に明記されたように、６学科８専攻語体制の下に、優れた語
学力を基盤に高い教養を身につけ、国の内外で活躍できる人材を育成することを目的とし
ている。これは、３つのポリシーに基づいたものであり、また外国語の優れた運用能力や
世界各地域の社会、歴史、文化そして広く国際社会への理解が求められるグローバル化状
況に適したものである。
〈６〉文化学部

2000（平成12）年に設立された文化学部国際文化学科の理念・目的は、設立時に議論
を重ねまとめられたもので、学則第２条の２に記されている。これを４項目の教育目標  

（１．グローバルな文化的視野の養成、２．４つのコース（日本・アジア・ヨーロッパ・ア
メリカ）による各文化の特質の追求、３．インタラクティヴな人間の育成、４．英語運用能
力と情報処理能力の強化）に敷衍して、『履修要項』の冒頭に記載されている。2010（平
成22）年度には、大学の３つのポリシーを踏まえ、学部としての３つのポリシーを策定し、
現在ホームページ上に掲載している。これらは、時代状況・社会のニーズを踏まえ設定さ
れたもので、適切なものである。
〈７〉理学部

理学部の目的は、京都産業大学学則第２章第２条の２において「あらゆる事物の根底に
潜む真理を探究するとともに、その基礎的な研究を通して高度な科学技術を理解し、問題
の発掘と解決能力を養うことにより、複雑で多様な社会の変化に対応できる人材の養成を
目的とする。」と適切に設定されている。また、目的を具体化したものとして、３つのポ
リシーを定めている。
〈８〉コンピュータ理工学部

コンピュータ理工学部では、「情報科学の基礎知識と基礎技術をしっかり修得させ、実
社会において有用な領域で将来にわたり活躍できるように、高度な専門知識と技術や応用
力を備えた人材や、基礎知識を活かして情報科学の新しい分野を開拓できる人材の育成」
を目的としている（資料１−１　第２条）。この目的を具現化するために、３つのポリシ
ーを定めると共に、「（a）情報科学の基礎概念・知識・原理をしっかり理解させ、（b）そ
れらの基礎知識を実際に利用する能力を育成し、（c）獲得した知識を生かして応用する能
力を育成する」ことを教育目標として掲げている（資料１−２）。これら本学部の目的や
教育目標は、急速に進展し変貌し続ける情報化社会のニーズに応えるために掲げており、
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本学の「建学の精神」や「大学が追及すべき目的」に照らし合わせて適切であると考えら
れる。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年4月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

理学部コンピュータ科学科は「コンピュータサイエンスの知識と技術を身につけ、情報
科学の基礎と応用を修得し、指導的役割を果たし得る研究者・技術者の養成」を目的と
し（資料１−１　第２条）、「数理科学の諸分野の理論およびその応用も修得し、社会にお
いて指導的役割を果たし得る人材の養成」を教育目標に掲げていた（資料１−３）。また、
工学部情報通信工学科は「コンピュータを中心とした情報通信システムの理論と応用を修
得し、科学技術の基礎理論と技術革新に対応できる豊かな創造性と応用力を身につけた人
材の養成」を目的とし（資料１−１　第２条）、「実験や演習で学んだ理論の定着を図り、
即戦力として活躍できる専門能力を育成する」ことを教育目標に掲げていた（資料１−２）。
これらは、本学の「建学の精神」や「大学が追及すべき目的」に照らし合わせて適切であ
り、また、発足時の社会的ニーズに応えるものであった。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年4月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

理学部コンピュータ科学科は「コンピュータサイエンスの知識と技術を身につけ、情報
科学の基礎と応用を修得し、指導的役割を果たし得る研究者・技術者の養成」を目的と
し（資料１−１　第２条）、「数理科学の諸分野の理論およびその応用も修得し、社会にお
いて指導的役割を果たし得る人材の養成」を教育目標に掲げていた（資料１−３）。また、
工学部情報通信工学科は「コンピュータを中心とした情報通信システムの理論と応用を修
得し、科学技術の基礎理論と技術革新に対応できる豊かな創造性と応用力を身につけた人
材の養成」を目的とし（資料１−１　第２条）、「実験や演習で学んだ理論の定着を図り、
即戦力として活躍できる専門能力を育成する」ことを教育目標に掲げていた（資料１−２）。
これらは、本学の「建学の精神」や「大学が追及すべき目的」に照らし合わせて適切であ
り、また、発足時の社会的ニーズに応えるものであった。
〈11〉総合生命科学部

本学部では、「自然と人間が調和して、永続的に発展することを目的とする科学と技術
を求める知的環境のもと、高度な専門知識と技術、応用力を備えた人材の養成」を目的と
している。「生命システム学科」「生命資源環境学科」「動物生命医科学科」の３つの学科
が有機的に連携し、分子レベル、個体レベル、そして個体と環境という、それぞれのレベ
ルを扱いながら、それらを統合したものとして「生命」を総合的に理解できるよう、適切
に設定されて、これを学則に掲げ、さらに３つのポリシーで具体化されている。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

本学部の承認事項として以下のように適切に設定されている（根拠資料１）。生物工学・
生命科学は、21世紀の科学・産業界をリードする研究分野である。本学部の教育目標は、
この分野の急速な進歩に対応しうる知識と技術を持ち、さらに新しい研究・技術分野を切
り開く創造力と指導力をもった人材を育成することである。この教育目標を達成するため、
専門分野の根幹をなす基礎知識の修得、先端的知見・技術の発展に即応できる能力の養成、
国際時代に対応できる知識と語学（特に英語）能力の養成、社会・組織の中で指導力を発
揮できる人格の養成、変貌する社会・時代の中にあって自己を見失わず豊かな生を全うで
きる人間性の涵養を指導要点としたカリキュラム編成をとっている。
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〈13〉共通教育推進機構
全学共通教育推進機構（以下、本機構と称す。）では、幅広い教養を備えた学生の育成

を目的に、「人間科学教育」「言語教育」「体育教育」「キャリア形成支援教育」の４分野に
わたる全学共通教育科目を設けている。「人間科学教育科目」は、社会が求める健全な市
民の育成という目標と十全な個人としての人格の完成という目標を、人間の教育として統
合し、学部専門教育を補完しようとするものである。「言語教育科目」は、世界で通用し
うる識見や国際感覚を身に付けた国際社会で活躍できる人材の育成を促進することを目的
としている。「体育教育科目」は、人間性豊かで、積極的かつ誠実な、そして責任ある生
活態度の修得を目的としている。「キャリア形成支援教育科目」は、卒業後に社会人とし
て主体的にキャリアを切り開き、幸福な人生を営むために必要な「根幹的な実力」の養成
を目的としている。これらの科目構成、教育目標は、2002（平成14）年に出された中教審
答申「新しい時代における教養教育の在り方について」とも基本的に一致するものであり、
適切と言える。
〈14〉経済学研究科

本研究科の博士前期課程では「多面的なアプローチが可能なカリキュラムをベースに最
新の経済理論と分析方法を学ぶことによって、現代社会が直面する経済的諸課題を客観的
に分析・考察できる、高度専門職業人や研究者および高度で知的な素養のある人材の養
成」を目的としている。また博士後期課程では「創造性豊かな優れた研究能力をもつ、自
立した研究者を養成すること」となっている。これらは本学大学院学則にも明記されてい
る（資料１−１）。本学の「建学の精神」に謳われた教育の理念は、「将来の社会を担って
立つ人材の育成」（資料１−２）であるが、ここではこれをベースとして、より高度で専
門的な教育の展開を目指したものである。この理念・目的は「大学基準の解説」基準Ⅰ、
学校教育法第83条に照らしても、十分意義のあるものとなっている。なお、この理念・目
的を具体化するため、本研究科では博士前期課程・後期課程に対して、｢ディプロマ・ポ
リシー｣「カリキュラム・ポリシー」｢アドミッション・ポリシー｣ をそれぞれ明確に定め
ている。
〈15〉マネジメント研究科

2002（平成14）年４月に設置されたマネジメント研究科（前期課程・後期課程）の理念・
目的は、大学院学則第４条の２において規定されている。これらは本学の建学の精神、建
学の理念、ならびに大学院学則第１条に規定する本学大学院の目的を具体化すべく規定さ
れたものである。以後、出身学部を問わず、多様な学問・専門分野をバック・グラウンド
とする人材を受け入れてきている。また「高度なマネジメント能力をもった高度専門職業
人の養成」を具現化するため、３つのポリシー（資料マ−１）を制定している。このこと
は、多様な領域における既存の組織運営に留まらず、複雑化・多様化の進展に伴って生起
する新たな組織におけるマネジメント能力の養成という社会ニーズに適切に対応しようと
するものである。
〈16〉法学研究科

大学院学則第４条の２に、法学研究科（前期課程・後期課程）の目的が規定されている。
これは本学の建学の理念、教学の精神、ならびに大学院学則第１条が規定する本学大学院
の目的を踏まえて、規定されたものである。加えて、この目的を具現化するために、ディ
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プロマ・ポリシー、カリキュラム･ポリシー、アドミッション･ポリシーの３つのポリシ
ーが定められている。目的も３つのポリシーも、本学建学の理念等を踏まえており、適切
に設定されたと言える。
〈17〉外国語学研究科

外国語学研究科は1977（昭和52）年度に中国語学と言語学の２専攻の修士課程、2005（平
成17）年度に英米語学専攻の修士課程を設置した。

本研究科は、学部教育を基盤に、高度の専門職業教育を目指し、専攻分野における研究
者や専門家の養成のみならず、外国語と高度の専門知識を駆使して、国内外で指導的な
立場に立って活躍できる人材の育成を目的とする（京都産業大学大学院学則第２条の２）。
この理念・目的は、学校教育法第99条および大学院設置基準第３条第１項・同第４条第１
項の内容に合致し、適切に設定されている。これを踏まえて、ディプロマ・ポリシー、カ
リキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーの３つのポリシーを設定している。
〈18〉理学研究科

理学研究科の理念・目的は、京都産業大学大学院学則第４条の２に示され、３つのポリ
シーにおいて適切な形で具体化されている。
〈19〉工学研究科

工学研究科会議の承認事項として適切に設定されている（根拠資料１）。学士課程で培
われた学識を基礎として、その専門性を一層向上させる課程として博士前期課程（修士課
程）を位置付ける。とりわけ、目覚ましい科学技術の進展と学術研究の新たな展開、およ
び社会の多様なニーズに的確に対応する高度専門職業人や知識基盤社会を支える知的人材
の養成を目的としている。さらに、博士後期課程（博士課程）においては、より高度な教
育・研究活動を通じて、高度な専門知識と創造性豊かな優れた研究・開発能力をもつ人材
の育成を目的としている。
〈20〉先端情報学研究科

社会の高度情報化に対応できる人材の需要が高まっているなか、本研究科は、大学院に
求められる学識の深化と社会的要請を踏まえ、より先進的で、高度な専門知識と技術や応
用力を備えた人材の養成を目指すことを大学院学則第４条の２に規定している。目的を具
体化したものとして３つのポリシーを定めている。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

社会の要請に即応できる、情報通信分野における応用力豊かな優れた研究者、ならびに
高度な専門的知識・能力をもつ職業人の養成を目指すことを大学院学則第４条の２に規定
している。目的を具体化したものとして３つのポリシーを定めている。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

本研究科の目的は本学大学院学則第４条の２において次のとおり定められている。すな
わち、社会人を対象に、通信教育を通して各自が関心をもつ経済政策領域を学ぶことによ
って、実社会で直面する経済的課題について常に理論と実証の両面から分析できる、高度
な判断力と実践力を備えた人材の養成を目的とする。

本研究科では、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポ
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リシーを掲げ、以上の目的の実現を目指している。
〈23〉法務研究科

法務研究科の目的は、大学院学則第４条の２に示されている。さらに、法務研究科にお
いては、この本学建学の精神であり教学の理念である「人づくり」に根ざし、徹底した少
人数教育による教員とのふれあいを通じて、日本社会を改革する使命感と意欲を持ち、法
秩序の担い手としての責任を自覚し、有能であるのみならず格調と品位をもつ実戦的法曹
を養成することを理念・目的として設定している。これを踏まえて、ディプロマ・ポリシ
ー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーの３つのポリシーを設定してい
る。

（２）大学・学部・研究科等の理念・目的が、大学構成員（教職員および学生）に周知され、
社会に公表されているか。
〈１〉大学全体

「建学の精神」「教学の理念」、大学の３つのポリシーはホームページを通じて公開して
いる。さらに、教職員に対しては、部局長会、所属長会および学内広報誌『むすびわざ』
を通して、理事長、学長からのメッセージとしても周知している（資料１−４）。学生に
対しては、全新入生に建学の精神と創設の気概を記した『教学之源流』（資料１−５）を
配付している。また、自校科目「大学の歴史と京都産業大学」を開講している（資料１−
６）。

学生自治会である京都産業大学志学会執行委員会が発行する『雄飛』においても、建学
の精神、教学の理念を巻頭に掲載している（資料１−７）。
〈２〉経済学部

受験生に対しては学生向けのパンフレット、学部のホームページで、学部生に対しては
学部ホームページと学部履修要項で公表し、さらに春・秋学期の履修ガイダンスで周知さ
せている。
〈３〉経営学部

経営学部の理念・目的は、学部のホームページや各種のパンフレットおよびオープンキ
ャンパスによって、受験生および広く一般に示されている。また教職員、学生に対しては
大学学則、『経営学部履修要項』『経営学部ガイドブック』を通して周知を徹底している。
保護者に対しては毎年開催される「京都産業大学DAY」における講演や懇談会の機会に
告知している。
〈４〉法学部

法学部および法律学科、法政策学科の理念・目的は、法学部のホームページに記されて
いる。また『履修要項』にも記されている。在学生には履修ガイダンス（春と秋）などの
機会に周知徹底される。また入学案内には法学部の理念や目的がわかりやすく記されてい
る。法学部紹介パンフレットや合格者向け情報マガジンも発刊し配布している。周知と公
表は行き届いていると言える。
〈５〉外国語学部

学内に向けては、『外国語学部履修要項』、および本学の「教学の理念」「学則」「外国語
学部の教育目標」、ホームページに掲載し、入学時オリエンテーションなどで、周知され
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ている。社会に向けては、ホームページのほか、『京都産業大学外国語学部ガイド』によ
って、在学生の学生生活や卒業生の活躍を紹介している。また、受験生に対しては、オー
プンキャンパスや学部のホームページ、外国語学部主催の講演会などを通して理念・目的
の周知を図っている。
〈６〉文化学部

学部学科の理念・目的については、ホームページや『大学案内』、学部発行のリーフレ
ット、オープンキャンパス、入試説明会で説明しており、また教育目標として『履修要項』
に記載し、学生および教職員が常に目にすることのできる状態にある。特に在学生に対し
ては、１年次の春学期の「文化学部入門リレー講義」やガイダンスなどを通して、周知を
行っている。
〈７〉理学部

理学部の目的は、『理学部履修要項』および大学ホームページに学則からの抜粋として
掲載されており、教職員、学生、受験生を含む社会一般に対して周知・公表されている。
また、学生に対して『履修要項』を配布して周知を図っている。
〈８〉コンピュータ理工学部

大学構成員に対しては、『コンピュータ理工学部履修要項』（資料１−２）で公開してい
る。特に本学の学生に対しては、ガイダンスの際に教育目的をはじめとしてカリキュラム
の総合的な説明を行っている。対外的には『京都産業大学大学案内』（資料１−３）やホ
ームページ（資料１−４）で公開し、学部紹介冊子（資料１−５）でも触れている。また、
オープンキャンパスでの学部紹介の中でもこれらを説明している。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

大学構成員に対しては、各々の学部の『履修要項』（資料１−４、１−５）の中に掲載し、
また、特に学生に対しては、ガイダンスの際に教育目的をはじめとしてカリキュラムの総
合的な説明を行っていた。対外的には『京都産業大学大学案内』（資料１−６）、ホームペ
ージ（資料１−７、１−８）などで公表すると共に、オープンキャンパスでの学部紹介の
中でもこれらを説明してきた。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

大学構成員に対しては、各々の学部の『履修要項』（資料１−４、１−５）の中に掲載し、
また、特に学生に対しては、ガイダンスの際に教育目的をはじめとしてカリキュラムの総
合的な説明を行っていた。対外的には『京都産業大学大学案内』（資料１−６）、ホームペ
ージ（資料１−７、１−８）などで公表すると共に、オープンキャンパスでの学部紹介の
中でもこれらを説明してきた。
〈11〉総合生命科学部

『入学案内』『学生便覧』『履修要項』およびホームページなどで公表されている。学生
に対してはガイダンス等で、受験生に対してはオープンキャンパス等で周知している。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

周知および公表されている。『入学案内』（根拠資料２）、『学生便覧』（根拠資料３）、『履
修要項』（根拠資料４）等の刊行物あるいは本学ホームページ（根拠資料５）に学部の教
育理念・目的を掲載して、受験生およびその関係者ならびに学部生への周知を図っている。
また、本学主催のオープンキャンパスでは、学部独自のイベントを開催し、高校生等に教
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育内容の周知を図っている（根拠資料６）。さらに、各学期初めの授業科目履修ガイダン
ス時に学科主任あるいは学科教務委員から学生に対して適宜口頭で説明・確認している

（根拠資料７）。
〈13〉共通教育推進機構

本機構開講科目の教育目的は、『講義要項（シラバス）』により、大学構成員（教職員お
よび学生）に周知され、本学のホームページを通じて社会にも公表されている。
〈14〉経済学研究科

本研究科の教育目的は、毎月開催される研究科会議などを通じて常に教職員に広く共有
され、学生をはじめ一般人にも配布される『大学院案内（冊子）』（資料１−３）や『学生
募集要項』（資料１−４）などを通して公表されている。加えて、本研究科では、［１］受
験申し込み前の応募予定者に対する入試ガイダンスを開催し、ここでは口頭によって理
念・教育目的も説明されている。［２］入学時のオリエンテーションでも、同様の説明が
される。［３］さらに本研究科の特徴として、１人の学生は指導教員とほぼマンツーマン
の関係にあり、研究テーマの選定・最適な科目の履修・修学手順などの一貫した相談と指
導を受ける。ここでも理念・教育目標等の説明はなされている。大学のホームページにも
当研究科の教育目的は公表されている。
〈15〉マネジメント研究科

本研究科ホームページをはじめ、各種パンフレット等の媒体を通じて、常に周知・公
表を図っている。また、研究科長、各教員が参加する「大学院説明会」（資料マ−２）や、
本学オープンキャンパスにおいても、広く学内外の人々に対し広報・周知に努めている。
〈16〉法学研究科

本学大学院の目的も、法学研究科の目的も、大学ホームページ、法学研究科ホームペー
ジに掲載されている。また大学院履修要項にも、掲載されている。毎年春に新入生オリエ
ンテーションを実施している。大学構成員に周知され、社会に公表されていると言える。
〈17〉外国語学研究科

本研究科の理念と目的の周知のために、大学院案内の内容の充実、大学院進学希望者を
対象にしたガイダンスの開催、学部ゼミ指導教員への広報活動等を行い、学部専門教育と
大学院授業の一貫した連繋授業形態の構築を心がけている。なお、周知・公表のために本
学のホームページにも掲載している。
〈18〉理学研究科

『京都産業大学大学院案内　研究科紹介編』『京都産業大学大学院案内　教員・研究紹介
編』と、大学院理学研究科のホームページを通じた情報提供によって、大学構成員（教職
員および学生）に周知され、社会に公表されている。
〈19〉工学研究科

周知および公表が行われている。大学全体として大学院案内を『教員・研究紹介編』（根
拠資料２）と『研究科紹介編』（根拠資料３）に分けて毎年発行し、本研究科についても
詳しく紹介している。また毎年５月または６月に他学部を含めた学部学生に対して、大学
院の説明会を開催している（根拠資料４）。この説明会には、恒常的に数十名の学生が参
加している。さらに大学院入学者および在学者に対して、春および秋学期の開始時にガイ
ダンスを開いて、理念・目的・教育目標および教育内容の周知を図っている（根拠資料５）。
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さらには本学ホームページを活用した学外公表も行っている（根拠資料６）。
〈20〉先端情報学研究科

理念・目的は全学的な自己点検・評価活動を通じて教職員に十分周知されている。『大
学院案内』『履修要項』等の刊行物、ホームページを通じ、在学生、受験生を含む社会一
般の人々に常時公表しており、さらにオリエンテーション、ガイダンスなど種々の機会を
とらえ、学部学生への周知を図っている。受験生に対しては『学生募集要項』を配付する
とともに、大学院入試説明会、進学説明会で説明している。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

理念・目的は全学的な自己点検・評価活動を通じて教職員に十分周知されている。『大
学院案内』『履修要項』等の刊行物、ホームページを通じ、在学生、受験生を含む社会一
般の人々に常時公表しており、さらにオリエンテーション、ガイダンスなど種々の機会を
とらえ、学部学生への周知を図っている。受験生に対しては『学生募集要項』を配付する
とともに、大学院入試説明会、進学説明会で説明している。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

前記目的は、本研究科ホームページほか、『京都産業大学大学院案内』に掲載されて一
般に公開されている。さらに本研究科への入学希望者が手にする『入学試験要項』と、入
学後に渡される『履修要項』にも明記されている。
〈23〉法務研究科

法務研究科の理念・目的は、研究科のホームページ、『募集要項』（資料１−１　p. ２）、
『入試パンフレット』（資料１−２　p. ５、11、18）、『履修要項』（資料１−３）等に掲載し、
大学構成員はもとより、社会に公表している。

（３）大学・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。
〈１〉大学全体

理事会、常任理事会、部局長会等において、「建学の精神」「教学の理念」に基づいて策
定した取り組みが、社会に有為な人材の育成を実践しているかを検証している。具体的に
は、2005（平成17）年度に10年先（創立50周年・2015（平成27）年）の京都産業大学のあ
るべき姿を目指した中・長期計画「グランドデザイン」を策定し、この計画についての検
証を行っている。その内容は事業計画書および事業報告書にて公表している（資料１−８）。

創立50周年を期にさらに強固に推進すべく、教職員を構成メンバーとする「むすびわざ
ＤＮＡプロジェクト」を立ち上げ、これまでの検証をも踏まえた次のプランの検討に着手
している。
〈２〉経済学部

教授会などで、理念や目標について、適切であるかどうか、あるいは現状に合わせて変
えるべきかの議論をしている。
〈３〉経営学部

経営学部の理念・目的の適切性については、大学全体のそれとの整合性を考慮して決定
している。考慮すべき事項に対する検討は主に「経営学部運営委員会」と「経営学部自己
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点検・評価委員会」とにおいて定期的に行っている。
〈４〉法学部

法学部は毎年、教学改革を行っている。改革が法学部の理念・目的に沿ったものとなっ
ているかについて、普段から検証している。とりわけ2009（平成21）年度に法政策学科を
発足させ、2013（平成25）年度には法政策学専攻の大学院をスタートさせる予定なので、
検証は理念目的にまで遡ったものになっている。こうした検証の主体は法学部教授会であ
る。とりわけ学部運営委員会、企画委員会、カリキュラム委員会を構成メンバーとする法
学部改革室が、定期的に会議を開き、検証にあたっている。
〈５〉外国語学部

中期・長期的には、2000（平成12）年以来３段階の学部改革を行ってきた。短期的には、
教授会、カリキュラム委員会、自己点検・評価運営委員会などを通して、学部・学科の目
標達成に関して年度単位で検証を行っている。
〈６〉文化学部

学部内の自己点検・自己評価委員会、ＦＤ委員会、運営委員会などで、学部の方向性に
ついて、これまで必要に応じ議論してきた。2000（平成12）年の文化学部開設から2011（平
成23）年まで教育目標は変更を加えずにいたが、国際情勢の変遷を勘案して、従来の５項
目の教育目標を一部変更し（「新しいアジア観の追求」を「４つのコース（日本・アジア・
ヨーロッパ・アメリカ）による各文化の特質の追求」に変更）、４項目に整理した。
〈７〉理学部

理学部の目的の適切性を検証する場として理学部教授会があり、具体的な課題について
は適宜、ワーキンググループや検討委員会などを立ち上げて検証を行っている。
〈８〉コンピュータ理工学部

全学自己点検・評価委員会の下に、学部の自己点検・評価委員会を設け、その中で学部
の理念・目的の適切性について検証を行っている。しかしながら適切性の検証を一つの指
標に基づいて行うことは不可能であり、進路センターからの学生の就職情報、「京都産業
大学DAY」における学生の父兄や卒業生からの意見、授業アンケート、カリキュラム検
討などを通じてさまざまな角度からの検証を試みている。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

全学自己点検・評価委員会の下に、各学部においての自己点検・評価委員会を設け、そ
の中で学部の理念・目的の適切性について検証を行ってきた。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

全学自己点検・評価委員会の下に、各学部においての自己点検・評価委員会を設け、そ
の中で学部の理念・目的の適切性について検証を行ってきた。
〈11〉総合生命科学部

本学部は設置後２年余りしか経過しておらず、学年進行中であるので、まだ検証は行っ
ていないが、今後は常設の「自己点検・評価委員会」を通じて行う予定である。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

学部内に自己点検・自己評価委員会およびカリキュラム委員会を設置し、学部の教育目
標等の妥当性とそれを実際に進めるための教育内容の妥当性を検証している（根拠資料８）。
また、全学で設置されている全学自己点検・評価運営委員会およびＦＤ委員会に、学部か
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ら委員を選出し、全学的な自己点検・評価事業、ＦＤ推進事業の中で、本学部の理念・目
的・教育目標の妥当性を検証している（根拠資料９）。ただしこれらの活動は必ずしも年
度単位で定期的なものではなかった。最近になって学部ごとのディプロマ・ポリシーなど
の３つのポリシーが策定され、この状況を改善する流れができている。工学部生物工学科
はしかしながら、すでに2010（平成22）年度から学生募集を行っておらず、新たに設置さ
れた総合生命科学部に旧工学部生物工学科のすべての教員が移籍したため、この流れには
乗っていない。
〈13〉共通教育推進機構

本機構においては、定期的に開催される全学共通カリキュラム委員会が全学共通教育の
理念・目的について審議している。
〈14〉経済学研究科

社会・経済環境が激変しつつあるため、当初から掲げられている研究科の教育理念・目
的は、毎月の研究科会議等で絶えずその適切性が吟味され続けている。「建学の精神」に
鑑みて、本研究科が掲げる理念・教育目的はますますその重要性を増しているが、仮に問
題があれば、本研究科に所属する常設の ｢自己点検委員会｣ や「将来構想委員会」で検討
され、その結果は研究科会議に提出されて審議される手はずになっている。
〈15〉マネジメント研究科

これまで、経営学部の「自己点検・評価委員会」が、検証作業を行っていたが、2011（平
成23）年以降は、本研究科に独自の「自己点検・評価委員会」を設置し、その検証作業を
行っている。ただし、当該委員会に自己点検・評価機能のすべてを委ねることではなく、
本研究科会議が主導的にその機能を果たしている。
〈16〉法学研究科

法学研究科は、2013（平成25）年から、これまでの法律学専攻に加え、新たに法政策学
専攻を発足させる運びになっている。この新専攻発足準備の過程で、法学研究科教授会は、
新専攻設置始動委員会を中心として、法学研究科の理念・目的の適切性を検証してきた。
来年発足後も、両専攻体制が確立するに至るまで、定期的に検証することになるだろう。
〈17〉外国語学研究科

本研究科に設置されている自己点検・評価委員会において、研究科の理念・目的の適切
性について定期的に検討している。
〈18〉理学研究科

理念・目的の適切性についての検証は定期的であるとは言えない。
〈19〉工学研究科

全学の大学院委員会に研究科長および専攻から選出された大学院委員が参加し、大学院
全体の理念・目的・教育目標の妥当性の議論と検証および工学研究科におけるそれらの妥
当性の検証を行っている（根拠資料７）。また、研究科として全学の自己点検・評価運営
委員会に委員を送り出すとともに、研究科内に研究科長と大学院委員によって構成される
工学研究科自己点検・評価委員会を設置している（根拠資料８）。さらに2011（平成23）
年度からは大学院ＦＤ／ＳＤワーキンググループが発足したことをうけて、研究科委員２
名を選出してディプロマ・ポリシーなどの３つのポリシーの策定などの諸作業を行ってい
る（根拠資料９）。
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〈20〉先端情報学研究科
先端情報学研究科自己点検・評価委員会において社会的要請の変化等を視野に入れなが

ら教育目標の適切性を不断に検証し、大学全体の自己点検・評価のシステムも利用して検
証と情報公開に努めている。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

情報学への社会的要請は時代とともに深化、拡大している。情報化社会に即応できる人
材養成の理念はいかにあるべきか、先端情報学研究科自己点検・評価委員会、専攻教授会
等において一貫して議論を続けている。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

定例の研究科会議等において、研究科生の学修状況を鑑みながら、教育体制についての
議論を含めた検証を行っている。また、理念・目的の具現化などについて卒業生・受講生
からの意見を収集し検証に活用している。
〈23〉法務研究科

法務研究科においては、2008（平成20）年度以降、毎年度自己点検・評価を行うとともに、
その報告書（資料１−４）を作成し、研究科のホームページで公表している。自己点検・
評価報告書（日弁連法務研究財団の認証評価基準に準拠）の内容には、研究科の理念・目
的が含まれるため、その適切性についても毎年度法務研究科自己点検・評価委員会を中心
に検証を行っている。

２．点検・評価
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体

「建学の精神」「教学の理念」、大学の３つのポリシーを中心に、単なるホームページ上
の公開だけでなく、機会あるごとに、理事長あるいは学長から直接、メッセージとして伝
えてきた結果、着実に学生および教職員に浸透してきていると言える。「建学の精神」「教
学の理念」を具現化した本学独自の新たな取り組みが策定され、2012（平成24）年度文部
科学省補助事業の「グローバル人材育成推進事業」をはじめとする競争的資金に申請・選
定（資料１−９）を受けていることや学生の行動にも変化が見られ、学生同士がお互い
に支援するピア・サポーター、学生自らが授業の改善に取り組む学生ＦＤスタッフ「燐」、
被災地への学生企画によるボランティア活動など、学生の主体的な行動が生まれ、育って
いる。
〈２〉経済学部

学部のカリキュラムやそのカリキュラムの実際の運営について検討する機能をもつ学部
カリキュラム委員会において、教育目標の妥当性についても議論してきた。
〈３〉経営学部

「カリキュラムマップ」（資料ケ−２）と身に付く力と関連付けた「関係表」（資料ケ−３）
を作成した。
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〈４〉法学部
首尾よく新学科を発足させ、２学科体制にすることができたのは、法学部の理念・目的

が導きの星となったためである。法学部の理念・目的が適切に設定され、社会に周知され
ているので、社会に対する責任が重い。さらに良く責任を果たそうとして、法政策学科が
構想され、設置された。
〈５〉外国語学部

グローバリゼーションへの対応の一環として、2000（平成12）年における最初の改革で、
言語学科言語学専修が廃止されるとともに、「国際関係科目」を全学部生の必修科目とし
た。３年後の第２の改革では学生の主体的学びのために３年次生の語学科目を選択に改め、
キャリア意識向上のため、社会科学系の開講科目を増やした。その５年後の第３の改革で、
国際関係学科を創設するとともに、語学運用能力向上のため３年次生の語学科目の一部を
選択必修化させた。
〈６〉文化学部

2010（平成22）年より３つのポリシーの検討を始めて、ディプロマ・ポリシー、カリキ
ュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーやカリキュラムマップを学生や受験生等の
立場から見てわかりやすく表現することをめざし、2012（平成24）年度よりホームページ
で公表する体制を整えた。
〈７〉理学部

大学ホームページが、理学部の目的の周知・公表に大いに役立っている。
〈８〉コンピュータ理工学部

2011（平成23）年度末に、本学部の第１期生が卒業したが、16名が本学部を基礎学部
とする大学院先端情報学研究科へ進学し、また、就職率は91.9%であった（資料１−６）。
昨今の経済状況を考えると、この就職率はまずまずの数値であり、本学部の教育目的は社
会的ニーズに照らして適切でありかつ教育目的に沿った教育が実践されているものと考え
られる。

学部の理念・目的の公表については積極的に取り組んでおり（資料１−１～１−５）、
概ね効果が上がっていると考えられる。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

コンピュータやネットワークが社会基盤として当然の前提条件となってきた現在では、
コンピュータや情報関連技術者の不足が懸念されている。特に、コンピュータや情報関連
技術の基礎知識をしっかりと身に付け、急速に進展する情報関連分野に対応できる高度な
専門知識と技術や応用力を備えた人材に対する需要が高まっている。このような状況の下
で、急速に進展する情報化社会のニーズに応えるために、工学部情報通信工学科と理学部
コンピュータ科学科をベースにして、これらを有機的に発展的に再編成する形でコンピュ
ータ理工学部を2008（平成20）年度に設置した。現在は、両学科とも留年生が在籍してい
るのみで、コンピュータや情報関連分野の教育はコンピュータ理工学部で行っている。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

コンピュータやネットワークが社会基盤として当然の前提条件となってきた現在では、
コンピュータや情報関連技術者の不足が懸念されている。特に、コンピュータや情報関連
技術の基礎知識をしっかりと身に付け、急速に進展する情報関連分野に対応できる高度な
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専門知識と技術や応用力を備えた人材に対する需要が高まっている。このような状況の下
で、急速に進展する情報化社会のニーズに応えるために、工学部情報通信工学科と理学部
コンピュータ科学科をベースにして、これらを有機的に発展的に再編成する形でコンピュ
ータ理工学部を2008（平成20）年度に設置した。現在は、両学科とも留年生が在籍してい
るのみで、コンピュータや情報関連分野の教育はコンピュータ理工学部で行っている。
〈11〉総合生命科学部

本学部の３つの学科においては、いずれも早くから実技・実験に主眼をおいた教育がな
されており、特に実習に多くの時間を割いている。自ら考え、未知の領域に積極的にチャ
レンジするという本学部の理念を達成するため、自分の手で実験を行って、問題の解決に
結びつけるという訓練が大きな効果をあげている。また「まだわかっていないこと」に対
する興味を大切にし、さまざまな自然現象に疑問を誘発するため、学生数に比して教員の
数が多いという少人数教育の利点を生かし、教員と学生、学生同士の活発な質問・議論を
奨励する教育が効果を発揮している。

教員にはすぐれた教育とともに、サイエンスの前線に身を置いた、世界に伍する研究活
動を求めているが、その自己評価のために『総合生命科学部年報』の発行を継続しており、
これは何より詳細で具体的、かつ的確な自己点検、自己評価となりえている。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

本学部の理念・目的の適切性を検証してきたなかで、社会のニーズにより良く応えるた
めの方策として工学部生物工学科の発展形として総合生命科学部の設置を準備し、2010（平
成22）年度に開設するに至った（根拠資料10）。
〈13〉共通教育推進機構

2011（平成23）年度、「人間科学教育」においては、239科目を開講し、延べ59,899人の
学生が受講、「言語教育」（英語教育）においては、40科目を開講し、延べ15,408人の学生
が受講、「言語教育」（外国語教育）においては、214科目を開講し、延べ12,452人の学生
が受講、「体育教育」においては、46科目を開講し、延べ5,750人の学生が受講している。

「キャリア形成支援教育」においては、19科目を開講し、延べ2,925人の学生が受講している。
〈14〉経済学研究科

将来的な研究科の応募者は、本学の経済学部出身者ばかりでなく、他学部出身者・社会
人や留学生、さらには大学３年生の「飛び級」による大学院応募など、さまざまなケース
が考えられる。このため、１−（２）で述べたさまざまな機会を利用した教育理念・目的
の丁寧な説明は、ますます重要なものとなっている。
〈15〉マネジメント研究科

2012（平成24）年、本研究科における「３つのポリシー」を、教育目標との関連性から
策定し、本研究科ホームページ上で社会に広く公開できている。また2009（平成21）年度
より長期履修制度を導入して、本研究科の理念・目的を達成するための門戸を広げた。
〈16〉法学研究科

新専攻を発足させる予定になっているのは、本学大学院、ならびに法学研究科の基本的
な在り方に関し、充分に検証してきた結果である。
〈17〉外国語学研究科

2005（平成17）年度の英米語学専攻の新設によって、さらなる研究科の有機的な発展が
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可能になり、特に英語教育分野の実践的な教育目標と修了生の主要な進路となる教育界で
の活躍が大いに期待できる。また、2011（平成23）年度より長期履修制度を導入して、本
研究科の理念・目的を達成するための門戸を広げた。
〈18〉理学研究科

理学研究科の目的は大学院学則に明文化され複数の手段によって内外に周知されている。
〈19〉工学研究科

大学院進学者数がここ数年間は定員を大幅に越える状況にあった（根拠資料10）。本研
究科の理念・目的を具現化し、かつその適切性を検証するための良い環境が定着してきて
いる。
〈20〉先端情報学研究科

学部・大学院の再編を行い、新たな研究科の理念・目的の下での活動を開始した。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

学部・大学院の再編を行い、新たな研究科の理念・目的の下での活動を開始した。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

本研究科への受験者数は設置初年度から一貫して定員を上回っており、本研究科の理
念・目的が周知されていることおよび社会人のニーズに合致していることが確認できる。
〈23〉法務研究科

法務研究科では、設定された理念・目的、教育目標を達成するため、各科目のシラバス
で到達目標を明示すべきこととし、記載内容の統一性を教務委員会において確認しており、
現時点では、法的安定性と正義の実現に責任をもって柔軟に対応できる法曹を養成すると
いう点において、教職員間に統一的理解が形成されている。

②改善すべき事項
〈２〉経済学部

今後、さらに学部教授会などで教育目標の妥当性に関する議論が必要だと思われる。
〈３〉経営学部

「マネジメント能力」の概念のさらなる精緻化と明示化が必要である。また学生や社会
に対して、その具現化に向けたカリキュラム編成（資料ケ−４）をシラバス上に明示すべ
きである。
〈４〉法学部

法学部、ならびに法学部を構成する法律学、法政策学、両学科の理念・目的は、これま
では教学改革や新学科創設に具体化されてきた。今後は、学生や社会に向けて、法学部や
両学科が目指す方向性をわかりやすく、かつ具体的に説明していく必要がある。そのこと
を通じて理念・目的をさらに彫琢していくべきである。
〈５〉外国語学部

学部において、グローバル社会を支える国際人を育てるための教育環境は整備されつつ
あるが、達成度の測定や達成度の格差拡大などへの対応がせまられている。
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〈６〉文化学部
学部の理念を再考するにあたっては、文化学の学問としての特質を踏まえるとともに、

時代の変化や社会のニーズ、学生の実情を踏まえた検討が必要である。
また、学生たちがどの程度、学部の理念や教育目標を理解しているか、アンケートを行

うなどして検証することも必要である。
〈７〉理学部

検証を行う時期の取り決めがないため、定期的な検証を確実に行うことが難しい。
〈８〉コンピュータ理工学部

現在第１期生が卒業したところであるが、卒業生が社会で活躍しているかを把握し学部
の教育目標等にフィード・バックする仕組みを検討する必要があると考える。さらに、入
学してくる学生のレベルの低下に伴い、教育目標を達成するためのカリキュラム検討など
も必要であろう。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

コンピュータ理工学部発足前は、必ずしも両学科で情報関連分野の社会的ニーズに応え
切れていない面があったが、コンピュータ理工学部の発足によりこの問題は解消されたと
考える。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

コンピュータ理工学部発足前は、必ずしも両学科で情報関連分野の社会的ニーズに応え
切れていない面があったが、コンピュータ理工学部の発足によりこの問題は解消されたと
考える。
〈11〉総合生命科学部

研究活動活性化のため、プロジェクト助教、ポスドクの制度を導入した。プロジェクト
研究に参加できた教員とできなかった教員との較差の是正のための何らかの方策が求めら
れる。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

ディプロマ・ポリシーなどの３つのポリシーが策定されていない。
〈14〉経済学研究科

当面、ここには問題を抱えていない。
〈15〉マネジメント研究科

経営学部のみならず、本研究科の目的にある「マネジメント能力」の意味内容を、さら
に明示的に提示する必要性がある。このことが、研究者養成機関である他大学院や専門職
大学院との差異化を具現化する手段であると考えられる。さらには、このような差異化を
社会に周知する不断の努力の必要性を、教員自身が認識しなければならない。
〈16〉法学研究科

新専攻が確立するに至るまで、ならびに法学研究科が両専攻体制として確立するに至る
までには、相当の努力が必要とされる。法学研究科の理念・目的に立ち返って、検証を重
ねる必要があるだろう。
〈17〉外国語学研究科

本研究科の理念・目的の適切性を検証するためには、その実践を可能にする院生数の確
保が重要である。そのためにも2011（平成23）年度より長期履修制度を導入したが、さら
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に入学定員を満たすための施策を検討して実践することが重要である。
〈18〉理学研究科

研究科等の理念・目的の適切性についての検証を定期的には行っていない。
〈19〉工学研究科

ディプロマ・ポリシーなどの３つのポリシーを念頭に置いた理念・目的、およびカリキ
ュラム等の適切性に関する定期的な検証の仕組みがない。
〈20〉先端情報学研究科

理念・目的に沿って、教育・研究が展開されているか、および、人材育成に反映できて
いるかについて検討が必要である。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

理念・目的に沿って、教育・研究が展開されているか、および、人材育成に反映できて
いるかについて検討が必要である。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

本研究科の設置に先立つアンケート調査では、対象となった本学卒業者の半数近くが興
味を示したものの、卒業者の中から本研究科に進学した者は１名である。社会的な認知度
を維持するのに加え、本学卒業生の潜在需要を掘り起こしていくことも望まれる。
〈23〉法務研究科

現在のところ改善の必要性を認めない。

３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体

学生のより主体的な行動を促すためにも、これまで以上に見える形での「建学の精神」
「教学の理念」を浸透させる必要がある。そのためには、最も身をもって表現できる卒業生、
同窓会との連携をこれまで以上に図り、学生のもつ可能性を引き出す取り組みを展開する。
〈２〉経済学部

「情報処理能力」という文言を新たに教育目的に加えることを検討中である。
〈３〉経営学部

ディプロマ・ポリシーを反映したカリキュラム編成を作成すべく、毎期カリキュラムの
見直しを行う。
〈４〉法学部

法学部は総合安全保障論やグローカル人材論特殊講義など、８種類の実務家リレー講義
を開講している。またフィールド・リサーチを科目化し、学外での活動を奨励している。
これらを通じて、理念・目的の具体化を目指すとともに、逆にこうした実務界とのつなが
りのなかで理念目的が見直され、改善されていくことを目指している。
〈５〉外国語学部

インテンシブ科目の再編成、語学能力検定試験の利用による、語学力達成度の検証を行
い、国際関係科目の共通試験実施による国際的教養の養成を図る。
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〈６〉文化学部
2011（平成23）年度より既存の国際文化学科に加えて、新学科増設のための将来計画を

構想しており、そのためには学部の理念・目的を複数学科を擁しうるように改めねばなら
ず、現在その作業を進めている。
〈７〉理学部

大学ホームページでの周知・公表方法について、より有効なものがないかを検証し、現
状維持以上を目指す。
〈８〉コンピュータ理工学部

情報関連分野では、学部卒レベルの学生よりも大学院修士課程修了レベルの学生に対す
る社会的ニーズが高い。ため、大学院への進学率を増やすために、より一層の努力を行い
たい。また、学部の教育目標や各教員の研究活動の公開は概ね良好であると考えるが、ホ
ームページをより充実させて学部の活動をより積極的に社会に発信していきたいと考える。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

今後両学科で取り組むことはなく、コンピュータ理工学部で取り組む。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

今後両学科で取り組むことはなく、コンピュータ理工学部で取り組む。
〈11〉総合生命科学部

プロジェクト研究制度の効果は大きく、このシステムの拡充発展を期すべきである。
「総合生命科学部年報」も継続して発行し、自己点検・自己評価に積極的に活用する。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

今後は工学部生物工学科の理念・目的を継承している総合生命科学部にその具現化を委
ねることになる。
〈13〉共通教育推進機構

2013（平成25）年度から、全学的視点で共通教育と専門教育・融合教育を有機的に結び
つけた体系的な編成の新しいカリキュラムを実施する。
〈14〉経済学研究科

研究科生やその応募者に向けた教育理念や教育目的の丁寧な説明は、粘り強い継続が極
めて大切である。
〈15〉マネジメント研究科

「経営学部運営委員会（マネジメント研究科の運営検討を兼ねる）」による、「３つのポ
リシー」の不断的検討を行う。
〈16〉法学研究科

新専攻は、従来のオーソドックスな法律学専攻とは基本的な在り方を異にする。今後は、
両専攻が競い合って発展していくことになるだろう。
〈17〉外国語学研究科

本研究科では2011（平成23）年度にＦＤ委員会を設立し、３つのポリシー（ディプロマ・
ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー）を設定した。ＦＤ委員
会は自己点検・評価委員会と車の両輪をなし、相互補完的に本研究科の理念・目的の達成
を促進している。2011（平成23）年度より長期履修制度を導入して、本研究科の理念・目
的を達成するための門戸を広げたが、今後さらに発展させる。具体的には研究科会議で検
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討する。
〈18〉理学研究科

なお一層理学研究科の目的を内外に周知するよう、さまざまな方策について検討を行う。
〈19〉工学研究科

大学院ＦＤ活動と連携し、個々の学生の在学中の学業面や学位取得後の就職あるいは進
学における到達度を検証するためのデータを集める。それをもとに、本研究科の理念・目
的との適合性を検証する仕組みを作る。
〈20〉先端情報学研究科

より多くの志望者を集めるため、理念・目的を含めた情報の公表を積極的に行う。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

より多くの志望者を集めるため、理念・目的を含めた情報の公表を積極的に行う。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

スクーリング期間に行われる懇親会に本研究科卒業生が多数出席してくれており、卒業
生のネットワーク形成が進んでいる。
〈23〉法務研究科

各分野のＦＤ活動をさらに活発にし、共通的到達目標（コア・カリキュラム）を本研究
科の教育目標・シラバス・授業内容に反映させる。

②改善すべき事項
〈２〉経済学部

これまで進めてきた教育目的の充実に向けて、学生が今まで以上にグローバルな経済問
題に関心を持つようなコースの導入を検討するなど、より具体的な取り組みを始める。
〈３〉経営学部

「マネジメント能力」のさらなる具現化に向けたカリキュラム改革の必要性。
〈４〉法学部

現行の理念・目的は、目指されるべきことがすべて盛り込まれている。今後は、教育経
験の蓄積を糧として、本当に目指すべき方向性を絞り込み、特色あるものに磨き上げてい
く必要がある。
〈５〉外国語学部

目的未達成学生への対応、成績優秀者の顕彰、達成目標設定の適正化を図る。
〈６〉文化学部

学部の理念・教育目標に沿った学生が育っているか、卒業生アンケートを行うなどして、
検証する必要がある。
〈７〉理学部

教授会で検証を行う時期を取り決める等して、定期的な検証を確実に行うことを目指す。
〈８〉コンピュータ理工学部

学部カリキュラム委員会で、教育目的に沿って卒業生の質をより高めるためのカリキュ
ラム検討を行い、本学部の卒業生の意見を取り入れる仕組みの検討を進めたい。
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〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
今後両学科で取り組むことはなく、コンピュータ理工学部で取り組む。

〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
今後両学科で取り組むことはなく、コンピュータ理工学部で取り組む。

〈11〉総合生命科学部
研究活動のさらなる活性化のため、プロジェクト助教、ポスドク制度の発展的継続が求

められる。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

本来であればディプロマ・ポリシーなどの３つのポリシーを策定し、その適切性を定期
的に検証する仕組みを作る必要があるが、１−（２）に記した事情により特段の活動は行
わない。
〈14〉経済学研究科

当面、ここでは問題を抱えていない。
〈15〉マネジメント研究科

本研究科の理念・目的の評価・検証を実現するシステムを構築しなければならない。
〈16〉法学研究科

両専攻が競い合うことにより、ともに発展するような方向にもっていく必要がある。そ
れぞれの原点を確認しつつ、個性を伸ばすような発展が望まれる。
〈17〉外国語学研究科

本研究科の理念・目的・教育目標に沿って考えれば、博士前期・後期両課程を備えた研
究科であることが望ましい。しかし現状は修士課程のみに留まっている。このため、修士
課程修了者の進路等に制約が生じ、理念・目的・教育目標が充分に達成されているとは言
い難いのが実状である。
〈18〉理学研究科

大学院委員会や研究科会議の場、あるいはＦＤ推進委員会の中に大学院教育に関する小
委員会を設けるなどして、恒常的に検証できる仕組みを作っておくことが必要である。
〈19〉工学研究科

ディプロマ・ポリシーなどの３つのポリシーを念頭に置いた理念・目的、およびカリキ
ュラム等の適切性に関する定期的な検証の仕組みを作る。
〈20〉先端情報学研究科

理念・目的に沿った教育・研究活動の展開・発展のため、後期（博士）課程教育を質的・
量的に充実させる必要がある。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

理念・目的に沿った教育・研究活動の展開・発展のため、後期（博士）課程教育を質的・
量的に充実させる必要がある。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

現在のところ改善の必要性を認めない。
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４．根拠資料
〈１〉大学全体

資料１−１　建学の精神
資料１−２　教学の理念
資料１−３　３つのポリシー
資料１−４　学内広報誌『むすびわざ』
資料１−５　教学之源流
資料１−６　「大学の歴史と京都産業大学」シラバス
資料１−７　志学会執行委員会発行『雄飛』
資料１−８　2012（平成24）年度事業計画書および事業報告書
資料１−９　2012（平成24）年度補助金選定一覧

〈２〉経済学部
・大学ホームページ　http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/kitei.pdf
・学部ホームページ　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/ec/policy/index.html
・経済学部履修要項

〈３〉経営学部
・「３つのポリシー資料」（資料ケ−１）
・「カリキュラムマップ」（資料ケ−２）
・「身に付く力関係表」（資料ケ−３）
・「近年の科目の統廃合表」（資料ケ−４）

〈４〉法学部
・京都産業大学学則
・建学の精神
・教学の理念
・３つのポリシー
・法学部ホームページ：http://www.kyoto-su.ac.jp/department/ju/
・法学部履修要項

〈５〉外国語学部
・京都産業大学学則
・京都産業大学外国語学部ガイド
・外国語学部履修要項

〈６〉文化学部
・文化学部履修要項2012
・文化学部３つのポリシー
・文化学部のホームページ
　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/fcsi/

〈７〉理学部
・http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/sc_24.pdf
・http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/kitei.pdf
・http://www.kyoto-su.ac.jp/department/sc/policy/policy.html



＜第１章＞理念・目的

−024−

・初年次教育検討委員会答申書
・理学部教授会議事録　平成22年３月３日（水）13時15分から14時15分まで
・理学部教育検討委員会の設置
・理学部教育検討委員会議事録　平成22年３月19日（金）16時00分から17時20分まで
・理学部教育検討委員会答申書（中間）
・理学部教授会議事録　平成22年７月21日（水）13時15分から14時40分
・理学部教育検討委員会答申書
・理学部教授会議事録　平成23年５月18日（水）13時15分から15時15分まで
・理学部教授会議事録　平成24年４月18日（水）13時15分から14時20分まで

〈８〉コンピュータ理工学部
・京都産業大学学則（資料１−１）
・京都産業大学コンピュータ理工学部履修要項（資料１−２）
・京都産業大学大学案内（資料１−３）
・http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/index.html（資料１−４）
・ＩＴの新時代を担う人材の育成　情報科学の最先端を教育・研究するコンピュータ理

　　工学部（資料１−５）
・http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/shinro/index.html（資料１−６）

〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
・京都産業大学学則（資料１−１）
・http://www.kyoto-su.ac.jp/department/ics/gakka/index.html（資料１−２）
・http://www.kyoto-su.ac.jp/department/sc/policy/kyouiku.html（資料１−３）
・工学部履修要項（資料１−４）
・理学部履修要項（資料１−５）
・京都産業大学大学案内（資料１−６）
・http://www.kyoto-su.ac.jp/department/eng/（資料１−７）
・http://www.kyoto-su.ac.jp/department/sc/（資料１−８）

〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
・京都産業大学学則（資料１−１）
・http://www.kyoto-su.ac.jp/department/ics/gakka/index.html（資料１−２）
・http://www.kyoto-su.ac.jp/department/sc/policy/kyouiku.html（資料１−３）
・工学部履修要項（資料１−４）
・理学部履修要項（資料１−５）
・京都産業大学大学案内（資料１−６）
・http://www.kyoto-su.ac.jp/department/eng/（資料１−７）
・http://www.kyoto-su.ac.jp/department/sc/（資料１−８）

〈11〉総合生命科学部
・総合生命科学部年報
・大学案内
・履修要項
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〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組
・学部の理念・目的（資料１）
・大学案内（資料２）
・学生便覧（資料３）
・履修要項（資料４）
・ホームページ
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/bio/gakka/rinen/index.html（資料５）
・オープンキャンパス（資料６）
・履修ガイダンス（資料７）
・学部内委員会データ（資料８）
・各種議事録（資料９）
・総合生命科学部データ（資料10）

〈14〉経済学研究科
・『大学院履修要項 2012』（京都産業大学大学院）（資料１−１）
　p.140「大学院学則（抜粋）第４条の２」
・大学ホームページ（｢建学の精神｣）（資料１−２）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp
・『京都産業大学大学院案内2013』（資料１−３）
・『京都産業大学大学院　学生募集要項（平成25年度）』（資料１−４）

〈15〉マネジメント研究科
・「マネジメント研究科の３つのポリシー」（資料マ−１）
・「大学院説明会資料」（資料マ−２）

〈16〉法学研究科
・本学ホームページ
　とりわけ大学院基本情報の頁。法学研究科の頁。

〈18〉理学研究科
・京都産業大学大学院学則
・「京都産業大学大学院案内　研究科紹介編」
・「京都産業大学大学院案内　教員・研究紹介編」
・大学院のホームページ
　　www.kyoto-su.ac.jp/graduate/
・教育研究上の目的と３つのポリシー
　　www.kyoto-su.ac.jp/graduate/g_sc/policy/

〈19〉工学研究科
・研究科の理念・目的（資料１）
・大学院案内「教員・研究紹介編」（資料２）
・大学院案内「研究科紹介編」（資料３）
・大学院説明会（資料４）
・履修ガイダンス（資料５）
・ホームページ（資料６）
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・大学院委員会（資料７）
・自己点検・評価運営委員会（資料８）
・大学院ＦＤ／ＳＤワーキンググループ（資料９）
・大学院生在籍状況データ（資料10）

〈20〉先端情報学研究科
・先端情報学研究科パンフレット（2012年度版）
・先端情報学研究科ホームページ
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/g_fi/
・工学研究科パンフレット（2012年度版）
・工学研究科ホームページ
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/g_eng/

〈22〉経済学研究科（通信教育課程）
・経済学研究科（通信教育課程）ホームページ
・「学生募集要項」
・「履修要項」

〈23〉法務研究科
・平成25年度入学者募集要項（資料１−１）
・平成25年度用入試パンフレット（資料１−２）
・履修要項（平成24年度版）（資料１−３）
・法務研究科「自己点検・評価報告書」（2012年度８月版）（資料１−４）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/pro/lawschool/report/index.html
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第２章　教育研究組織

１．現状の説明
（１）大学の学部・学科・研究科・専攻および附置研究所・センター等の教育研究組織は、
理念・目的に照らして適切なものであるか。
〈１〉大学全体

大学の理念・目的を実現するため９学部24学科、９研究科14専攻、共通教育推進機構と
して３センター、研究機構として６研究所、さらに４つの教育研究組織を設けている（資
料２−１）。

学部・学科・研究科・専攻においては、それぞれの専門性を活かした教育活動を行い、
共通教育推進機構には、学長を委員長、各学部長を委員とする全学共通教育カリキュラム
委員会を設置し、全学的に共通教育（教養教育、キャリア教育）および学部の壁を超えた
融合教育を展開して、専門教育と有機的に結びついたより体系的なカリキュラム編成を進
めている（資料２−２）。

研究所においては、地域社会および産業界からの要請に応え、大学の知的資源を広く社
会に還元することに力を入れ、世界問題研究所、日本文化研究所、益川塾をはじめとする
研究者の育成、またミツバチを通じた環境保全、緑化推進および地域等とのネットワーク
の構築を図るミツバチ産業科学研究センター、行政との連携による防疫体制の構築を図る
鳥インフルエンザ研究センターなどを設置すると同時に、植物オルガネラゲノム研究セン
ター、構造生物学研究センターなど世界レベルの研究を推進し、国際的な学術の進展に寄
与している（資料２−３）。

■学部・学科
・経済学部　　　　　　　　経済学科
・経営学部　　　　　　　　経営学科、ソーシャル・マネジメント学科、会計ファイナ

　　　　　　　　　　　　　　ンス学科
・法学部　　　　　　　　　法律学科、法政策学科
・外国語学部　　　　　　　英米語学科、ドイツ語学科、フランス語学科、中国語学科、

　　　　　　　　　　　　　　言語学科（ロシア語専修、スペイン語専修、インドネシア
　　　　　　　　　　　　　　語専修、イタリア語専修）、国際関係学科

・文化学部　　　　　　　　国際文化学科
・理学部　　　　　　　　　数理科学科、物理科学科、コンピュータ科学科
・工学部　　　　　　　　　情報通信工学科、生物工学科
・コンピュータ理工学部　　コンピュータサイエンス学科、ネットワークメディア学科、

　　　　　　　　　　　　　　インテリジェントシステム学科
・総合生命科学部　　　　　生命システム学科、生命資源環境学科、動物生命医科学科

■研究科・専攻
・経済学研究科　　　　　　経済学専攻（博士課程−前期・後期）
・マネジメント研究科　　　マネジメント専攻（博士課程−前期・後期）
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・法学研究科　　　　　　　法律学専攻（博士課程−前期・後期）
　　　　　　　　　　　　　法政策学専攻（修士課程）※平成25年４月開設
・外国語学研究科　　　　　英米語学専攻（修士課程）・中国語学専攻（修士課程）・言

　　　　　　　　　　　　　　語学専攻（修士課程）
・理学研究科　　　　　　　数学専攻（博士課程−前期・後期）
　　　　　　　　　　　　　物理学専攻（博士課程−前期・後期）
・工学研究科　　　　　　　情報通信工学専攻（博士課程−前期・後期）
　　　　　　　　　　　　　生物工学専攻（博士課程−前期・後期）
・先端情報学研究科　　　　先端情報学専攻（博士課程−前期・後期）※平成25年４月

　　　　　　　　　　　　　　開設
・法務研究科　　　　　　　法務専攻（専門職学位課程）
・経済学研究科（通信教育課程）　経済学専攻（修士課程）

■研究所・センター等
・共通教育推進機構　　　　全学共通教育センター、教職課程教育センター、キャリア

　　　　　　　　　　　　　　教育研究開発センター
・研究機構	 日本文化研究所、世界問題研究所、先端科学技術研究所

（鳥インフルエンザ研究センター、ミツバチ産業科学研究
センター）、総合学術研究所、神山天文台、益川塾

・体育教育研究センター
・国際交流センター
・教育支援研究開発センター
・リエゾンオフィス

〈２〉経済学部
本学学則第２条の２に書かれた経済学部の目標に照らし、公共政策コース・産業経済コ

ース・国際経済コースという３コースに分け（学部ホームページ）、学部の理念・目的に
沿った教育組織を構成している。
〈３〉経営学部

「マネジメント能力をもった人材の育成」という教育目標を達成するべく、経営学部で
は経営学科、ソーシャル・マネジメント学科、会計ファイナンス学科を設置している。各
学科はそれぞれ、実践の場で企業のマネジメントを担うための基礎的な能力、経営学の視
点から社会と経営の関わりを理解する能力、組織内での資金の流れを理解する能力の獲得
を目指しており、当該目的に合致するように教育・研究を行っている。

ただし社会環境の変化は激しく、上記の教育目標を達成するために、教育研究組織もそ
れに対応していかなくてはならない。
〈４〉法学部

学則に規定された法学部の目的は、「法の知識と実践的な平衡感覚に基づいて公益ある
ものを生み出していく人材の養成」である。法学部は1967（昭和42）年の創設以来、長ら
く法律学科の単一学科体制だったが、2009（平成21）年に法政策学科が創設され、２学科
体制となった。オーソドックスな法律学科に加え、現代的な諸問題に対応する法政策学科
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を兼ね備えた。基本のマスターを中心とする法律学科に、実践的応用を中心とする法政策
学科が加わり、法学部の設置目的をより良く果たしていく体制がととのったといえる。
〈５〉外国語学部

各学科は、優れた外国語能力と深い教養を涵養し、グローバルな視野に立って活躍でき
る人材を養成することを目的としている。2012（平成24）年５月現在、外国語学部に所属
する専任教員は63名で、その内訳は英米語学科19名（言語学・日本語学を専門とする教員
を含む）、ドイツ語学科６名、フランス語学科７名、中国語学科７名、ロシア語専修３名、
スペイン語専修３名、インドネシア語専修３名、イタリア語専修３名、国際関係学科12名
となっている。
〈６〉文化学部

文化学部は2000（平成12）年４月に京都産業大学における外国語学部に次ぐ、しかし外
国語学部とは別の理念・目的を有する２つ目の人文系学部として開設された。専任教員47
名からなる本学部の現在の教育研究組織は、建学の精神および学部の理念・目的に即して、
単一の国際文化学科の下、日本・アジア・ヨーロッパ・アメリカの４つのコースで構成さ
れている。担当教員が不足している分野もあるが、適切であると判断しうる。学部の教授
会やカリキュラム委員会は１カ月に１回以上開かれ、議論が行われている。
〈７〉理学部

理学部は、教育・研究の基本組織として、数理科学科、物理科学科、コンピュータ科学
科の３学科で構成されている。これらの３学科はそれぞれに、数理科学科は「数理科学の
基礎としての数学を身に付けるとともに、数理科学の諸分野の理論およびその応用を修得
し、社会において指導的役割を果たしうる人材の養成を目的」とし、物理科学科は「多様
化した現代科学技術の基盤となっている物理科学を広くかつ深く究めることを通して、物
理科学を構成している諸原理を理解するとともに、応用する能力を修得し、社会において
指導的役割を果たしうる研究者・技術者の養成を目的」とし、コンピュータ科学科は「コ
ンピュータサイエンスの知識と技術を身に付け、情報科学の基礎と応用を修得し、指導的
役割を果たしうる研究者・技術者の養成を目的」としており、理学部の目的に照らして適
切なものとなっている。なお、コンピュータ科学科は、コンピュータ理工学部の開設、お
よび、学生受け入れに伴って、学生募集を停止した。
〈８〉コンピュータ理工学部

コンピュータサイエンス学科、ネットワークメディア学科、インテリジェントシステム
学科の３学科がある。各学科は、高度ＩＴ社会のためのコンピュータ・システム、グロー
バル社会のためのインターネットとメディア、人とＩＴ環境のコミュニケーションのため
の知能情報処理と脳科学という教育研究理念をもち、それと合致した教員人材30名を揃え
ている。内訳は、教授16名、准教授６名、専任講師３名、助教２名、特任教授１名、特約
講師２名である。専門科目は、必修10科目、選択必修17科目、選択44科目である。

学部・大学院の一貫教育の立場から、成績優秀者に対しては、３年半での早期卒業制度
を採用しており、今年、制度最初の早期卒業者の推薦入試合格者を出した。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

コンピュータ理工学部に改組されたため、教員はコンピュータ理工学部に所属している。
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〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
コンピュータ理工学部に改組されたため、教員はコンピュータ理工学部に所属している。

〈11〉総合生命科学部
総合生命科学部では、「生命科学の普遍的な真理を探究し、その応用として、自然との

共存を図るための技術を創出する」という目標を達成すべく、生命システム学科、生命資
源環境学科および動物生命医科学科の３学科を設置し、広範な社会的負託に応えられる人
材を育成するよう、高度な研究活動とそれに基づく教育を行っている。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

教育研究体制としては、大学の方針として講座制でなく以下に述べる教育分野ごとに専
任教員を採用している。現在では、広く生物工学分野に関連した研究を展開しているが、
各人がそれぞれの分野で精力的に研究している。専任教員は生物工学科19名であり、その
内訳は2012（平成24）年度は教授９名、客員教授５名、准教授２名、特約講師３名である。
また、学外の非常勤講師は７名である。学科内の教育分野として、分子機能科学、細胞機
能科学、植物遺伝・育種学、生物保全科学の４つにそれぞれ緩くグループ化され、授業編
成において分担している（根拠資料１）。これら生物工学分野を網羅的にカバーする諸教
育分野が連携して学科を構成することで、本学部の理念・目的を具現化する体制が成り立
っている。
〈13〉共通教育推進機構

本学には、全学共通教育の運営組織として、全学共通カリキュラム委員会、全学共通カ
リキュラム推進委員会、人間科学教育・英語教育・外国語教育・体育教育・キャリア形成
支援教育の各カリキュラム委員会が設けられている。全学共通カリキュラム委員会は、学
長を委員長として、各学部長、共通教育推進機構長、教学センター長などで構成され、全
学共通カリキュラム推進委員会は、副学長を委員長として、各学部の教務関係委員、共通
教育推進機構長、教学センター長などで構成される。そして、各カリキュラム委員会委員
はすべて学部所属教員である。また、全学共通教育センター所属の専任教員は少なく、共
通教育科目の多くは、学部所属の教員と非常勤講師が担当している。
〈14〉経済学研究科

建学の精神に従い、高度な経済分析能力をもつ研究者や高度専門職業人および高度で知
的な素養のある人材の養成が目標になっている。激変する時代の多様な研究ニーズに応え
るため、経済理論・実証分析・歴史・産業・政策・国際関連などの幅広く多様な教員が揃
えられている。また、学生に対してはより細やかな指導と教育支援を実施するため、ほぼ
マンツーマンの指導が可能な体制をとっている。

このための組織として、博士前期課程は35名の研究科教員（すべて経済学部教員との兼
担）が指導にあたり、このメンバーによる研究科会議が構成されている。博士後期課程
については、前期課程教員の内23名によって研究科会議が構成される（前掲資料１−１）。
教員は研究科会議による審議・報告とともに相互間の指導情報の共有を通じて、教育目標
と指導との整合性を保ち、効果的な教育指導のために努力することになっている。
〈15〉マネジメント研究科

本研究科の目的「高度なマネジメント能力をもった高度専門職業人の養成」を達成すべく、
博士前期課程と博士後期課程の２課程を設置し、両課程４つの分野と２つのコア・パース
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ペクティブ（資料マ−３）から構成している（これは学部学科との連続性と整合性に配慮
したものである）。さらに、法学研究科とともに「ジョイント・プログラム（税務エキス
パート）」という学際プログラム、および、企業行動と社会との接続機能を果たすことを
目的としたコーポレート・コミュニケーション・コースを2009（平成21）年に設置した。
〈16〉法学研究科

大学院学則に規定された法学研究科の目的は次のとおりである。「学問的探求に基づき、
法律学および政治学に関する高度な専門知識ならびに法実務上の素養を修得させることに
よって、知的素養と研究能力を身に付けた人材および法化社会の要請に応えうる専門職業
人を養成することを目的とする」。法学・政治学の高度な履修による研究者ないし専門職
業人の養成が目的である。法学部教員のほとんどが大学院レベルの教育に携わる組織形態
である。法学部が備えている研究・教育能力をより高度に発揮させようとする組織形態で
ある。法学研究科の理念・目的に照らして、適切であると言える。
〈17〉外国語学研究科

本研究科は、英米語学専攻、中国語学専攻と言語学専攻からなるが、学校教育法第99条
および大学院設置基準第３条第１項・同第４条第１項の内容を踏まえ、それぞれの専門分
野における学術の理論および応用を研究教授し、その深奥を究めて研究者および高度専門
職業人を養成することを目指すとともに、教育・研究指導の充実によって広く社会・文化
の発展に寄与することも心掛けている。
〈18〉理学研究科

数学、物理学それぞれの専攻において、広い視野に立って精深な学識を授けられるよう、
広い研究分野の教員を有している。これらの教員が博士前期（修士）課程、博士後期課程
のそれぞれにおいて、特論、演習（または実験・演習）、研究の講義を行うことができる
体制にある。
〈19〉工学研究科

全員が生物工学専攻、総合生命科学部との兼任で、本研究科の理念・目的に適合した組
織が作られている。大学院担当の指導教授は、前期課程指導教員が26名、後期課程指導教
員が18名である（根拠資料１）。本研究科の教育研究に関わる事項については、研究科会
議および専攻会議で審議決定される。研究科は大学院担当の指導教員によって組織され、
科長は工学部長が兼任している。また、全学の研究科における教育・研究に関わる事項に
ついては、研究科から選ばれた委員による大学院委員会で審議決定される。
〈20〉先端情報学研究科

先端情報学研究科担当の教員は、新しい情報処理技術へ挑戦する「コンピュータサイエ
ンス学科」、人にやさしい知的なシステムの実現を目指す「インテリジェントシステム学
科」、新しい情報ネットワークの開発を進める「ネットワークメディア学科」から成る学
部の３学科のいずれかに所属している。先端情報学研究科ではこれらの分野の先端的技術
開発研究の能力が身に付くよう指導を行っている。高度情報化社会を支える科学とテクノ
ロジー、グローバル社会のための情報ネットワーク、人間とＩＴ環境のコミュニケーショ
ンに貢献できるように教員および院生は、学部のように３つの分野に分かれた組織になっ
ておらず、１つの研究科所属となっている。従って、学科間の壁はなく教員は自由に指導
内容や研究内容を変えられる。情報学で扱う分野は急速に変わるので、現在の組織は研究
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科の目的遂行には適切と考えられる。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

情報と通信の技術の進歩に適応できる人材を養成するために、工学部情報通信工学科と
同じ組織の光通信工学系、電波通信工学系、情報システム工学系および数理情報工学系の
４分野を設け、大学院を修了して社会で即戦力となる能力が身に付けられる組織と授業体
制を組んで指導を行っている。この分野分けは進歩の速い情報通信分野を網羅しており概
ね妥当なものである。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

本研究科は既存の通学制「経済学研究科」に並立して設置された修士課程のみの大学院
である。担当教員は政策分野ないしはそれに近い分野を専攻する研究者から構成されてい
る。このような組織構成は、本研究科が社会人を対象に、各自が関心をもつ経済政策領域
を学ぶことによって、実社会で直面する経済的課題について常に理論と実証の両面から分
析し政策立案できる高度な判断力と実践力を備えた人材の養成を目的としている点から設
定されている。
〈23〉法務研究科

2012（平成24）年度の学生収容人数112名に対して、専任教員は22名である。法科大学
院の設置基準を満たしていることはもとより、徹底した少人数教育という理念に照らして
適切な人員が確保されている。専任教員のうち「５年以上の実務経験」を有する実務家教
員は７名であり、設置基準の要件を満たしている。研究者専任教員のほとんどが法律基本
科目の担当者であり、年齢構成においてもバランスがとれている（資料２−１）。

（２）教育研究組織の適切性について、定期的に検証を行っているか。
〈１〉大学全体

常任理事会、部局長会を中心に、教育研究組織の適切性について検証を行っている。大
学がますます強まる社会の負託・要請に応えて、質の高い教育・研究活動が行えるよう学
部・学科、研究科・専攻の再編を実施し、現在も新学部構想を含む学部、大学院改革など
教育の絶えざる改革を検討している。2012（平成24）年度には、共通教育推進機構と研究
機構の２つの大きな機構を設置し、文字どおり、全学的な共通教育と研究を推進する体制
を強化した。
〈２〉経済学部

カリキュラム委員会や教授会において、毎年教育研究組織の適切性を議論し、改善案を
示している。
〈３〉経営学部

「経営学部運営委員会」「経営学部自己点検・自己評価委員会」「経営学部教務委員会」
において、相互連携の下、教育研究組織の適切性について定期的に検討している。具体的
には３学科体制の完成年度（2011（平成23）年度）に向けた検討を行い、前記の教育・研
究上の目標を達成するための３つのポリシー（資料ケ−１）を策定し、組織が目的に適っ
たものであるかを確認している。
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〈４〉法学部
本学が総合大学として、なぜ法学部を設置しているのか、その法学部がなぜ法律学科と

法政策学科とを擁しているのか。まず毎年、次年度のカリキュラムを編成する際に、検証
している。本学が学則第１条「高度産業社会の科学的進運に寄与する有為の人材を養成す
る」に規定する使命を果たすのに、法学部が提供する教育がどのように貢献するかが常に
念頭に置かれている。法学部生は本学生の２割以上を占める。また専門教育を学部を超え
て履修できるからであり、学部融合プログラムや共通教育科目も提供しているからである。
さらには毎年の入試広報において、検証を行っている。受験生数や倍率の増減の原因を探
っていくと、法学部の在り方の反省をせまられるからである。

こうした検証にあたるのは教授会であるが、とりわけ学部運営委員会、カリキュラム委
員会、企画委員会を構成メンバーとする法学部改革室が定期的に会議を開き、検証してい
る。
〈５〉外国語学部

外国語学部においては、教授会、主任会議、そして自己点検・自己評価委員会が、この
問題に関する議論の場となる。
〈６〉文化学部

文化学部の教育研究組織については、文化学部教授会、文化学部運営委員会、文化学部
人事委員会、文化学部教員評価委員会、文化学部自己点検・評価委員会、文化学部カリキ
ュラム委員会などにおいて、必要に応じて議論されている。最近では特に、学科増設を含
む学部改革を検討するワーキンググループのなかでも議論が行われている。
〈７〉理学部

理学部の教育研究組織の適切性を検証する場として理学部教授会があり、具体的な課題
については適宜、ワーキンググループや検討委員会などを立ち上げて検証を行っている。
〈８〉コンピュータ理工学部

学部教授会、学部教員評価委員会は、教員評価制度による年１回の評価報告書提出、学
生による授業評価アンケートで組織の検証を行っている。またカリキュラム委員会を中心
に、教育・カリキュラムの検証として、新入生、在学生、卒業時の学生に対するアンケー
トを継続的に実施し、授業やカリキュラム改善の資料を蓄えている。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

コンピュータ理工学部での検証作業はこの２学科にも適用される。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

コンピュータ理工学部での検証作業はこの２学科にも適用される。
〈11〉総合生命科学部

教授会、自己点検・自己評価委員会、カリキュラム委員会等のいくつかの学部内委員会
において、この問題に関して直接的、間接的に議論している。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

教授会（2010（平成22）年度からは総合生命科学部の教授会）、自己点検・自己評価委
員会やカリキュラム委員会等のいくつかの委員会において、この問題に関して直接的、間
接的に議論を行っている（根拠資料２、３）。ただし定期的なものではない。
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〈13〉共通教育推進機構
2013（平成25）年度から実施される全学共通教育課程改革についての審議過程において、

本センター組織の適切性についても、定期的に検証が行われている。
〈14〉経済学研究科

教育研究組織の適切性を検証する常設の組織として、大学院自己点検・評価委員会があ
る。さらに、教育研究活動等の状況について、一定期間ごとに第三者評価（文部科学大臣
の認証を受けた評価機関による評価）を受けることになっている（前掲資料１−１）。こ
れ以外に教育研究に関する課題が生じた場合は、研究科会議およびその下部組織である将
来構想委員会・人事委員会において検討され、必要に応じて適切な施策がとられる仕組み
になっている。
〈15〉マネジメント研究科

学術の進展や社会の要請との適合性を鑑み、たとえば、2009（平成21）年に設置したコ
ーポレート・コミュニケーション・コースについては、そのカリキュラム編成が社会ニー
ズに必ずしも的確に適合しているとは言えないという検証結果から、2012（平成24）年に
その募集を停止し、コーポレート・コミュニケーションに関わるカリキュラムの再編成を
検討している。このような研究組織の適正性については、学部・研究科が連携のとれた形
で対応する体制をととのえるため、主に学部運営委員会が中心となって、定期的に検証を
重ね改善する方策を立ててきている。
〈16〉法学研究科

2009（平成21）年度に発足した法政策学科が、完成年度を迎えるのを機に、2013（平成
25）年度から法学研究科の新専攻として、法政策学専攻が発足する運びになっている。学
部教育をより高度に発展させるために、大学院レベルでも法政策学専攻が必要となるとい
う、法学研究科会議による検証の結果である。なお研究科会議内におかれた新専攻設置始
動委員会が、この検証の中心となった。
〈17〉外国語学研究科

現状では、研究科に設置されている自己点検・評価委員会、学部共通の教員評価委員会、
および研究科の各専攻におけるカリキュラム検討を通して、教育研究組織の妥当性を検討
している。
〈18〉理学研究科

教育研究組織の適切性について、定期的に検証を行っているとは言えないが、研究科会
議の下で、教育・研究上の必要に応じて構成人員等の検討が行われている。
〈19〉工学研究科

研究科会議、大学院委員会および大学院ＦＤ／ＳＤワーキンググループ等のいくつかの
委員会において、この問題に関して直接的、間接的に議論し検証を行っている（根拠資料
２、３）。ただし定期的なものではない。これまでの数年間で工学部生物工学科の教員に
複数名の退職者と新規採用者があったため、その都度、教育研究組織の適合性について審
議し、適切性を検証してきている（根拠資料３）。
〈20〉先端情報学研究科

2011（平成23）年度に発足して１年のみの経過であり、完成年度に達していないため組
織の改変は許されていない。そのため、組織の適切性についての議論は時期尚早であり、
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教員個人間で意見交換を行っているが研究科としての公式な議論は行っていない。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

専攻会議および教員間の意見交換を適時に行っている。卒業生からも意見を聞き、卒業
生が本学研究科で受けた教育が社会に役立っているかを検証し、前記４分野で補うことが
不可能な分野の補充の必要性について議論を行っている。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

本研究科の設置目的に合わせて、所属全教員から成る研究科会議を設置し、会議を原則
月１回開催し、またメーリングリストを利用して教員間の情報および意見交換を随時行っ
ており、それらにおいて随時教育研究組織の妥当性が話し合われている。
〈23〉法務研究科

教員組織の適切性については、カリキュラム・ポリシーとの整合性を踏まえ、主として
教務委員会において検証を行っている。教務委員会における非常勤講師や専任教員の人事
についての検討・提案を経て研究科の人事計画を策定している。

２．点検・評価
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体

2012（平成24）年度に共通教育機構と研究機構の２つの大きな機構を設置し、より共通
教育と研究の充実・強化を図るための全学的な推進体制をととのえた。これにより、全学
部を巻き込んだ共通教育改革の推進力が増し、2013（平成25）年度より全学部において新
たな共通教育カリキュラムが動きだす。ただし、総合生命科学部については完成年度を迎
える2014（平成26）年度から導入する。

研究においては、ミツバチを通じた環境保全、緑化推進および地域等とのネットワーク
の構築を図るミツバチ産業科学研究センターを発足させた。
〈２〉経済学部

月１回、学部の定例教授会を開催し、さらにその他の各種委員会をもち、また専任教員
による学部研究会をして、専任教員間の教育・研究面における意見交換を集中的かつ効果
的に行っている。
〈３〉経営学部

組織的内部質保証システムの嚆矢的機能が期待される「初年次教育プログラム」（資料
ケ−６）の構築において中心的役割を果たす「経営学部初年次教育修学支援会議」を2012

（平成24）年に立ち上げた。
〈４〉法学部

かつて学部は教学にのみ責任をもった。近年、３つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、
カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー）を決定し、公表することを通じ、
学部が、入学から教学、さらには進路決定に至るまで、一貫して責任を帯びるようになっ
た。入試や就職に関しては、全学の入学センターや進路センターが第一の責任主体である
が、学部として共同責任を負う意識が高まっている。
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〈５〉外国語学部
前述のように、外国語学部では教授会、主任会議、そして自己点検・自己評価委員会に

おいて、学部の教育研究組織としての妥当性を多角的に検証してきたのであり、その検証
結果は、2008（平成20）年度からの国際関係学科の新設等に生かされていると言える。こ
の構成は、外国語学部開設以来の伝統を守りながら、外国語学部に対する新しい社会的な
要請に応えるためのものであり、妥当と言える。
〈６〉文化学部

学科増設を含む学部改革に関する議論が行われ、いくつかの方向性が出されている。
〈７〉理学部

理学部の目的に沿った適切な目的を有する学科が、組織されている。
〈８〉コンピュータ理工学部

学部の学生定員135名は、研究室あたり４〜５名の学生数となり少人数教育として最適
である。情報系大学の受験者が減少傾向にある中で、本学部への受験者数は安定している。

本学の博士学位を取得した研究者を３年期限で特約講師とするシステムは、現在２名の
人材を得て順調に稼働している。教員のボランティア組織が、学生、教員の垣根を取り払
いさまざまな話題を提供する「ランチタイム・トーク」と放課後学習の手助けをする「寺
子屋」を立ち上げており、多くの参加者を得て成功している。また、研究面では毎月１回
教員による公開セミナーを行っている。種々の最新の話題が登場し院生、学部学生への刺
激ともなる。
〈11〉総合生命科学部

各学科において、社会的ニーズに対応した人材育成のための最適な教員構成および研究
の推進を図ることが肝要で、今後も不断の点検・評価を通じて柔軟な対応が必要である。

導入教育や少人数教育の充実は、教育効果に加え、学生と教員間の距離感を縮めるのに
役立っており、学生のコミュニケーション能力の向上などに大いに寄与している。また、
プロジェクト助教を含めた研究体制の充実が、発表論文数の増加や外部資金の獲得などに
つながっている。動物生命医科学科では、鳥取大学農学部獣医学科、岐阜大学応用生物科
学部獣医学課程との連携教育、京都市保健衛生局との共同研究、大阪府立大学環境生命科
学域教員との学術交流などを通じて教育研究活動を充実させている。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

専任教員（いずれも教授）の定年退職者が2006（平成18）、2008（平成20）、2010（平成
22）、および2011（平成23）年度にそれぞれ１名ずつあった（計４名）のに対して、新規
の専任教員採用が2007（平成19）年度に１名、2009（平成21）年度に６名（客員教授３名、
教授１名、准教授２名）あった。このことは本学部の理念・目的にかなった教員組織の活
性化につながっている（根拠資料４）。
〈13〉共通教育推進機構

現在進められている全学共通教育課程改革の審議過程において、全学的視野の下に、学
部の意向も踏まえた上で議論がなされている。
〈14〉経済学研究科

研究科の教育は、研究科生の研究目的に合わせ、指導教員と学生とがほぼ１対１で対応
しており、研究論文のテーマに関連する最適な科目を履修するように指導されている。開
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講科目としては、経済学部の授業編成と対応して、さらに高度な学生の研究ニーズにマッ
チした多彩な科目を充実させることに努めている。また他大学院・研究科との単位互換制
度も10単位までみとめている（前掲資料１−１）。さらに他学部出身者・社会人に配慮さ
れた経済学基礎科目も設置している。これらは当研究科の新しい科目配置への積極的な取
り組みとなっている。
〈15〉マネジメント研究科

法学研究科との共同プログラムである「ジョイント・プログラム（税務エキスパート）」
において、法学研究科との連携が功を奏し、入学者が2011（平成23）年度に１名、2012（平
成24）年度は２名と軌道に乗りつつある。
〈16〉法学研究科

法学部教員のほぼ全員が大学院科目を担当する組織形態は、教員の教育・研究能力の充
分な活用になるとともに、専門職業人の養成を中心とした教育の成果を上げることになっ
ている。
〈17〉外国語学研究科

本研究科の理念の達成と目的等の実践のために、教員と院生間の個人教授的な体制で有
機的に運用されている。教員の専門分野も考慮して、院生は研究課題を提示し、各院生に
１名の指導教授がつくことで、各院生の個人的な研究の興味を引き出すことが可能であり、
現時点では非常に効率的に成果が発揮できる体制と言える。このような体制は小規模なが
ら良い効果が出る状況にある。
〈18〉理学研究科

広い研究分野の教員を有し、広い視野に立って精深な学識を授けられる体制がある。
〈19〉工学研究科

工学部生物工学科の専任教員（すなわち生物工学専攻指導教員、いずれも教授）の定年
退職者が2006（平成18）、2008（平成20）、2010（平成22）、および2011（平成23）年度に
それぞれ１名ずつあった（計４名）のに対して、新規の専任教員採用が2007（平成19）年
度に１名、2009（平成21）年度に６名（客員教授３名、教授１名、准教授２名）あった。
このことは本学部の理念・目的にかなった教員組織の活性化につながっている（根拠資料
４）。大学院ＦＤ／ＳＤワーキンググループによる教員組織の適合性を検討するための体
制づくりができている。
〈20〉先端情報学研究科

大学院担当の教員は学部との兼任である。ほとんどの大学院生は本学出身なので教員は
院生を周知している。学部の３年次から研究室に所属していた学生なので、指導し易く教
育効果は上がっている。学部時代と同じ研究室出身の学生を優先的に受け入れる組織体制
であるので、極めて細やかな指導ができる点が評価される。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

情報通信各分野を網羅する授業を行う組織なので授業内容が豊富であるため、情報通信
に対する時代の要求と社会の要請に即応できる研究者を養成している点が評価される。
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〈22〉経済学研究科（通信教育課程）
以上のような検証によって、本研究科が設けている履修モデルについての調整、経済学

基礎科目担当者数の拡充など、カリキュラムの改善が適宜行われている。
〈23〉法務研究科

現状、教員組織のバランスはとれており、個人面談やオフィス・アワーを通じて一人ひ
とりの学生に対して、きめの細かい指導ができている。

②改善すべき事項
〈１〉大学全体

グローバル化をより強固に、スピーディに推進するための組織の見直しが必要であると
考えている。
〈３〉経営学部

学科の枠組ではなく、「教育プログラム」の枠組みで教育研究組織を考え、組織的内部
質保証システムを構築・稼働させることが必要である。
〈４〉法学部

専任教員１人当たりの在学生数は、学部別に見て、法学部は経済学部に次いで多い。法
学部在籍学生は、全体の２割以上を占める。専任の教員数の増加が必要である。
〈５〉外国語学部

言語学、日本語学、特別英語を専門とする教員が便宜上、英米語学科に所属する形をと
っているが、この点は学部、学科の円滑な運営を妨げる原因となることもある。
〈６〉文化学部

学部内のファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）や研究発表の場などをもっと設け
る必要がある。また、大学の人事方針も踏まえ、学部の方向性に沿った教員の充実が必要
である。
〈７〉理学部

検証を行う時期の取り決めがないため、定期的な検証を確実に行うことが難しい。
〈８〉コンピュータ理工学部

2012（平成24）年４月に最初の卒業生を送り出したが、留年者は少なかったものの進路
変更などの理由で多くの途中退学者を出した。教育内容まで明らかにした入試案内が必要
である。
〈11〉総合生命科学部

幅広い知識を習得させるため、３学科間で科目の相互乗り入れが可能なように学部のカ
リキュラムは編成されている。しかし現実には時間的な制約が大きく、効果の検証が必要。
〈13〉共通教育推進機構

本機構の委員会組織、学部所属教員の全学共通教育科目担当の在り方、非常勤講師の科
目担当数などを改善していく。
〈14〉経済学研究科

可能な限り指導教授と研究科生による１対１の教育指導体制は、当研究科の大きな長所
であり、特徴でもあるため、今後とも維持する。しかしながら、激変する時代の要請に即
して、さまざまな教育情報や研究ニーズへの組織的対応を求められる可能性もあり、研究
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科会議全体としてのより一層の客観的情報の共有に努める必要がある。
〈15〉マネジメント研究科

本研究科を担当する教員数を、本研究科の目的を遂行するために増強してきたが、教員
増強が必ずしも、目的遂行に至っていない現状が生起したこと。また、米国ミズーリ大学
セントルイス校との単位互換制度を基盤とする「デュアル・ディグリー・プログラム」に
対する学生の受け入れ・送り出しの実績が停滞していること。国際化を既存の教育研究シ
ステムの中で、どのように位置付けるかの議論を抜きに拙速な制度化を図るべきではない。
〈16〉法学研究科

2013（平成25）年度からの新専攻発足に伴い、法学研究科は２つの専攻を擁することに
なる。従来にない新機軸を導入しているので、両専攻がうまく競い合いながら、ともに発
展していく体制を構築することが課題である。
〈17〉外国語学研究科

大学院の授業形態のみならず、大学等の一般的な授業形態は複数の学生とともに効率的
に授業ができることが理想であり、その点からすれば、各専攻に在籍する院生の少なさは
研究科の充実した組織構成と上記の理想的な設置の理念・目的等の関連性の観点からは欠
点と言える。そこで、より多くの院生確保を最重要課題に位置付け、その実現によって、
充実した教育組織の構築と理念・目的等のギャップを少しでも埋めることが可能になるで
あろう。
〈18〉理学研究科

実際に開講されない講義・演習・実験、受講者が１名しかいない講義・演習・実験が存
在する。

教育研究組織の適切性について、定期的には検証を行っていない。
〈19〉工学研究科

本研究科・専攻の理念・目的に対する適合性について、組織全体について、研究科会議、
大学院委員会で点検・評価を行っているが、定期的ではないため、定期的に行うために大
学院自己点検評価委員会を設置するように改善を行う。
〈20〉先端情報学研究科

院生の時々刻々変わる希望する授業科目や研究課題に即対応できる組織体制が不十分で
ある。これまでの組織体制は教員間の会議で決められたものである。在籍する大学院生の
意見を聞く制度へと改善することが望まれる。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

企業や他大学との院生の交流が少ないため、院生が外部からの刺激を受ける機会が少な
い。交流を増やすため、短期に学外研究者を受け入れる客員部門の設置が必要とされる。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

現在のところ改善の必要性を認めない。
〈23〉法務研究科

教員のジェンダーバランスについては、改善の努力はしているものの、なお専任教員に
おけるジェンダーバランスには改善の必要が認められる。
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３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体

2012（平成24）年４月に本学の「知の発信」拠点として地域社会との交流や社会貢献を
目的とした「むすびわざ館」を開設した。ここを拠点としたさまざまな教育研究組織を創
設し、大学の知的資源を広く社会に還元すべく、新たな事業展開を実施する（資料２−４）。
〈２〉経済学部

月１回、学部の定例教授会を開催し、さらにその他の各種委員会がある。その内容を、
さらに高度なものにしていきたい。
〈３〉経営学部

今後は、２年次生以降の教育において、組織的内部質保証システムとして機能する「教
育プログラム」の構築が求められる。
〈４〉法学部

少なくとも法学部生に関しては、入学から、在学中の教育、さらには進路決定に至るま
で、法学部が責任をもたなければならないという意識が教職員に高まったことが挙げられ
る。

また本学における法学関係の教育は、法学部が責任を負うことも意識されてきた。
また2013（平成25）年度に、法政策学専攻の大学院が発足する運びになっていることも、

法政策学科を設けた以上、大学院レベルの教育まで責任をもとうとする意識の現れだと評
価される。
〈５〉外国語学部

2014（平成26）年度の開設を目指して、言語学科の再編成を検討中である。また、教員
全員が、現在の外国語学部の構成上の利点すなわち人文科学系と社会科学系の教員が融合
する点を生かしてさらなる教育研究の活性化を図る。
〈６〉文化学部

学科増設を含む学部改革に関する議論が進められている。
〈７〉理学部

理学部の目的に沿った、より適切な組織づくりができないかを検証し、現状維持以上の
目的の実現を目指す。
〈８〉コンピュータ理工学部

研究室配属システムは、学生の希望と学生と教員双方の平等感などさまざまな問題を含
んでいる。毎年より良い配分方式を求めて教務委員を中心に学部全体で議論を重ねている。
〈11〉総合生命科学部

プロジェクト助教制度は、最終年度（制度開始５年後）に客観的な評価がなされる予定
であるが、ここまでは一定の成果が上がっており、この制度の継続、発展が望まれる。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

教員組織の活性化状態は、本学部の発展形として2010（平成22）年度に開設された総合
生命科学部においてさらに拡大された形で続行している（根拠資料５）。そのため本学部
として特段の方策はとらない。本学部は既に同年度より学生募集を行っておらず、工学部
の全教員も総合生命科学部の専任教員となり活動している。



＜第２章＞教育研究組織

−041−

〈13〉共通教育推進機構
2013（平成25）年度からの全学共通教育課程改革に向け、本機構の運営組織改編作業を

進めている。
〈14〉経済学研究科

マンツーマンの指導体制による教育研究の成果は、着実に上がっている。
〈15〉マネジメント研究科

「ジョイント・プログラム（税務エキスパート）」の外部に対する効果的な広報活動の検
討を進める。
〈16〉法学研究科

新専攻発足に伴い、従来の法律学専攻の在り方も見直されている。改革の具体化はこれ
からだが、教育目的のより良い実現の方策を探っている。
〈17〉外国語学研究科

2014（平成26）年度からの学部改組に伴って研究科の教育研究組織を充実させる予定で
ある。附属校およびその他の中学・高等学校の現職教員を院生として受け入れる制度を導
入している。
〈18〉理学研究科

引き続き、広い研究分野と広い視野に立った精深な学識を授けられる体制を維持・拡充
していく。
〈19〉工学研究科

総合生命科学部の学年進行に伴い、工学研究科生物工学専攻を改編して新たな研究科を
開設する必要がある。
〈20〉先端情報学研究科

院生は所属する研究室の教員以外に研究科のすべての教員から特別セミナーを通して指
導を受ける制度になっており、院生は多様な刺激を受け研究の励みとなっている。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

光通信工学系、電波通信工学系、情報システム工学系および数理情報工学系の４分野す
べての教員から特論以外に共通関連科目として情報通信工学特別セミナーを通して指導を
受ける制度になっており、院生は幅広い視野をもつ。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

秋に実施されている最終レポート・修士論文についての中間研究発表会（２年次生対
象）だけでなく、１年次生のスクーリングにおいてもいくつかの演習によるセミナー形式
での成果発表会が行われ、複数の教員による組織的な指導体制が構築されつつあり、さら
なる発展が検討されている。
〈23〉法務研究科

今後定年を迎える教員に備えて、現在のカリキュラム・ポリシーを維持する観点から、
数年先を見据えた人事計画に沿って専任教員の確保に努める。
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②改善すべき事項
〈１〉大学全体

グローバルな視点から、大学組織の総点検作業を実施し、目的に応じた施策立案と迅速
な実践を的確に行う体制整備と組織改革を進める。
〈３〉経営学部

現在は学年ごとの横断的な教育プログラムの構築に取り組んでいる最中であるが、将来
的には１年次から４年次の縦断的な教育プログラムの構築を、３つのポリシー、カリキュ
ラム・マップ等との整合性をも視野に入れて、検討する必要がある。
〈４〉法学部

法学部が責任を負うべき事項が増えているにも関わらず、専任教員数の増加は遅々とし
て進んでいない。最低限の必要数ではなく、充分に責任を果たすことができる教員数、年
齢や分野ごとのバランスがとれた教員数が必要である。
〈５〉外国語学部

言語学科の再編成により、英米語学科の変則的な教員組織の在り方を是正する。
〈６〉文化学部

複数学科の設置を見据え、教員の充実が必要である。
〈７〉理学部

教授会で検証を行う時期を取り決める等して、定期的な検証を確実に行うことを目指す。
〈８〉コンピュータ理工学部

数学（微分積分、代数）は多くの専門科目で必要となる基礎科目であるが、現在は理学
部教員に担当していただいている。グラフィクス、画像処理、シミュレーション、ロボッ
ト運動学などの授業と関連付けるためには、新規採用を含む学部の教員による授業が望ま
しい。
〈11〉総合生命科学部

学生の現状や社会的要請も踏まえ、より効果的な人材育成の方策を学部のカリキュラム
に反映する必要がある。学科の目標、教育方針に対応したスタッフの充実が望まれる。
〈13〉共通教育推進機構

本機構と各学部、各部署間の調整を今以上に円滑に進める必要がある。
〈14〉経済学研究科

研究科生と指導教授による１対１の教育研究指導体制は、今後とも維持すべき基本であ
るが、研究科会議全体としての組織的で客観的な指導体制の強化も必要である。また他大
学院での単位取得などは、さらに積極的に検討していきたい。
〈15〉マネジメント研究科

学部と比較して、３つのポリシーに基づくカリキュラムの体系的構築作業が遅れている
ため、マネジメント研究科教務委員会を強化するなどの、作業進展に向けた注力が必要で
ある。
〈16〉法学研究科

2013（平成25）年より両専攻体制になるのに伴い、従来の２倍の定員をもつことになる。
また新専攻は、従来型とは異なる新機軸を打ち出している。これを遂行していくためには、
相当の努力が必要とされるであろう。たとえば、複数の教員による集団指導や、フィール
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ドワークによる現場での研究など、政策学的研究ならではの新機軸を軌道に乗せるには、
相当の努力が求められよう。
〈17〉外国語学研究科

教育研究組織の教育面の評価は、院生が定員割れ状態であるため適切に行われていない
場合もあるので、研究科会議で今後対策を立てる予定である。
〈18〉理学研究科

大学院の在籍学生数（とくに博士後期課程の学生数）を増加させる何らかの対策をとる
必要がある。

大学院委員会、あるいは研究科会議の場で恒常的に検討を行い、その結果を速やかに、
ホームページ等を通じて開示することが望ましい。

教育研究組織について恒常的に検討を行う体制を作ることが必要である。
〈19〉工学研究科

大学院ＦＤ／ＳＤワーキンググループなどが中心となり、教育研究組織の適合性を定期
的に検証する仕組みづくりを行う。
〈20〉先端情報学研究科

院生の希望する研究課題は時間とともに入学当初の時とは変わってくる。指導教授を自
由に変更でき、また外部の教員からも指導を受けられる（短期国内留学）組織体制が現在
不完全である。院生の立場からフレキシブル性をもった指導組織が将来望まれる。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

本専攻は2011（平成23）年度に先端情報学研究科に移管したので、将来に向けた改善方
策は不要となった。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

現在のところ改善の必要性を認めない。
〈23〉法務研究科

今後の人事においては、候補者の選定に際して、ジェンダーバランスの改善を視野に入
れ、適任者が複数存在する場合は、ジェンダーバランスの改善を優先する。

４．根拠資料
〈１〉大学全体

資料２−１　京都産業大学ガイド
資料２−２　共通教育推進機構関連規程
資料２−３　研究機構関連規程
資料２−４　むすびわざ館パンフレット

〈２〉経済学部
・学部ホームページ　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/ec/index.html
・経済学部履修要項

〈３〉経営学部
・「３つのポリシー資料」（資料ケ−１）



＜第２章＞教育研究組織

−044−

・「初年次教育プログラム関係資料」（資料ケ−６）
〈４〉法学部

・法学部ホームページ
・本学ホームページ　教育情報、教員組織および教員数ならびに教員の保有学位、業績

　　に関する情報。
〈５〉外国語学部

・外国語学部事務室データベース
〈６〉文化学部

・「文化学部教員専任教育職員選考基準」
〈７〉理学部

・http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/kitei.pdf
・初年次教育検討委員会答申書
・理学部教授会議事録　平成22年３月３日（水）13時15分から14時15分まで
・理学部教育検討委員会の設置
・理学部教育検討委員会議事録　平成22年３月19日（金）16時00分から17時20分まで
・理学部教育検討委員会答申書（中間）
・理学部教授会議事録　平成22年７月21日（水）13時15分から14時40分まで
・理学部教育検討委員会答申書
・理学部教授会議事録　平成23年５月18日（水）13時15分から15時15分まで
・理学部教授会議事録　平成24年４月18日（水）13時15分から14時20分まで

〈８〉コンピュータ理工学部
・専門科目：http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/kyoiku/senmon.html
・教員一覧：http://info.cse.kyoto-su.ac.jp/?page_id=933
・ランチタイムトーク：http://info.cse.kyoto-su.ac.jp/?page_id=4
・寺子屋　：http://info.cse.kyoto-su.ac.jp/?page_id=6

〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
・専門科目：http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/kyoiku/senmon.html
・教員一覧：http://info.cse.kyoto-su.ac.jp/?page_id=933
・ランチタイムトーク：http://info.cse.kyoto-su.ac.jp/?page_id=4
・寺子屋　：http://info.cse.kyoto-su.ac.jp/?page_id=6

〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
・専門科目：http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/kyoiku/senmon.html
・教員一覧：http://info.cse.kyoto-su.ac.jp/?page_id=933
・ランチタイムトーク：http://info.cse.kyoto-su.ac.jp/?page_id=4
・寺子屋　：http://info.cse.kyoto-su.ac.jp/?page_id=6

〈11〉総合生命科学部
・対外獲得資金の推移
・総合生命科学部年報
・平成23年度版獣医学教育モデル・コアカリキュラム
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〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組
・工学部教員紹介資料（資料１）　　　　
・教授会議事録（資料２）
・各種委員会議事録（資料３）　　　　　
・人事（退職／採用）資料（資料４）
・総合生命科学部教員紹介資料（資料５）

〈14〉経済学研究科
・前掲資料１−１『大学院履修要項 2012年版』（京都産業大学大学院）
　　　　　　　　　p.47〜53 ｢経済学研究科履修規程｣
・前掲資料１−１『大学院履修要項 2012年版』（京都産業大学大学院）
　　　　　　　　　p.139 ｢大学院学則　第１条の２−２｣
・前掲資料１−１『大学院履修要項 2012年版』（京都産業大学大学院）
　　　　　　　　　p.47 ｢経済学研究科履修規程｣

〈15〉マネジメント研究科
・「マネジメント研究科の体系（ロールケーキ）」（資料マ−３）

〈16〉法学研究科
・法学研究科ホームページ
・本学大学院ホームページに掲載された法政策学専攻の募集要項、パンフレット

〈18〉理学研究科
・大学院案内　www.kyoto-su.ac.jp/graduate/pamphlet/
・理学研究科履修要項　　www.kyoto-su.ac.jp/graduate/rishu_yoko/
・教員紹介　　www.kyoto-su.ac.jp/graduate/g_sc/kyoin/

〈19〉工学研究科
・大学院学生募集要項（資料１）　　　　
・研究科、専攻会議議事録（資料２）
・大学院委員会議事録（資料３）　　　　
・人事（退職／採用）資料（資料４）

〈20〉先端情報学研究科
・京都産業大学大学院先端情報学研究科ホームページ研究科の概要
　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/g_fi/
・開講科目のリスト
　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/g_fi/kamoku/index.html
・コンピュータ理工学部ホームページ
　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/
・工学部情報通信工学科ホームページ
　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/ics/

〈22〉経済学研究科（通信教育課程）
・『京都産業大学大学院　経済学研究科通信教育課程　履修要項 2012』p.26-30

〈23〉法務研究科
・大学基礎データ（表２）（資料２−１）
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第３章　教員・教員組織

１．現状の説明
（１）大学として求める教員像および教員組織の編制方針を明確に定めているか。
〈１〉大学全体

「教育基本法」「学校教育法」「大学設置基準」等に定める教員資格要件等に基づいて、
「学校法人京都産業大学組織および職制規程」を定め、本学教員として求める教員の能力、
役割等を明記している。そして、毎年、教員の採用にあたっては、常任理事会での了承の
もと、全学部長等を構成員とする教学の最高意思決定機関である部局長会において、学長
から採用方針が明確に示されている。2013（平成25）年度の採用については、次のとおり
である（資料３−１）。

①学部等における教育目的、３つのポリシー等に基づき、カリキュラムの体系化等を行
った上で、必要とする科目、分野について、必要とする教員計画を立てること。

②学部等での教学改革等で必要とする場合を優先することとし、専任教員の退職等を理
由とする、いわゆる補充人事は原則として行わない。

③グローバル化へのインフラに留意すること。
④選考に際しては、研究業績のみに留まることなく、教育歴、教育（専門教育のみでは

なく、人間科学教育、キャリア形成支援教育等共通教育も含む。）への意欲、学内諸業務
への取り組み意欲なども考慮すること。

⑤年齢構成等に十分配慮すること。

これにより、本学教員に求める能力・資質、教員構成、教員の組織的な連携体制と教
育・研究に係る責任を明確に提示し、周知している。一拠点総合大学の利点を最大限に生
かし、教養教育と学部の専門基礎教育を効果的に組合せて実践するという教学の理念その
ものを実現するものである。
〈２〉経済学部

教授会や人事委員会で、特に新任人事を行う際、学部のポリシーに見合う人材を公募し、
より望ましい教員組織になるよう議論している。
〈３〉経営学部

「マネジメント能力をもった人材の育成」という教育目標の実現のため、教員には理論
的な思考と実践的な考えも教授できる能力が求められる。そのため教員の採用・昇格の際
には、上記の求める教員像と法令等の資格要件等を踏まえた明確な基準を設定している。
〈４〉法学部

本学学則第１条が「教育基本法及び学校教育法により、国家の要請に応じて、広く知識
を授けるとともに、深く専門の諸学科を教授研究し、高度産業社会の科学的進運に寄与す
る有為の人材を養成すること」を本学の目的として規定している。求められる教員像も、
教員組織の編成方針も、この目的に合致しなければならないのは当然である。
〈５〉外国語学部

建学の精神に適い、国際社会で活躍できる人材を育成するため、外国語学部では高い言
語運用能力や広く深い異文化理解、また国際社会の現状についての知識習得などの多様な
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要請に応じる、バランスのとれた教員の配置を編成の方針としている。さらに、採用・昇
任に関しては研究業績や勤続期間などについて一定の基準を設けて決定している。
〈６〉文化学部

学校教育法、大学設置基準等に従った明確な教員組織編成方針の下、教員組織を編成し
ている。学部教授会の審議による新規採用の要望を理事会に伝え、教育内容の充実を最大
目的とした採用計画が立案されている。
〈７〉理学部

理学部の教員に求める能力・資質等は、明確には定まっていない。理学部の教員組織の
編制方針については未設定である。組織的な教育を行う上で教育課程の編成を議論する場
として、理学部カリキュラム委員会が設置されている。組織的な教育を行う上での具体的
な課題については適宜、ワーキンググループや検討委員会などを立ち上げて検証を行って
いる。
〈８〉コンピュータ理工学部

本学「建学の精神」に沿う人物で教育および研究の両方に強い熱意がある者を教員とし
て求めるものとしており、教員公募要領にも明記している（資料３−１）。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

学科廃止のため教員の求人および組織の編制替えはない。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

学科廃止のため教員の求人および組織の編制替えはない。
〈11〉総合生命科学部

学部の教育目標、育成する人材像に照らし合わせて教員組織を編成している。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

大学として求められる教員像は、高い人格をもち、人倫の道を踏みはずすことなく、社
会的義務を立派に果たし、しかも、全世界の人々から尊敬される日本人として、全人類
の平和と幸福のために寄与する精神をもった人間（根拠資料１）、および、知徳体を修め、
真善美を究める人材を育成できる能力を備えること（根拠資料２）である。教員組織の編
制方針としては、生命科学の分野のなかで、教育目標に合致した教育と研究の経験を重ね、
その経験を学生に伝授できる教員編制を心がけている。
〈13〉共通教育推進機構

本学が所管する全学共通カリキュラム委員会、全学共通カリキュラム推進委員会、本機
構が所管する、人間科学教育・英語教育・外国語教育・体育教育・キャリア形成支援教育
の各カリキュラム委員会の議を経て明確に定められる。
〈14〉経済学研究科

本研究科における教員はすべて経済学部教員との兼担になっている。研究科の運営は研
究科会議を組織することによって実施され、ここでは研究指導、授業科目、単位数および
担当教員が毎年決定されている（前掲資料１−１）。また、本学が創業以来一貫して求め
ている教員像は、｢建学の精神｣ ｢教学の理念｣ に掲げてきた教育の理念に深く関わってお
り、具体的には、「自らを激しく律し、創造力豊かで、社会的義務を怠らず、国内外で活
躍する人材の育成」に指導者として積極的に参画できる人材となっている（資料３−１）。
この基本的編成方針は、時代の変化に相応しい新規の研究ニーズに応えることはもとより、
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「大学設置基準」で必要とされる研究指導教員数を最低限満たすことにも留意されている。
〈15〉マネジメント研究科

「より高度なマネジメント能力をもった高度専門職業人の養成」を目的とする本研究科
博士前期課程においては、４つの分野と２つのコア・パースペクティブから構成しており、
この領域に従えば、求める教員像は明確である。この考えの下に、特論演習（特殊演習）
担当教員、特論（特殊研究）担当教員を配置・編成している。
〈16〉法学研究科

本学大学院学則は、第１条で本学大学院の目的について、「専門分野における学術の理
論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて、文化の進展に寄与すること並びに高度で専
門的な職業能力を有する人材の養成を目的とする」と規定している。法学研究科の目的は、
法学・政治学の高度な履修による研究者・専門職業人の養成である。このような目的の達
成に資することができる教員により教員組織を編制するというのが、法学研究科の方針で
ある。
〈17〉外国語学研究科

外国語学研究科の教育目標が、「学部教育を基盤に、高度の専門職業教育をめざし、専
攻分野における研究者や専門家の養成のみならず、外国語と高度の専門知識を駆使して、
国内外で指導的な立場に立って活躍できる人材の養成を目的とする」（根拠資料４−１−
４）であるので、教育目標で定められた人材を育てる資質をもった教員を採用し、教育目
標で定められた人材を育てるに相応しい教員組織を編成することを方針としている。
〈18〉理学研究科

理学研究科において、教員像および教員組織の編制方針は明文化されてはいないが、教
育目標達成のため、広い分野をカバーする教員組織の編成を行っている。
〈19〉工学研究科

本専攻は工学部生物工学科の専任教員（2010（平成22）年度からは総合生命科学部の専
任教員も含む）の兼務により構成されている。そのため教員組織の編制方針は当該学部学
科のものに準ずる。教員像として、高い人格をもち、人倫の道を踏みはずすことなく、社
会的義務を立派に果たし（根拠資料１）、真善美を究める人材を育成できる能力を備える
研究者を養成できる（根拠資料２）資質を備えていることである。教員組織の編制方針は、
学部生物工学科に準じている。
〈20〉先端情報学研究科

前期課程は、旧工学研究科情報通信工学専攻を改組し、2011（平成23）年に発足した。
その設置に際し文部科学省により教員組織について審査があり、適格と認定された。なお、
後期課程は、旧工学研究科情報通信工学専攻の後期課程を改組し、2013（平成25）年度か
ら発足する。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

履修モデルは、経済政策、財政・金融、国際経済の３大分野と理論経済（基礎科目）か
ら構成され、それらに合致する専門領域の教員を配置する編成方針を定めている。
〈23〉法務研究科

法科大学院の設置認可申請に際して要求された人員の確保は、法科大学院設置の基本的
な要件である。本研究科の設置認可申請に際してもこの点を最も重視して、広く人材を求
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め、認可を受けるに必要な教員を、その教育実績に基づいて確保した。その後の人事にお
いてもこの編成方針は維持されている。

（２）学部・研究科等の教育課程に相応しい教員組織を整備しているか。
〈１〉大学全体

「大学設置基準」「大学院設置基準」「専門職大学院設置基準」等に定められた必要と
される専任教員数および教授数を満たしている。学部・学科、研究科・専攻においては、

「建学の精神」「教学の理念」に基づく学部・学科、研究科・専攻ごとの教育目的、３つの
ポリシーに基づいた教育体制を整えるため、学生の教育効果を高めるに相応しい、十分な
設置基準以上の教員を確保している。

確保にあたっては、前述の学長の採用方針からもわかるように、カリキュラムに基づく
採用、年齢構成に配慮した採用を行っている。さらに、採用形態にもこだわり、学術研究
および教育水準の向上を図ることを目的に、優れた教育・研究上の業績または高い社会的
評価を得ている者、実践・実学教育のカリキュラム編成に必要な者、国際化対応に必要な
者など時代に即した多様な人材を確保することを行っている。

また同時に、本学を卒業・修了した若手の研究者を採用し、教員・研究者の育成に携わ
る傍ら、学部・学科、研究科・専攻の教育・研究活動の活性化にも役立てている。
〈２〉経済学部

公募に際しては、経済学部として、新しい時代のニーズに応えられるようにし、35名と
いう2012（平成24）年４月現在の教員数の中で、学部・研究科等の教育課程に相応しい教
育組織を編成している。
〈３〉経営学部

2012（平成24）年４月末現在、教員数は専任教員43名、非常勤講師14名を配置している。
これは大学設置基準等の必要数を満たしており、年齢構成についても著しく偏りはない。
本学部在籍学生数は2,921名であり、専任教員１人あたり学生数についても配慮している。
〈４〉法学部

現時点では許容範囲に留まっている。何年もかけて、改善していかなければならない。
〈５〉外国語学部

語学の基礎を作る最重要科目には極力、専任教員を配置するなど、責任をもって教育を
行う態勢を取っている。2012（平成24）年５月現在、専任教員数は、63名である。また、
学部の性格上、外国人教員の比率が高い（専任では22％、非常勤を含めた全教員では38
％）。
〈６〉文化学部

2012（平成24）年４月時点で設置基準の規定を上回る専任教員47名（うち女性教員12名）
を有し、学部定員（１学年200名）に対しても十分な陣容を有している。

専任教員の年齢構成は30歳代が３名（6.38％）、40歳代が11名（23.4％）、50歳代が13名
（27.66％）、60歳代が20名（42.55％）である（特任教授１名、客員教授４名含む）。
〈７〉理学部

理学部の教員構成は、教授18名、准教授10名、特任教授２名である。対して、学生の定
員は、１学年につき、数理科学科45名、物理科学科45名、コンピュータ科学科は学生募集
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を停止しており、計90名である。十分な教育活動を展開するために相応しい教員数となっ
ている。専任教員の年齢構成は、30代７名、40代７名、50代７名、60代９名であり、若干
の偏りが見られる。
〈８〉コンピュータ理工学部

学部開設以来、教育課程を練った上でそれに合わせて教員人事を計画し、実行してきた。
現在、専任の教育職員を30名配置している。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

学生募集停止のため、組織は教員の兼任元で整備されている。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

学生募集停止のため、組織は教員の兼任元で整備されている。
〈11〉総合生命科学部

生命システム学科及び生命資源環境学科：従来の学部構成の枠を超えた、さまざまな専
門領域をもつ教員で構成されており、システム、資源の分野の全体像を教育できる組織と
なっている。システムの教員の年代構成は60歳以上が半数であり今後対応していく必要が
ある。資源の教員の年代構成は、60歳代１名、50歳代２名、40歳代４名、30歳代４名、20
歳代１名で、バランスの取れた構成となっている。

動物生命医科学科：分野の主要領域をカバーする組織となっており、年代構成は60歳代
４名、50歳代２名、40歳代３名、30歳代２名で、バランスがとれている（資料）。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

本学科の教員は15名で、生物工学分野をカバーする４つの分野（分子機能科学、細胞機
能科学、植物遺伝・育種学、生物保全科学）の１つを専門分野としている。過去数年間に
おいて、これら４つの分野に対して均等に教員を整備し、その適切性を確保してきた。
〈13〉共通教育推進機構

前（１）項に述べた委員会が全学共通教育課程に相応しい教員組織の整備にあたっている。
〈14〉経済学研究科

経済学研究科の専任教員数は、博士前期課程35名、博士後期課程23名である。これは大
学設置基準で必要とされる研究指導教員数を大幅に上回った体制となっている。ここ数年、
教員の世代的な若返りも着実に進んでいる。
〈15〉マネジメント研究科

本研究科では、博士前期課程・後期課程のそれぞれに研究科会議を構成する教員を組織
し、研究科長の下、副研究科長を置いている。そして、下記の構成で各種委員会（資料ケ
−20）を設置し、教員組織の整備を行っている。大学院委員会委員（研究科長を含め２名）、
大学院全学自己点検・評価運営委員会委員（１名）、本研究科自己点検・自己評価委員会
委員（研究科長を含め４名、オブザーバー（副研究科長）１名）、本研究科教務委員（２名）、
本研究科入試委員（２名）、本研究科広報委員（１名）
〈16〉法学研究科

ほとんどの法学部教員が、法学研究科で教育にあたる組織形態である。現在の陣容は、
博士後期課程指導教員（前期課程指導教員を兼ねる）10名、前期課程指導教員25名、同授
業担当教員（専任）３名である。専攻分野は、実定法、基礎法、政治学、政策学にわたっ
ており、法学研究科の教育目的を達成するのに相応しい教員組織だといえる。
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〈17〉外国語学研究科
本研究科専任の教員はおらず、全員が外国語学部または文化学部との兼任である。2012

（平成24）年度の大学院担当の指導教授は、英米語学専攻６名、中国語学専攻３名、言語
学専攻５名である。授業担当教員は英米語学専攻10名、中国語学専攻５名、言語学専攻
10名であり、そのうち教授が22名、准教授が３名である（『大学院案内　教員・研究紹介
編』）。以上のことから、本研究科は大学院設置基準で定める必要教員数を満たしている。

本研究科の教育研究に関わる事項については、研究科会議で審議決定される。この会議
は大学院担当の指導教授によって組織され、科長は外国語学部長が兼任している。また、
全学の研究科における教育・研究に関わる事項については、各研究科から選ばれた委員に
よる大学院委員会で審議決定される。
〈18〉理学研究科

収容定員と教育内容に対して十分な陣容の教員組織を維持している。専任の博士前期課
程指導教員と同授業担当教員の数は12名、同じく博士後期課程指導教員の数は18名であり、
数学専攻、物理学専攻ともに十分に深く広い基礎教育を施すことができる体制を整備して
いる。
〈19〉工学研究科

本学科の教員組織は、15名の教員が、分子生化学工学、分子細胞工学、分子免疫工学、
育種工学の４分野に配置され、その適切性を確保してきた。
〈20〉先端情報学研究科

前項（１）に記したように整備している。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

24名の専任教員で構成されている教育組織は、専門分野別でも年齢別でもバランスがと
れており、教育目的の達成に効果的な教育を実施しうる体制となっている。
〈23〉法務研究科

本研究科は、カリキュラム・ポリシーを具体化するため、法律基本科目の担当者を中心
に専任教員を確保している。理論と実務の架橋という点において不可欠な実務家教員も認
可を受けるために必要な数を上回る人数を確保している（資料３−１）。

（３）教員の募集・採用・昇格は適切に行われているか。
〈１〉大学全体

全学の採用方針のもと、各学部等で教員の募集・採用・昇格が行われている。そして、
その適切性・透明性を高めるために、各学部等において教員採用・昇任に関する規程を定
めている。一部、規程の作成にまで至っておらず、現在、検討中の学部等もあるが、一定
のルールは学部等内で周知されており、適切に実施している（資料３−２）。

任期制教員についても各種規程を設け、募集・採用の基準を明文化している（資料３−
３）。

さらに教員の採用手続きについては、教員採用に係るフローを定め、①各学部における
意思決定、②学長、常任理事会における意思決定、③募集活動、④選考・採用・採用手続
きに至る意思決定手順を明確にし、全学的に統一して実施している。これにより詳細な事
務手順についての適切性・透明性をも保っている（資料３−４）。
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〈２〉経済学部
公募への応募書類は学部の全教授（人事委員会を構成）が閲覧することができる。昇格

については、「経済学部専任教員採用・昇任に関する基準」を設け、基準を明確にし、厳
正な審査を行っている。
〈３〉経営学部

教員の募集・採用・昇格は「経営学部人事委員会（構成者は教授のみ、18名）」と「経
営学部教授会」が連携して担当している。教員募集・採用に関しては、教員募集の科目選
定・募集方法・採用方法の検討と実施を行い、昇格に関しては「専任教員の採用・昇任に
関する基準」（資料ケ−７）に従い適切に行っている。これらについては、複数の審査委
員を人事委員会で選定し、審査結果を人事委員会および教授会で審議する体制をとってお
り適切に行われている。
〈４〉法学部

教員の募集・採用・昇格、つまり人事は、教授会が管轄することは、法学部教授会規程
が定めている。その際の基準は、法学部専任教員採用・昇任に関する基準で明文化してい
る。また長年の慣行として、学部長が関係分野の教員と協議し、かつ学部・研究科運営諮
問委員会に諮った上、教授会に発議するという手続きも確立している。規程や慣行に則っ
て手続きが進められているという意味で、人事は適切に行われていると言える。
〈５〉外国語学部

採用については、優秀な人材を採るべく公募制をとっている。また、募集・採用・昇格
のいずれについても、学部長と公正に選ばれた教授５人で構成される人事委員会が主導し
て外国語学部人事委員会規程に基づき厳正に行われている。
〈６〉文化学部

学部人事委員は、公選で選出され、募集・採用・昇格の業務を遂行している。審査の実
際においては、人事委員会から委嘱された審査委員が審査委員会を構成し、厳正な業績審
査を実施している。2009（平成21）～2010（平成22）年に学部の人事制度の見直しを行い、
人事委員会規程を改正した。任期１年の人事委員の重任を１回限り（連続２年まで）とし、
人事委員会内に新規採用および昇任人事について主査・副査から成る審査委員制を設けた。
〈７〉理学部

教員の採用・昇格の手続きは、京都産業大学理学部人事手続要領に明確に定められてい
る。しかし、募集・採用・昇格に関する基準は定められていない。
〈８〉コンピュータ理工学部

募集・採用は原則公募により、公募書類の審査には現教員の誰もが関われるものとして
透明性を確保している。募集・採用・昇格は教授会での発議、学部の人事委員会と教授会
での審議を経て公正に決定している。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

学生募集停止のため学科では募集・採用は行われない。昇格は教員の兼任元で行われる。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

学生募集停止のため学科では募集・採用は行われない。昇格は教員の兼任元で行われる。
〈11〉総合生命科学部

学部の発足以来、教授、准教授について該当する事例はないが、生命システム学科、生
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命資源環境学科のプロジェクト助教については学部の取り決めに基づき年報・評価委員会
で審議し、厳正な採用が行われている。動物生命医科学科に関しては該当する事例はない。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

過去５年間において、准教授募集・採用が３件（2007（平成19）年度１件、2009（平
成21）年度２件）、教授あるいは客員教授の募集・採用が５件（2006（平成18）年度１件、
2009（平成21）年度４件）（根拠資料３）。また、准教授から教授への昇格が１件（2008（平
成20）年度）。この間に、定年退職者（すべて教授）が４件（2006（平成18）、2008（平成
20）、2009（平成21）、2010（平成22）年度に１件ずつ）であった（根拠資料４）。したがって、
募集・採用・昇格は適切に行われている。なお、2010（平成22）年後以降は、新設の総合
生命科学部に専任教員のすべてが移籍したために、募集・採用・昇格は行われていない。
〈13〉共通教育推進機構

前（１）項に述べた委員会が、全学共通教育センター所属の客員教員、特定任用教員、
契約講師、非常勤講師の募集・採用を適切に行っている。
〈14〉経済学研究科

大学院のみを担当する専任教員の募集は行っておらず、学部担当者としての公募を行い、
学部全教授から構成される人事委員会による厳正な審査によって教員の採用が実施される。
研究科における教員の昇任基準は「大学院経済学研究科昇任人事基準」として明文化され
ており、これに基づく研究科会議の資格審査を経て承認される。新規採用の専任教員は、
この基準を満たせば、研究科兼担で１年後に講義担当者として、同様に２年後には博士課
程前期指導教員として昇格させている。
〈15〉マネジメント研究科

本研究科は、専任担当教員は学部専任教員からの昇格によって配置されている。また、
専任担当教員は、マネジメント研究科博士前期課程（後期課程）人事委員会規程（資料マ
−４）に則して、本研究科人事委員会（前期課程人事委員会、後期課程人事委員会）によ
って選出された研究業績審査委員（主査・副査各１名）の業績審査と教育経歴により適切
に行われている。
〈16〉法学研究科

教員は法学部に所属し、法学研究科教員を兼任するという形態がとられている。そのた
め教員の募集・採用は、法学部が行う。募集・任免・昇格に関する基準・手続きについて
は、「京都産業大学法学部専任教員採用・昇任に関する基準」（2006（平成18）年４月１日
制定、最近改正2007（平成19）年４月１日）が規定している。法学研究科の授業担当教員
および研究指導教員への昇任は、「京都産業大学法学研究科昇任人事基準」（2009（平成
21）年12月１日制定）に基づいて適切に行われている。上記「採用・承認に関する基準」
第２条が規定しているように、「教員の採用および昇任に関する議案は、学部運営諮問委
員会に諮った上で、学部長が教授会に発議する」。教授会が承認すれば、審査委員会が設
置される。この審査委員会の報告に基づいて、教授会が採用・昇任に関する決定を行う。
〈17〉外国語学研究科

大学院の授業担当の教員の決定、指導教授への昇任は、本研究科の指導教授で組織され
る研究科会議（研究科長は外国語学部長が兼務）で審議決定される。
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〈18〉理学研究科
教員の採用・昇格は、研究科会議等で毎年検討され、理学研究科人事委員会規定に基づ

いて、理学研究科人事委員会で審議され、同研究科会議の議決によって適切に行われてい
る。
〈19〉工学研究科

過去５年間において、准教授募集・採用が３件、教授あるいは客員教授の募集・採用
が５件（根拠資料３）。また、准教授から教授への昇格が１件。この間に、定年退職者が
４件であった（根拠資料４）。従って、募集・採用・昇格は適切に行われている。なお、
2010（平成22）年度以降は、新設の総合生命科学部に専任教員のすべてが移籍したために、
募集・採用・昇格は行われていない。現在、研究指導教員の設定は当該設定時期に在職し
ている工学部生物工学科あるいは総合生命科学部の専任教員の教育および研究歴などを、
専攻の教員が作る人事委員会で審査し、その結果を専攻会議および研究科会議で審議・承
認することで決定するものである（根拠資料５）。
〈20〉先端情報学研究科

教員の募集・採用は基本的に公募による。昇任人事については、研究科長と指導教授か
ら成る人事委員会で審議する。審査は個別に調査委員会（通常、主査１名、副査２名）を
設置して行う。その調査結果が人事委員会に報告され承認された後、先端情報学研究科会
議および全学の大学院委員会の各承認を経て、最終的には学長・理事長の承認により発令
に至る。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

本研究科のみを担当する専任教員の募集は行っておらず、学部担当者として公募を行い、
厳正な採用選考によって教員の採用を行っている。
〈23〉法務研究科

教員の採用・昇任人事に関しては、「京都産業大学大学院法務研究科教員採用・昇任基
準」（資料３−２）に則り、運営委員会を経て（資料３−３）研究科会議で適正に審議・
決定している。

（４）教員の資質の向上を図るための方策を講じているか。
〈１〉大学全体

2004（平成16）年に教員の資質向上を図るため「京都産業大学全学教員評価委員会規程」
を制定し、以来、本学専任教員の「教育」「研究・専門」「学内貢献度・社会貢献度」の各
領域における活動を点検し、評価を実施している。実施は、副学長を委員長、各学部長・
研究科長・センター長を委員とする京都産業大学教員評価委員会（以下、「全学教員評価
委員会」という。）が全学的な方針を決定し、その下に設置した学部・研究科・センター
ごとの教員評価委員会が行うこととしている。

３年を１サイクルで評価し、すでに2008（平成20）年度、2011（平成23）年度に教員評
価を実施した。業績のすぐれない教員に対しては、指導および助言、改善計画書の提出を
求め、これら一連の結果は、教員評価報告書として全学教員評価委員会から学長に報告さ
れる。併せて部局長会にも報告が行われる。

さらに、指導および助言、改善計画書の提出を受けた教員については、次年度以降の業
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績により改善が図られているかを検証することとしている（資料３−５）。
教員の資質の向上を目的とするＦＤ活動としては、①授業運営に関するグループ・ワー

ク等行う新規採用教員ＦＤワークショップ、②他大学の先進事例の紹介や高等教育論の研
究者による研究発表会、③教員の新たな教育プログラムを経済的に支援する教育プログラ
ム支援制度、④高等教育に関する調査・研究を発信する紀要の発行を実施している。これ
らは学長を委員長とする教育支援研究開発センター運営委員会をはじめ、６つの会議、ワ
ーキンググループを設け、全学的な取り組みとして展開している。この組織では、第４章
にて記述する学習成果実感調査（学生アンケート）や公開授業など授業改善に向けた取り
組みも行っている（資料３−６）。

また、科学研究費執行等説明会、全学的な人権研修会、個人情報保護セミナーなども行
っている。
〈２〉経済学部

ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）の一環として、授業アンケートを行い、さ
らに教員相互の授業を見学し、その授業に関する意見交換をし、授業の質向上を図ってい
るほか、毎年、研究業績を提出させている。それらを教員評価として利用することで、教
員の資質向上がなされている。
〈３〉経営学部

毎年度末に「教員ガイダンス」が開催され、『経営学部ガイドブック』（資料ケ−５）に
従い、次年度の教育目標、学科説明、教育内容等の確認作業が行われる。授業評価アンケ
ートでは学生の意見をもとに改善点などを公開しているほか、他の教員に対する公開授業
といった活動も行っている。毎年実施される「教員評価」（資料ケ−８）は、教員の資質
向上に資するものである。
〈４〉法学部

学部のＦＤ委員会が、全学の教育支援研究開発センターとの連携のもとに、多種多様な
ＦＤ活動を行っている。また授業評価アンケートは、たんに実施されるだけでなく、その
結果をどのように生かすかの議論も深められている。

他方、研究面では、学部教員をメンバーとする法政研究会が組織され、定期的に研究会
が開催されている。また大学の在外研究員制度に、法学部教員は他学部教員に増して熱心
に応募している。

また法学部の教員評価委員会が、全学の教員評価制度に則り、法学部教員に対する厳格
な教員評価にあたっている。
〈５〉外国語学部

「教員評価制度」の導入、また、学生による授業アンケート（年２回）、公開授業＆ワー
クショップなどへの取り組みは教員に刺激を与え、努力するためのきっかけになっている。
〈６〉文化学部

大学としてＦＤ活動に力を入れており、学生に対するアンケートの実施、教員相互によ
る参加型授業評価などを定期的に実施し、教員の資質向上に努めている。また学部のＦＤ
委員を中心に行われる定期的なワークショップは、教育力の向上に役立っている。
〈７〉理学部

全学的なＦＤ活動として、教員相互の授業を見学して意見交換を行い、また、理学部教
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員評価委員会を設けて教員の評価を行っている。理学部として、特段の研修は行っていな
い。
〈８〉コンピュータ理工学部

ＦＤ委員を世話役として定期的にＦＤワークショップを開いている。また、定期的に教
員の研究分野とその周辺に関するコロキウムを開催しており、研究の活性化の一助として
いる。コンピュータ理工学部教員評価委員会を設け、教育、研究、学内・社会貢献の各領
域ごとに評価項目を設け、毎年評価を行っている。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

教員の兼任元で講じられている。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

教員の兼任元で講じられている。
〈11〉総合生命科学部

ＦＤ活動の一環として学生による授業評価が行われ、その結果が各教員にフィード・バ
ックされている。また、セメスターごとに１名の教員が公開授業を実施している。その後
のワークショップで各教員間の意見交換を行い、教育方法や授業内容の改善に努めている。
旧工学部の教員評価制度を継続して運用し、教育領域、研究・専門領域、学内・社会貢献
領域について自己評価を実施している。また、教員評価委員会の下で、教員評価を実施し
ている。さらに、年報（参考資料）により各教員の１年間の研究活動を公にしている。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

学部として全学組織のＦＤ／ＳＤ推進ワーキンググループに参画し、資質の向上を志し
ている。ただし、2010（平成22）年後以降は、総合生命科学部に専任教員のすべてが移籍
したことから、工学部生物工学科としては参画せず、総合生命科学部の担当者を介した活
動を行っている。毎年実施される「教員評価」は教員の資質の向上に有効に機能している。
〈13〉共通教育推進機構

本機構は、本学の教育支援研究開発センターによって実施されている「教員評価制度」
等の全学的方策に沿って教員の資質の向上を図っている。
〈14〉経済学研究科

年間２回程度の学部内における研究報告会が開催されているほか、さまざまな研究テー
マによる内外の研究者の招聘とワークショップの開催も不定期ながらも確実に実施されて
いる。学部との兼担になっているので、概ね学部が取り組んでいる事業などと共有されて
いる。
〈15〉マネジメント研究科

本研究科の専任担当教員は、経営学部との兼担である。従って、経営学部における教員
評価における評価項目（教育領域・研究領域・社会貢献度領域）に記載された内容も、資
質向上につながっていると考えている。
〈16〉法学研究科

研究面では、全学的な在外研究員制度に積極的に応募するよう、法学研究科として奨励
している。学部内の法政研究会が相互研鑽の場ともなっている。『産大法学』は、研究を
公表する機関誌となっている。
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〈17〉外国語学研究科
大学院の授業担当教員は全員学部の授業も担っている。大学としての定期的な自己点

検・自己評価の体制、本学の教員評価制度、全学を挙げてＦＤ改革にも取り組んでいる現
状から、各教員の教育や研究指導の方法の改善が促されている。2012（平成24）年４月か
らは外国語学研究科にもＦＤ委員会が組織されたので、研究科独自の組織的な取り組みが
始まっている。
〈18〉理学研究科

教員の資質向上のために特別な施策を講じているわけではないが、年数回の理学部セミ
ナー、学内研究会などが行われており、教員の資質の向上のために役立っている。
〈19〉工学研究科

学部として全学組織のＦＤ／ＳＤ推進ワーキンググループに参画し、資質の向上を志し
ている。2010（平成22）年度以降は、総合生命科学部に移籍したことから、総合生命科学
部の担当者を介した活動を行っている。
〈20〉先端情報学研究科

講じている。2011（平成23）年度に全学組織として大学院ＦＤ／ＳＤ推進ワーキンググ
ループが作られ、本研究科本専攻から２名の担当者を出して活動に参画している（根拠資
料６）。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

研究科会議およびメーリングリストにおいて、授業での添削方法や演習での指導方法な
ど、通信教育特有の指導手段に関する情報を共有し、改善法について議論している。
〈23〉法務研究科

法務研究科内にＦＤ委員会を設置し、教員の資質向上を目的とした活動の提案、実施、
検証を行っている。具体的には、毎学期２回、匿名による授業評価アンケートを実施し、
学生からの意見に対する教員の回答を義務付け、その回答を公表している（資料３−４）。
その他詳細なＦＤ活動については、法務研究科「自己点検・評価報告書」（資料３−５　
第４分野）を参照。

２．点検・評価
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体

大学の教員採用方針を各学部等に対して明確に示していること、教員の募集・採用・昇
格の透明性を図ること、さらに教員採用の時期を早めることで、より各学部等が目的にあ
った教員の採用ができるようになり、新たなカリキュラムに基づく教員・教員組織計画が
進んでいる。
〈２〉経済学部

教員が互いの授業を見学することで、授業の質が向上しているように思われる。
〈３〉経営学部

学科主任を設置せず、教員の募集・採用・昇格に対して、経営学部人事委員会および経
営学部教授会が一括して組織運営され、各学科のセクショナリズムが回避されている。
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〈４〉法学部
まだまだ十分ではないが、以前に比べれば、専任教員数は増えている。
また比較的最近始められた新入生向けのプレップ・セミナーは、全担当教員が意見交換

して、教育方法の改善に努めている。
〈５〉外国語学部

任期制の助教や特約講師、契約講師などの比較的新しい教員採用方式は有効に機能して
いる。教員の年齢構成は2012（平成24）年度に５人の新規専任教員を採用したので、年齢
構成のバランスが良くなった。また、過去３回行った公開授業＆ワークショップについて
は、最近（2012（平成24）年１月）のものは参加者が21名と大幅に増加している。
〈６〉文化学部

教員の募集・採用・昇格については、人事委員が委嘱した審査委員会において、専門領
域の近い研究者による選考を行うことにより、公正性がより担保されている。採用に際し
ては若手研究者の採用に努めている。
〈７〉理学部

教員数、および、カリキュラムの編成については効果が上がっている。
〈８〉コンピュータ理工学部

ほとんどの教員が実験・実習を担当可能なため、これらの科目で少人数教育を実施でき
た。任期制で採用された教員が教育・研究の両面で業績を上げている。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

コンピュータ理工学部の新規採用教員も兼任で科目担当するため（合併授業の形）、選
択科目を増やせた。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

コンピュータ理工学部の新規採用教員も兼任で科目担当するため（合併授業の形）、選
択科目を増やせた。
〈11〉総合生命科学部

生命科学における学問領域を全体的にカバーするため、本学部を構成する教員の出身や
専門領域は多岐にわたっている。出身や専門領域による教育への取り組み方の異同につい
ても、さまざまな機会に教員間で意見交換することで相互に刺激となっている。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

専任教員が生物工学分野を広くカバーする４つの研究分野に適切に分散配置され、本学
部の理念と目的を実現する教育・研究体制が取られ、効果が見込まれる。
〈13〉共通教育推進機構

特に語学教育の教育成果を高めるために、実学的な教員採用の必要性について共通認識
が形成された。
〈14〉経済学研究科

当研究科の教員組織については、現段階では着実に運営されており、大きな問題を抱え
ていない。研究教員の世代的な若返りも自然に促進されている。
〈15〉マネジメント研究科

教員評価項目（資料ケ−８）を2011（平成23）年度に変更し細分化したことにより、教
員の行動指針が具体的なものとなり、各教員の行動における判断指針が明確化された。
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〈16〉法学研究科
2013（平成25）年度からの新専攻の発足に向けて、教員組織を充実させてきた。今後と

も、両専攻をともに発展させるべく、さらに教員組織を充実させるべく、準備を重ねてい
る。
〈17〉外国語学研究科

2012（平成24）年４月に研究科にＦＤ委員会が組織され、ＦＤ活動を充実させるべく運
営されている。
〈18〉理学研究科

教員の採用・昇格は適切に行われている。
〈19〉工学研究科

生物工学分野を広くカバーする４つの研究分野に適切に専任教員が分散配置され、本学
部の理念と目的を実現する教育・研究体制が取られ、効果が見込まれる。
〈20〉先端情報学研究科

大学院担当教員の補充が計画的になされている。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

受講生が求められる研究成果の作成には社会人としての経験論のみでなく理論的考察が
不可欠である。経済学基礎はそのための訓練として評価されている。
〈23〉法務研究科

2008（平成20）年度の認証評価において不適合評価を受けて以降、特に組織としてＦＤ
活動を充実させてきた。2009（平成21）年度の認証評価では適合評価を得ており、現在ま
でその取り組みは継続している。

②改善すべき事項
〈１〉大学全体

教員１人あたりの学生数、教員の年齢構成については改善しつつあるが、まだ改善の余
地がある学部もあると認識している。
〈２〉経済学部

まだ50代・60代の教員が多く（2012（平成24）年４月１日現在、総教員数35名。50代９
名、60代10名）、公募を中心とした優秀な若手教員の採用を推進している。
〈３〉経営学部

教員１人あたりの学生人数（資料ケ−23）に関して、学科ごとのばらつきが見られる。
〈４〉法学部

まず専任教員数の増加と、分野ごと、かつ年齢集団ごとのバランスを中長期的に図って
いくべきである。というのは、専任教員数は、教員１人当たり在学生数の点から見て、ま
た法学部が果たすべき教学上の役割の点から見て、充分だとは言えないからである。また
分野ごとの、あるいは年齢上のバランスという点から見ても、充分だとは言えない。
〈５〉外国語学部

授業アンケートは非常勤教員の実施率が専任教員に比して少ない（専任96.4％、非常勤
84.1％）。
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〈６〉文化学部
現状では特に緊急に改善する事項は見当たらないが、採用・昇格の審査にあたっては本

学部内に近接領域の研究者がいない場合、他学部の近接領域の教員に審査に加わってもら
うシステムの構築が必要であろう。
〈７〉理学部

教員の年齢的な偏りや、いつ、どのような分野の教員を募集するかといった基準がない
ことなど、教員組織の編制方針は曖昧である。また、資質向上のための研修等の整備も遅
れている。
〈８〉コンピュータ理工学部

数学系基礎科目の大半の担当を理学部数理科学科の教員に頼っているので、教育内容に
ついて数理科学科とより密に連携すべきであろう。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

経過措置により他学科開講となった科目については、学生の指導方針に関して担当者と
議論する機会を増やすべきだと思われる。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

経過措置により他学科開講となった科目については、学生の指導方針に関して担当者と
議論する機会を増やすべきだと思われる。
〈11〉総合生命科学部

発足２年の現段階において、既に目的意識を喪失している学生が見られる。学部で学べ
る学問領域の多様性を確保することのほかに、多様な人材育成に対応できる教員とカリキ
ュラムの構成を考慮する必要がある。
〈13〉共通教育推進機構

2013（平成25）年度からの全学共通教育課程改革実施に向け、学部所属教員、全学共通
教育センター所属教員、非常勤講師から成る教員の配置体制を早急に見直し、改編しなけ
ればならない。
〈14〉経済学研究科

教員組織が充実していることに反して、在籍する研究科生数が低迷しているという厳し
い現実がある（研究科生の収容定員充足率15％程度）。この点は、教員組織の充実に対し
て、その持てる人材を生かし切れていないという大きな悩みになっている（資料３−２）。
〈15〉マネジメント研究科

経営学部に比して、本研究科で組織された委員会の活動が活発ではない。
〈16〉法学研究科

従来の法律学専攻は、研究指導を中心としたオーソドックスな大学院であった。大学院
レベルの教育が、それ固有の課題をもつものだという意識に乏しかった。新専攻は、政策
学が中心であり、臨床研究やフィールドワークが重んじられる。大学院教育に新風が吹き
込まれるであろう。これに意欲的に取り組む必要がある。
〈17〉外国語学研究科

大学院の授業担当の教員の決定、指導教授への昇任は研究科会議で適切に審議決定され
るが、明確な基準があるわけではなく、その基準・手続きが明文化されているわけでもな
いので、基準を作成し明文化する必要がある。
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〈18〉理学研究科
大学院においても教育内容の編成と教育スキルが問題になっている。

〈19〉工学研究科
現在の研究科および専攻の体制は工学部生物工学科を母体としており、新たに設置され

た総合生命科学部に対応したものではない。従って、特にない。
〈20〉先端情報学研究科

研究科から本学へのティーチング・アシスタント（ＴＡ）の申請に対する本学の対応が
不十分であり、かつ、その根本的な理由が明らかにされない状況。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

学生数の増大とともに一部の授業科目に履修者が集中しすぎる事態が起こり始めており、
カリキュラム編成上の改正が求められている。
〈23〉法務研究科

個人レベル、分野別レベルでのＦＤ活動の取り組みは、充実しているが、その成果の把
握は十分ではない。

３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体

より有効に人的資源を活用するという視点で、学部横断的な教員組織の編成を検討する。
〈２〉経済学部

公募に際しては、経済学部の教授全員の意見を聞いて、その上で分野を決定している。
そのため、学生や現代経済のニーズに合い、かつ今後とも経済学部にとって必要な分野の
公募が可能になっている。
〈３〉経営学部

学部長が３学科を統括し円滑な運営を行うためのシステムの構築が求められる。
〈４〉法学部

人事に関しては、どのような教員が必要であり、その採用・育成をどのように進めるべ
きかについて、教員間に共通理解がある。それを実行に移していく気運の充実が望まれる
だけになっている。
〈５〉外国語学部

2012（平成24）年度は新規専任教員を５名採用したが、さらに2013（平成25）年度に向
けて４名の新規専任教員を採用することが決定している。
〈６〉文化学部

学部教授会において公選で選出された人事委員が責任をもって計画的な人事構想案を立
案し、状況に応じて審査委員を委嘱する制度は、効果が上がっていると言える。
〈７〉理学部

今後も学生数に対して適正な教員数を確保する。
〈８〉コンピュータ理工学部

数学系基礎科目について理学部数理科学科との連携によるカリキュラム改善が進行中で
あり、既に一部科目の少人数化が行われている。
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〈11〉総合生命科学部
学部の完成年度あるいは一定期間を経た後には、社会的な要請や学生の実状を踏まえて、

より効果的な人材育成を可能にする教員配置と教育手法の確立が望まれる。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

2010（平成22）年度から総合生命科学部が開設され、工学部生物工学科としての学生募
集を終了したために、今後の発展方策は総合生命科学部に委ねられる。
〈13〉共通教育推進機構

2013（平成25）年度からの全学共通教育課程改革実施のために新たなタイプの教員制度
の導入が行われた。
〈14〉経済学研究科

社会の激変と新しい研究ニーズに応えるため、学部と協調して絶えず新しい分野の人材
獲得に努めている。これは、地道な効果を上げている。
〈15〉マネジメント研究科

本年度よりの変更につき、その効果を来年度以降把握し、さらなる充実を図りたい。
〈16〉法学研究科

法政策学科を生み出した教員組織の充実が、2013（平成25）年度から法政策学専攻の新
大学院を設置しようとする動きとなった。両専攻を発展させていけば、さらに充実した教
員組織となるであろう。
〈17〉外国語学研究科

全学の研究科のＦＤ委員会においてティーチング・アシスタント（ＴＡ）の問題が検討
されており、外国語学研究科のＴＡ制度も改善される予定である。このように2012（平成
24）年に組織されたＦＤ委員会は一定の成果を収めているが、今後、より活発に活動する
ことが望まれる。
〈18〉理学研究科

引き続き、教員の採用・昇格が適切に行われるよう努力する。
〈19〉工学研究科

研究指導教員の大幅な増加を受けて、総合生命科学部の学年進行に対応した研究科およ
び専攻の体制作りを行う。
〈20〉先端情報学研究科

学部課程との連携の強化。学部早期卒業と大学院早期入学という連携の成果が得られつ
つある（参考：2012（平成24）年度は２人）。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

経済学基礎について、４名教育体制での学修状況を調査しながら難易度別のクラスを設
けることを検討する。
〈23〉法務研究科

引き続き、教員の採用・昇格が適切に行われることを確保するとともに、全体のＦＤ会
議を定例化するなどＦＤ活動の充実を図り、教員の資質のさらなる向上を図る。
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②改善すべき事項
〈１〉大学全体

教員数の増減は大学経営にも大きく影響する課題であるので、収容定員、カリキュラム、
学部のバランスなどを総合的に勘案し、段階的に取り組みを進める。
〈２〉経済学部

若手の教員を中心に採用しているので、50代・60代の教員の比率が減少するものと期待
されるが、既存の教員自体の年齢も毎年１歳ずつ上がっていくので、実現にはしばらくか
かるものと思われる。
〈３〉経営学部

少人数教育の実現に向けて、教員採用を働きかけていきたい。
〈４〉法学部

教員の資質向上には、ＦＤ活動や各種研究奨励策だけでなく、充分な研究時間が何より
もまず不可欠である。そのためには、各種運営業務をより多人数で分担すべく、専任教員
数の増加が切実に望まれる。
〈５〉外国語学部

教員の教育力向上のためのＦＤ活動はすでにかなり実行されているが、一層の充実を
目指している。任期制を含む教員採用方式について、さらなる改良に向けて検討を図る。
2007（平成19）年度から実施している教員評価制度についても、より適切な方法を模索し
ている。公開授業＆ワークショップへの関心を全教員に求めている。また、自己点検委員
会の評価活動を教授会にフィード・バックするなど学部の改革に貢献するものにしていく
ことも検討している。
〈６〉文化学部

教員組織の充実を図るため、若手教員の採用を積極的に行う必要があるだろう。人事制
度については、現段階では特に改善する事項は見当たらないので、もうしばらく新人事規
定の運用を見守りたい。
〈７〉理学部

教員の募集・採用・昇格に関する基準を明確に定めることを目指す。
〈８〉コンピュータ理工学部

実験・実習担当教員の負担を下げるためにＴＡ制度の充実が望まれる。
〈11〉総合生命科学部

日進月歩の生命科学研究に遅れをとらないことはもちろんのこと、社会的な変化に呼応
した柔軟な対応（たとえば、国際化に伴う語学力の向上）が必要である。
〈13〉共通教育推進機構

2013（平成25）年度からの全学共通教育課程改革実施に向け、教員の募集・採用を的確
に行える体制づくりを検討しなければならない。
〈14〉経済学研究科

教員の新規募集に際しては、研究分野の重要性や時代の要請を鑑み、募集時期の早期化
等に努めているが、必ずしも最適な教員組織を常に編成できているわけではない。ここは
地道な努力を継続していくしかない。



＜第３章＞教員・教員組織

−065−

〈15〉マネジメント研究科
マネジメント研究科各種委員会の活性化について、特に３つのポリシーに基づくカリキ

ュラムの体系的構築作業の進捗を目的とした、マネジメント研究科教務委員会の強化につ
いて再検討したい。
〈16〉法学研究科

大学院教育におけるＦＤ活動が、まだまだ行われていない。今後は、学部レベルととも
に、大学院レベルにも教育上、固有の課題があることを認識し、自覚的にＦＤ活動を行っ
ていく必要があるだろう。
〈17〉外国語学研究科

大学院の授業担当の教員の決定、指導教授への昇任の基準の明文化に関しては、研究科
会議で今後検討する予定である。

大学院生の多様な研究希望、修了後の進路等を考慮し、授業担当教員を増員すべきでは
あるが、将来的には、現存の３専攻以外の専攻の増設をも視野に入れて、外国語学研究科
の教育研究の組織の充実を図ること、また大学院を主として担当する研究科専任教員も必
要になろう。
〈18〉理学研究科

大学院における教育内容の編成と教育スキルの問題を検討していく必要がある。
〈19〉工学研究科

研究指導教員の大幅な増加を受けて、総合生命科学部の学年進行に対応した研究科およ
び専攻の体制作りを行う。
〈20〉先端情報学研究科

研究時間を犠牲にせざるを得ない大学院生の就職活動の厳しい現状。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

履修モデルおよび担当教員間でも調整によって履修者の分散を図るが、将来的には本研
究科の専門科目数ひいては教員数の増加が必要である。
〈23〉法務研究科

ＦＤ委員会を中心に、少なくともそれぞれのＦＤ活動の状況を把握し、その成果を共有
できる体制を整備する。

４．根拠資料
〈１〉大学全体

資料３−１　平成25年度教員人事について（平成23年10月部局長会資料）
資料３−２　各学部等の教員の募集・採用・昇格に関する規程
資料３−３　任期制教員に関する各種規程
資料３−４　教員採用に係るフロー
資料３−５　教員評価実施マニュアル
資料３−６　教育支援研究開発センター事業報告

〈２〉経済学部
・経済学部人事委員会規程
・経済学部人事小委員会規程
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・経済学部専任教員採用・昇任に関する基準
〈３〉経営学部

・「専任教員の採用・昇任に関する基準」（資料ケ−７）
・「経営学部ガイドブック」（資料ケ−５）
・「教員評価関係資料」（資料ケ−８）
・「基礎データ（教員１人あたりの学生人数関連）」（資料ケ−23）

〈４〉法学部
・京都産業大学学則
・京都産業大学法学部教授会規程
・京都産業大学法学部専任教員採用・昇任に関する基準

〈５〉外国語学部
・京都産業大学外国語学部人事委員会規程
・外国語学部事務室ベータベース

〈６〉文化学部
・文化学部教授会規程
・文化学部人事委員会規程
・文化学部専任教育職員選考基準

〈７〉理学部
・http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/kitei.pdf
・京都産業大学理学部カリキュラム委員会規程
・京都産業大学理学部人事手続要領
・初年次教育検討委員会答申書
・理学部教授会議事録　平成22年３月３日（水）13時15分から14時15分まで
・理学部教育検討委員会の設置
・理学部教育検討委員会議事録　平成22年３月19日（金）16時00分から17時20分まで
・理学部教育検討委員会答申書（中間）
・理学部教授会議事録　平成22年７月21日（水）13時15分から14時40分
・理学部教育検討委員会答申書
・理学部教授会議事録　平成23年５月18日（水）13時15分から15時15分まで
・理学部教授会議事録　平成24年４月18日（水）13時15分から14時20分まで
・理学部教員年齢構成

〈８〉コンピュータ理工学部
・コンピュータ理工学部教員公募ホームページ（資料３−１）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/syosiki/syosiki01.html
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/syosiki/syosiki02.html

〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
・コンピュータ理工学部教員公募ホームページ（資料３−１）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/syosiki/syosiki01.html
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/syosiki/syosiki02.html
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〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
・コンピュータ理工学部教員公募ホームページ（資料３−１）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/syosiki/syosiki01.html
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/syosiki/syosiki02.html

〈11〉総合生命科学部
・教員の募集、採用、昇格に関する取り決め
・教員の年齢構成

〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組
・建学の精神（資料１）
・教学の理念（資料２）
・採用実績（資料３）
・退職者実績（資料４）

〈14〉経済学研究科
・経済学研究科後期指導教授会規程
・経済学研究科人事委員会規程
・経済学研究科昇任・人事基準

〈15〉マネジメント研究科
・「マネジメント研究科人事委員会規程」（資料マ−４）
・「教員評価項目」（資料ケ−８）
・「各種委員会委員表」（資料ケ−20）

〈16〉法学研究科
・本学ホームページの大学院の頁
・法学研究科ホームページ

〈17〉外国語学研究科
・『大学院案内　教員・研究紹介編』
・『大学院履修要項』

〈18〉理学研究科
・基礎科目のシラバス、科目と担当者
・京都産業大学大学院理学研究科履修規程第２条２項　担当教員・研究指導
・理学部セミナー、学内研究会などの一覧表
・理学部教員年齢構成

〈19〉工学研究科
・建学の精神
・教学の理念
・採用実績　
・退職者実績　
・人事規程

〈20〉先端情報学研究科
・本学統計資料：「収容定員・在学生数（学部学生数統計）2012年５月１日現在」
　（http://www.kyoto-su.ac.jp/outline/info/pdf/06.pdf）
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〈22〉経済学研究科（通信教育課程）
・経済学研究科通信教育課程人事委員会規程

〈23〉法務研究科
・大学基礎データ（表２）（資料３−１）
・「京都産業大学大学院法務研究科教員採用・昇任に関する基準」（資料３−２）
・「京都産業大学大学院法務研究科運営委員会規程」（資料３−３）
・授業評価アンケートへの回答（平成23年度秋学期～24年度春学期）（資料３−４）
・法務研究科「自己点検・評価報告書」（2012年度８月版）（資料３−５）
　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/pro/lawschool/report/index.html
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第４章　教育内容・方法・成果
第１節　教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針

１．現状の説明
（１）教育目標に基づき学位授与方針を明示しているか。
〈１〉大学全体

教育目標に基づき、学習成果として目指す姿をわかりやすく、明確に示し、学生に浸透
するよう、以下のディプロマ・ポリシーを設定している。各学部・研究科は全学の方針に
基づき、方針を設定している。
■教育目標（資料４−１−１、４−２−２）
・学士課程

本大学は、国家の要請に応じて、広く知識を授けるとともに、深く専門の諸学科を教授
研究し、高度産業社会の科学的進運に寄与する有為の人材を養成することを目的とする。

（京都産業大学学則第１条）
・大学院

本大学院は、専門分野における学術の理論および応用を教授研究し、その深奥を究めて、
文化の進展に寄与することならびに高度で専門的な職業能力を有する人材の養成を目的と
する。（京都産業大学大学院学則第１条）
・修士課程

修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度
の専門性を要する職業等に必要な能力を養うものとする。（大学院学則第２条２項）　　
・博士課程

博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の
高度に専門的な業務に従事するに必要な、高度の研究能力と、その基礎となる豊かな学識
を養うものとする。（大学院学則第２条３項）
・専門職学位課程

専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識および卓越し
た能力を養うものとする。（大学院学則第２条４項）
	 	ディプロマ・ポリシー		
◆知識

・人間・文化・社会・自然について幅広く豊かな知識を有している。
・人文科学、社会科学、自然科学のいずれかの専門分野について体系的知識を有してい

る。
・学際的分野における知識を有している。
・社会人として職業に携わるための基礎知識を有している。

◆汎用的技能
・学問的方法の基礎を修得している。
・論理的に思考し判断することができる。
・問題に対する解決策の提案を行うことができる。
・新たなものを創造することができる。
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・考えを適切に表現することができる。
・国際的なコミュニケーション能力を修得している。

◆態度・志向性
・日本文化への深い理解を有している。
・国際社会における人類の平和と幸福に寄与する気概を有している。
・自分の頭で考え、行動することができる。
・倫理的態度を身に付けている。
・社会的義務を果たす意欲を有している。
・生命を尊び、慈しむ気持ちを有している。

	 	
〈２〉経済学部

経済学部では、本学部に４年以上在学し、学部が定めるカリキュラムに従って学修し、
授業科目区分ごとに定められた必要単位数を含め124単位以上を修得した学生に学位を授
与する方針である。これらの学修を通して、以下の点を身に付けることを学生に求める。
	 	 	経済学部のディプロマ・ポリシー		
◆知識

世界や日本の社会経済の動向を把握し、分析できる十分な経済的知識と教養を有してい
る。
◆技能

社会の情報化とグローバル化に対応できる情報処理能力とコミュニケーション能力をも
ち、的確な総合的判断ができる。
◆態度

経済学的思考法に基づいて現実の社会を分析する姿勢を持ち、社会を論理的かつ多様な
視点から見ることができ、健全な人格を有している。
	 	 	
〈３〉経営学部

本学部の「教育研究上の目的」において、学部の教育目標を明示している。また、本学
部の「ディプロマ・ポリシー」において、学部の教育目標に基づくディプロマ・ポリシー
および修得すべき学習成果を明示している。
	 	 	経営学部のディプロマ・ポリシー		

経営学部は、学部の教育目標の実現を目指してカリキュラムを構築し、そのカリキュラ
ムに基づいて所定の単位を修得した学生の中から、「マネジメント能力」と密接に関連す
る下記の項目を実現・体得した学生に対して「学士（経営学）」の学位を授与する。

・各学科それぞれの分野と関連する体系的な専門知識および学際的知識を有する。
・経営学に関する諸知識を基盤とした論理的思考力、問題発見・解決能力、コミュニケ

ーション能力等の一般的技能を身に付けている。
・教養に富み、主体的かつ協調的で倫理的な態度を有する。
・社会のさまざまな組織において実践的に「マネジメント能力」を発揮して、社会に貢

献するための知的および人格的基盤を有する。
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〈４〉法学部
法学部の教育目標は、学則第２条の２に規定された法学部の目的を敷衍して、法学部ホ

ームページや法学部履修要項において、わかりやすく説明されている。ディプロマ・ポリ
シー（学位授与方針）は、この教育目標に基づいて制定され、法学部ホームページに明示
されている。
	 	法学部のディプロマ・ポリシー		

１．知識・理解
　法律学・政治学・政策学の知識を有している
２．思考・判断
　法律学・政治学・政策学の枠組みを用い社会の出来事を多角的に見ることができる
３．関心・意欲
　社会的な問題の解決に関心・意欲をもっている
４．技能・表現
　１．紛争に法的ルールを適用して結論を導き出すことができる
　２．社会問題を理論や概念を用いて分析することができる
　３．社会における新たな問題を発見し、そこに含まれる政策課題を指摘することがで

　きる。
	 	 	
〈５〉外国語学部

「外国語学部３つのポリシー」に明記されているように、日本国内に限らず国際社会に
おいても信頼され活躍できる人材を育成することを教育目標とし、専門分野の知識・技
能・資質を身に付けたものに学位を授与している。このディプロマ・ポリシー（学位授与
方針）は大学のホームページに明記されている。
	 	外国語学部のディプロマ・ポリシー		

外国語学部は、多様な言語とその関連領域、および国際関係に関わる教育を行うことに
より、京都産業大学の建学の精神に適う人材を育成することをその教育の目的としている。
とりわけ、日本国内に限らず国際社会においても信頼され活躍できる人材を育成するため、
言語についての体系的理解を基礎とした実践的な言語運用能力と異文化理解および国際社
会の今日的課題に関する体系的な知識の習得を可能にする教育課程を編成・実践している。
従って、４年間の教育課程を修了する際には、以下の知識・技能・資質を身に付けている
ことが求められる。
◆専門分野の知識と理解

１．効果的な言語運用のために必要な言語知識を有している。
２．異文化を理解すると同時に自国文化を相対化して理解している。
３．学習言語そのものの構造や規則に関して体系的に理解している。
４．国際関係と学習言語圏の文化・社会に関して体系的に理解している。

◆技能
１．専門的技能
　１．国際社会で要求される言語運用の土台となる言語スキルを身に付けている。
　２．卒業後も自律的かつ効果的に外国語学習を行う技能を身に付けている。
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　３．学習言語を利用して多様な情報を収集し適切に評価する能力を身に付けている。
２．汎用的技能
　１．複雑な事象の中から、自ら課題を発見する能力を身に付けている。
　２．課題を論理的に分析し、解決策を提示する基本的方法を身に付けている。
　３．ＩＴ機器を利用して情報を収集し効果的に発表する方法を身に付けている。

◆態度・志向性
１．異なる文化や多様な価値観を柔軟に理解しようとする積極性をもっている。
２．習得した知識や技能を活用して、国際社会の中で主体的に活躍・貢献しようとする

気概をもっている。
	 	 	
〈６〉文化学部

文化学部の教育目標に基づき、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）を定めている（根
拠資料１）。

教育目標と３つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミ
ッション・ポリシー）、さらに全科目のカリキュラム表を文化学部ホームページに掲載し
て、文化学部教育の全体像を明示している（根拠資料２）。
	 	文化学部のディプロマ・ポリシー		
◆知識

１．グローバルな視野の下に、世界の文化の諸問題を理解するために必要な知識を身に
付けている。

２．日本、アジア、ヨーロッパ、アメリカの各文化のうちの、いずれかについてその特
質を説明できる。

３．京都の文化の特質を理解している。
４．歴史、芸術、宗教、思想、文学、言語、大衆文化、スポーツ等の文化の諸現象の少

なくとも１つについて、深い知識を有している。
５．文化の諸現象を読みとくための人文科学、社会科学、自然科学分野についての基本

的な知識を有している。
◆汎用的技能

１．国際的なコミュニケーションのためのツールとしての十分な英語能力を有している。
２．時代のニーズに応じ、適切な倫理観に立脚した情報処理能力を有している。
３．自分の考えを文章・口頭で論理的に表現できる能力を有している。
４．地域社会および国際社会において、多様な民族のアイデンティティを踏まえ、さま

ざまな人々との相互理解を図ることができる。
◆態度・志向性

１．国際社会の一員として自らを律し、自分の考えを発信し、行動することができる。
２．自らの人格的完成を目指して常に努力することができる。
３．自らの知識、技能のさらなる向上を目指す意欲を有している。
４．異文化について、関心をもち、理解しようとする意欲を有している。
５．自分の将来の社会人としての姿について、思い描くことができる。
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〈７〉理学部
教育目標（「理学部の教育目標は、あらゆる事物の根底に潜む真理を探究するとともに、

それを応用する力をつけることにある。これは時代を超えた普遍的な指針であり、また現
代社会の強い要請に応えるものである。現代社会にあっては、その基盤を支える高度な科
学技術を理解し、諸問題を明確に設定し、それらを根本的に解決することのできる人材が
求められている。理学部はそれに応えられるように、創造力に富む個性的な人材の育成を
目指している。」）に基づき、ディプロマ・ポリシーは理学部の教育課程において、厳正な
成績評価の下、所定の単位を修得し、次の資質を在学中に身に付けた学生に対して学位を
授与する。
	 	理学部のディプロマ・ポリシー		

１．柔軟な思考と幅広い教養を身に付けている。
２．自然科学における真理を探究するために、基本原理を理解し、基礎知識を身に付け

ている。
３．基礎知識を活用してさまざまな自然現象の本質を理解し、現代社会の諸問題へ応用

することができる。
４．自然科学の知識を基盤にした課題探求能力、課題解決能力および創造的思考能力を

備えている。
５．自然科学の社会における責務を十分に認識し、主体的に社会の発展に寄与できる。

	 	 	
〈８〉コンピュータ理工学部

ディプロマ・ポリシーとしては、以下のように定めている。
	 	コンピュータ理工学部のディプロマ・ポリシー		

情報科学の基礎知識と基礎技術をしっかりと身に付け、実社会において有用な領域で将
来にわたり活躍できる高度な専門知識と技術や応用力を備えた人材や、基礎知識を活かし
て情報科学の新しい分野を開拓できる人材の養成を目標とし、ディプロマ・ポリシーとす
る。　

具体的には、
・実社会で活躍できる人材に相応しい教養を身に付けていること。
・学部の専門科目を十分に理解し、プログラム作成などの技術を身に付けていること。
・実験や演習を通して、座学で得た知識を利用･応用する力を身に付けていること。
・「特別研究」（卒業研究）において、設定したテーマに即して新しいことに挑戦し、そ

の成果を発表しまとめること。
	 	 	

これらに基づき、本学部の３学科とも、卒業要件124単位のうち、専門教育科目を80単
位以上（内、演習・実験・卒業研究などを含む必修科目28単位、および、選択必修科目16
単位を含む）として、教育課程を編成している。これらの内容も、『履修要項』冊子（2010

（平成22）年度版　ｂ−14、ｂ−22、ｂ−30の各頁）に明記している。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

到達目標は、「コンピュータサイエンスの知識と技術を身に付け、情報科学の基礎と応
用を修得し、指導的役割を果たしうる研究者・技術者の養成を目標とする。」と明示して
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いる（2008（平成20）年度版　３章p.303）。
この目標に基づき、卒業要件124単位のうち、専門教育科目を80単位以上（内、必修科

目22単位、および、選択必修科目12単位を含む）として、教育課程を編成している。この
内容は、『履修要項』冊子（2010（平成22）年度版　ｂ−35頁）に明記している。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

教育目標は、「１）情報工学、通信工学両分野の体系付けられた基礎および専門知識・
技術の修得；２）基礎知識・技術に基づいた応用力、創造力の育成；３）情報通信工学の
急激な進展に対する即応力の育成。」と明示し、『履修要項』冊子（2008（平成20）年度版
ｂ−145頁）に明記している。

これらに基づき、卒業要件124単位のうち、専門教育科目を80単位以上（内、演習・実
験などを含む必修科目30単位、および、選択必修科目10単位を含む）として、教育課程を
編成している。これらの内容も、同『履修要項』冊子（同ｂ−148頁）に明記している。
〈11〉総合生命科学部

総合生命科学部においては、学部設置の際に設置した教育目標に基づき、新しいディプ
ロマ・ポリシー（学位授与方針）を策定した。このディプロマ・ポリシーは、2012（平成
24）年度に公開している。
	 	総合生命科学部のディプロマ・ポリシー		

総合生命科学部では、自然と人間が調和し発展することを目指した科学と技術を創造す
る教育研究環境の下で、個性豊かな人材の養成を目標として、次の資質を身に付けた学生
に学位を授与する。

１．生命科学における高度な専門知識と技術を身に付けている
２．生命科学の知識を基にした応用力を身に付けている
３．特別研究において、自らが設定したテーマに基づく研究成果をまとめ、発表できる

こと
４．幅広い教養および国際化に対応できる語学力を身に付けていること

	 	 	
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

教育目標（「建学の精神」に基づき、豊かな心と、新しい「バイオの世紀」に対応でき
る専門知識と技術を身に付けた人材を養成すること。そのため、バイオテクノロジーとい
う応用技術のもとになる基礎とさまざまな専門知識を習得することはもちろん、幅広い教
養、国際化に対応できる語学能力、情報化時代を生き抜くためのコンピュータ・スキルを
高めること。）は設定され、明示されている（根拠資料１、根拠資料２、根拠資料３）。デ
ィプロマ・ポリシーは卒業要件（本学部に４年以上在学し、学部が定める教育課程により
学修し、授業科目区分ごとに定められた必要単位数を含め124単位以上を修得する。）とし
て明示されている（根拠資料１）。
〈14〉経済学研究科

当研究科の教育目標はすでに述べられたとおりである。この方針に従った「ディプロ
マ・ポリシー」も明確化されている。これによると、基本的には、前期課程で２年以上在
学し、履修規定に定められた所定の単位数（30単位以上）を修得した研究科生には修士論
文が課せられ、この審査および試験を受けることになる。また、博士後期課程では３年以
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上在籍し、研究科で定める履修要件を満たした上で、博士論文を提出し、この審査および
試験に合格することとなっている。これらの詳細は、各年度の ｢大学院履修要項｣ に明示
されている。
	 	経済学研究科のディプロマ・ポリシー		
■博士前期課程

本課程の所定の単位を修得し、口頭試問を含む最終的な研究成果の審査に合格した研究
科生に学位を授与する。

最終的な研究成果は修士論文を基本としつつ、研究科が認めた研究科生については、
「特定課題研究報告書」をもって修士論文に代えることができる。
■博士後期課程

本課程の所定の単位を修得し博士論文を提出したのち、博士論文予備調査委員会の審査
を経て、口頭試問を含む最終的な博士学位論文審査に合格した研究科生に学位を授与する。
	 	 	
〈15〉マネジメント研究科

博士前期課程では、学則において「あらゆる組織を対象としたマネジメントについての
諸科学を総合し、それに基づいて、マネジメントについての高次の教育を行うことで、マ
ネジメント感覚と能力を持った高度専門職業人の養成」という教育の目的を掲げており、
この教育目的に基づいて、ディプロマ・ポリシー（本研究科ホームページ）が制定されて
いる。博士後期課程については、学則において「マネジメントについてのより高次の教育
を行うことで、マネジメント感覚と能力に加え、高度に専門的な業務に従事するに必要な
研究能力およびその基礎となる豊かな学識を身に付けた人材の養成」という教育の目的を
掲げており、これに基づいてディプロマ・ポリシーが制定されている。
	 	マネジメント研究科のディプロマ・ポリシー		
■博士前期課程

本課程においては、あらゆる組織を対象としたマネジメントについての幅広い知識およ
び専攻分野における深い知識を備え、マネジメント感覚を有する高度専門職業人としての
優れた能力を身に付けているかどうかが、課程修了の基準である。それらを具象化したも
のである修士論文は、広範囲の学識と専攻分野における研究能力、又はこれに加えて高度
専門職業人としての卓越した能力が示されたものでなければならない。これらの要件を満
たした学生に対し、修士（マネジメント）の学位を授与する。
■博士後期課程

本課程においては、マネジメント感覚を有する高度専門職業人として業務に従事するに
必要な研究能力およびその基礎となる豊かな学識を身に付けているかどうかが、課程修了
の基準である。それらを具象化したものである博士論文は、広範囲の学識と専攻分野にお
ける先行研究の検討、独創性、論理性、インプリケーション等を備え、研究者としての高
い能力が示されたものでなければならない。これらの要件を満たした学生に対し、博士

（マネジメント）の学位を授与する。
	 	 	
〈16〉法学研究科

法学研究科ホームページに明示しているように、教育目標に基づくディプロマ・ポリシ
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ー（学位授与方針）を定めている。
	 	法学研究科のディプロマ・ポリシー		
■博士前期課程・修士課程

法律学・政治学・政策学についての高度な専門知識を修得した者、および法政策の実務
上の素養を積んだ者に修士の学位を与える。
◆知識

法律学・政治学・政策学についての高度な専門知識を体系的に修得している。
◆汎用的技能

問題に対して説得力のある議論を展開することができる。問題の所在を探求すること、
あるいは解決策の提案を行うことができる。
◆態度・志向性

高い公共意識をもって、法律学・政治学・政策学に関する領域の多様な問題に積極的に
取り組むことができる。
■博士後期課程

博士論文を提出し、予備審査を経て口頭試問および本審査に合格した者に博士の学位を
与える。
◆知識

法律学・政治学・政策学についてのきわめて高度な専門知識を体系的に修得している。
◆汎用的技能

問題に対して学術性の高い分析をすることができ、高度に説得力ある議論を展開するこ
とができる。
◆態度・志向性

高い公共意識をもって、法律学・政治学・政策学に関する領域の多様な問題に積極的に
取り組むことができる。
□法律学専攻
（博士前期課程・修士課程）
法律学・政治学・政策学についての高度な専門知識を修得した者に修士の学位を与える。
具体的には、
１．法律学・政治学・政策学についての高度な専門知識を体系的に修得していること。
２．問題に対して説得力のある議論を展開することができ、問題の所在を探求すること、

あるいは解決策の提案を行うことができること。
３．高い公共意識をもって、法律学・政治学・政策学に関する領域の多様な問題に積極

的に取り組むことができること。
（博士後期課程）
博士号学位論文を提出し、予備審査を経て口頭試問および本審査に合格した者に博士の

学位を与える。博士学位論文は、高度な研究能力を有する者が、専攻分野についての深い
学識と緻密で網羅的な先行研究の調査に基づいて、研究者として主体的かつ独創的な研究
活動を行った成果であると認められるものでなければならない。
□法政策学専攻
（修士課程）
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法律学・政治学・政策学についての高度な専門知識を修得した者に修士の学位を与える。
具体的には、
１．法政策学についての高度な専門知識を体系的に修得していること。
２．問題に対して説得力のある議論を展開することができ、問題の所在を探求すること、

あるいは解決策の提案を行うことができること。
３．高い公共意識をもって、法律学・政治学・政策学に関する領域の多様な問題に積極

的に取り組むことができること。
	 	 	
〈17〉外国語学研究科

外国語学研究科の教育目標に基づいた研究科全体、英米語学・中国語学・言語学３専攻
のディプロマ・ポリシーが、2011（平成23）年度末に定められ、ホームページに明示して
いる。
	 	外国語学研究科のディプロマ・ポリシー		
■修士課程

外国語学研究科は英米語学専攻・中国語学専攻・言語学専攻により構成され、それぞれ
英語教育に関わる理論と実践方法、中国語学を中心とする東アジアの言語文化、言語学を
教授し、高度の専門知識と実践能力を備えた人材を育成することを目的としている。従っ
て２年間の教育課程を修了する際には、高度専門職業人となるために以下の知識、技能、
資質を身に付けていることが求められる。

１．専門分野の研究についての体系的知識
２．関連分野についての幅広い知識
３．課題を設定し、論理的に分析し、解決する技能
４．高度な外国語読解・運用能力
５．国際化社会の中で、主体的に活躍、貢献しようとする気概

□英米語学専攻
（修士課程）
英米語学専攻は、英語教育に関わる学術理論とその実践方法を教授し、高度の専門知識

と実践能力を備えた人材を育成することを目的としている。従って、２年間の教育課程を
修了する際には、以下の知識、技能、資質を身に付けていることが求められる。

１．専門分野の理論についての体系的知識
２．関連分野についての幅広い知識
３．課題を設定し、論理的に分析し、解決案を提示する技能
４．高度な英語運用能力
５．国際化社会の中で、主体的に活躍、貢献しようとする気概

□中国語学専攻
（修士課程）
中国語学専攻は、中国語学の体系的知識に基づき東アジアの言語文化を深く考察するこ

とを専攻の目的としている。従って２年間の教育課程を修了する際には、高度専門職業人
となるために以下の知識、技能、資質を身に付けていることが求められる。

１．専門分野の研究についての体系的知識
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２．関連分野についての幅広い知識
３．課題を設定し、論理的に分析し、解決する技能
４．高度な中国語読解運用能力
５．国際化社会の中で、主体的に活躍、貢献しようとする気概

□言語学専攻
（修士課程）
言語学専攻は、言語学の知識を基にして特定の言語を深く考察することを専攻の目的と

している。従って、２年間の教育課程を修了する際には、高度専門職業人となるために以
下の知識、能力を身に付けていることが求められる。

１．専攻語および言語学についての体系的知識
２．言語を客観的に分析する能力
３．言語の考察を通じて、その言語に関わる文化や社会を理解する能力
４．専攻語と言語学の知識を駆使して、国内外の実務の世界で指導的な立場に立って活

躍できる力
	 	 	
〈18〉理学研究科

理学研究科の教育目標に基づき、３つのポリシーによってディプロマ・ポリシーを明示
している。学位授与の条件と手続きは、京都産業大学大学院理学研究科履修規程（第３条）
に、以下のように示されている。

修士課程に属する学生は、在学中に、指導教授の担当する主要科目（数学専攻20単位、
物理学専攻18単位）を含めて、30単位以上を修得しなければならない。従って、自分の専
門分野以外においても科目を履修する必要がある。また修士の学位を取得するためには、
修士論文を執筆し、指導教授を含む３名の審査（主査１名、副査２名）を受け、また修士
論文発表を行わなければならない。

博士後期課程に在籍する学生は、指導教授の担当する研究指導を受ける必要があり、ま
た随時、研究経過を指導教授に報告しなければならない。また博士の学位を取得するため
には、博士論文を執筆し、指導教授を含む４名の審査（主査１名、副査３名、うち１名は
外部専門家）を受け、また博士論文発表を行わなければならない。
	 	理学研究科のディプロマ・ポリシー		
□数学専攻・物理学専攻
（博士前期課程）
博士前期課程では、教育目標を踏まえ、次のような学生に修士学位を授与する。
１．数学または物理学の全般にわたる基盤的知識を備えている。
２．専攻テーマに関して豊富な知識を持っている。
３．研究者や高度専門職業人として必要な問題発見能力、問題解決能力および発信力を

備えている。
課程を修了し学位を取得するためには、以下の条件を満たす必要がある。
１．理学研究科に所定の期間在学すること。
２．理学研究科が設定する科目について所定の単位数以上を修得すること。
３．学位論文を提出し、その審査および試験に合格すること。
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（博士後期課程）
博士後期課程では、教育目標を踏まえ、次のような学生に博士学位を授与する。
１．研究テーマに関して深い知識を持つとともに、専攻分野について広範な知識と優れ

た見識を備えている。
２．自ら問題を発見し解決することにより、主体的かつ創造的な研究活動を行っている。
３．研究成果の発信を積極的に行っている。
課程を修了し学位を取得するためには、以下の条件を満たす必要がある。
１．理学研究科に所定の期間在学すること。
２．理学研究科が設定する科目について所定の単位数以上を修得すること。
３．学位論文を提出し、その審査および試験に合格すること。

	 	 	
〈19〉工学研究科

教育目標、つまり工学研究科博士課程の教育研究上の目的（急速に進展する先端的な技
術および科学分野での社会的要請に応えるため、基礎的および専門的知識・技術を修得し、
さらに奥深い創造力と応用力を究めた、優れた人材の養成を目的とする。：根拠資料１）
に基づき、博士前期課程、博士後期課程、それぞれのディプロマ・ポリシーを掲げること
で、学位授与方針を明示している（根拠資料２）。
	 	工学研究科のディプロマ・ポリシー		
■博士前期課程

在学期間中、必修科目（特別研究および演習）の履修により研究指導教員の指導を受け、
また選択科目（８単位以上）を履修することにより、生物工学に関する高度かつ幅広い専
門知識と研究方法を修得する。上記科目の単位認定を受けるとともに、生物工学に関する
研究課題に基づいた修士論文を作成する。修士論文が次に示す審査に合格することを修士
学位授与の条件とする。修士論文は、当該研究内容の学術的意義が本大学院の審査基準で
ある生物工学的な専門性に達しているかを、複数名の教員による調査および発表会におけ
る口頭試問により審査を受ける。
■博士後期課程

在学期間中、必修科目（特別研究）の履修により研究指導教員の指導を受け、生物工学
に関する高度かつ幅広い専門知識と研究方法および自立した研究者としての主体的実践力
を修得する。上記科目の単位認定を受けるとともに、生物工学に関する研究課題に基づい
た博士論文を作成する。博士論文が次に示す審査に合格することを本研究科の博士学位授
与の条件とする。博士論文は、当該研究内容の学術的意義が本大学院の審査基準である生
物工学的な専門性ならびに新規性に達しているかを、複数名の教員による調査および発表
会における口頭試問により審査を受ける。
	 	 	
〈20〉先端情報学研究科

本学におけるディプロマ・ポリシーは、本学ホームページにて学内外に提示されている。
そのホームページ上の記載では、大学院における学位授与規定は独立した形でわかりやす
く提示されているとは言えない点もあるが、骨子は十分明確に示されている。
	 	先端情報学研究科のディプロマ・ポリシー		
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■博士前期課程
急速に進展するグローバルな高度情報化社会を支え、情報技術分野においてより先進的

で高度な専門知識と技術や応用力を備えた社会的要請に応える人材の養成を目標とし、デ
ィプロマ・ポリシーとする。

具体的には、
・「講義科目」「セミナー科目」を通して、先端情報学分野の幅広い知識と、専門分野に

対する先進的な知識を修得していること。
・「特別演習科目」「特別研究」を通して、自らの研究テーマに関する独創的かつ新規性

のある提案、技術開発を修士論文にまとめ、最終試験に合格すること。
	 	 	
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

学位の授与に関しては、本研究科に２年間以上在籍し、研究指導教員の研究テーマに合
致した講義特論ＡおよびＢの合計４単位とその研究指導教員のスクーリングを含めた特論
演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの合計８単位を修得することを必修条件としている。必要総単位数は
これら必修科目を含め、通信教育によるその他関連テーマの選択講義科目から18単位以上
を選択履修し、在学２年間以内に合計30単位以上を履修することを修了要件としている。

本研究科では、ディプロマ・ポリシーとして、特定の課題についての研究成果もしくは
修士論文による学位授与を次のように定めている。
	 	経済学研究科（通信教育課程）のディプロマ・ポリシー		
■修士課程

修了要件を満たす単位修得者に対して、次の２つのうちいずれかによって、理論または
実証分析を用いることで経済的課題を考察できる高度な判断力と実践力の修得状況を評価
し、修士学位認定を行う。
①特定の課題についての研究成果（特定課題研究報告書）の審査の評価基準

イ）研究テーマが明確であること。
ロ）研究テーマについて、一定の結論を導き出したものであり、かつ結論を導くに至る

考察に独自性があること。
ハ）論理構成がととのっていること。

②修士論文による審査の評価基準
イ）研究テーマが明確であること。
ロ）当該分野における先行研究の整理が適切になされていること。
ハ）先行研究に対して、新たな視点・経済モデル・分析手法に基づいているか、または

新たな事実・結論・見解を導き出したものであること。
ニ）論理構成がととのっていること。

③最終試験の評価基準
口頭試問において、上記の審査内容に関する主査および副査からの質問に的確に回答で

きること。
	 	 	
〈23〉法務研究科

アドミッション・ポリシーに加え、2011（平成23）年度にディプロマ・ポリシー（学位
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授与方針）を定めた（資料４−１−１）。具体的には、以下のとおりであり、履修要項等
に明示している（資料４−１−２）。
	 	法務研究科のディプロマ・ポリシー		
■専門職学位課程

本研究科の定めた基本理念に則り、法律学の高度な学力を身に付け、法的思考能力を有
し、公共に対する責任意識と参加意識を備えた高度専門職業人であることが、課程修了に
際して考慮すべき重要な点である。所定の年限を在学し、本法務研究科が教育の理念およ
び目的に基づいて設定した所定のカリキュラムに沿った教育を受け、必要修得単位を含む
所定の単位を修得することが、学位授与の要件である。
	 	 	

（２）教育目標に基づき教育課程の編成・実施方針を明示しているか。
〈１〉大学全体

教育目標およびディプロマ・ポリシーに基づき、京都産業大学の教育課程の編成・実施
方針を明示している。科目区分、必修・選択の別、単位数等は、それらに基づき、設定し
ている。
	 	カリキュラム・ポリシー		
◆知識

・人間・文化・社会・自然について幅広く豊かな学修を行うことができる。
・専門分野について体系的に編成された学修を行うことができる。
・専門分野を超えた学際的分野について学修を行うことができる。
・社会人として職業に携わるための基礎的学修を行うことができる。

◆汎用的技能
・学問的方法の基礎を修得することができる。
・論理的な思考と判断力を身に付けることができる。
・問題解決能力を身に付けることができる。
・創造力を身に付けることができる。
・考えを適切に表現する力を身に付けることができる。
・国際的なコミュニケーション能力を身に付けることができる。

◆態度・志向性
・日本文化への深い理解を身に付けることができる。
・国際社会における人類の平和と幸福に寄与する気概を養うことができる。
・自分の頭で考え、行動する力を身に付けることができる。
・倫理的態度を身に付けることができる。
・社会的義務を果たす意欲を養うことができる。
・生命を尊び、慈しむ気持ちを養うことができる。

	 	 	
〈２〉経済学部

経済学部の教育目標に基づき、経済学を段階的に理解するように教育課程を編成し、２
年生次の秋学期から、学生の関心に応じ、公共政策コース・産業経済コース・国際経済コ



＜第１節＞教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針
＜第４章＞教育内容・方法・成果

−082−

ースという３コースに分かれて履修するようにした。コースの性格については、学部ホー
ムページ、履修ガイダンスで周知・徹底させている。
	 	経済学部のカリキュラム・ポリシー		

経済学部の教育目的は次のように設定されている。
「健全な人格をもち、将来、各方面で活躍するために必要な経済学的思考方法と知識お

よび情報処理能力を基礎に、常にグローバルな視野に立ち、かつ的確な総合的判断のでき
る“優れた経済人”を養成する。」

このような目的を実現するために、経済学部では次のような方針に沿ってカリキュラム
を作成している。
◆知識

・１年次に基礎導入教育を徹底的に行う。
・４年間で基礎から発展へ段階的に学修できるよう配慮する。
・２年次秋学期からは、専門コース制による系統的な学修を可能にする。
・１年次から４年次まで一貫した少人数教育を実施する。
・経済学のみならず教養教育を含めた総合的な学修を可能にする。

◆技能
・情報化とグローバル化に適応できる能力を強化する。

◆態度
・経済学的思考方法を養い、健全な人格の形成を図る。

	 	 	
〈３〉経営学部

ディプロマ・ポリシーに従う、本学部の「カリキュラム・ポリシー」において、明示し
ている。科目区分、必修・選択の別、単位数等については、『履修要項別冊ガイド』に記
載している。
	 	経営学部のカリキュラム・ポリシー		

経営学部は、ディプロマ・ポリシーに従い、３学科それぞれの分野と関連する専門教育
科目を提供する。同時に、多様な進路希望にも柔軟に対応しうる幅広い教養を備えた人格
を形成すべく、一拠点総合大学としての本学の利点を生かした学際的知識の修得が可能な
教育課程の編成と履修支援の整備を目指す。また、少人数の参加型授業である演習を、４
年間にわたって充実させ活用することで、課題発見・調査能力、論理的思考力、コミュニ
ケーション能力、プレゼンテーション能力の向上を図る。
◇講義科目のカリキュラム・ポリシー
（１年次）学部専門科目への導入教育としてのイントロダクトリー科目を配置し、経営

諸科学に関する、また２年次以降の学科選択の参考となる基本的な知識を修得する。
（２年次）各学科に分かれることで、それぞれの学科の専門分野を系統的に学修し、３

年次以降のより高い専門知識の修得へ向けて、インターミディエイト的な授業を中心に履
修する。
（３、４年次）より高い専門性に特化・配慮したアドバンスト科目を履修することにより、

「マネジメント能力」を発揮するために不可欠な専門的知識を修得します。また、現実の
社会における最新の諸問題をテーマとしたマネジメント特講やケース・スタディ等の科目
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を履修することにより、「マネジメント能力」を発揮する実践力の修得を促進する。
◇演習科目のカリキュラム・ポリシー
（１年次）大学教育への円滑な導入を図る少人数授業である「基礎セミナー」と、専門

知識を修得する際に不可欠となる英語読解力を身に付けるために「外書セミナー」を配置
する。同時に少人数教育により、プレゼンテーション能力やコミュニケーション能力、協
調性、倫理性を身に付ける。
（２、３年次）少人数教育である「演習１、２」および「演習３、４」を履修することで、

専門的知識、論理的な思考、判断力および学問的方法の基礎および倫理性を修得すること
ができる。
（４年次）「卒業研究１・２」において、学生生活の集大成である卒業論文を作成するこ

とにより、課題発見力、調査能力、論理的思考力が向上する。
また、２・３年次から継続してきた、演習における個人指導および就職活動等の社会と

の関わりを体験することにより、多様化・複雑化する社会情勢および組織に柔軟に対応す
る能力、社会に貢献する態度および高い倫理性を養う。
	 	 	
〈４〉法学部

カリキュラム・ポリシーも、教育目標に基づいて制定され、法学部ホームページに明示
されている。

法律学、政治学および政策学の専門教育科目を系統的に履修させるために、法律学科、
法政策学科、それぞれに５つの履修プログラムを設けている。
	 	法学部のカリキュラム・ポリシー		

法学部は、学位授与の方針に従い、法律学、政治学および政策学の専門教育科目を提供
します。また、幅広い教養を備えた人格形成を促すために、一拠点総合大学としての本学
の利点を活かし、全学共通教育科目の履修を義務付けている。

専門教育課程では、１年次には、大学教育への円滑な導入を図る少人数授業と基本的な
専門科目を配置し、２年次からは、系統的学修を可能とする進路別の履修指針としての履
修プログラム制を採用している。同時に、これらの履修プログラムとは別に、法学と関連
する分野横断的な専門的能力の修得を目指す学生向けの学部融合プログラムを複数設けて
いる。また、課題発見・調査能力、日本語能力の向上を図るため、１年次から４年次まで、
多様な、少人数の参加型授業を開講している。
	 	 	
〈５〉外国語学部

教育課程と編成実施方針に明記されているように、言語についての体系的理解を基礎と
した実践的な言語運用能力の習得と異文化理解および国際社会の今日的課題に対する理解
の涵養を可能とする教育課程の編成・実施を行っている。
	 	外国語学部のカリキュラム・ポリシー		

外国語学部は、多様な言語とその関連領域、および国際関係に関わる教育を行うことに
より、京都産業大学の建学の精神に適う人材を育成することをその教育の目的としている。
とりわけ、日本国内に限らず国際社会においても信頼され活躍できる人材を育成するため、
言語についての体系的理解を基礎とした実践的な言語運用能力の習得と異文化理解および
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国際社会の今日的課題に対する理解の涵養を可能とするために以下の特色を持った教育課
程を編成している。

１．４年間の学習成果が最大限となるように、入学時から９学科・専修に分かれて専門
教育を行う。

２．専攻語の運用能力に関して、各学科・専修ごとに具体的な到達目標を設定し、所属
する学生が所定の目標に到達できるようにする。

３．１・２年次は、基礎的な言語運用能力を身に付けるために、母語話者教員を中心と
した少人数かつ集中的トレーニングを行う。

４．専攻語で情報を収集・処理する能力を獲得するために、ＩＴ機器を用いた情報教育
を行う。

５．国際社会の今日的課題への基本的理解を涵養するために、専攻語に拘わらずすべて
の学科・専修で国際関係科目を履修する。

６．専攻語の運用能力だけでなく、専門領域に関わる幅広い知識を獲得するために、多
様な分野の講義科目を履修する。

７．専門教育で得た知見をさらに主体的に掘り下げ、論理的思考力・課題解決能力を伸
ばすために、３・４年次で演習Ａ・Ｂを履修する。

８．異文化理解、国際関係理解、専攻語の運用能力獲得を促進するために、海外研修・
海外留学を積極的に行う。

	 	 	
〈６〉文化学部

教育目標とディプロマ・ポリシーに基づき、カリキュラム・ポリシーを設定し、（１）
世界の文化を学ぶために必要な基礎を育む基幹科目、（２）専門領域を学ぶ発展科目、（３）
少人数制で行われる演習科目を中心に、他学部開講科目も学びながら専門性を高められる
教育課程を組んでいる（根拠資料３）。

カリキュラム・ポリシーを学生が把握しやすいようにするために概念図を取り入れた
「カリキュラム・マップ」作成し、学部のホームページに掲載している。
	 	文化学部のカリキュラム・ポリシー		

１年次（～２年次）には基幹科目を置き、英語科目「アカデミック・ライティング」「ア
カデミック・リーディング」「イングリッシュ・セミナーＩ」「情報処理実習（基礎）」「京
都文化論」「比較文化概論」を必修科目とし、国際的コミュニケーションのための英語力
と情報処理の基本を習得させるとともに、自国文化であり、自分たちの地域文化でもある
京都の文化世界に触れさせ、文化間の比較による文化研究の広がりと深さの理解へと導く。

また、２年次以降に分属する４つの文化コース（日本・アジア・ヨーロッパ・アメリカ）
について、各地域の文化への理解を深めるため、選択必修科目として、「日本文化講読（日
本史、古文・漢文）」「中国語」「ドイツ語」「フランス語」「イタリア語」「スペイン語」「ヒ
ンディー語」「アラビア語」といった各種言語科目を設け、文化を読み解くスキルを磨く。

２年次からは、４つの文化コースに分属し、各コースの発展科目の履修を開始する。
同様に４コース別の文化基礎演習によって各自の研究の基盤となる力を養う。各種の英

語科目により実践的な英語力を強化する。
３年次は、英語科目「イングリッシュ・セミナー II」でさらなる英語力の強化に加え、
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文化演習Ｉで専門分野の研究を本格的に始める。自コースだけでなくさまざまな他コース
の発展科目の受講も奨励し、国際文化研究（インターカルチュラル・スタディーズ）に必
要な広い知識を身に付け、４年次の演習Ⅱで卒業レポートを作成できる力を養成する。

４年次は、文化演習Ⅱで卒業レポートを完成させ、卒業後も異文化理解への意欲を保持
し、国際的コミュニケーション能力の増進を目指して常に努力できる人間の教育を目標と
する。

１年次から関連科目を置いて、芸術文化、スポーツ・健康文化等、多様な文化に関する
理解と知識を得るようにする。

文化学部生としての４年間を通じて、人文・社会・自然の３分野で専門教育を補完する
共通教育を履修し、円満な人格と東西両洋にわたる広い教養を有する人間を育成する。
	 	 	
〈７〉理学部

教育目標に基づき、理学部のカリキュラム・ポリシーは理学部の教育目標を達成するた
めに、「共通教育科目」と「専門教育科目」の２つの柱からなる、以下のカリキュラムを
組んでいる。
	 	理学部のカリキュラム・ポリシー		

１．共通教育科目を通して、幅広い教養と豊かな人間性を身に付ける。
２．１・２年次において、専門的な数学や物理学を学ぶ上で、必要な基礎知識を修得す

る。
３．専門的な知識と技能を初年次から段階的に学習し、演習・実験・実習を通して修得

する。
４．卒業研究において、論理的思考能力や課題解決能力を鍛錬し、専門知識の理解を深

める。と明示されている。科目区分、必修・選択の別、単位数等について履修要項
に記載している。

	 	 	
〈８〉コンピュータ理工学部

カリキュラム・ポリシーとしては、以下のように定めている。情報科学の基礎知識と基
礎技術をしっかり習得させ、さらに実社会において有用な領域で将来にわたり活躍できる
ように、高度な専門知識と応用力の育成に重点をおく。
	 	コンピュータ理工学部のカリキュラム・ポリシー		

具体的には、
・共通教育科目を通して、実社会で活躍できる人材に相応しい教養を育む。
・情報の基礎科目を充実させ、情報科学の基礎的概念・知識・原理を理解させる。
・実習や演習を通して、それらの基礎知識を実際に利用する応用力を育成する。
・卒業研究において、新しいテーマや分野に自ら取り組む体験をさせることにより、応

用力を育成し、高度な専門知識を習得する機会を与える。
	 	 	

このような方針に従って、基礎からより高度な専門的内容まで、各講義科目を１～３年
次にバランスよく配置するとともに、各セメスターに必修の演習・実験科目を配置してい
る。また、４年次配当は「特別研究」（卒業研究の科目）のみとし、この科目に集中的に
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取り組めるようにしている。また、これらのカリキュラムを学生が計画的に履修できるよ
う、１セメスターあたり上限を24単位とする履修登録制限を設けている。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

理学部コンピュータ科学科では、「学生便覧」に記載されている教育精神を反映し、情
報関連学科としての特徴をもった教育目標を掲げている。まず、第１にコンピュータ・シ
ステムおよびソフトウェアを理解し応用に結びつけることによって、より高い開発能力を
修得させることにある。第２にはコンピュータ・システムおよびソフトウェアの基礎にあ
る科学的な考えの修得である。第３にはコンピュータを使って自然・数理科学に関する理
解を深めることにより、ソフトウェア開発やコンピュータの応用に必要な能力を修得する
ことである。高度なソフトウェアの開発には、理論的・科学的な思考に基づいたアイデア
が要求される。そのため、コンピュータを扱う技術に加えて、自ら考え、システムのより
有効な方式を生み出す能力を養うことを重視する（2008（平成20）年度版　３章p.304）。

このような目標に基づき、教育課程を構成し実施している。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

本学科の教育目標を実現するため、教育課程の構成は以下のような基本方針に基づいて
いる。すなわち、まず講義主体の専門科目については、学生の学習能力を考慮して１年次
から４年次まで計画的に履修できるようにバランスよく配置し、これらに加えて、２年次
には「情報通信工学実験」を必修とする。この実験科目では、基礎から応用、そして時代
の流れに臨機応変に対応した多様な実験課題を設け、学生の専門知識・技術の習得度の向
上を図る。さらに、１年次から３年次前半にかけて各種プログラミング演習科目を必修科
目として配し、ソフトウェア開発のための十分な基礎技能を習得させる。そして、３年次
後半および４年次における特別研究（卒業研究）においては、それまでに学んだ基礎知識・
技術をもとに、応用力および創造力を十分に発揮できる教育環境を提供する。

これらの内容も、『履修要項』冊子（2008（平成20）年度版　ｂ−145頁）に明記している。
〈11〉総合生命科学部

教育目標に基づいて、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針）を策定し、
2012（平成24）年度に公開されている
	 	総合生命科学部のカリキュラム・ポリシー		

総合生命科学部では、生命科学に関わる人材育成を目指すため、化学・生物・物理学な
どの基礎科目の理解、コンピュータと英語運用能力の習得が不可欠であるとの認識の下、
学年進行に応じた段階的な教育を行う。

１．生物、化学ではリメディアル科目を開講し、生命科学に必要な基礎的理解を徹底す
る

２．実験科目を含む専門教育科目は、学年進行によりその専門性を高度化させる
３．演習科目を開講し、コンピュータを活用して、レポートのとりまとめ方を学び、プ

レゼンテーション能力も高める
４．４年次では、卒業研究となる「応用特別研究」で自らが設定したテーマに基づく研

究成果をまとめ、発表できるよう少人数教育を行う
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〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組
教育目標（根拠資料１、根拠資料２、根拠資料３）に基づき、導入教育（化学、生物学、

生化学などの基礎的科目が、主として１年次に配当。なかでも化学演習と生物学演習は高
校の化学と生物学のうち、特に生物工学の学習に必要な部分に焦点を絞った科目：根拠資
料１）、語学教育（英語を用いた専門教育に対応できる語学教育や、マルチメディアなど
による情報機器を利用した専門教育科目を開講：根拠資料１）からなる教育課程、および
専門教育（ヒトの医学・薬学の基礎研究を行う生化学系列と、動植物の保全・改良を目指
す遺伝・育種学系列の２つの学問領域）を編成している（根拠資料４）ことをカリキュラ
ム・ポリシーとして明示している。
〈13〉共通教育推進機構

本機構は、建学の精神に基づき、2009（平成21）年から全学共通教育課程の改革に取り
組み、２年半に及ぶ全学的な議論を経て、2011（平成23）年秋、全学共通カリキュラム委
員会において、全学共通教育のさらなる体系化、実学的な科目のさらなる充実等を主な柱
とする、2013（平成25）年度から施行する新たな全学共通カリキュラム・ポリシーを決議
し、各学部・各教育カリキュラム委員会に示した。
〈14〉経済学研究科

従来実施されてきたものの延長ではあるが、当研究科では改めて ｢カリキュラム・ポリ
シー｣ を明確化し、それに基づいて次のことを明示している。これらの基本的方針は、入
学前の応募予定者へのガイダンスや入学後のオリエンテーションでも説明され、後期課程
の研究科生には研究指導教員が丁寧に説明している。研究科専用の大学のホームページで
も掲載されている。
	 	経済学研究科のカリキュラム・ポリシー		
■博士前期課程

本課程の教育目的は次のように設定されている。
「多面的なアプローチが可能なカリキュラムをベースに最新の経済理論と分析手法を学

ぶことによって、現代社会が直面する経済的諸課題を客観的に分析・考察できる、高度専
門職業人や研究者および高度で知的な素養のある人材の養成を目的とする。」

一方、本課程は本学経済学部卒業生のほかに、本学経済学部３年次からの「飛び級」に
よる入学者や他学部・他大学出身者、外国人留学生、社会人等、さまざまな経歴をもった
人々に門戸を開放しており、研究科生の目指す進路も公務員、会計職、民間企業、博士後
期課程等、多種多様である。このような状況を踏まえて、上記の目的を達成するために次
のような方針でカリキュラムを編成している。

１．ミクロ・マクロ経済学の基礎的な理解を確認し、一層の「経済理論」習得の向上を
図るとともに、「実証分析能力」と「語学力」を高めるために、高度でありながら
基礎から学べる基礎的科目を「選択必修科目」として設置する。

２．学部において設置している３コースに合わせて、設置科目を「公共経済系列」「産
業経済系列」「国際経済系列」の３系列に分類し、学部教育からの研究の継続を図
る一方、系統的で専門性の高い履修を可能にする。

３．研究指導教員は研究科生をほぼマンツーマンで指導するとともに、授業科目も少人
数で履修できる体制をととのえる。
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４．課程２回生は、それまでの研究成果を秋学期前半に開催される「中間報告会」にお
いて発表する機会をもち、研究指導教員以外の教員からも助言を受ける。

■博士後期課程
本課程の教育目的は「創造性豊かな優れた研究能力を持つ、自立した研究者を養成する

こと」である。この目的を達成するために次のような方針でカリキュラムを編成している。
１．理論、歴史、政策、国際経済、統計の各分野に関する科目を「特殊研究」として開

設し、博士前期課程からの研究の継続を可能にする。
２．研究指導教員は研究科生の博士学位取得に向けてマンツーマンで指導するとともに、

研究科生の研究内容と研究能力の充実に必要な場合は、本研究科の他の教員も指導
に加わる。

３．全研究科生は毎年１回、それまでの研究成果を「中間報告会」で発表して研究指導
教員以外の教員からも助言を受ける。

４．研究指導教員は研究科生が一定の研究成果を出した段階で研究会や学会で研究報告
を行えるよう指導する。

	 	 	
〈15〉マネジメント研究科

博士前期課程のカリキュラム・ポリシーについては、カリキュラム・ポリシー（本研
究科ホームページ）（資料マ−１）および大学院履修要項（資料マ−５）に記されている。
それらには、「あらゆる組織を対象としたマネジメントについての諸科学を総合し、それ
に基づいて、マネジメントについての高次の教育を行う」という教育目的に沿ってカリキ
ュラムが編成・実施されると記されている。修士（マネジメント）のディプロマ・ポリシ
ーはカリキュラム・ポリシーと整合性がある。科目区分、単位数等については、大学院履
修要項に記されている。科目は、共通科目のほかに、戦略・組織分野、ソーシャル・マネ
ジメント分野、コーポレート・コミュニケーション分野、会計ファイナンス分野、留学生
向け特設科目、社会人向け特設科目に区分されている。学位授与の条件としては、所定の
期間以上在学し、研究指導教員の担当する科目（主要科目の特論２単位と特論演習８単位）
を含めて30単位以上を修得し、かつ修士論文または課題研究報告書を提出することが要件
として定められている。

博士後期課程の教育課程の編成・実施については、カリキュラム・ポリシー（資料マ−
１）および大学院履修要項（資料マ−５）に記されている。それらには、「マネジメント
についてのより高次の教育を行うことで、マネジメント感覚と能力を備え、高度に専門的
な業務に従事するに必要な能力およびその基礎となる豊かな学識を身に付けた人材を養成
する」という教育の目的に沿った教育課程が編成・実施されるとなっており、博士（マネ
ジメント）のディプロマ・ポリシーはカリキュラム・ポリシーと整合性がある。単位数等
については、大学院履修要項に記されている。後期課程在学中に必修科目（研究指導教員
が担当する特殊演習８単位）および選択科目（研究指導教員が担当する特殊研究２単位を
含めて３科目合計６単位以上）の合計14単位を修得しなければならないと定めている。
	 	マネジメント研究科のカリキュラム・ポリシー		
■博士前期課程

本課程にあっては、所定の期間以上在学し、研究指導教員の担当する科目を含めて30単



＜第１節＞教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針
＜第４章＞教育内容・方法・成果　　　　　　　　　　　　　　

−089−

位以上を修得し、かつ修士論文または課題研究報告書を提出することが学位授与の要件で
ある。あらゆる組織を対象としたマネジメントについての諸科学を総合し、それに基づい
て、マネジメントについての高次の教育を行うことを目的としてカリキュラム編成された、
専攻分野の専任教員の特論演習および演習、ならびに戦略・組織、ソーシャル・マネジメ
ント、コーポレート・コミュニケーション、会計ファイナンスの各分野の科目を履修する
ことを通じて、マネジメント感覚と能力を有する高度専門職業人を養成する。
■博士後期課程

本課程にあっては、所定の期間以上在学し、研究指導教員の担当する特殊演習を通して
一貫した体制の下で研究指導を受けるとともに、必修科目８単位および選択科目６単位以
上の合計14単位以上を修得し、かつ所定のセメスターにおいて論文を提出し、論文指導会
議もしくは論文指導小会議の指導を受けなければならない。これらのマネジメントについ
てのより高次の教育を行うことで、マネジメント感覚と能力を備え、高度に専門的な業務
に従事するに必要な能力およびその基礎となる豊かな学識を身につけた人材を養成する。
	 	 	
〈16〉法学研究科

同様に、教育目標に基づくカリキュラム・ポリシーを定め、法学研究科ホームページに
明示している。
	 	法学研究科のカリキュラム・ポリシー		
■博士前期課程・修士課程

以下の方針に基づいてカリキュラムが編成される。
１．１年次初めに指導教員によって個別履修指導を行う。学生の問題関心に即して、幅

広い知識と学問的な分析能力獲得のための最適カリキュラムの発見を行っていく。
２．１年次に講義形式の特論、演習形式の特論演習を複数受講し、幅広い知識を修得で

きるようにする。
３．幅広い知識の修得のため、専門分野外の特論、特論演習の受講を奨励する。
４．２年次に研究指導を受講し、修士論文の作成を行えるようにする。ただし、特別の

プログラムを編成して、学位認定・学修方法・学修期間の柔軟性を確保するよう特
に配慮する。

５．法実務上の素養を積むことを奨励する。
■博士後期課程

博士論文作成のために特殊研究を受講することができる。特殊研究において以下の項目
が指導される。

１．研究テーマに関する先行研究・情報の把握
２．研究テーマに関する分析の学問的説得性
３．研究テーマに関する分析の表現方法

□法律学専攻
（博士前期課程）
次の方針でカリキュラムが編成されている。
１．学生の問題関心に即して、幅広い知識と学問的な分析能力獲得を目指したカリキュ

ラム発見のために１年次初めに指導教員によって個別履修指導を行う。
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２．１年次に講義形式の特論、演習形式の特論演習を複数受講し、幅広い知識を修得で
きるようにする。

３．幅広い知識の修得のため、専門分野外の特論、特論演習の受講を奨励する。
４．２年次に研究指導を受講し、修士論文の作成を行えるようにする。ただし、特別の

プログラムを編成して、学位認定・学修方法・学修期間の柔軟性を確保するよう特
に配慮する。

５．法実務上の素養を積むことを奨励する。
（博士後期課程）
博士論文作成のために特殊研究を受講することができる。特殊研究においては、次の項

目が指導される。
１．研究テーマに関する先行研究・情報の把握
２．研究テーマに関する説得ある分析と総合
３．研究テーマに関する分析と総合の表現方法

□法政策学専攻
（修士課程）
１．学生の問題関心に即して、幅広い知識と学問的な分析能力獲得を目指したカリキュ

ラム発見のために１年次初めに指導教員によって個別履修指導を行う。
２．１年次に講義形式の特論、演習形式の特論演習を複数受講し、幅広い知識を修得で

きるようにする。
３．幅広い知識の修得のため、専門分野外の特論、特論演習の受講を奨励する。
４．２年次に研究指導を受講し、修士論文の作成を行えるようにする。ただし、特別の

プログラムを編成して、学位認定・学修方法・学修期間の柔軟性を確保するよう特
に配慮する。

５．法政策上の素養を積むことを奨励する。
	 	 	
〈17〉外国語学研究科

外国語学研究科の教育目標に基づいた研究科全体、３専攻のカリキュラム・ポリシーが、
2011（平成23）年度末に定められた。
	 	外国語研究科のカリキュラム・ポリシー		
■修士課程

外国語学研究科は英米語学専攻・中国語学専攻・言語学専攻により構成され、それぞれ
英語教育に関わる理論と実践方法、中国語学を中心とする東アジアの言語文化、言語学を
教授し、高度の専門知識と実践能力を備えた人材を育成することを目的としている。この
目的を達成するために、各専攻では学生の多様な目的意識と学問的興味に対応して複数の
科目群を設け、それぞれ「研究」「セミナー」「発展セミナー」「特講」のように、基礎か
ら応用へと段階的かつ体系的に学べる教育課程を編成している。また、広い視野を養成す
るために関連分野の科目も学ぶことができ、研究の集大成である修士論文を作成するため
に研究指導の科目が設けられている。
□英米語学専攻
（修士課程）
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英米語学専攻は、英語教育に関わる学術理論とその実践方法を教授し、高度の専門知識
と実践能力を備えた人材を育成することを目的としている。この目的を達成するため、以
下の３つの科目群を設け、それぞれ「研究」「セミナー」／「演習」「発展セミナー」のように、
基礎から応用へと段階的かつ体系的に学べる教育課程を編成している。

１．英語教育学
２．言語学、応用言語学
３．英米文学・英米文化研究
また、授業で学んだ理論の実践手法を教育現場で調査・研究するための「英語教育フィ

ールド・リサーチ」、さらに、研究の集大成である修士論文執筆指導のための「研究指導」
を設けている。
□中国語学専攻
（修士課程）
中国語学の体系的知識に基づき東アジアの言語文化を深く考察することを専攻の目的と

している。この目的を達成するために、研究分野面では以下の５つの科目群を設け、それ
ぞれ「研究」「セミナー」「発展セミナー」「特講」のように、基礎から応用へと段階的か
つ体系的に学べる教育課程を編成している。

１．中国語学（共時的研究）
２．中国語学（通時的研究）
３．中国語学（総合研究）
４．中国文学
５．中国文化
また、広い視野を養成するためにアジア地域研究・東洋史研究・日中比較文化研究とい

った関連分野の科目も学べ、研究の集大成である修士論文を作成するための研究指導の科
目も設けられている。
□言語学専攻
（修士課程）
言語学専攻は、言語学の知識を基にして特定の言語を深く考察することを専攻の目的と

している。そのために言語学の理論面では以下の５つの科目群を設け、それぞれ「研究」
「セミナー」「発展セミナー」「特講」のように基礎から応用へと段階的、体系的に学べる
教育課程を編成している。

１．一般言語学
２．比較言語学
３．対照言語学
４．応用言語学
５．語用論
また、研究対象言語として日本語、サンスクリット語、アラビア語など10以上の多様な

言語が学べ、研究の集大成である修士論文を作成するための研究指導の科目も設けられて
いる。
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〈18〉理学研究科
カリキュラム・ポリシーとしては、理学研究科における数学専攻および物理学専攻は、

それぞれ、理学部における数理科学科、物理科学科で基礎的な専門教育を受けた学生が、
より精深な知識を学ぶことができるように、そのカリキュラムが構成されている。
	 	理学研究科のカリキュラム・ポリシー		
□数学専攻・物理学専攻
（博士前期課程）
博士前期課程では、教育目標を踏まえ、「基盤・基礎科目」「専門科目」「研究科目」を

設定している。各科目群の設定意義は次の通りである。
１．「基盤・基礎科目」：数学または物理学の全般にわたる基盤的知識を身に付ける。
２．「専門科目」：専門領域における高度な理論や、実験・観測の手法を学ぶ。
３．「研究科目」：指導教員の指導の下に、専攻テーマに関する文献の講読や実験・観測

を行い、それらを通じて、研究者や高度専門職業人として必要な資質を身に付ける。
（博士後期課程）
博士後期課程では、教育目標を踏まえ、「特別研究科目」を設定している。その設定意

義は次の通りである。
１．理学研究の第一線に立ち国際的に通用する研究者として、主体的な研究活動を行う

ことを目標とする。
２．研究成果の発信に必要な、日本語のみならず外国語によるコミュニケーション能力

やプレゼンテーション能力を高める。
	 	 	
〈19〉工学研究科

教育目標、つまり工学研究科博士課程の教育研究上の目的（根拠資料１）に基づき、博
士前期課程、博士後期課程、それぞれのカリキュラム・ポリシーを策定し（根拠資料２）、
教育課程の編成・実施方針として明示している。
	 	工学研究科のカリキュラム・ポリシー		
■博士前期課程

生物工学分野における最先端の専門知識の基礎を広く理解し、その研究方法を修得した
専門的職業人または研究者の育成を目指した指導を行う。特別研究、演習、および選択科
目では生物工学が関係する幅広い学問領域（分子生物学、生化学、遺伝学など）について
学士課程教育に基づいた発展的教育を行う。さらに、上記の科目およびティーチング・ア
シスタント（ＴＡ）制度を活用して語学力やコミュニケーション力、そして問題発見能力
および問題解決能力などを身に付けるための指導を行う。
■博士後期課程

生物工学分野における最先端の専門知識の基礎を広く理解し、その研究方法を修得し、
かつ独自で創造性豊かな優れた研究を立案し推進するための実践的能力を身に付けた独立
性のある研究者または教育者の育成を行う。特別研究ではまた、語学力やコミュニケーシ
ョン力、そして問題発見能力および問題解決能力などの実践的能力、さらには研究の成果
と意義を国際的な水準で議論できるようにするための指導を行う。
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〈20〉先端情報学研究科
本学におけるカリキュラム・ポリシーは、本学ホームページにて学内外に提示されてい

る。そのホームページ上の記載は、大学院におけるカリキュラム・ポリシーを明確に独立
して提示しているとは言い難い面もあるが、その骨子は十分明確に示されている。

先端情報学研究科においては、そのカリキュラム・ポリシーは以下のとおりとしている。
本研究科では、情報関連分野において、急速に進展し続けるグローバルな高度情報化社会
を支える高度な専門知識・技術・応用力を備えた人材の育成を目指している。情報関連分
野の広がりは多岐にわたっているが、既述のように、本研究科では、主として、１．高度
情報化社会を支える科学とテクノロジー、２．グローバル社会のための情報ネットワーク、
３．人間とＩＴ環境のコミュニケーションの３分野を中心に扱う。１ではコンピュータシ
ステムや情報システム、それらを支える情報科学や基盤技術を中心に取り上げ、２ではコ
ンピュータ・ネットワークの基礎技術と、Webアプリケーションやマルチメディア・コ
ンテンツ等のネットワーク利用技術を取り上げる。３では、ユビキタスやヒューマン・イ
ンターフェース、知能情報処理、人間科学・脳科学を中心に取り上げる。これらの分野は
互いに深く関係しており、将来にわたりこれらの分野で活躍できる人材を育成するために
は、一つの研究テーマを深く追求していく能力に加え、これら３分野の基礎的知識を幅広
く身に付けさせることが重要としている。

このような観点から、本研究科では、「セミナー科目」「講義科目」「演習と研究科目」
の３つの科目群を設けている。

まず「セミナー科目」としては、「先端情報学特別セミナーＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ」の４科目
を設けている。これらは、５人の教員によるオムニバス方式の科目であり、各教員の専門
分野における現状と問題点や今後の動向について幅広く紹介する科目である。セミナー科
目は４科目のうち２科目を選択必修としており、これにより学生は修士論文の研究テーマ
に直接関係する分野だけでなく、情報関連分野の動向把握など幅広い基礎的素養を身に付
けることができる。

次に「講義科目」は学部レベルよりも高度な基礎的知識を修得させるもので、合計20科
目を設置している。これらの科目を大まかに分類すると、１の中の情報システムや情報科
学関係が５科目、１の中の基盤技術関係が５科目、２のネットワーク関係が５科目、３の
人間とＩＴ環境関係が５科目である。これらの講義科目では、特定のトピックについて深
く掘り下げて講述することよりも、学部レベルよりは高度な基礎的知識を身に付けさせる
ことに主眼を置いている。これにより、修士論文の研究テーマに関連する分野を含めて幅
広く先端情報学分野の基礎的知識を修得することができる。

また「演習と研究科目」として、「先端情報学特別演習IA、IB、IIA、IIB」の４科目と「先
端情報学特別研究IA、IB、IIA、IIB」の４科目を設けている。これらは必修科目で、修
士論文の研究指導を行う。前述の「講義科目」は、主として、基礎的知識の修得を目的と
しているのに対し、修士論文の研究に必要となる研究テーマに関するより深い専門知識の
修得と新しいことに挑戦する研究スタイルの取得は、「先端情報学特別演習」と「先端情
報学特別研究」を通して行われる。

さらに「先端情報学特別演習」は、「先端情報学特別研究」を補完する科目として位置
付けられ、
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・研究テーマに関連する文献の収集・調査
・それらを通して修得した専門的知識の応用力を醸成するための演習
・研究に必要となる演習・実験を円滑に進めるスキルの習熟度の向上
・演習・実験の結果に対する考察と評価能力の育成
を目指している。
最後に「先端情報学特別研究」では、
・研究遂行に必要となる専門知識を獲得するために当該専門分野における関連研究や諸

文献・資料の調査を行い、研究計画の概要を立案する。
・それらに基づいて、予備的・基礎的な各種の実験を計画して実行し、当該分野におけ

る現状の問題点を把握し、研究計画の具体化・詳細化を行う。
・それらの問題点を解決するための独創的かつ新規性のある手法・アプローチやシステ

ム等を考案して開発する。
・開発した手法・アプローチやシステムに対して、厳正な評価を実施し、その長所・短

所を明らかにするとともに、獲得した新規の知見を修士論文にまとめ公表する。
といった流れで研究指導を行う。
以上のような方針により、教員と学生の間での緊密かつ充実したディスカッションを可

能とし、これにより学生の研究開発能力を伸ばしていくことを目指している。
	 	先端情報学研究科のカリキュラム・ポリシー		
■博士前期課程

急速に進展するグローバルな高度情報化社会を支え、情報技術分野においてより先進的
で高度な専門知識と技術や応用力を備えた社会的要請に応える人材を養成するための教育
課程の編成を行う。

具体的には、
・「講義科目」を通して、専門分野に対する先進的な知識を修得させる。
・「セミナー科目」を通して、先端情報学分野の幅広い知識を修得させる。
・「特別演習科目」は、「特別研究」を補完する科目として、さまざまなスキルの習熟度

の向上、考察と評価能力の育成を図る。
・「特別研究」では、研究計画の立案、実行、評価、問題点の把握を通して、独創的か

つ新規性のある提案、技術開発を修士論文にまとめさせる。
	 	 	
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

本研究科では、以下のカリキュラム・ポリシーに基づいて教育課程の編成と実施を行っ
ている。
	 	経済学研究科（通信教育課程）のカリキュラム・ポリシー		
■修士課程

本研究科の性質上、研究科生には経済学部出身者以外の者もおり、また経済学部卒業生
であっても社会に出て時間が経ち分析ツールとしての経済学の記憶が薄れている者もいる。
こうした経済学に十分精通していない受講生でも、研究目的が明確で社会貢献度の大きい
研究計画に対しては、学修意欲を持続・促進し、基本的には２年間で研究成果を達成して
効果を社会に還元できるように教育することが本研究科の教育課程の目的である。このよ
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うな目的のため、本研究科では履修モデルを設け、研究科生の多様な関心に沿いながら、
経済学の基礎と応用の両立を図る（根拠資料を参照）。

１．ミクロ経済学基礎およびマクロ経済学基礎を開講し、特に経済学に十分精通してい
ない受講生に対しての導入教育支援を行うことで、応用的な関連科目の学習効率を
高める。

２．担当教員間での相互連携に基づいて履修モデルを策定し、研究テーマごとに必要と
される関連分野の知識および分析方法を研究科生に提示している。受講生は指導教
員との履修相談においてこの履修モデルを活用することで、自身の関心を深めると
ともに履修科目選択の最適化を図ることができる。

	 	 	
〈23〉法務研究科

アドミッション・ポリシーに加え、2011（平成23）年度に法務研究科の理念および教育
目標に則り、カリキュラム・ポリシーを定めた。具体的には、以下のとおりであり、履修
要項等に明示している。
	 	法務研究科のカリキュラム・ポリシー		
■専門職学位課程

本研究科は、実戦力を持つ「気骨」と「格調」ある法曹を育成する。そのためには、基
本的な法律知識の修得とその実践的な応用力を身に付けることが不可欠である。それに加
えて、社会の法的問題への関心と実務感覚に基づいた使命感の涵養も重要である。そうし
た学修のために、本学のカリキュラムは次の点に配慮して組み立てている。

１．法律基本科目の体系的開講による段階的、系統的履修の保障
２．法律基本科目および重要な先端・展開科目での、講義科目と演習科目の開講
３．３年間の各学期すべてに実務基礎科目の開講
４．特色ある法曹となるための多様な先端・展開科目の開講
５．法科大学院の学修をまとめるための総合演習科目の開講

	 	 	

（３）教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針が、大学構成員（教職員お
よび学生等）に周知され、社会に公表されているか。
〈１〉大学全体

「建学の精神」および「教学の理念」を達成するために、ホームページを通じて、社会
一般に広く公表している。また、ホームページだけでなく、学生に対しては、『履修要項』

（資料４−１−４）や学期始めのガイダンスなどを通じて周知している。
〈２〉経済学部

教育目標、ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーについては履修要項お
よびシラバスに掲載され、それをホームページに公開し、学生のみならず社会に周知させ
るようにしている。
〈３〉経営学部

教職員に対しては本学部の３つのポリシーを作成する段階、学生に対しては入学時のオ
リエンテーションにおいて（資料ケ−５）、保護者に対しては京都産業大学DAYにおけ
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る保護者説明会の場、社会に対しては本学部ホームページ（資料ケ−１）や各種パンフレ
ットを通じて、公表している。
〈４〉法学部

教育目標も、ディプロマ･ポリシーも、カリキュラム･ポリシーも、法学部内の委員会
で議論され、原案が作成された後、法学部教授会において審議され決定されたものである。
教職員には充分に周知されている。法学部ホームページを通じて社会に公表されるととも
に、履修要項や履修ガイダンスなどを通じて、学生にも周知されている。
〈５〉外国語学部

「外国語学部３つのポリシー」および学部カリキュラム・マップはホームページや各種
媒体を通じて、大学構成員をはじめ社会一般に広く公表している。学部教授会でも、教育
目標、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーが説明されている。
〈６〉文化学部

文化学部３つのポリシーは、2011（平成23）年度に教授会で審議決定され、ホームペー
ジに掲載されている。さらに、履修要項にも教育目標として、同じ内容のものが明示され
ている（根拠資料４）。
〈７〉理学部

教育目標は、履修要項で大学構成員に周知され、履修要項をホームページを通して社会
に公表している。ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーをホームページに
公表している。
〈８〉コンピュータ理工学部

これらの方針は、『履修要項』冊子に明記されている。同冊子は入学年度ごとに作成さ
れ、新入生および全教員に配付されるとともに、各年度の春学期・秋学期の開始前に履修
ガイダンスを開催し、その都度、注意喚起を行っている。また、同様の内容は、「大学案
内」冊子、および、大学ホームページの一般公開ページに掲載している。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

教育目標は『履修要項』冊子（2010（平成22）年度版　ｂ−35頁）に明記し、大学構成
員には配付しているものの、教育課程の編成・実施については、教員間の合議によってい
る。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

『履修要項』冊子（2008（平成20）年度版　ｂ−145頁）に明記し、大学構成員には配付
しているものの、大学ホームページなどの媒体による社会への公表は、十分には行われて
いるとは言い難い。
〈11〉総合生命科学部

教育目標は履修要項（シラバス）などに明記されており、大学構成員に周知されている。
また、大学のホームページにも掲載されており、社会に公開されている。これらのディプ
ロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーについては、学部教授会における１年以上
の議論を経て、策定したものであり、教職員には周知されている。また、2012（平成24）
年度から大学ホームページなどにより広く公開されており、学生や社会にも公表されてい
る。
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〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組
いずれについても、大学構成員に対しては毎年度初頭に発行さる履修要項（根拠資料１）

において周知されている。また、社会に対しては大学ホームページを利用した公表が行わ
れている（根拠資料５）。しかしながら、ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシ
ーについては、策定されていない理由から周知公表されていない。
〈13〉共通教育推進機構

前（２）項に述べた、新たな全学共通カリキュラム・ポリシーは、全学共通カリキュラ
ム委員・全学共通カリキュラム推進委員を通じて、各学部に周知されており、また、社会
に対しては2012（平成24）年春に、2012（平成24）年度事業計画書、また2013（平成25）
大学案内によって公表された。
〈14〉経済学研究科

経済学研究科では、毎月１回の研究科会議が開催されており、教育目標、ディプロマ・
ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーが絶えず再確認されている。研究科専用の大学ホ
ームページが開設されているほか、例年の『大学院案内（パンフレット）』『大学院履修要
項』（印刷冊子）等は、受験希望者はもとより希望があれば広く社会に公開されている。
〈15〉マネジメント研究科

博士前期課程・後期課程ともに、各種説明会、各種パンフレット、本研究科ホームペー
ジ上で周知・公表している。学内の受験生は、主に学内での説明会に出席して情報を得る
ものが多いことから、説明会の開催は有効である。学外の受験生からは、本研究科のホー
ムページを読んだ上での問い合わせが多いことから、電子媒体による周知方法が特に有効
性がある。
〈16〉法学研究科

いずれも法学研究科ホームページに明示されている。また院生には、オリエンテーショ
ンに際して説明される。周知され、公表されているといえる。
〈17〉外国語学研究科

2011（平成23）年度末に定められた、研究科全体、３専攻のディプロマ・ポリシーおよ
びカリキュラム・ポリシーは、教育目標とともに研究科ホームページで公開されている。
〈18〉理学研究科

教育目標、ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーは、大学ホームページ
によって、大学構成員に周知され、社会に公表されている。
〈19〉工学研究科

大学構成員に対しては、毎年度初頭に発行さる履修要項（根拠資料４）および、随時更
新される大学院履修要項ホームページ（根拠資料３）において周知されている。社会には、
毎年度作成される大学院案内（根拠資料５）において、「育成を目指す人材像」に教育目標が、

「研究科の特色」にディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーが、理解しやす
い形で公表されている。また工学研究科ホームページ（根拠資料６）にも同じ内容が、制
度の案内、問い合わせ先とともに公表されている。
〈20〉先端情報学研究科

大学構成員のうち、教職員については教授会や学内掲示システムへの掲載などを通じて、
十分な周知が図られており、必要に応じて、随時、啓発へ向けた告知活動がなされている。
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また、学生に対しては、履修ガイダンス、あるいは、学内掲示システムなどを通じて、必
要にして十分な周知がなされている。

また、本研究科の教育目標、ディプロマ・ポリシー、および、カリキュラム・ポリシー
の学外への一般社会に対する公表については、その提示様式について若干の修正が必要と
思われる箇所はあるが、本学ホームページを通じて十分な内容が公表・告知されていると
考える。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

前記は、本学ホームページの経済学研究科通信教育課程サイトに掲載されているほか、
冊子形態の『京都産業大学ガイド』『京都産業大学大学院案内』に掲載されて一般に公開
されている。さらに本研究科への入学希望者が手にする『入学試験要項』と、入学後に渡
される『履修要項』にも明記されている。
〈23〉法務研究科

法務研究科のディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポ
リシーは、履修要項、学生募集要項（資料４−１−３　p. ２）、入試パンフレット（資料
４−１−４　p. ５、11、18）、ホームページ上に掲載し、大学構成員に周知するとともに、
社会に公表している。

（４）教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的に
検証を行っているか。
〈１〉大学全体

2011（平成23）年度、３つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシ
ー、アドミッション・ポリシー）を学習成果として目指す姿をわかりやすく、学生に対し
て明確に示せるよう、全学的に再構築を行った。外部からの高等教育を専門とする講師を
招いてグループワークを取り入れた研修会の開催、各学部・研究科レベルでの検証・構築
作業に取り組んだ。再構築した方針は、教授会、研究科会議、教学の最高意思決定機関で
ある部局長会、常任理事会で承認を得た上で、2012（平成24）年度にホームページなどを
通じて公表している。
〈２〉経済学部

学習成果実感調査などにより、それらの適切性について、定期的に検証を行っている。
具体的にはこれらの集計結果が出るたびに、カリキュラム委員会で検討し、教授会を通じ
て教員にそれについて知らせ、教育の質の向上に努めている。
〈３〉経営学部

2011（平成23）年度に本学部の３つのポリシーを策定したが、その適切性については、
今後「経営学部自己点検・評価委員会」および「経営学部運営委員会」を中心として定期
的に検証していかなければならないとの認識で一致している。
〈４〉法学部

法学部は毎年、教学改革を行っている。とりわけ2009（平成21）年に法政策学科を発足
させ、2013（平成25）年に法政策学専攻の大学院を発足させる予定である。これに伴う改
革は広範であった。こうした改革の過程で教育目標、ディプロマ･ポリシー、カリキュラ
ム･ポリシーが指針となるとともに、それらの適切性について検証が進められた。検証の
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主体は法学部教授会であるが、とりわけ学部運営委員会、企画委員会、カリキュラム委員
会をメンバーとする法学部改革室が設置され、中心的に検証に当たっている。
〈５〉外国語学部

教授会、運営委員会、カリキュラム委員会において、教育目標、ディプロマ・ポリシー
およびカリキュラム・ポリシーを定期的に検証し、問題があれば改善を行っている。
〈６〉文化学部

2011（平成23）年度に行われた文化学部３つのポリシー策定にあたって、教授会、運営
委員会において教育目標、ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーについて
の検討を行った。教育課程の適切性についての定期的な検証は行われてはいない。
〈７〉理学部

適切性を検証する場として理学部教授会があり、具体的な課題については適宜、ワーキ
ンググループや検討委員会などを立ち上げて検証を行っている。
〈８〉コンピュータ理工学部

コンピュータ理工学部は2011（平成23）年３月にようやく完成を迎え、98名の卒業生
を送り出したところである。これらの学生は全員「特別研究」（卒業研究）報告書を作成
し、公開の場で研究成果の発表も行い、卒業研究としての一定の水準をクリアした者であ
る。しかしその一方で、20％以上の留年者も発生しており、専門科目のそれぞれにおいて
も、学生の習熟度や講義内容・進度等の面での問題が顕在化しつつある。このような状況
に鑑み、すでに2010（平成22）年度（学部開設後の第３年度）より、「教学改革担当者会
議（仮称）」を設け、教育課程の改善に向けての検討を始めている。同会議は、学部長以下、
学部教務担当、全学教務委員会委員（学部代表）を中心に構成し、３学科の学科主任や検
討対象科目の担当者などが随時参加する形で活動している。同会議での検討内容は速やか
に学部教授会にフィードバックされ学部全体で議論されており、教育課程についての改善
の努力は不断に行っていると言える。

現時点では、学部の開設当初から掲げている教育目標、ディプロマ・ポリシーおよびカ
リキュラム・ポリシーについての変更はないが、完成年度を経た今後は、上記の組織を中
核に、定期的な検証を行っていく必要がある。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

両学科とも、2008（平成20）年度以降は新入生の募集を停止しており、2010（平成22）
年度以降、これらの適切性についての検証は、定期的には行っていない。ただし、現時点

（2012（平成24）年５月）でなお10名の学生が在籍しており、各科目の具体的な教育項目・
内容については、各担当教員が毎年度見直しを行っている。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

両学科とも、2008（平成20）年度以降は新入生の募集を停止しており、2010（平成22）
年度以降、これらの適切性についての検証は、定期的には行っていない。ただし、現時点

（2012（平成24）年５月）でなお10名の学生が在籍しており、各科目の具体的な教育項目・
内容については、各担当教員が毎年度見直しを行っている。
〈11〉総合生命科学部

総合生命科学部を構成する３学科それぞれに教務担当の教員が置かれており、教務担当
を中心に学科単位で検証を随時行っている。また、総合生命科学部は2010（平成22）年度
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に設置され、2013（平成25）年度をもって完成年度を迎えるが、完成後の2014（平成26）
年度以降にカリキュラム改革などを行う予定になっている。このために、学部カリキュラ
ム委員会（委員長：学部長）を設置し、教育目標やカリキュラム・ポリシーの適切性につ
いての検討を開始している。なお、本委員会での議論は、学部教授会での議論に引き継が
れ、全教員が検証に参加する予定になっている。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

前回の大学認証評価（2009（平成21）年度に実施）以降、不定期に検証を行っている。
この検証は、総合生命科学部の設立と学年進行における教育目標、ディプロマ・ポリシー
およびカリキュラム・ポリシー作成過程の策定において行われたものである（根拠資料６）。
しかしながら、定期的な検証に至っていない。これには2010（平成22）年度以降、工学部
生物工学科の学生募集を停止し、同年度から新たに総合生命科学部の学生の受入れを開始
したことが関係する（根拠資料５）。
〈13〉共通教育推進機構

本学の全学共通カリキュラム委員会、全学共通カリキュラム推進委員会、全学共通教育
センターが所管する各種委員会の定例会議において、前（２）項に述べた新たな全学共通
カリキュラム・ポリシーの適切性に対して検証が行われている。
人間科学教育

人間科学教育カリキュラム委員会において、改革の実施状況とともに、新たなカリキュ
ラム・ポリシーの適切性についても検討される。
言語教育

英語・外国語カリキュラム委員会では委員会定例会議においてカリキュラム・ポリシー
の適切性について、毎年検証が行われ、修正が施されている。
体育教育

体育教育研究センターおよび体育教育カリキュラム委員会では、カリキュラム・ポリシ
ーについて、各セメスターごとに検証している。特に体育教育研究センターでは、「部目
標」の１つにカリキュラムの改善を掲げて、改善を図っている。
キャリア形成支援教育

キャリア教育に関しては、毎月開催されるキャリア教育研究開発センター運営委員会に
おいて、前（２）項に述べた、新たな全学共通カリキュラム・ポリシーの適切性に対して
検証が行われている。
〈14〉経済学研究科

研究科会議には、自己点検委員会が常時設定されており、問題があればここで検討され
る。さらに大きな懸案事項が発生した時は研究科会議の下部組織としての将来構想委員会
が設置され、ここで検討されたものが研究科会議で審議される手はずになっている。
〈15〉マネジメント研究科

前期課程・後期課程共に、本研究科の自己点検・評価委員会において検証を行っている。
さらに大きな懸案事項が発生した場合は研究科会議で審議することになっている。
〈16〉法学研究科

ここ数年は、新専攻を構想し、設置するに至るまでの期間であった。新専攻を構想する
ための基礎として、常に、従来の教育目標やディプロマおよびカリキュラムの両ポリシー
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を検証してきた。2013（平成25）年の新専攻発足後は、両専攻を競わせつつ、さらに発展
するために、両専攻のそれぞれの教育目標と両ポリシーを定期的に検証していくことにな
る。研究科会議が検証主体である。法学研究科運営委員会と新専攻設置始動委員会が置か
れ、検証作業の中心となる。
〈17〉外国語学研究科

研究科会議、研究科授業担当者会議などで、教育目標、ディプロマ・ポリシーおよびカ
リキュラム・ポリシーの適切性について随時検証を行っている。
〈18〉理学研究科

教育目標、ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーの適切性については各
専攻と研究科会議で継続的に検討が行われているが、定期的な検証については今後の課題
である。
〈19〉工学研究科

教育目標、ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーの適切性については、
2012（平成24）年３月に公式文書化して間もない状況にあり（根拠資料２、根拠資料７）、
その定期的な検証は今後の課題である。これら目標と方針については、毎年度発行の当該
公表資料および各種広報メディア（大学院パンフレット、ホームページなど）のチェック
を通して、研究科長と大学院委員が中心となり議論が行われている。その結果を研究科会
議での議論に引き継ぎ、研究科構成員が検証する予定である。
〈20〉先端情報学研究科

本研究科は設置２年目にあたり、その設置計画検討時において教育目標やディプロマ・
ポリシー、および、カリキュラム・ポリシーについては十分な検討がなされており、それ
らの方針に基づいて、粛々と教育計画を実施している途上である。そのため、その適切性
に関する検証は、比較的近い将来になされるべきと考える。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

第２章に記述のとおり、本研究科の設置目的に合わせて、所属全教員から成る研究科会
議を設置し、会議を原則月１回開催し、またメーリングリストを利用して教員間の情報お
よび意見交換を随時行っている。これらに加えて、研究科会議の下部機関として自己点検
評価委員会を設け、特に教育課程の編成・実施方針の適切性について検証を行っている。
〈23〉法務研究科

ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーは、2011（平成23）年度に法務研
究科の教務委員会および進路支援委員会での検討を経て研究科会議で決定したばかりであ
り、現時点では適切に設定されていると考えている。今後は、毎年度の自己点検・評価に
おいて定期的にその適切性について検証を行う。

２．点検・評価
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体

３つのポリシーを明文化したことにより、大学全体・学部研究科ごとに進むべき方向性
が明確となり、一部の学部・学科でカリキュラム・マップによる教育課程の可視化や、科
目ナンバリングの設定が進んでいる。また、ホームページ等を通じて、学生、教職員など
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を含むステークホルダーへ、３つのポリシーを広く周知することができた。
〈２〉経済学部

公共政策コース・産業経済コース・国際経済コースから成る専門コース制に分かれて授
業しているので、効率的に専門的な教育ができるようになった。
〈３〉経営学部

カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーの内容をシラバス（資料ケ−10）に反
映させ、授業で実現させるとの教員の意識が高まったこと。「関係表」により明示化が進
んだこと。
〈４〉法学部

学則に基づいて教育目標を定め、それを具体化すべく、３つのポリシー（ディプロマ、
カリキュラム、アドミッション）を策定する。これをホームページを通じて周知させると
ともに、さらにより良く趣旨を実現するために、毎年、教学体制を改革していく。改革実
施を通じて、ポリシーや目標を見直していく。このような仕組みが確立したことが、効果
が上がっている事項である。
〈５〉外国語学部

すべての学科専修が語学到達目標レベルを設定している。従来、教育目標だけが設定さ
れていたが、今回は、それに加えて、アドミッション・ポリシーおよびディプロマ・ポリ
シーも含め総合的に設定された。
〈６〉文化学部

教育目標の実現に向けて教育課程を編成・実施していることを学生に周知できている。
〈７〉理学部

大学ホームページが教育目標、ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーの
周知公表に大いに役立っている。
〈８〉コンピュータ理工学部

教育目標、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーを明確にし、それらを公表
して、教員、学生らに周知を図っている。また、これらの目標・方針を検証する取り組み
を不断に行っている。
〈11〉総合生命科学部

本学部の設置に際しては、学部全体の教育目標に加えて、本学部を構成する３学科それ
ぞれの教育目標を設定した。この教育目標に基づきカリキュラム編成をすることで、各学
科の特色を生かされた教育が実践できている。全学的なＦＤ活動の一貫として、本学部で
も新たに３つのポリシーを策定した。これは、学部教授会において１年以上の議論の末に
策定されたものであるが、各教員の主体的な議論への参加の結果、教員間で教育方針を共
有することができたという効果があった。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

教育目標に基づいた教育課程の編成・実施方針が持たれていることについて、学部ホー
ムページがその公表に役立っている（根拠資料３、根拠資料４）。また、これらの学生へ
の周知の効果は、最近３年の大学院進学者数の上昇として、当学部における学業と研究活
動への関心により表わされている（根拠資料７）。
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〈13〉共通教育推進機構
前述の新たな全学共通カリキュラム・ポリシーは、我が国の学士課程における教養教育

のさらなる実質化という社会的な要求にこたえ、本学が進めている教育改革の一環として
期待されるものである。
〈14〉経済学研究科

当研究科は、本学の経済学部卒業生のほかに、本学経済学部３年次からの「飛び級」に
よる入学者や、他学部・他大学出身者、外国人留学生、社会人などさまざまな経歴をもっ
た人々に門戸を開放している。このため、カリキュラム・ポリシーは、従来のものの延長
線上にあるものの、外部から見ても一層わかりやすいように改善を重ねている。
〈15〉マネジメント研究科

マネジメント研究科の運営方針である３つのポリシーが制定されたことにより、今後の
改善点が明確になった。
〈16〉法学研究科

教育目標と両ポリシーが、教育課程編成と学生受け入れの一番の基礎となるという理解
が行き届いた。
〈17〉外国語学研究科

外国語学研究科の教育目標に基づいたディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、
アドミッション・ポリシーが明文化され、研究科授業担当者全員に周知されたことにより、
研究科構成員が統一された問題意識を持って教育課程の改善に取り組む土台ができたと言
える。
〈18〉理学研究科

教育目標、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーは適切に設定され明示され
ている。
〈19〉工学研究科

2012（平成24）年３月に公式文書化されたディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリ
シーの策定に伴い、研究科内で議論され、学科構成員の意識向上、ＦＤ活動の活発化につ
ながった（根拠資料７）。また、それらに伴い、近年の研究科構成員数の増加に伴うカリ
キュラムの多様化に沿ったカリキュラム・ポリシーの現状を、公表することができた。さ
らに、策定された内容の公表において、研究科ホームページからの公開が特に役立ってい
る。
〈20〉先端情報学研究科

本研究科は、工学研究科情報通信工学専攻を発展的に改組して設置されている。この改
組に際して、当該専攻でのカリキュラム・ポリシー、あるいは、教育目標について、現状
の社会的情勢・要請に即したものかどうかの検証を行った結果、工学研究科情報通信工学
専攻については、先端情報学研究科への発展的改組という形によって改訂がなされたもの
と考える。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

一部の受講生にはミクロ・マクロ経済学基礎は難易度が高い。しかしながら、この科目
は経済学理解には不可欠であるので、ミクロ・マクロをそれぞれ２名の教員で担当する４
名体制での実施を2012（平成24）年度から開始し、より丁寧なフォローアップを実現する。
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〈23〉法務研究科
ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーを明確化したことにより、カリキ

ュラム設計における指針が、これまで以上に明確になった。2012（平成24）年度カリキュ
ラムにおいても、カリキュラム・ポリシーとの整合性がとれている。

②改善すべき事項
〈１〉大学全体

大学全体、各学部、研究科ごとの３つのポリシーのうち、ディプロマ・ポリシーでは、
本学の卒業生が修得すべき学士力を「知識」「汎用的技能」「態度・志向性」の３分野に分
け具体的に明記しているが、それらがシラバス上に記載がないことから、シラバスとディ
プロマ・ポリシーの相関関係が明確でない。
〈２〉経済学部

必修科目であるマクロ経済学入門とミクロ経済学入門の授業と、入門セミナーとの関連
性をより強めるよう、検討中である。
〈３〉経営学部

本節の検証に、組織的内部質保証システムは欠かせない。この組織的内部質保証システ
ムの構築を「教育プログラム」の視点から行うことが肝要であると考えている。
〈４〉法学部

学生は、目の前にある具体的な教育課程を見て、その背後にある教育目標やポリシーに
まで、視線が及ばない。自分たちが下す評価が、カリキュラム改善につながっていくのだ
という意識が乏しい。
〈５〉外国語学部

学部教育の総仕上げとなる演習A・Bが選択科目である。語学到達レベルを達成させる
ための具体的な方策がまだ十分に練られていない。
〈６〉文化学部

文化学部３つのポリシーが実際に実現されているかどうかの検証をする必要がある。
〈７〉理学部

検証を行う時期の取り決めがないため、定期的な検証を確実に行うことが難しい。
〈８〉コンピュータ理工学部

画定してある教育目標、および、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーなど
を、より広く社会に公表する必要がある。具体的には、大学ホームページなどをより活用
するべきである。
〈11〉総合生命科学部

ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーに関しては、2012（平成24）年度
に公開されており、この新しい方針に基づいた学部運営が行われる必要がある。また、本
学部は2010（平成22）年度に開設され、現在学年進行中である。予定されているすべての
科目が開講されているわけでないので、学生からすると講義に関する情報が少なく、どの
科目を履修するか主体的に決定しづらいという問題点がある。カリキュラム・マップのよ
うなものをできるだけ早く作成し、学生に提示する必要があるだろう。
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〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組
教育目標に基づいたディプロマ・ポリシーが規定されていないため、教育目標とカリキ

ュラム・ポリシーの適切性について検証する仕組みを作る上で問題である。しかしながら、
2010（平成22）年度以降、工学部生物工学科の学生募集は停止していおり（根拠資料５）、
４回生のみが在学する実情がある。
〈14〉経済学研究科

研究指導教員と研究科生との１対１の関係は、丁寧で効率的ではあるが、一面において、
研究指導の客観的な広がりに対する制約にもなる恐れがあるため、なるべく研究科会議全
体としての組織的な取り組みを強化しつつある。また、近年の研究科生の進路は、従来の
研究者や高度専門職業人だけに限られず、公務員・民間企業などにも広がっている。時代
の要請として、特に博士前期課程では、これまでのディプロマ・ポリシーに対してある程
度の柔軟性も要求されている。
〈15〉マネジメント研究科

本研究科の教育目的である「高度なマネジメント能力をもった高度専門職業人の育成」
には学生の多様性を担保されなければならないが、多様なバック・グラウンドを有する社
会人学生の存在が有効であり、社会人に対しての周知・公表を徹底する方策を講じなけれ
ばならない。
〈16〉法学研究科

新専攻構想に集中してきたので、従来型大学院である法律学専攻の反省と、新しいあり
方への改革に力を注ぐ余裕がなかった。法律学専攻は、従来通り、アカデミックな研究者
養成を中心としつつも、新専攻にも、また法曹養成の法科大学院にもない、プロフェッシ
ョナルな職業人養成機能も果たす必要がある。具体的には税理士や司法書士などの育成が
任務であるが、その点に一層取り組んでいく必要がある。
〈17〉外国語学研究科

今後、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーを在学生と入学志願者に周知す
る必要がある。
〈18〉理学研究科

教育目標、ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーの適切性についての検
証は定期的には行われていない。
〈19〉工学研究科

教育目標、ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーが設定されてから間も
なく、それらの適切性について検証が十分であるとは言えない。今後、検証するための具
体的な制度を設計する必要がある。
〈20〉先端情報学研究科

本学大学院におけるディプロマ・ポリシーやカリキュラム・ポリシーについては、基本
的に本学ホームページで公開されているが、明確にわかりやすく提示されているとは言え
ない箇所が若干見受けられる。これは本研究科だけではないので、すべての研究科・専攻
において、改善を行っていく必要がある。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

ミクロ・マクロ経済学基礎の履修状況、難易度や理解の到達度などについて履修者アン
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ケートを通じて問い、アンケートの調査結果に基づいて教育内容を検討する。
〈23〉法務研究科

ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーは、策定されたばかりであるため、
現時点で改善すべき問題点はない。

３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体

カリキュラム・マップによる教育課程の可視化や、科目ナンバリングの設定などを全学
レベルで推進する。
〈２〉経済学部

専門コース制を採用したことにより、経済学の体系がより理解しやすくなった。
〈３〉経営学部

「関係表」をもとにシラバスで明示した身に付く力が、授業で実際に付いたかどうかを、
授業アンケートB（資料ケ−９）の教員独自の設問項目で問い、毎年の授業の検証・改善
に活用している。
〈４〉法学部

学部ホームページや履修要項などを通じて、具体的な教育課程の背後にある基本的な考
え方が明示され、わかりやすく説明されたことである。つまり教育目標と３つのポリシー
に基づいて毎年の教育課程が編成されていることや、年々、検証に基づいて改善されてい
ることが、法学部ホームページや履修要項などを通じて、広く提示されたことである。
〈５〉外国語学部

アドミッション・ポリシーおよびディプロマ・ポリシーも含め総合的に設定した教育目
標を外国語学部の新たな改革と連動させるため教授会で審議する予定である。
〈６〉文化学部

教授会、運営委員会において何回も３つのポリシー策定の会議を開き、全教員でカリキ
ュラムの現状と問題点の理解を共有して、改善の方向についても話し合ったこと。
〈７〉理学部

大学ホームページでの周知公表方法について、より有効なものがないかを定期的に検証
し、現状維持以上を目指す。
〈８〉コンピュータ理工学部

2010（平成22）年度より学部内に設けている「教学改革担当者会議（仮称）」での検討
結果を踏まえ、具体的なカリキュラム改革を果断に実行していく。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

すでに新入生の募集を停止しており、該当せず。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

すでに新入生の募集を停止しており、該当せず。
〈11〉総合生命科学部

本学部では2014（平成26）年以降にカリキュラム改訂を予定している。これは学部設置
完成後に、教育効果などを検証し、よりよい教育を行うためである。すでに、学部長を委
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員長とした学部カリキュラム委員会で、教育目標やカリキュラム・ポリシーの適切性につ
いての検討を開始している。学部および学科の教育目標および新しく策定した３つのポリ
シーにのっとった改訂を行う予定である。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

ホームページでの公表は、情報へのアクセスがしやすい点で特に効果が高い。従って、
その公開について、より有効な方法を定期的に検証し、現状維持以上を目指すことが望ま
しい。ただし、本学部はすでに新入生の募集を停止しており、2013（平成25）年度には全
学年にわたり、正規履修の本学部学生がいない状態となる。
〈13〉共通教育推進機構

2012（平成24）年度に全学共通教育に関わる組織の改編を検討した結果、2013（平成
25）年４月をもって新たな教員組織を設置することとなった。
〈14〉経済学研究科

研究科が同時開設している通信制大学院での経験は、幅広い（社会人）研究科生を通じ
て大学院の「ディプロマ・ポリシー」や「カリキュラム・ポリシー」へのさまざまな意見
や要請がもたらされた。これらの情報の中から、通学制大学院にも適用できそうなものは、
それを積極的に検討していく。
〈15〉マネジメント研究科

３つのポリシーに基づくカリキュラムの体系的構築作業が遅れているため、構築の進展
に向けた注力が必要である。
〈16〉法学研究科

法学研究科が法律学専攻と法政策学専攻とを両輪として発展していくべきだという理解
が行き届いた。教育目標やディプロマおよびカリキュラムの両ポリシーを基本として運営
されるようになった。
〈17〉外国語学研究科

教育成果を定期的に検証し、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーのより良
い実現のため、教育課程の改善に取り組む。
〈18〉理学研究科

教育目標、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーの検討を続け、公開する。
〈19〉工学研究科

当研究科の卒業生数は2011（平成23）年度に最も多く、この増加数が学生への周知の成
果を反映している（根拠資料８）。また、研究科ホームページは、当該情報へのアクセス
がしやすい点で周知公表に効果が高い（根拠資料６）。したがって、その公開方法について、
さらなる有効性の拡張方法を定期的に検証し、現状維持以上を目指す。特にディプロマ・
ポリシーを含めた周知公表の戦略が重要となる。
〈20〉先端情報学研究科

本研究科は未だ設置２年目であり修了生を誰一人輩出していない状況にあるため、現時
点では将来へ向けた方策について、これから輩出される修了生への教育成果などを踏まえ
て、検討を開始すべき段階に過ぎないと考える。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

ミクロ・マクロ経済学基礎の学修状況を調査しながら、将来的には難易度別のクラスを
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設けることを検討する。またこれに合わせて履修モデルの再編を検討する。
〈23〉法務研究科

今後の成果を定期的に検証し、ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーに
則ったより効果的なカリキュラム編成が可能であれば、さらにカリキュラム改革を進める。

②改善すべき事項
〈１〉大学全体

シラバスに「知識」「汎用的技能」「態度・志向性」に関することを記載し、シラバスと
ディプロマ・ポリシーとの関連性を明確化にするための検討を進める。また、主体的に学
べる環境を構築し、学生の自己効力感を醸成し、キャリアプラン（学修プラン）へ有機的
に接続して、学生の満足度の向上を図る。これらを検証する機会を定期的に設け、責任主
体・検証プロセスを明確にする。
〈２〉経済学部

公共政策コース・産業経済コース・国際経済コースからなる専門コース制を、経済の現
状により合致させていく必要があると思われる。
〈３〉経営学部

教育プログラムの構築、事前・事後学習をいかにシラバスに盛り込み授業で実現するか
を検討する必要がある。
〈４〉法学部

肝心の学生の側の主体的な参加意識が充分でない。あくまで教育を受ける側ではあるが、
受ける側として、法学部の教育を改善していくという意識が広まることが、今後改善され
るべき点である。
〈５〉外国語学部

演習の選択必修化を検討している。語学到達レベルを達成させるための具体的な方策を
早急に探る。
〈６〉文化学部

教育目標の達成に向けて、現在の教育課程の検証をする必要がある。
〈７〉理学部

教授会で検証を行う時期を取り決める等して、定期的な検証を確実に行うことを目指す。
〈８〉コンピュータ理工学部

カリキュラム改革の実質的効果について的確な検証を行うことにより、ＰＤＣＡサイク
ルをさらにしっかりと機能させる。
〈11〉総合生命科学部

本学部は現在学年進行中であり、第１期生が卒業するまで、現在実施している学部教育
の効果などが見えづらい。学生へのアンケートや教員への聞き取り調査を積極的に行うこ
とで点検や評価を実施し、将来の改訂に生かしていかなければならない。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

本来であればディプロマ・ポリシーを設定し現状況を改善する必要があるが、前記の通
り本学部はすでに新入生の募集を停止しており、2013（平成25）年度には全学年にわたり、
正規履修の学部学生がいない状態となるため、特段の改善作業は行われない見込みである。
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2010（平成22）年度から募集を開始した総合生命科学部では、新学部に適した教育目標、
ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーが策定されている。本学部は総合生命科
学部と並行し、学年進行していることから、それに見合う目標と方針内容の見直しが必要
となる。
〈14〉経済学研究科

博士前期課程のディプロマ・ポリシーに関して、最終的な研究成果は修士論文を基本と
しつつも、研究科会議が認めた場合は、「特定課題研究報告書」での修了を認めるような
方向も検討している。これは、本学の社会人を対象にした通信制大学院での経験を踏まえ
たものである。なお、博士後期課程では、特別の変更はない。
〈15〉マネジメント研究科

これまでは内部進学者を前提とした説明会しか行っていない。全学的な動きが前提とな
ろうが、社会人をはじめとする、電子媒体以外の手段による外部向け説明会の実施を検討
したい。
〈16〉法学研究科

2013（平成25）年に発足する法政策学専攻の教育目標や、それに基づくディプロマ、カ
リキュラムの両ポリシーも策定され、パンフレットなどで公表されている。発足後は、両
専攻の教育課程を相互に比較し、突き合わせて、互いに刺激を受け合うことが必要となる。
とりわけ法律学専攻の新しいあり方への改革が課題として重要である。
〈17〉外国語学研究科

大学院履修要項、入試案内にもディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーを明記
し、入試説明会や在学生の履修ガイダンスでもこの内容に関する説明を行う。
〈18〉理学研究科

教育目標、ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーの適切性についての検
証を定期的に行う必要がある。
〈19〉工学研究科

２年後の総合生命科学研究科（仮称）設立に伴い（根拠資料７）、新研究科に適した教
育目標、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーが策定される。本研究科は並行
して学年進行することから、それに見合う目標と方針の内容見直しが必要となる。
〈20〉先端情報学研究科

本学ホームページでの各種資料の開示について、さらに改善する必要があるであろう。
今後の比較的近い時期に、その実施状況と成果を精査した上で必要な見直しや改訂を検

討する必要があるかもしれないが、現時点では大幅な見直しなどが必要であるとは思われ
ない。現状で取り組むべきは、現在行っている教育成果が各種目標や方針に沿った十分な
水準に達するよう努力する事であり、また、その成果に関する精査のための準備態勢をと
とのえておくことであると思われる。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

ミクロ・マクロ経済学基礎の履修状況、難易度や理解の到達度などについて履修者アン
ケートを通じて問い、アンケートの調査結果に基づいて教育内容を検討する。
〈23〉法務研究科

現時点では特記すべき事項はない。
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４．根拠資料
〈１〉大学全体

資料４−１−１　学則
資料４−１−１　大学院学則
資料４−１−３　３つのポリシー（既出資料１−３）
資料４−１−４　履修要項

〈２〉経済学部
・学部ホームページ
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/ec/policy/policy.html#dp
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/ec/curri/index.html
・経済学部履修要項
・受験生向けのパンフレット

〈３〉経営学部
・「経営学部ホームページ」（資料ケ−１）
・「経営学部ガイドブック」（資料ケ−５）
・「シラバス」（資料ケ−10）
・「授業アンケートB」（資料ケ−９）

〈４〉法学部
・法学部ホームページ：http://www.kyoto-su.ac.jp/department/ju/
・法学部履修要項（各年版）

〈５〉外国語学部
・外国語学部の３つのポリシー
・外国語学部履修規程
・外国語学部在学留学単位認定実績
・外国語学部平成24年度事業計画

〈６〉文化学部
・文化学部３つのポリシー（資料１）
・文化学部３つのポリシー（資料２）
・文化学部ホームページ／履修要項（資料３）
・文化学部履修要項（資料４）

〈７〉理学部
・http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/sc_24.pdf
・http://www.kyoto-su.ac.jp/department/sc/policy/policy.html
・初年次教育検討委員会答申書
・理学部教授会議事録　平成22年３月３日（水）13時15分から14時15分まで
・理学部教育検討委員会の設置
・理学部教育検討委員会議事録　平成22年３月19日（金）16時00分から17時20分まで
・理学部教育検討委員会答申書（中間）
・理学部教授会議事録　平成22年７月21日（水）13時15分から14時40分
・理学部教育検討委員会答申書
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・理学部教授会議事録　平成23年５月18日（水）13時15分から15時15分まで
・理学部教授会議事録　平成24年４月18日（水）13時15分から14時20分まで

〈８〉コンピュータ理工学部
・コンピュータ理工学部「履修要項」2012年度版
・「大学案内」2013年度版

〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
・理学部「履修要項」2010年度版

〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
・工学部「履修要項」2008年度版

〈11〉総合生命科学部
・大学案内
・総合生命科学部履修要項
・総合生命科学部ホームページ
・学部教授会資料・議事録
・その他、３つのポリシーなどがのっている資料

〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組
・履修要項（資料１）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/eng_21.pdf
・京都産業大学学則（資料２）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/kitei.pdf
・工学部生物工学科ホームページ：学科の理念（資料３）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/bio/gakka/rinen/index.html
・工学部生物工学科ホームページ：カリキュラム（資料４）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/bio/jugyo/curri/index.html
・工学部ホームページ（資料５）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/eng/index.html
・総合生命科学部　教育研究上の目的と３つのポリシー（資料６）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/nls/policy/index.html
・大学院生推移表（資料７）

〈13〉共通教育推進機構
・建学の精神
・教学の理念
・京都産業大学の３つのポリシー
・2012（平成24）年度事業計画書
　（II−１京都産業大学［１］教育活動（13）全学共通カリキュラムの改革P.11～ P.12）

〈15〉マネジメント研究科
・「３つのポリシー」（資料マ−１）
・「大学院履修要項」（資料マ−５）

〈16〉法学研究科
・法学研究科ホームページ
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・法政策学専攻のパンフレット
〈17〉外国語学研究科

・外国語学研究科履修規程
・外国語学研究科３つの方針

〈18〉理学研究科
・教育目標：大学院学則の第１章（総則）第１条、第３条２・３、第２条２
・京都産業大学大学院理学研究科履修規程（第３条）学位授与
・履修要項　www.kyoto-su.ac.jp/graduate/rishu_yoko/index.html

〈19〉工学研究科
・工学研究科博士課程の教育研究上の目的（資料１）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/g_eng/policy/kyouiku.html
・３つのポリシー（資料２）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/g_eng/policy/policy.html
・履修要項（資料３）
・大学院履修要項ホームページ（資料４）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/rishu_yoko/
・京都産業大学大学院案内2013（資料５）
・工学研究科ホームページ（資料６）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/g_eng/index.html
・工学研究科資料・議事録（12/19：工学研究科会議　議題５）（資料７）
・論文テーマと学位授与者数（資料８）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/ronbun/

〈20〉先端情報学研究科
・先端情報学研究科ホームページ：
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/g_fi/
・先端情報学研究科教育研究上の目的と３つのポリシー：
　　http://www.kyoto-su.ac.jp//g_fi/policy/index.html
・先端情報学研究科教育目標：
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/rishu_yoko/pdf/in_rishu_yoko_11-1.pdf
・先端情報学研究科履修規定：
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/rishu_yoko/pdf/in_rishu_yoko_11-2.pdf
・先端情報学研究科講義要項：
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/rishu_yoko/pdf/in_rishu_yoko_11-4.pdf
・京都産業大学大学院学則：
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/rishu_yoko/pdf/in_rishu_yoko_13.pdf

〈22〉経済学研究科（通信教育課程）
・『京都産業大学大学院　経済学研究科通信教育課程　履修要項2012』p.24
・学位授与者数推移：４名（2008）、７名（2009）、10名（2010）、14名（2011）

〈23〉法務研究科
・ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー策定に関する研究科会議議事録（平
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成23年11月）、大学院委員会議事録（平成24年３月）（資料４−１−１）
・履修要項（平成24年度版）（資料４−１−２）
・平成25年度入学者募集要項（資料４−１−３）
・平成25年度用入試パンフレット（資料４−１−４）
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第４章　教育内容・方法・成果
第２節　教育課程・教育内容

１．現状の説明
（１）教育課程の編成・実施方針に基づき、授業科目を適切に開設し、教育課程を体系的に
編成しているか。
〈１〉大学全体

各学部・研究科では学生が効果的に授業を履修できるよう、カリキュラム・ポリシーに
基づき、教育課程を体系的に編成している。授業科目は、共通教育科目、融合教育科目お
よび専門教育科目に区分している。共通教育科目は、2009（平成21）年10月に体制見直し
を行い、学長を委員長として、各学部長等で構成する全学共通カリキュラム委員会（資料
４−２−１）および推進委員会（資料４−２−２）を設置の上、学部教育と同様に重要な
位置付けとして運営を行っている。

融合教育科目は、本学の特徴の一つである一拠点総合大学の魅力を活かしたカリキュラ
ム（フレキシブル・カリキュラム）（資料４−２−３、P＜ｂ−24～44＞）として開設し、
さらに「司法外国語プログラム」や「知財エキスパート・プログラム」など、学べるテー
マを定め、所属する学部の専門教育科目と他学部の専門教育科目を体系的に融合した「学
部融合プログラム」を設けている。

研究科におけるコースワーク・リサーチワークのバランスについては、それぞれの研究
科の教育目標を達成できるように配慮している。

専門教育科目については、学部・研究科ごとの項で詳述する。
〈２〉経済学部

文部科学省の指導に従い、必要な授業科目を体系的に編成している。１年次生では入門
科目であるマクロ経済学入門、ミクロ経済学入門、入門セミナーを履修し、２年次の秋学
期からは、公共政策コース・産業経済コース・国際経済コースに分かれて学習するように
している（学部ホームページ）。このようにして、系統的かつ効果的に経済学を学ぶこと
が可能なシステムの構築に成功している。
〈３〉経営学部

ディプロマ・ポリシーに従い、幅広い教養教育と経営学および関連諸科学の専門教育か
ら構成される教育課程を編成しているが、2010（平成22）年度のカリキュラム改革におい
て、授業科目の統廃合および新設を行うとともに「カリキュラム・ポリシー」（資料ケ−１）
に基づき、2012（平成24）年度より、イントロダクトリー科目（１年次生向けの専門科目）は、
経営学部の基盤科目の理解と習熟、２年次の学科選択の情報提供を目的に、授業科目を体
系的に編成している。インターミディエイト科目（２年次生以上配当科目）、アドヴァン
スド科目（３年次生以上配当科目）は、「体系表（カリキュラム・マップ）」（資料ケ−５）
により、体系的に編成されている。専門教育科目については、本学部の「カリキュラム・
ポリシー」にそった「身に付く力」と関連付けて、各科目の位置付けを明確にした「関係
表」を作成している。また「身に付く力」は各科目のシラバスに明記され、学生に期待す
る学習成果の修得につなげている。
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〈４〉法学部
法学部は教育課程を体系的に編成するために、履修プログラム制をとっている。法律学

科には、①司法、②行政、③企業関係法、④国際ビジネス法、⑤法政歴史の５プログラム
があり、法政策学科には、①人間の安全保障、②社会安全、③社会政策、④行政、⑤法政
歴史の５プログラムがある。法学部のほとんどの専門科目は、いずれかのプログラムの最
重点科目ないし重点科目に位置付けられている。
〈５〉外国語学部
＜英米語学科、ドイツ語学科、フランス語学科、中国語学科、言語学科（ロシア語、スペ
イン語、インドネシア語、イタリア語専修）＞

専門領域科目および全学の共通教育とも連動した融合教育科目が開設され、専攻語以外
に、幅広い知識と教養を体系的に学べるように編成されている。学部教育全体に配慮しつ
つ、専門教育は①～⑤の５つの科目群：①専攻語科目、②国際関係科目、③演習Ａ・Ｂ、
④関連科目、⑤特別英語に区分し、授業科目をバランスよく開設している。③～⑤は自由
選択である。英米語、ドイツ語、フランス語、中国語学科には教職課程が併設されており、
各専攻語の中学校・高等学校教諭一種免許状が取得できる。
＜国際関係学科＞

専門的な学問領域としての広義の国際関係論とコミュニケーションの手段としての国際
的な共通言語である英語の両面の教育の効果的な融合を図るとの方針に基づき、専門教育
科目において「外国語科目」「国際関係科目」「トランスナショナル科目」「地域科目」「演
習科目」「フィールド・リサーチ」等の科目区分を設定し、それぞれについて最低修得単
位数を設定するとともに、それぞれに属する科目について必修科目・選択必修科目・選択
科目の区分を設定している。
〈６〉文化学部

（１）世界の文化を学ぶために必要な基礎を育む基幹科目に、講義科目（必修２科目、
選択必修科目25科目）、外国語科目（英語必修５科目、英語選択必修25科目、その他の外
国語29科目、情報処理科目５科目）を置き、（２）専門領域を学ぶ発展科目として４つの
文化コースに関わる多様な科目を配し、（３）少人数制で行われる演習科目として２年次
に必修として基礎演習、３・４年次に演習を置いて、学生が主体的に文化研究を行えるよ
うに配慮している。また、国際文化を直接肌で学ぶために、2012（平成24）年度から「国
際文化研修」科目を複数設け、外国語研修にフィールド・リサーチを組み合わせた取り組
みを行っている（根拠資料１）。
〈７〉理学部

理学部のカリキュラム・ポリシーは設定されたばかりであり、教育課程の編成はこれに
基づいてはいなかった。今後は、この方針に基づき行われることが期待できる。第１年次
においては、入学までの知識と基礎学力の再確認を行いつつ、大学での専門教育科目を理
解できるように基礎学力を強化している。２・３年次では、１年次で学習した基礎を活か
し、幅広い理学の領域全体を学習することにより、各自の興味の対象を見極め、専門科目
の理解を深めることができるカリキュラムを編成している。３年次からは、各学生が指導
教員からテーマを得て、卒業研究に取り組む体制をとっている。
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〈８〉コンピュータ理工学部
コンピュータ理工学部では、下記２学科のカリキュラムの長所を融合しつつ、近年の情

報関連分野の発展に呼応した先進的な科目を多数新設し、より広範かつ最新の専門分野が
学べるようにしている。コンピュータシステムの先端的な基盤技術を学ぶコンピュータサ
イエンス学科、インターネットやマルチメディアに関する技術を修得・開発するネットワ
ークメディア学科、人間とコンピュータとの関わりを中心に新しい情報学問分野を開拓す
るインテリジェントシステム学科の３学科ごとに特徴的な専門教育科目を開講している

（根拠資料４）。これらほぼすべての科目で学科をまたいだ履修制限が設けられておらず、
近年のＩＴ分野の急速な拡大に対応できるように、幅広い分野の多角的な学修が可能なよ
うに配慮している。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

理学部コンピュータ科学科の専門教育課程は、微積分や代数幾何等の数学基礎科目とプ
ログラミング関連科目を低学年に（選択）必修科目として配置し、専門的・応用的な理論 
・実習科目を学年に沿って順次配当している（根拠資料３）。特に、１つの研究室に配属
されて卒業研究を行う科目である「特別研究」を受講する前に、各研究室の内容を事前に
理解するための「プレ特研」という科目を設け、スムーズな研究導入を図っている。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

教育課程は教養教育と専門教育によって編成され、教養教育では、全学共通教育科目の
人文・社会科学分野の科目を幅広く選択でき、社会人として必要な一般知識と総合判断力
を養えるようにしている（根拠資料１）。これらは、理学部コンピュータ科学科、コンピ
ュータ理工学部においても同じ体制をとっている。

工学部情報通信工学科の専門教育課程は、情報・通信工学の基礎となる数学・物理科目
から始まり、より専門的な科目へと段階的に学修していけるカリキュラム構成をとってい
る（根拠資料２）。これらは、緩くグループ化された４つの専門分野のコース別に配置さ
れており、必要に応じて専門分野をまたいだ科目履修も可能となっている。
〈11〉総合生命科学部

生命科学の最先端領域を学ぶため、３つの学科とも卒業に必要な単位128単位のうち、
専門科目（必修科目・選択科目含む）96単位以上の取得が義務付けられている。１・２年
次では、高大接続科目として化学演習、生物学演習を開講し、高校の学習から無理なく基
礎的な専門必修科目を中心に履修できるように科目が配置されている。また、３・４年次
に自分の興味や進路に応じて、幅広く開講された専門選択科目を取得できるように履修科
目を各学年に配置している。また、学部目標のひとつである「先端性の高い技術の発展に
即応できる能力の養成」のために、３学科とも１年次秋学期より実験・実習科目を開講し
ている。１・２年次では基礎的な実験・実習科目を配置し、学年進行に従い高度な技術取
得が行える実験・実習科目を配置している。４年次の応用特別研究Ｉ・IIでは、各教員の
研究室に数名の学生が所属し、より専門性の高い知識・技術の取得および濃密な議論が行
えるシステムを構築して、カリキュラム編成している。

もうひとつ重要な点として、「国際化時代に相応しい豊富な知識と語学能力の養成」と
いう学部教育目標の観点から、英語教育にも力を注いでいる。共通教育科目の英語教育科
目は１年次８単位を必修としている。これを基礎として専門性の高い内容を英語で理解す
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るために、２年次春学期から３年次春学期にかけ、科学英語Ⅰ～Ⅲを必修科目として英語
力の養成に向けたカリキュラム編成も行っている。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

カリキュラム・ポリシーは策定されていないものの、第１節に記した教育目標に基づき、
導入教育と専門教育においては、基礎から応用へと移行できるよう、基礎科目、基礎専門
科目、応用専門科目、および特別研究（必修３科目５単位）の計４項目での授業科目を開
設し、次項（２）にも記すように教育課程を体系的に編成している（根拠資料１）。語学
教育については別記参照とする（根拠資料２）
〈13〉共通教育推進機構

現在、本機構は、2011（平成23）年秋、全学共通カリキュラム委員会において決議され
た、2013（平成25）年度から施行される新たな全学共通カリキュラム・ポリシーに基づき、
教育課程の体系的な編成と授業科目の適切な開設について、審議を重ねている。
人間科学教育

2013（平成25）年度から、「人間・文化・社会・自然について幅広く豊かな学修を行う
ことができる。」という大学全体のカリキュラム・ポリシーに対応する形で、学生が自己
の専門以外の学問分野を体系的に学ぶことができるよう、学問分野ごとに基本科目と展開
科目を設置することが決定されている。
言語教育

2013（平成25）年度から、全学的に英語を必ず学習するカリキュラムに再編する。英語
学習については、従来の読む、書く、聞く、話す中心の学習に加えて、より実用的な英語
運用能力を向上させる学習手段として、就職活動の入口やビジネス場面で有用とされ「Ｔ
ＯＥＩＣ」対応の学習内容を授業に盛り込む。また、英語以外の外国語についても、現行
どおり９言語の学びを選択できるようにする。これらの科目を、英語・外国語教育カリキ
ュラム委員会において初級から中・上級に体系的に編成している。
体育教育

体育教育カリキュラムは、講義科目以外に、「健康科学実習」と「スポーツ科学実習」
を開講し、健康についての知識と体力の増進を図っている。さらなる学びを展開できるよ
うに、演習科目も開設している。
キャリア形成支援教育

現在、キャリア教育研究開発センターは、2011（平成23）年秋、全学共通カリキュラム
委員会において決議された、2013（平成25）年度から施行される新たな全学共通カリキュ
ラム・ポリシーに基づき、教育課程の体系的な編成と授業科目の適切な開設について、毎
月開催される同運営委員会において継続的に審議を重ねている。
〈14〉経済学研究科

従来の教育課程の編成・実施の延長線上に、コース制をより明確にし、これに沿った設
置科目の再配置を準備している（資料４−２−１）。

博士前期課程では、３つのコース（（１）公共経済系列、（２）産業経済系列、（３）国
際経済系列）を編成している。いずれのコースにおいても、「必須科目」群、「選択必須
科目」群、「系列科目」群、「非系列科目」群がそれぞれ配置されている。「必須科目」は、
主に研究科生を直接研究指導する立場にある教員が担当する「特論講義」と「特論演習」
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からなる。「選択必須科目」は、経済学部出身者以外の多様な学生を受け入れたときも、
研究の進展につながるような基礎学力の向上を目的に「ミクロ経済基礎」「マクロ経済基礎」

「経済統計論特論」「経済学英語」を配置している。また「非系列科目」は、特定の１つの
コース以外の他の「系列科目」が相互にすべて配置されている。

３つのコースを特徴づける「系列科目」は以下のように整理される。
［１］「公共経済系列」……「経済政策特論」「日本経済論特論」「公共経済学特論」「社

会保障論特論」「日本租税論特論」「金融論特論」「地方財政論特論」「ファイナンス論特論」
［２］「産業経済系列」……「産業政策特論」「労働経済学特論」「企業経済論特論」「都

市経済論特論」「中小企業論特論」「情報処理論特論」「農業政策特論」
［３］「国際経済系列」……「国際経済論特論」「エネルギー資源論特論」「日本経済史特論」

「国際金融論特論」「中国経済論特論」「国際貿易論特論」「経済史特論」「経済体制論特論」
「西洋経済史特論」

なお、３つのコースの「系列科目」の中には、共通の科目として「マクロ経済学特論」「ミ
クロ経済学特論」「統計学特論」「計量経済学特論」があるほか、直接の指導教員以外の「特
論演習」も配置されている。

なお、博士後期課程は従来通りで変更はなく、理論、歴史、政策、国際経済、統計の各
分野に関する科目を「特殊研究」として開設し、博士前期課程からの研究の継続を可能に
するように配置されている。
〈15〉マネジメント研究科

2007（平成19）年度、経営学部の３学科体制（経営学科、ソーシャル・マネジメント学科、
会計ファイナンス学科）の設置に対応し、2008（平成20）年度に博士前期課程の領域設定
を再編し、戦略組織、ソーシャル・マネジメント、会計ファイナンス、コーポレート・コ
ミュニケーションの４分野とした。この再編とともに担当教員の増強を開始し、2012（平
成24）年度現在、組織戦略分野（教員数15人・開設科目67科目）、ソーシャル・マネジメ
ント分野（教員数12人、開設科目36科目）、会計ファイナンス分野（教員数13人、開設科
目51科目）、コーポレート・コミュニケーション分野（教員数５人、開設科目13科目）と
して、体系的編成を行っている。

博士後期課程においては、領域設定は行ってはいないが、博士前期課程を修了した院生
が後期課程においても継続的研究に専念できるように、研究指導教員の継続・一貫性を担
保する体制をとっている。

当研究科のホームページでは、社会が求めるマネジメント能力の定義付けを行い、３つ
の柱となるマネジメント能力（戦略マネジメント能力、ナレッジ・情報マネジメント能力、
協働マネジメント能力）がどのように統合的に育成されるのかについて図示している。こ
の図からも明らかなように、学生の多様なニーズに対応した順次性のある科目が体系的に
配置されており、カリキュラム・ポリシーに従った学習成果が修得できるようになってい
る。また、マネジメントについての諸科学を総合し、それに基づいて、マネジメントにつ
いての高次の教育を行うという目的と整合性のあるカリキュラム編成が実施されている。
〈16〉法学研究科

カリキュラム･ポリシーに基づき、法学および政治学の科目を多数開設している。その
点は、前回2009（平成21）年の認証評価においても、認められたところである。科目が多
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数開設されているので、どのように系統的に履修していくかが課題であるが、研究指導教
員の指導の下に科目を選択し、かつ各科目の担当教員の同意を得て受講する仕組みをとっ
ている。これにより、受講生各自の研究テーマに相応しい系統的受講が可能になると目論
まれている。
〈17〉外国語学研究科
＜英米語学専攻＞

英語教育学と関連分野の学術理論、およびその実践方法を体系的かつ段階的に教授する
との方針に基づき、「英語教育学」と「言語学・応用言語学」の科目群では、基礎的理論
を学ぶ「研究／○○論」、その応用を学ぶ「セミナー」、その内容をさらに発展させた「発
展セミナー」を、「英米文学・英米文化研究」科目では、「研究」と「演習」を、それぞれ
開設している。また、教育理論の実践手法を教育現場で調査・研究するための「英語教育
フィールド・リサーチ」、さらに、修士論文執筆指導のための「研究指導」を開設している。
所定の条件を満たすことにより、中学校・高等学校教諭専修免許状（英語）の取得が可能
である。本研究科への進学を希望する本学外国語／文化学部の学部生が７・８セメスター
在籍時に研究科の授業科目の履修を許可され合格した場合に、入学後10単位を限度に単位
認定される制度がある。また、社会人入学者に配慮し、2011（平成23）年度に長期履修制
度が導入された。
＜中国語学専攻＞

授業科目は中国語学が主で、中国文化が副となっている。両者とも「研究」と「演習」
に分かれるが、中国語学の場合は、さらに「特殊研究」「特論研究」「特殊演習」「特論演習」
も開設されており、中国語学を広く深く学べる教育課程を編成している。また、関連分野
として「アジア地域研究」や「東洋史研究」も開設されており、研究の集大成である修士
論文を作成するために研究指導の科目も設けられている。
＜言語学専攻＞

言語学の理論面では一般言語学研究、比較言語学研究、対照言語学研究、応用言語学研
究、言語学特論、特殊言語学研究、特殊言語学演習、言語学演習の科目をそれぞれ春学期
Ａ、秋学期Ｂという異なる内容でセメスターごとに開講している。また、研究対象言語と
して日本語、サンスクリット語、アラビア語など10以上の多様な言語が学べ、研究の集大
成である修士論文を作成するための研究指導の科目も設けられている。
〈18〉理学研究科

授業科目はカリキュラム・ポリシーに基づいて適切に開設されている。博士前期課程に
は、充実した基礎科目群と専門分野に特化した特別研究科目を設けている。博士後期課程
の科目は、もっぱら研究指導である。
〈19〉工学研究科

第１節に記したカリキュラム・ポリシーに基づき、生物工学専攻は修士課程および博士
課程のそれぞれで分子生化学工学系・分子細胞工学系・分子免疫工学系・育種工学系の４
つの系列からなる教育・研究指導体制をとっており（根拠資料１）、それぞれが次項（２）
に記すような体系的な教育課程を編成している。
〈20〉先端情報学研究科

極めて多岐にわたる情報関連分野のうち、「高度情報化社会を支える科学とテクノロジ
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ー」「グローバル社会のための情報ネットワーク」「人間とＩＴ環境のコミュニケーション」
の３分野を中心にした教育を行う方針である。これらは互いに強く関係していることから、
本研究科では３分野をまとめた内容を１専攻として幅広く修得させ、目的に応じ、わかり
やすく体系的に編成している（根拠資料１）。

授業科目については、「講義科目」「演習と研究科目」「セミナー科目」の３つの科目群
を設けている。「講義科目」は学部より高度な基礎的知識を修得する選択科目で自由度が
高い制度、「演習と研究科目」は各セメスターで特別演習と特別研究を１科目ずつ修得す
る必修科目で、継続的な修士論文の研究指導制度、「セミナー科目」は各分野のオムニバ
ス形式の選択必修科目で各科目の関連を明確にしている。なお、留学生やコンピュータ理
工学部早期卒業者など秋学期入学者には、「演習と研究科目」の「先端情報学特別演習ＩＡ」

「先端情報学特別研究ＩＡ」を春学期・秋学期ともに開講し、履修登録上不利にならない
よう配慮している（根拠資料２）。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

単位修得対象となる開講科目は、社会人を対象とした通信教育課程の特性に配慮しつつ
教育目的を達成するため、現実の経済を分析研究するのに適した経済政策関連科目を中心
に横断的に採り上げ、理論展開と政策効果の実証分析についてさらに高度でかつ体系的に
研究できるよう編成している。

研究科生は、各自の研究課題テーマに合致した分野の教員の演習科目を入学時に１つ選
択し、２年間にわたって同一教員から一貫して体系的指導を受けるとともに、研究指導教
員と相談の上で他の教員の関連する分野の講義科目を選択履修する。そして、これらを有
機的に組み合わせて学修することにより、自己完結的に「経済政策」関連の研究目的を達
成することができるように教育課程は編成されており、これは学校教育法第99条ならびに
大学院設置基準第３条第１項に指定された修士課程の目的を達成するために編成されたも
のである。
〈23〉法務研究科

法務研究科は、標準修業年限である３年間を通じた系統的履修を重視し、2010（平成
22）年度にカリキュラムを大きく改革した。その素材として、いわゆる「コア・カリキュ
ラム」として提示されている法科大学院における共通的到達目標を考慮している。このカ
リキュラム改革の結果、各担当科目の内容について見直しを行うとともに、いくつかの科
目の開講時期を修正し、これまで以上に科目間連携を強化することとした。2011（平成
23）年度に策定したカリキュラム・ポリシーは、このカリキュラム改革の指針となったも
のを、明文化したものであり、現在のカリキュラムは、カリキュラム・ポリシーに則った
ものとなっている。

具体的には、以下のような改革を行った。詳細は、法務研究科自己点検・評価報告書
（資料４−２−１　第５分野）および履修要項（資料４−２−２　p.12-50）を参照。
①１年生配当の法律基本科目の開講年度と内容の見直し

法律未修者が基礎からじっくり学ぶことができる余裕あるカリキュラムを実現するた
め、たとえば民事法分野においては、１年生秋学期に開講していた「金融取引法」（４単
位）を「民法Ⅳ−Ⅰ（金融取引法１）」（２単位）と「民法Ⅳ−Ⅱ（金融取引法２）」（２単
位）に分けて、「民法Ⅳ−Ⅱ」を２年生春学期の配当科目とした。また、「民事手続法Ⅰ」（民



＜第２節＞教育課程・教育内容
＜第４章＞教育内容・方法・成果

−122−

事訴訟法：２単位）を１年生春学期から秋学期に、「民事手続法Ⅱ」（同：２単位）を１年
生秋学期から２年生春学期開講へと移動した。これによって、単に知識として法をとらえ
るのではなく、早い段階から自学自習を通して法を学ぶ姿勢や方法論を身に付けることも
企図している。
②１年生春学期および秋学期に計４科目の「基礎演習」を開講

１年生の法律基本科目の学修をサポートする目的で、１年生春学期に演習形式の「基礎
演習（民法）」「基礎演習（刑法）」（いずれも１単位）を、１年生秋学期に「基礎演習（憲
法）」「基礎演習（商法）」（いずれも１単位）を開講した。なお、本改正に伴い、１年次の
履修登録上限単位数を、春学期19単位、秋学期19単位とした（基礎演習を履修する場合の
み各１単位ずつ増加）。
③３年生秋学期に法律基本科目（選択科目）として「総合演習」を開講

学修のまとめをする演習科目として、３年生秋学期に「公法総合演習」「民事法総合演習」
「刑事法総合演習」の３科目を設置した。この科目は、実定法と訴訟法、理論と実務とい
った法科大学院での学修の集大成としての意味をもち、複数名の研究者教員と実務家教員
が協同して演習を担当する。
④実務基礎科目の充実と要修了単位数の10単位への増加

１年生秋学期に、法律文書の基礎的な理解を目的として「法文書基礎」（２単位）を開
講した。２年生から始まる演習科目の前に、法律文書の理解を図ることは、理論と実務と
を具体的に関連して法を学ぶ観点からも重要である。また、３年生秋学期に「実務特殊
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」（いずれも１単位）を開講する。実務特殊科目は、具体的な訴訟や事件に関
する法律文書を素材に、改めて具体的に実定法と訴訟法の総合的な理解を図るとともに、
実務家としての法適用の実際を学ぶ科目である。これによって、１年生春学期から３年生
秋学期のすべてに実務基礎科目が開講されることとなった。また、実務基礎科目の重要性
に鑑みて、修了に必要な単位数も10単位とした。
⑤展開・先端科目の体系的履修の確保と開講年度の再編成

主要な展開・先端科目について、講義科目と演習科目を設けているが、その開講時期を
講義科目については２年生秋学期、演習科目については３年生春学期と変更した。これに
より、展開・先端科目についても講義科目において基礎的知識を修得し、演習科目でより
実践的・応用的思考力を涵養するといった系統的な学修が可能になる。

2012（平成24）年度カリキュラムにおける科目群ごとの開講科目数は次のとおりである。
ア　法律基本科目  必修24科目
    選択必修４科目（基礎演習）
    選択７科目
イ　法律実務基礎科目 必修３科目
    選択必修９科目
ウ　基礎法学・隣接科目 選択必修10科目
エ　展開・先端科目  30科目
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（２）教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。
〈１〉大学全体

学部教育における学部専門教育、共通教育、融合教育の位置付けを明確にするために、
カリキュラムマップやコース・プログラムの名称で「履修要項」（資料４−２−３、P   
＜ｂ−14～21＞）において学生に示している。また、１年次に「自己発見と大学生活」「日
本語表現」等の科目を開講するなど、初年次教育に配慮したカリキュラムを編成している。
〈２〉経済学部

１年次生ではe-learningを通じた基礎導入プログラムを行い、２年次の秋学期からは、
公共政策コース・産業経済コース・国際経済コースのどれかに進み、基礎から応用までの
科目をスムーズに学習できるよう配慮している（学部ホームページ）。
〈３〉経営学部

専門教育における初年次教育の充実および科目の体系的な配置といった課題を解決する
ために、2010（平成22）年度にカリキュラム改革（資料ケ−４）を行い、イントロダクト
リー科目の再編、科目の統廃合および新設、科目名称と内容の不整合の是正、「体系表」
の作成を行った。また「３つのポリシー」策定と連動してその内容と連関する「関係表」
の作成、シラバスにおける「身に付く力」の改革を行った結果、各課程に相応しい教育内
容を提供している。
〈４〉法学部

学士課程に相応しい教育内容は、学生が各自の興味関心や進路志望に従って、自発的に
系統的履修へと向かうことを促すような内容である。法学部はそのために履修プログラム
制を施いているが、それを実質あるものにするために、さらに①必修科目（法政策学科に
は加えて選択必修科目）の設定、②各種の少人数科目（プレップ・セミナー、２･ ３年次
演習、４年次演習、各種の双方向講義）の設置、③フィールド・リサーチという実習科目
の設置（法政策学科）、④学部融合プログラムやインターンシップへの参加奨励などを加
味している。
〈５〉外国語学部
＜英米語学科、ドイツ語学科、フランス語学科、中国語学科、言語学科（ロシア語、スペ
イン語、インドネシア語、イタリア語専修）＞

教育課程編成方針として、ａ．専攻語運用能力、ｂ．情報収集・処理能力、ｃ．国際社
会理解、ｄ．専門・関連分野の知識、ｅ．論理的思考力・課題解決能力、ｆ．異文化体
験・理解の涵養を掲げている。ａ．からｆ．の項目に対応する科目（群）と制度は以下の
とおりである。ａ．として「インテンシブ○○語」「○○語コミュニケーション論」、ｂ．
として「情報○○語」、ｃ．として国際関係科目とその関連科目、ｄ．として○○語学概
説、専攻語学基幹科目とその関連科目、ｅ．として演習Ａ・Ｂ、ａ．およびｂ．として特
別英語、ｆ．として英語教育海外セミナーがある。ｂ．としての専攻語学基幹科目では、
語学・文学・文化論の３分野にそれぞれ３～５科目を開設し、バラエティに富んだ内容で、
学生の知的な成長に役立っている。専攻語においては、ａ．からｆ．のために在学留学に
よる留学先での学修に対して単位認定制度も確立している。教職課程では、2011（平成
23）年12月20日、教員免許課程認定大学実地視察があり、「全般的に基準を満たしている」
との講評であった。
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＜国際関係学科＞
専門教育科目のうち、「外国語科目」において、基礎的な英語運用能力を身に付けるた

めの科目と合わせて、広義の国際関係論に関する内容を英語で学ぶ科目を提供している。
「国際関係科目」「トランスナショナル科目」「地域科目」においては、国際社会全体また
は特定の地域や国の政治・経済・法律・社会・文化に関する諸科目を幅広く提供している。
また、異文化理解、国際関係理解、英語運用能力陶冶を目的として海外での実習を行う

「海外フィールド・リサーチ」を、必修の専門教育科目として提供している。
〈６〉文化学部

（１）基幹科目に必修として比較文化概論と京都文化論を置くとともに、文化研究の方
法に関わるコミュニケーション論や文化人類学、カルチュラル・スタディーズなどを置い
ている。また国際的なコミュニケーション・ツールである英語の運用能力を養うために、
全学共通科目を含め18単位の履修を課している。
（２）日本、アジア、ヨーロッパ、アメリカの各文化の内容を広く深く学べるように、

社会、文化史、思想史、宗教、文学、歴史に関わる科目が発展科目として配置されている。
（３）卒業レポートの作成に向けて、演習科目が２年次から置かれている（根拠資料２）。
なお、これまで導入科目として、１年次生を対象に、「文化学部入門リレー講義」が解

説されていたが、2013（平成25）年度から初年次ゼミとして「文化学部入門セミナー」が
パイロット的に開設され、2014（平成26）年度本格実施が決まっている。
〈７〉理学部

理学部のカリキュラム・ポリシーは設定されたばかりであり、教育内容の提供はこれに
基づいてはいなかった。今後は、この方針に基づき行われることが期待できる。推薦入試
等で早期に合格が決定した者に対しては、「入学前教育」を行い、高校から大学へかけての、
英語・数学の勉強が円滑に行われるように、添削による指導を行っている。入学後の１年
次学生に対しては、「大学数学の基礎」の講義が用意されており、高校で数学を十分に履
修していない、あるいは十分に理解できていない学生への対処を行っている。また、附属
高校のＫＳＵコースに属する生徒に対して、2008（平成20）年度より「高大接続授業」を
開講し、円滑な高等教育への移行を図っている。
〈８〉コンピュータ理工学部

下記２学科の優れた教育内容を継承しつつ、１年次においてはコンピュータ、数学、物
理の基礎科目、２・３年次ではより細分化された情報科学の専門科目と並行して各種プロ
グラミング・理工学実験演習科目を配し、基礎から応用まで段階的かつ幅広い学修が可能
なカリキュラムとしている。このような積み重ねを経て、４年次には講義科目をほとんど
開講せずに、特別研究（卒業研究）に集中できる工夫も行っている（根拠資料４参照）。
また、１年次学生を対象とした数学のリメディアル科目の開設や、大学院生ティーチン
グ・アシスタント（ＴＡ）も巻き込んだ修学サポート活動「寺子屋」、昼食を摂りながら
教員−学生間で最新トピックを話題交換・交流する「ランチタイム・トーク」、１年次に
１年間かけて各教員の専門研究分野を紹介する「基礎セミナー」の開講など、高校から大
学へのスムーズな学修の移行を図るさまざまな工夫を行っている。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

コンピュータおよびプログラミング関連科目で使用するテキストは、学科として規格化
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したものを作成、使用しており、学生の実態に合った教育を提供している。外部講師を招
いた「先端科学特論」による最先端科学の体得や、国際的プログラミング・コンテストへ
の出場を見据えた「アドバンスド・プログラミング」など、実践的な教育も提供する。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

１年次から４年次までの基礎・専門教育の体系的な提供に加え、演習・実験科目を１年
次から３年次まで配置し、３年次秋から４年次を通しての１年半をかけて独自の研究開発
に取り組む特別研究（卒業研究）の指導へとつなげている（根拠資料２参照）。
〈11〉総合生命科学部

生命システム学科、生命資源環境学科、動物生命医科学科の３学科では、以下に述べる
教育内容を提供している。生命システム学科は、分子・細胞・組織・個体レベルにおける
生命活動を統合的な視点で学ぶ。そのために１・２年次は、化学、生物学を重点的に学習
した後、生物化学や分子生物学などの基本専門科目を学び、それらと並行して、化学実験、
生物学実験、生命システム実習Ｉなどの基礎実験・演習科目を学ぶ。３・４年次には生命
システム実習Ⅱで専門性の高い実験・演習を行うと共に、タンパク質制御システム、シス
テム生物学、再生システム学などの生命活動をシステムとしてとらえた科目を配置してい
る。生命資源環境学科は、生命資源の有効な活用や保護・開発に必要なさまざまな専門知
識・技術を修得することに加え、情報化時代を生き抜くためのコンピュータスキルを高め
ることを目指している。そのために１・２年次は、生物学、化学、生化学、数学などの諸
分野にわたる基礎科目を学び、それと並行してコンピュータ演習などを履修し基礎知識を
修得する。これ以外にも遺伝学、生態学、環境学などの基礎的専門科目も配置している。
３・４年次には育種学、分子遺伝学、分子生態学、環境応答学などの講義に加え、生命資
源環境学実験・演習といった実験・演習科目も配置している。最後に動物生命医科学科は、
新しい動物医科学に対応できる専門知識と技術を身に付けるために、動物遺伝学、解剖学、
生理学、免疫学などを通して動物のさまざまな個体の基礎的知識を学び、動物の遺伝子か
ら個体レベルまでの総合的な生命科学に必要な専門知識を取得する。そのために１・２年
次は、化学、生物学、物質生物化学、動物遺伝学などの諸分野にわたる基礎科目を修得し、
２年次以降は、解剖学、生理学、薬理学、基礎病理学、微生物学などの基礎専門科目を学
び、それに加えて、解剖学実習、実験動物学、毒性学実習、生理学実習などを配置してい
る。３・４年次には、より高度な教育に重点をおいた栄養衛生学、動物感染病学、動物発
生工学、人獣共通感染病学などの講義に加え、動物感染症予防学実習、動物発生工学実習
などの実習科目も開講している。また、３学科共通の特徴として、３年次秋学期より各研
究室に分属し、専門性の高い教育を行っている。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

前記１．（１）に記した諸科目群において、基礎科目では生物工学を学ぶ基礎となる高
等学校レベルの生物学と化学の補習科目、自然科学の基本分野を教授する諸科目、生物学
および化学の実験、および基礎的な情報科学科目とコンピュータ演習等の基礎知識の習得
を中心とした科目を、主に１年次に行っている。基礎科目で得た知識をもとに、基礎専門
科目では生物学の中の主要専門分野を教授する諸科目、専門分野紹介科目、生物工学実験
Ｉ、生物工学演習Ｉ、および科学英語等の３年次以降の学習につながる多様な専門科目を、
主として１・２年次に行っている。応用専門科目では生物工学の主要な専門分野を教授す
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る諸科目、生物工学実験Ⅱ、および生物工学演習Ⅱ等のより専門的な科目を２・３年次に
行って、ほとんどの専門科目が終了する。そして、３年次秋学期から基礎特別研究が始ま
り、４年次は通年の卒業研究科目である応用特別研究１・２での実験やセミナーを中心に
行っている。これらの科目群を順次履修し、単位取得していくことで基礎から応用へと無
理なく段階的に移行できるよう科目の配置を行っており、学習展開がスムーズに進み、教
育目標に沿った学びが実現する仕組みとなっている（根拠資料１、２）。
〈13〉共通教育推進機構

前（１）項に述べた新たな全学共通カリキュラム・ポリシーに基づき、各課程に相応し
い教育内容を提供するべく、科目を担当する教員の配置を含め検討を重ねている。
・人間科学教育

基本科目は、当該学問分野の基本的な知識・考え方を学ぶことができるものとして、展
開科目ではそれからさらに進んだ学習をすることができるものとして、それぞれ開講され
るが、これらは共通教育に相応しい教育内容を提供するものと考えられる。
・言語教育

英語・外国語カリキュラム委員会では、決定された教育課程の編成・実施方針に基づき、
各課程に相応しい科目を提供している。
・体育教育
キャリア形成支援教育

現在、キャリア教育研究開発センターは、前（１）項に述べた新たな全学共通カリキュ
ラム・ポリシーに基づき、各課程に相応しい教育内容を提供するべく、毎月開催される同
運営委員会において科目を担当する教員の配置を含め継続的検討を重ねている。
〈14〉経済学研究科

研究科生が科目履修を決定する場合は、直接の研究指導教員のアドバイスなどを参考に
しながら、それぞれの開設科目の担当者と事前に面談し、講義内容を確認することが行わ
れている。このことにより、研究科生は研究テーマに沿う形でどの科目を優先的・効率的
に学んでいくかという方針が明確になっている。また、留学生や他学部出身者等に対して
実施されている「選択必須科目」取得への適切なアドバイスは、大変有意義なものになっ
ている。
〈15〉マネジメント研究科

博士前期課程では、セメスター制の下に、指導教員の指導の下に修士論文の作成から最
終試験合格に至るまでの主要科目の特論演習科目（計８単位）と特論科目を合わせて30単
位以上の修得が修了要件となっている。また、必修科目ではないが準主要科目の特論演習
科目履修として４単位を設置し、修士論文作成における幅広い視野の醸成を行い、さらに、
研究基盤の補塡として、社会人院生には「マネジメント英語文献講読」、外国人留学生に
は「同日本語文献講読」を必修科目としている（資料マ−５）。

博士後期課程では、必修科目として特殊演習８単位を含め選択科目との合計14単位以上
の修得が修了要件となっている（資料マ−５）。
〈16〉法学研究科

授業内容は、シラバスに明記され、公表されている。ホームページにも掲載されている。
課程に相応しい内容であるかどうかは、客観的に判定可能である。博士前期課程の学生は、
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研究指導教員の担当する主要科目12単位（講義（特論）４単位、研究指導８単位）を含め
て、30単位以上を修得しなければならない。博士後期課程の学生は、研究指導教員の担当
する研究指導を受け、その指示に従わなければならない。このように教育課程が編成され
ている。
〈17〉外国語学研究科
＜英米語学専攻＞
「英語教育学」科目では、外国語教育・学習理論から日本における英語教育の問題点まで、

多様な話題を講義・議論の対象としている。「言語学・応用言語学」科目では、英語教育
学研究の理論的基礎となる、統語論、音声学・音韻論、言語習得理論、日・英語比較の講
義・演習を、「英米文学・英米文化研究」科目では、英語圏の文学や文化の理解を深める
ための授業を行っている。
＜中国語学専攻＞
（１）で挙げた科目群は中国語学の知識・理論を身に付けるために必要かつ十分なもの

と考えられる。さらに、関連科目を学び、修士論文を作成することにより、中国語を深く
考察することができる。
＜言語学専攻＞

言語学の理論面の科目を学ぶことにより、言語学の知識・理論を学ぶことができる。ま
た、研究対象言語を学び、修士論文を作成することにより、特定の言語を深く考察するこ
とができる。
〈18〉理学研究科

教育内容はシラバスに明示され、基礎的教育内容と専門分野に特化した教育内容が提供
されるようになっているが、学生ごとの研究内容に即した個別指導も行われている。

博士前期課程で提供している基礎科目には次の科目がある。
基盤数理A（代数）、基盤数理B（幾何）、基盤数理C（数学解析）、基盤数理D（複素解析）、

基盤数理E（応用数理Ⅰ）、基盤数理F（応用数理Ⅱ）、物性物理基礎Ⅰ・Ⅱ、応用物理Ⅰ・
Ⅱ、宇宙物理基礎Ⅰ・Ⅱ、および集中講義特論ⅠA・ⅠB・ⅡA・ⅡB、および〇〇特論

博士前期課程では、研究指導として〇〇特別研究がある。
博士後期課程では、研究指導として〇〇研究がある。

〈19〉工学研究科
工学研究科博士課程教育上の目的（根拠資料２）に基づき、修士課程および博士課程に

それぞれ策定したカリキュラム・ポリシー（根拠資料２）に基づいて下記の授業を行っ
ている。修士課程では授業科目が大きく特論・演習・特別研究の３つから構成されてい
る（根拠資料３）。個々の大学院生の教育の主体は各研究室で行う演習・特別研究を主体
とした研究活動に連動した形で行われている。特別研究では教員の指導や博士後期課程の
学生のサポートにより、研究の進め方や実際の実験技術を学び、実践能力を養う。演習で
は、専門領域の文献の講読、研究内容の発表、討論、研究報告書の作成等を通して、プレ
ゼンテーションやコミュニケーション・スキルを身に付ける。特論（選択科目）では生物
工学が関係する幅広い学問領域（分子生物学、生化学、遺伝学など）について学士課程教
育に基づいた発展的教育を行っている。また、院生は希望に応じてティーチング・アシス
タント（ＴＡ）として採用され、週３コマの範囲内で学生実験科目の補佐役をしている（根
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拠資料４）。学生に教えることを通して、コミュニケーション力を学ぶことができ、かつ
経済的支援を受けることできる。博士課程ではより高度な専門知識を身に付けるとともに、
創造性豊かな優れた研究を立案、推進し、かつ指導能力も備えた自立した研究者を育成す
るため、大半の時間を研究活動に費やしている（根拠資料３）。また、院生の多くはリサ
ーチ・アシスタント（ＲＡ）として採用され、修士課程の院生や学部ゼミ生等の指導を通
じて自らも学んでいる（根拠資料４）。専門領域の文献の講読は、上述した修士課程の院
生と同様に行われている。学会等での発表は、少なくとも毎年１回は行っている。国際学
会へ参加する機会もできるだけ作るように指導している。
〈20〉先端情報学研究科

前節で述べた科目群から２年間のうちに「セミナー科目」を２科目修得することで情報
関連分野に関する幅広い高度な基礎的知識を修得する。また、１年目を中心に「講義科
目」を修得して各自の研究テーマに関する高度な知識を得る教育内容としている。その上
で、「演習と研究科目」は１年目から「特別演習」と「特別研究」をそれぞれ１科目ずつ
必修となっており、学生は担当指導教員から研究テーマに関する指導を継続かつ随時受け
る（根拠資料２）。

また、学生はコンピュータ理工学部の演習実験系科目のティーチング・アシスタント
（ＴＡ）を担当することを義務付けている。これにより、各科目内容の基本概念やより高
い水準の理解を求められることから、「専門知識の昇華された理解」を達成させることと
なる。さらに、各学生には担当指導教員とは独立した「アドバイザ」（本研究科専任教員
もしくは本研究科が認めた本研究科以外の研究機関構成員）が付き、担当指導教員とは異
なる視点のコメントやアドバイスを得る仕組みもある（根拠資料１）。

これらによって、課程の方針に相応しい教育内容を提供している。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

具体的には、分野別に「経済政策」「財政・金融」および「国際経済」の３つの学科目
にグループ化し、それぞれ授業科目を配置している。すなわち「経済政策」関連テーマの
下に中小企業論、農業政策、労働経済学、環境経済学、家計の経済学、企業経済論、現代
企業論とこれらを総合する意味での経済政策論、日本経済論、日本経済史を、「財政・金
融」関連テーマの下に財政学、公共経済学、地方財政論、金融論、ファイナンス論と金融
計量分析を、「国際経済」関連テーマの下に国際経済論、国際金融論、経済体制論、中国
経済論をそれぞれ開講し、これら科目を中心とした講義と演習から授業は構成されている。

さらに、大学で経済学を学んだ経験のない社会人や経済学部出身者であっても経済学の
復習を必要とする受講生のために、「理論経済学」基礎共通科目として、ミクロ経済学基
礎およびマクロ経済学基礎の２科目を開講して導入教育支援を行っている。
〈23〉法務研究科

前記のようなカリキュラム・ポリシーに則り、各科目を開講しており、シラバスで示し
た当該科目の到達目標を踏まえた授業を実施している。未修者１年次の法律基本科目では、

「法的知識」の修得に重点が置かれるため、講義を主体としつつ、適宜質疑を行うことで
理解度を確認するとともに、「コミュニケーション能力」や「法的議論・表現・説得能力」
の涵養をはかる双方向授業が行われている。授業においては、判例や具体的事案、授業内
容と関連の深い最近の事件に関する新聞やホームページの記事等を示して具体的イメージ
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をつかめるよう工夫するとともに、法理論とそれが実務の中でどのように活用されている
かを確認している（理論と実務の架橋）。PowerPointでレジュメを作成し、アニメーショ
ンや図解を駆使するなどして学生の理解を高めようと工夫している教員も多い。小テスト
を実施している科目が多いのも、随時基礎的知識を確実に修得させるための工夫である。
また、基礎的な法律問題についてレポート課題を出し、ライティング能力の向上にも配慮
している。

２年次以上の法律基本科目では、演習科目が多く「問題発見・解決能力」「法的分析・
推論能力」「コミュニケーション能力」「法的議論・表現・説得能力」の修得が求められる
ため、事前に具体的な事例問題などの予習課題を与えた上で、それをもとに質疑応答を中
心とした授業がなされる。予習課題の設定に際しては、漫然と判例や基本書を読ませるの
ではなく、何を考えなければならないか、という視点をもって学修に取り組ませるよう設
問を工夫している。質疑応答に際しては、教員対学生の１対１の質疑だけでなく、グルー
プごとに報告（プレゼンテーション）させた上で自由に議論させる、学生に法曹三者の役
割を割り振り、それぞれの立場からの主張をさせるなど科目によって工夫している。報告
レジュメや事例問題に対する答案形式の課題の提出を求める科目も多く、ライティング能
力を涵養することにも力を注いでいる。

以上のように、法科大学院の課程に求められる教育内容を提供している。

２．点検・評価
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体

全学的な組織である全学共通カリキュラム委員会および全学共通カリキュラム推進委員
会を置くことにより、共通教育と専門教育との連携や学部間の連携・調整を推進すること
ができている。
〈２〉経済学部

１年次生に提供する入門科目をもとに、２年次生以後の応用科目に至るまで、公共政策
コース・産業経済コース・国際経済コースの３コースに分け、スムーズに学習できるよう
配慮している。
〈３〉経営学部

「３つのポリシー」、カリキュラムの定期的検証の必要性とその効果に対する理解が醸成
した。
〈４〉法学部

学士課程レベルでは、自発的履修と系統的履修とを両立させることは容易でない。法学
部は、履修プログラム制を根幹としつつ、それを支えるべく、多種多様な科目を用意して
いる。
〈５〉外国語学部
＜英米語学科、ドイツ語学科、フランス語学科、中国語学科、言語学科（ロシア語、スペ
イン語、インドネシア語、イタリア語専修）＞

教育課程は全体として体系的かつ適切に編成され、授業科目は編成方針に沿ったテーマ
が相応しい授業形態と人数で開講され、必要な資格と能力をもった教員が担当している。
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特に１・２年次生必修の専攻語授業（20科目）では、母語話者教員と日本人教員が密に連
携して集中的トレーニングを少人数で行っている。授業効果を検証するために、すべての
学生に無料の語学検定試験の受験機会を提供し、一定の成果を持続的に上げている。その
上に３・４年次生の専攻語コミュニケーション論（４科目）が選択必修化されている。
＜国際関係学科＞

英語運用能力向上を目的に、社会一般で広く利用されている能力検定試験を授業の一環
として実施しており（すべての１・２年次生を対象に受験費用を全額補助）、一定の成果
を継続的に上げている。「海外フィールド・リサーチ」については、学生の満足度は概ね
高く、また、当該科目を受講したこと等をきっかけにしてさらなる海外研修、海外留学に
参加する学生が継続的に現れている。
〈６〉文化学部

学際的学問分野の特質を活かし、教員の専門に基づく多様な授業を提供することができ
ている。また、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーに基づいて、2012（平成
24）年度より文化学部独自の海外研修科目「国際文化研修」科目を立ち上げ、２つのプロ
グラムを実施できた。
〈７〉理学部

授業科目を適切に開設し、教育課程を体系的に編成し、課程に相応しい教育内容を提供
していて、効果が上がっている。
〈８〉コンピュータ理工学部

2011（平成23）年度に第１期生の卒業を迎えたばかりであるが、情報関連企業を中心に
幅広い分野での順調な就職採用（根拠資料５）と、20名弱（卒業者の約20％）の大学院進
学者の輩出を実現した。特別研究では、学生自らが専門学会にて研究成果の発表を行い、
各種学会賞を受賞するケースも多数見られた。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

コンピュータ科学科では、学年混在の学生チームによる国際プログラミングコンテスト
での決勝進出を定常的に実現するに至っている。情報通信工学科では、目覚ましく発展す
る情報通信分野の実情に合わせ、体系的でありながら柔軟な工学教育が実現できていた。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

コンピュータ科学科では、学年混在の学生チームによる国際プログラミングコンテスト
での決勝進出を定常的に実現するに至っている。情報通信工学科では、目覚ましく発展す
る情報通信分野の実情に合わせ、体系的でありながら柔軟な工学教育が実現できていた。
〈11〉総合生命科学部

総合生命科学部の３学科は生命科学における最先端領域を学ぶ学科であり、「生命」と
いう共通キーワードで結びつけられている。その一方で、それぞれ異なる専門分野に展開
しているのが特徴であり、本学部の専門教育科目群の体系化にも生かされている。各学科
の専門科目のうち、３学科に共通性の高い基礎的な専門科目については３学科共通で履修
することができる。例として、生命システム学科の物質生物化学、生命資源環境学科のバ
イオインフォマティクス入門、動物生命医科学科の解剖学、微生物学Ｉ、Ⅱがその科目に
あたる。また、より専門性の高い科目群は、各学科のみの履修としている。３学科に共通
性のある科目と個別性の高い科目を効果的に配置し、教育効果が上がるように工夫してい
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る。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

基礎科目で優秀な成績を収めることができれば、その後の応用科目においても優秀な成
績を収めることができる正の連鎖が見られている。一方、その逆もまた然り（基礎科目の
成績が低いと応用科目もまた低くなる傾向がある）であり、教育編成が体系的に編成され
ていることが裏付けられている。
〈13〉共通教育推進機構

前述の新たな全学共通カリキュラム・ポリシーに沿って、人間科学教育では、教養教育
と学部専門教育の連関を見据えて、より体系的な学習を目指す新しい教育課程案が作成さ
れ、英語教育では、より実践的な英語の運用能力を向上させるための新しい教育課程案が
作成された。
〈14〉経済学研究科

従来から、博士前期課程・後期課程とも研究指導教員と研究科生とは基本的には１対１
の指導体制になっており、この点は当研究科の特徴であり、長所でもある。しかし、これ
に甘んじることなく、ここで改めて３つのコース制を採り、客観的で体系的な科目の配置
を明確化した。このため、研究科生に対する、より組織的で効率的な指導も可能になるは
ずである。
〈15〉マネジメント研究科

経営学部および本研究科において、教員の資質向上の有効な手段として教員の在外研
究・自由研究を推進しているが、それに伴い博士前期課程では、指導教員が長期にわたり
不在で、その期間は直接指導教員の指導を受けられない院生もいる。その際に、ＩＴを活
用して遠隔指導を受けるとともに他の教員が開講する特論演習（マイナー：４単位）を履
修することにより、研究指導体制の継続・一貫性が確保されている。
〈16〉法学研究科

法学部のほぼ全教員が大学院教育にも関与することにより、多数の授業科目を用意する
ことができた。他方、系統性は指導教員制をとることにより、院生各自が研究上の自発性
を重んじつつ、系統的に履修していける仕組みとなっている。
〈17〉外国語学研究科
＜英米語学専攻＞

教育課程は全体的には体系的に、かつ適切に編成され、カリキュラム・ポリシーに沿っ
たテーマ・授業形態の科目が開講され、必要な資格・能力を持った教員が授業を担当して
いる。
＜中国語学専攻＞＜言語学専攻＞

上に挙げた教育課程によって、学生たちは専門分野や関連分野の知識を修得し、優秀な
修士論文を作成している。また、本研究科では研究指導教員が必要と認めた場合には、他
の専攻、他の研究科、他の大学院における授業科目の履修とその修得単位は６単位を限度
に修了要件単位数に充当可能である。入学前の単位認定に関しては、学生が入学前に本研
究科および他の大学院で修得した単位は10単位を限度に修了要件単位数に充当することが
可能である。2011（平成23）年４月より長期履修制度が導入された。
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〈18〉理学研究科
基礎的教育内容と専門分野に特化した教育内容が共に提供されるようになっている。
また、ほとんど１対１の研究指導体制がとれている。また、理学研究科では、理学部に

おいて基礎的な専門教育を受けた学生がより精深な知識を学ぶことができるようにそのカ
リキュラムが構成され、学部から大学院への連続性が考慮されている。
〈19〉工学研究科

総合生命科学部の開設により、生物工学研究科を兼任する教員が増加し、修士課程の特
論科目（選択）が増加し幅広い学問領域から選択可能になり充実した。修士課程の学生の
ほとんどが修学年限で学位論文を完成し、修了することができている（根拠資料５、６）。
ＴＡ業務に対しては事後にアンケートを実施しており、学生の多くが達成感を持っている
ことがわかっている。修士課程、博士課程の学生ともに、国内および国外の学会や国際会
議で発表する機会が多くあり、筆頭著者あるいは共著者として学術論文の発表に貢献して
いるケースも多く見られている。
〈20〉先端情報学研究科

幅広い高度な基礎的知識を得るということに関しては、大学内で開催しているデジタル
コンテンツ・コンテストに対して、研究テーマによらないプログラム作品を作成・応募し
て、最優秀賞を受賞した学生が出てきた実績がある。また、ＴＡ実施報告書から、「より
深い理解が得られた」という報告が多数あることも確認できている。これらから、教育方
針に基づいた効果が上がっている。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

本研究科では上述の通り、大学で経済学を学んだ経験のない社会人や経済学部出身者で
あっても経済学の復習を必要とする研究科生のために、ミクロ経済学基礎とマクロ経済学
基礎の２科目の「理論経済学」基礎共通科目を開講して導入教育支援を行っている。　

実際、研究科生の多くが経済学部出身ではないため、該当者は初年度春学期において両
科目を履修している。
〈23〉法務研究科

法科大学院の教育理念・目標を踏まえたカリキュラム・ポリシーに則り、系統的学修を
可能にする体系的なカリキュラムを編成している。2010（平成22）年度に大きく改革を行
い、2011（平成23）年度から実施したばかりであり、その効果は、今後検証しなければな
らない。

②改善すべき事項
〈１〉大学全体

フレキシブル・カリキュラム（学部融合プログラム）においては、卒業後の進路につい
ても支援し、学びの成果が活かせるようにすることが課題である。
〈２〉経済学部

より高度な知識を求める学生に対しては、もっと高度な内容の授業を提供することも検
討すべきだと思われる。
〈３〉経営学部

各科目レベルおよび組織的レベルにおける内部質保証システムを構築すること。
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〈４〉法学部
法学部の教育課程は、履修プログラム制を根幹としている。あくまで学生の自発性を重

んじつつ、結果的に系統的な履修になるように、導こうとしている。そのため必修制は、
最小限に抑えられている。その結果、プログラム制の要件を満たさずとも、卒業は可能で
ある。プログラムに従った履修を完遂しない卒業生がいることは残念である。
〈５〉外国語学部
＜英米語学科、ドイツ語学科、フランス語学科、中国語学科、言語学科（ロシア語、スペ
イン語、インドネシア語、イタリア語専修）＞

カリキュラムを継続的に点検する必要がある。特に、英米語学科では専攻語科目群の一
つの柱をなす「インテンシブ英語ＩからIVA ～ E」が20科目20単位であり、週５コマし
かないのは量不足である。英語運用能力の到達目標を確実に達成するためにも、この科目
群のさらなる充実を図る必要がある。専攻語学基幹科目の開講数も十分とは言えない、ま
た、外国語学部専門教育の「総仕上げ」を担う「演習Ａ・Ｂ」が自由選択であり、４年生
に演習を履修しない学生が多いのは大きな問題である。言語学科には教職課程がない。教
職課程を持つ４学科での各教科教育法の整合性と個別性の調整が必要である。入学時点か
ら卒業時点まで、学生間の学力の差が年々大きくなっている。
＜国際関係学科＞

国際関係学科においては教職課程が設置されていない。外国語学部専門教育の「総仕上
げ」を担う「演習Ａ・Ｂ」が自由選択になっている。
〈６〉文化学部

国際文化学科でありながら、留学する学生が多くなく、これを改善するために、2012（平
成24）年度から学部独自での国際文化研修を２科目（インド、ハワイ）立ち上げたが、今
後のさらなる充実が求められる。また世界の多様な文化を学ぶためには、英語だけではな
く、その他の言語も学ぶ必要があるが、選択科目であることから、履修者が減少してきて
おり、選択必修化が求められる。
〈７〉理学部

効果が上がっていることは自ずと明らかであるものの、それが客観的にどの程度の効果
であるかを明らかにすることが現状ではできていない。
〈８〉コンピュータ理工学部

全般的に数学・物理の基礎学力の習得不足が目立ち、基礎科目のより一層の充実を図る
必要がある。ハードウエア・実装関連の教育がやや手薄であり、一層の拡充が求められる。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

コンピュータ科学科では、教員の熱心な履修指導にも呼応しない一部の低意欲学生への
組織的対応が検討事項となっていた。情報通信工学科では、必ずしもカリキュラム・マッ
プどおりの履修をしなくても卒業が可能であり、科目選択制度の改善が必要とされる。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

コンピュータ科学科では、教員の熱心な履修指導にも呼応しない一部の低意欲学生への
組織的対応が検討事項となっていた。情報通信工学科では、必ずしもカリキュラム・マッ
プどおりの履修をしなくても卒業が可能であり、科目選択制度の改善が必要とされる。
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〈11〉総合生命科学部
学部目標のひとつに、「幅広い教養と公正な判断力の養成」がある。これらの取得のた

めに、教養教育科目（共通教育科目）の充実が欠かせない。現在の履修規定では、共通教
育科目は英語を除いてすべて選択科目とされており、卒業必要単位数の設定がない。これ
は、学部目標の達成に支障をきたすことが予想される。そのための方策として、全学の共
通教育カリキュラム改革に合わせて、2014（平成26）年度より共通教育科目の人間科学教
育科目を必修化することが検討されている。この改革により共通教育科目に卒業必要単位
数が設定されれば、より幅広い教養を持った人材の輩出が可能となる。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

基礎から応用へと移行できるように、基礎科目、基礎専門科目、応用専門科目と編成さ
れているものの、履修要項等に明示されていないため、それぞれどの科目が相当するのか
わかりにくい。

基礎科目でつまずいた学生をどのように救済していくか、という点で検討の余地がある。
〈13〉共通教育推進機構

前述の新たな全学共通教育課程を編成するにあたり、いくつかの教育分野において、教
員配置の問題が障害となることが明らかになり、この点は改善されるべきである。
〈14〉経済学研究科

特に大きな問題を抱えていない。
〈15〉マネジメント研究科

教員の増強により、特論演習・特論科目の配置の充実が見られた。しかしながら、領域
という枠組みで、体系的な教育内容を担保できるかが改善すべき点として挙げられる。経
営学部と同様に、さらなる教育の体系的編成と教育内容の担保に向けて、カリキュラムの
再編成を実現していくことが望まれる。
〈16〉法学研究科

前回2009（平成21）年の認証評価において、「指導教授の下で与えられる単位の割合が
大きい。」と指摘された。それは院生が各自の研究テーマに沿って、多くの科目の中から
系統的に履修していくための措置であった。しかし新専攻が、履修モデルを設定するなど、
系統的履修を促すための集団的指導を強化している点に鑑み、法律学専攻の方も若干の改
善の余地があるように思われる。
〈17〉外国語学研究科
＜英米語学専攻＞
「言語学・応用言語学」の「研究／○○論」「セミナー」「発展セミナー」がそれぞれ４

科目開講されているのに比べて「英語教育学」の開講科目数が２～３と少ない。本学学部
生の研究科授業科目履修制度は、まだ利用実績がない。
＜中国語学専攻＞＜言語学専攻＞

前に挙げた現在の教育課程では、基礎から発展へとセメスターごとに段階を踏んで学習
する体制が十分には保証されない。
〈19〉工学研究科

修士課程の選択科目である特論が隔年開講であるため、科目の体系的な履修計画を組む
ことが難しい場合がある。また、修士課程において大学院進学者が増加している半面、修
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学途上でドロップアウト（休学、退学等）してしまうケースが最近増えつつある（根拠資
料３）。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

ミクロ・マクロ経済学基礎の履修状況、難易度や理解の到達度などについて履修者アン
ケートを通じて問い、アンケートの調査結果に基づいて教育内容を検討する。
〈23〉法務研究科

体系的にカリキュラムを編成しているが、2011（平成23）年度に実施した新たなカリキ
ュラムについては、その適用を受ける学生数が少なく、履修対象の学生がいない等の理由
で未開講の科目もある。2012（平成24）年度には、新入生の数も増えており、予定どおり
科目を開講する。

３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体

教養教育については、2012（平成24）年７月の全学共通カリキュラム委員会（委員長：
学長）において、全学的に専任教員が関わる方針を再確認し、今後も引き続き取り組むこ
ととしている。
〈２〉経済学部

１年次生に対し、必修科目であるマクロ経済学入門とミクロ経済学入門の補習授業であ
る入門セミナーを開設し、経済学への導入がスムーズに行われるようになった。
〈３〉経営学部

各学科から出てくるカリキュラム改編の要望を、「経営学部教務委員会」が中心となっ
てカリキュラム・ポリシーに配慮して検討し、機動的に対応している。
〈４〉法学部

履修プログラム制が根幹であることは確立している。教育課程を改善するためには、プ
ログラム制を支える多様な仕組みをさらに充実させれば良いという点で合意がある。
〈５〉外国語学部
＜英米語学科、ドイツ語学科、フランス語学科、中国語学科、言語学科（ロシア語、スペ
イン語、インドネシア語、イタリア語専修）＞

４年間を通した専攻語の教育内容を、随時点検する。現在のインテンシブ１単位５科目
（A ～ E）の授業内容を2013（平成25）年度から２単位、１単位、２単位の３科目に整理
して、聴き話す技能と読み書き技能を分離して評価する。検定試験の受験費用は、３年次
生以上に対して受験料補助をさらに充実させ、成績優秀者を増やし顕彰する。英米語学科
では、英語を主として使用する講義科目を増やすなど、専攻語科目群のさらなる充実を図
る。
＜国際関係学科＞

英語運用能力のさらなる向上を目的に、３年生以上の成績優秀者を対象とする能力検定
試験受験費用補助制度を導入する。また、「海外フィールド・リサーチ」について、実習
の開始前・終了後に行う事前学習・事後学習の内容のさらなる充実、実習を実施する海外
提携先との連携のさらなる充実等を図っている。
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〈６〉文化学部
カリキュラム委員会とＦＤワークショップの連携を図ることで、教育課程の見直しを適

宜行うことができている。
〈７〉理学部

学習成果実感調査の結果などを利用して、教育内容についての検証を行い、教育課程お
よび教育内容のさらなる充実を目指す。
〈８〉コンピュータ理工学部

開学４年間の教育指導の結果のつぶさな検討と問題点発掘、カリキュラム改革の推進を
既に開始している。教員の研究内容を一般向けにわかりやすく解説する「ＣＳＥコロキウ
ム」の外部公開化など、積極的な広報・アウトリーチ活動も進めてゆく。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

学年進行によりコンピュータ理工学部に引き継がれるため、発展方策は該当しない。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

学年進行によりコンピュータ理工学部に引き継がれるため、発展方策は該当しない。
〈11〉総合生命科学部

2012（平成24）年度より学部カリキュラム委員会で学部教育プログラムの点検・評価を
始めている。これは、これまでの教育効果を検証し、学部設置完成年度の2013（平成25）
年度以降にカリキュラム改訂を行うことを目的としたものである。この委員会では、明ら
かになったカリキュラム編成、教育内容の問題点を取り上げ、それを改善する話し合いを
行う。これにより、各学科の特色を生かしつつ、より良い教育課程の編成、教育内容の吟
味を進める。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

教育内容の体系について、より多くの学生が認識し初年度からの学びに取り組めるよう
に、広報・啓蒙活動の質を上げるための取り組みを定期的に行う。ただし、本学部はすで
に新入生の募集を停止しており、2014（平成26）年度には全学年にわたり、正規履修の学
部学生がいない状態となるため、特段の改善作業は行われない見込みである。
〈13〉共通教育推進機構

前述の新たな教育課程案に含まれる個々の科目について詳細な検討がなされ、より体系
的かつ実践的な教育課程の実現を目指している。
〈14〉経済学研究科

教育課程の編成や実施については、経済学部出身者だけでなく、他学部出身者、留学生、
社会人などのさまざまな経歴をもつ研究科生に対しても学びと研究が効率的になるように、
基礎学力・語学の強化、上級の経済基礎理論、さらにコース別の特論科目の設置が体系的
に準備された。
〈15〉マネジメント研究科

現状においても研究指導体制の継続・一貫性が確保されているが、遠隔授業の充実等、
さらなる発展を目指し検討する。
〈16〉法学研究科

多数の科目が用意されていることである。大学院レベルの教育の重要性についてコンセ
ンサスがあり、法学部のほぼ全教員が教育と研究指導を主体的に担っている。また指導教
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員制により、院生の自発性を系統的履修へと導くことができている。
〈17〉外国語学研究科
＜英米語学専攻＞

英米語専攻の教育課程再編成に向けた検討を開始している。
＜中国語学専攻＞

２の②で挙げた教育課程の問題点を改善するために、昨年度に新カリキュラム案を策定
し、セメスターごとに、研究⇒セミナー⇒発展セミナー⇒特講へと進む体系的なカリキュ
ラムとなった。これを2013（平成25）年度から実施する予定である。
＜言語学専攻＞

2013（平成25）年度からは、言語学の理論面では以下の５つの科目群を設け、それぞれ
「研究」「セミナー」「発展セミナー」「特講」のように基礎から応用へと段階的、体系的に
学べる教育課程を編成することになっている。

１．一般言語学、２．比較言語学、３．対照言語学、４．応用言語学、５．語用論
〈18〉理学研究科

基礎科目の編成と内容の検討を続けていく。
〈19〉工学研究科

大学院生の活躍は当該所属先の研究室のレベルアップに直結するだけでなく、研究科全
体のレベルアップや雰囲気の向上につながる。さらには学部生への好影響も計り知れない。
そのため、本専攻の現状（活況）をよりわかりやすく研究科全体さらには学内外へ周知公
表する仕組みづくりを検討・実施していく。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

ミクロ・マクロをそれぞれ２名の教員で担当する４名体制での実施を2012（平成24）年
度から開始し、より丁寧なフォローアップを実現する。この学修状況を調査しながら、将
来的には難易度別のクラスを設けることを検討する。
〈23〉法務研究科

現時点では改善が必要な重大な問題点はなく、改革したカリキュラムを着実に実施する
ことが重要である。

②改善すべき事項
〈１〉大学全体

学部融合プログラムの修了者が目的とする進路に就き、卒業生が経験を活かし学部学生
にアドバイスする体制を構築することにより、充実を図る。
〈２〉経済学部

２年次以降、「中だるみ」ともいうべき緊張感に欠けた学生が出てくる。それを防ぐた
め、習得単位数が少ない学生の面談をしている。
〈３〉経営学部

各科目レベルにおける内部質保証システムの実現に向けて、身に付く力を「授業アンケ
ートＢ」で確認することおよびシラバス上に事前・事後学習を反映させることが必要であ
る。
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〈４〉法学部
学生はややもすれば、単位取得と卒業を過度に重んじる。系統的履修を重視すれば、必

修制で縛ることもありうる。しかしそれでは自発性が損なわれてしまう。あくまでプログ
ラム制の趣旨をさらに徹底して熟知させるよう、啓蒙していくべきである。
〈５〉外国語学部
＜英米語学科、ドイツ語学科、フランス語学科、中国語学科、言語学科（ロシア語、スペ
イン語、インドネシア語、イタリア語専修）＞

カリキュラムの改訂は年度方針を立てて行い、2012（平成24）年度は授業計画と評価方
法を見直す。演習Ａ・Ｂを選択必修化する。全学科に英語教職課程を設置するべく検討し
ている。
＜国際関係学科＞

国際関係学科において中学校・高等学校英語教諭一種免許状を取得できる教職課程の設
置に向けて、外国語学部全体としての検討を行っている。
〈６〉文化学部

３つのポリシーに基づく教育課程の適正さの検証と改善に向けてカリキュラム委員会、
ＦＤ委員、運営委員会、人事委員会との連携をさらに密にして、中・長期的ビジョンによ
る対策を検討する必要がある。
〈７〉理学部

どの程度の効果が上がっているかを客観的に示す方法がないかを模索する必要がある。
〈８〉コンピュータ理工学部

基本的な技術文書作成や課題発見・調査報告スキルの獲得、ならびに将来に向けてのア
カデミック・キャリア・パスを早期から意識させるための初年次教育の拡充が直近の課題
である。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

学年進行によりコンピュータ理工学部に引き継がれるため、改善事項は該当しない。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

学年進行によりコンピュータ理工学部に引き継がれるため、改善事項は該当しない。
〈11〉総合生命科学部

３学科の専門教育科目は、基礎的な科目から専門性の高い科目へ段階的に体系的に配置
されたカリキュラム設定がなされている。しかし、専門性が高くなるにつれ多様な開講科
目が設定されており、各学生が自分の進路設計に沿う科目を系統立てて選択・履修できる
ように指導する体制が十分にととのっているとは言いがたい。この点については、履修ガ
イダンスにおいて、希望する専門分野に応じた選択科目のモデル受講コースを提示するこ
とにより、知識の取得が散漫にならないよう指導する体制づくりが必要であろう。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

教育課程の体系性が学生にわかりやすいように明示すべきであるが、本学部はすでに新
入生の募集を停止しており、2014（平成26）年度には全学年にわたり、正規履修の学部学
生がいない状態となるため、特段の改善作業は行われない見込みである。2010（平成22）
年度から募集を開始した総合生命科学部では、新学部に適した教育課程編成が策定されて
おり、新学部において見直しが行われるものと思われる。
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〈13〉共通教育推進機構
教員配置の問題は、今後予定されている全学共通教育に関わる組織の改編の中で、解決

の道が探られる。
〈14〉経済学研究科

研究科の現実は、留学生が比較的多く、将来的には他学部出身者の入学希望者もかなり
期待されるため、｢選択必須科目｣ の一層の充実とこのことに対する努力は、大事なポイ
ントになるかもしれない。
〈15〉マネジメント研究科

３つのポリシーに基づくカリキュラム体系の構築が遅れているため、マネジメント研究
科教務委員を中心とした検討が必要である。
〈16〉法学研究科

今後は、法律学専攻と法政策学専攻とが、教育面で競い合うことになる。それぞれの良
さを生かす形で、ともに発展する体制を築けるかが課題である。
〈17〉外国語学研究科
＜英米語学専攻＞
「英語育学」の開講科目数を増やし、その内容をさらに充実させる方策を探る。

＜中国語学専攻＞
中国文学専攻の教員が2011（平成23）年度に退職したため、今年度はこの分野の科目が

開講できていない。補充人事を行ってニーズを満たしたい。それまでの間は、中国文化科
目の充実を図りたい。
＜言語学専攻＞

言語学専攻の教育課程は高度専門職業人の養成を目指しているので、今後、より社会の
ニーズに合致した人材養成を目指すような教育課程の在り方を検討する必要がある。
〈19〉工学研究科

２年後の総合生命科学研究科（仮称）設立に伴い、新研究科に適したカリキュラム・ポ
リシーが策定される。本研究科は並行して学年進行することから、それに合う教育課程・
内容の見直しが必要になる。ドロップ・アウト（休学、退学等）を回避するため、より細
やかな学生への修学支援の仕組みや、指導教員とその他の教員の連携を視野に入れた指導
体制づくりを行っていく必要がある。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

現在のところ改善の必要性を認めない。
〈23〉法務研究科

３年間という期間で法律基本科目のすべてを体系的に学修することができるカリキュラ
ム編成は、設置基準により、修了要件単位に占める法律基本科目の割合が制限されている
こと、各年次の履修登録上限単位に制限があること、等の制約により完全に理想通りの編
成を行うことが困難である。現在のカリキュラムにおいても、今後実施する上で改善を要
する問題が生じることはありうるし、より効果的な編成が可能になるかも知れない。毎年
度実施する自己点検・評価においては、このことを念頭におきながら適切に検証する。
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４．根拠資料
〈１〉大学全体

資料４−２−１　全学共通カリキュラム委員会規程（既出資料２−２）
資料４−２−２　全学共通カリキュラム推進委員会規程（既出資料２−２）
資料４−２−３　履修要項（既出資料４−１−４）

〈２〉経済学部
・学部ホームページ　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/ec/curri/index.html
・経済学部履修要項

〈３〉経営学部
・「経営学部ホームページ」（資料ケ−１）
・「経営学部ガイドブック」（資料ケ−５）
・「カリキュラム改編一覧表」（資料ケ−４）

〈４〉法学部
・法学部ホームページ。とりわけトップページのカリキュラム一覧図。またカリキュラ

　　ム説明頁。
・プログラム制修了者数の年度別数値

〈５〉外国語学部
・外国語学部履修規程
・外国語学部３つの方針、授業アンケート
・語学検定成績
・留学者数一覧
・「実地視察大学に対する講評」
・英米語学科ＴＯＥＦＬ−ＩＴＰ平均点資料

〈６〉文化学部
・文化学部ホームページ／履修要項（資料１）
・文化学部ホームページ／履修要項（資料２）

〈７〉理学部
・http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/sc_24.pdf
・2012京都産業大学講義要項理学部
・入学前教育（平成24年度）の実施について
・平成24年度入学予定者への理学部独自の入学前教育の実施について
・入学前教育プログラム課題発送に関して
・【ＫＳＵサイエンスコース】プログラム
・Ｈ24年度ＫＳＵ２年サイエンス講座数理科学科

〈８〉コンピュータ理工学部
・開講科目一覧（全学共通教育科目）（資料１）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/s_kyotu.pdf
・開講科目一覧（工学部情報通信工学科専門教育科目）（資料２）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/s_eng.pdf　
・開講科目一覧（理学部コンピュータ科学科専門教育科目）（資料３）
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　　http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/s_sc.pdf
・開講科目一覧（コンピュータ理工学部専門教育科目）（資料４）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/s_cse.pdf
・コンピュータ理工学部平成23年度就職状況（資料５）

　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/shinro/index.html
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

・開講科目一覧（全学共通教育科目）（資料１）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/s_kyotu.pdf
・開講科目一覧（工学部情報通信工学科専門教育科目）（資料２）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/s_eng.pdf　
・開講科目一覧（理学部コンピュータ科学科専門教育科目）（資料３）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/s_sc.pdf
・開講科目一覧（コンピュータ理工学部専門教育科目）（資料４）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/s_cse.pdf
・コンピュータ理工学部平成23年度就職状況（資料５）

　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/shinro/index.html
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

・開講科目一覧（全学共通教育科目）（資料１）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/s_kyotu.pdf
・開講科目一覧（工学部情報通信工学科専門教育科目）（資料２）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/s_eng.pdf　
・開講科目一覧（理学部コンピュータ科学科専門教育科目）（資料３）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/s_sc.pdf
・開講科目一覧（コンピュータ理工学部専門教育科目）（資料４）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/s_cse.pdf
・コンピュータ理工学部平成23年度就職状況（資料５）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/shinro/index.html

〈11〉総合生命科学部
・京都産業大学総合生命科学部　履修要項

〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組
・学部履修要項（http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/）（資料１）
・履修要項別冊ガイド（http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/）（資料２）

〈14〉経済学研究科
・「経済学研究科（博士前期課程・博士後期課程）３つの方針」カリキュラムポリシー
　（http://kyoto-su.ac.jp/graduate/g_ec/policy/policy.html#dp）（資料４−２−１）

〈15〉マネジメント研究科
・「マネジメント研究科履修規程」（資料マ−５）

〈16〉法学研究科
・法学研究科ホームページ
・大学院ホームページ　各研究科のシラバスなどが掲載されている。
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・大学ホームページ　前回2009（平成21）年の認証評価結果が掲載されている。
〈17〉外国語学研究科

・大学院履修要項
・外国学研究科３つのポリシー
・中国語学専攻修士課程新カリキュラム

〈18〉理学研究科
・履修規程
・履修イメージ表
・大学院授業科目および研究指導一覧
・シラバス
　　www.kyoto-su.ac.jp/graduate/rishu_yoko

〈19〉工学研究科
・工学研究科ホームページ（資料１）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/g_eng/g_bio/index.html
・教育研究上の目的と３つのポリシー（資料２）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/g_eng/policy/index.html
・大学院履修要項（資料３）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/g_eng/g_bio/kamoku/index.html
・ティーチング・アシスタント（ＴＡ）申請一覧（資料４）
・大学院推移表（資料５）
・論文テーマのリスト（資料６）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/g_eng/g_bio/ronbun/index.html

〈20〉先端情報学研究科
・設置趣旨の書類（資料１）
・開講科目一覧（資料２）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/rishu_yoko/pdf/in_rishu_yoko_11-3.pdf

〈22〉経済学研究科（通信教育課程）
・『京都産業大学大学院　経済学研究科通信教育課程　履修要項2012』p.24

〈23〉法務研究科
・法務研究科「自己点検・評価報告書」（2012年度８月版）（資料４−２−１）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/pro/lawschool/report/index.html
・履修要項（平成24年度版）（資料４−２−２）



第４章
教育内容・方法・成果

第３節
教育方法





＜第３節＞教育方法　　　　　　
＜第４章＞教育内容・方法・成果

−143−

第４章　教育内容・方法・成果
第３節　教育方法

１．現状の説明
（１）教育方法および学習指導は適切か。
〈１〉大学全体

授業形態は、「講義」「演習」「実習（実験）」とし、学部・研究科の教育目標の達成に向けて、
教育課程の編成をしている。学期は、１年間を春学期と秋学期に分け、学期完結科目また
は通年科目により開講している。学年暦（資料４−３−１）については、全学部共通であ
り、休日開講や曜日振替開講を組み入れながら、授業15回完全実施としている。履修登録
上限単位数（資料４−３−２）については、2013（平成25）年度入学生から、全学部で年
間50単位未満となる。また、専門分野のより深い知識の修得や学生の自発性の涵養などを
目的とする教育活動の一環として、他大学との合同学修、フィールド・ワークなど学外で
の活動に要する交通費を一定額支給する「ゼミ活動支援制度」（資料４−３−３）を導入
し、ゼミ活動の活性化を図っている。同様に、大学院についても活性化を図ることを目的
に、「学会出張旅費及び論文投稿掲載費の援助制度」を設けている。
〈２〉経済学部

経済学部では導入教育に力を入れ、１年次生の授業としてマクロ経済学入門とミクロ経
済学入門を必修授業とし、さらにその補習授業として少人数教育による入門セミナーを行
い、できるだけ早く大学生活に慣れるよう指導している。３・４年生次には「経済人特別
講義」など、実業界で活躍する方々の講義により経済の実態を深く知ることができるよう
に工夫している。履修登録科目の上限は、１〜３年次生が１セメスターで24単位、４年次
生が28単位としていたが、2013（平成25）年度入学生から、全セメスターを24単位に統一
した。
〈３〉経営学部

教育目標および「カリキュラム・ポリシー」に明示されたカリキュラム・ポリシーに基
づいて、講義科目と演習科目という２種類の授業形態を採用している。それぞれの教育方
法および学習指導の適切性を確保し、学生の学習成果の修得を促進するために、次に示す
取り組みを行っている。

講義科目については、各担当教員全員が授業アンケートA（授業開始６週間目までに実
施。学習方法・学習指導の検証およびフィードバックが授業期間中に行われる）と授業ア
ンケートB（授業終了前２週間以内に実施され、次年度のシラバスや授業運営に反映され
る）を実施しており、教育方法・学習指導は、各教員の責任において適切に行われている。
特に、１年次生配当の講義科目においては、複数の教員が同一科目を担当する場合におい
てもシラバスに加えて授業運営の共通化が図られていること、および担当者間での教育方
法・学習指導の内容に関する連携作業が密接に行われているため、適切に実施されている。

演習科目については、１年次生対象の「基礎セミナー」ではシラバスおよび教育方法・
学習指導の共通化を図り（資料ケ−12）、「外書セミナー」においてもシラバスを共通化
しており（資料ケ−13）、それに沿った形で適切に行われている。２年次以降の演習科目

（１・２・３・４、および卒業研究１・２）においては、2011（平成23）年度に「経営学
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部ゼミ活性化委員会」より、学生が専門性を深めるための指導方法や専門性を主体的に発
揮できるゼミ横断的な場や機会の設置など、経営学部のゼミの在り方に関する答申書が提
示され、その答申書に沿う形で演習科目を適切に運営している。なお、本学部では１年間
の履修科目登録の上限を、１・２・３年次生では44、４年次生では48に設定しており、単
位の実質化を図っている。
〈４〉法学部

大教室における多人数講義がいくつか存在する。しかしティーチング・アシスタント
（ＴＡ）を優先的に配置するなどして対応している。何よりも授業科目を増やして、１科
目あたりの受講生数を減らす努力をしている。また演習や双方向講義といった少人数科目
を重視している。

学習指導では、ＬＭＳ（学習管理システム）として全学で導入されているmoodleが法
学部でも活用されている。また法学部は独自に履修相談室を設けている。教員や学生が履
修相談に応じている。

また法学部履修規程第４条、および同別表第３により、各学期の履修登録上限単位数を
24単位に限定している。これも１科目あたりの受講生数を減らす努力の一端である。
〈５〉外国語学部

１年間の履修科目登録の上限は48単位（１セメスターあたり24単位）に定めている。
＜英米語学科、ドイツ語学科、フランス語学科、中国語学科、言語学科（ロシア語、スペ
イン語、インドネシア語、イタリア語専修）＞

専攻語科目は、発表コミュニケーション能力を重視した指導法を採り、母語話者教員に
よる聴き話す技能の養成と日本人教員による読み書く技能の養成に重点を置いている。少
人数クラスが多く、moodleを使った授業時間外学習など、きめ細かな学習指導を行って
いる。既習語の「インテンシブ英米語Ａ〜Ｅ」は１クラス約20人の６クラスを能力別に編
成し、「Ａ・Ｂ・Ｄ・Ｅ」は４技能に焦点を当てた授業を英語で行っている。担当者の大
多数は非常勤教員であるが、英語母語話者専任教員がコーディネーターとして、授業設計、
授業時間の絶対量不足を補うための授業外多読・聴解教材の開発・管理・運用を行ってい
る。「Ｃ」はアドバイザーの役割を果たす日本人専任教員が担当している。「情報英米語」
では授業時間外に英語圏大学生とのSkypeを用いた対話を義務付けている。「専攻語学基
幹科目」などの講義科目は多人数クラスが多いが、各担当者がＩＴの利用など工夫をこら
し、双方向の授業を行うよう努めている。在学留学制度の中に留学アドバイザー制度を導
入している。
＜国際関係学科＞

専門教育科目のうち、「外国語科目」の多くの科目については、能力別に少人数に分割
するクラス編成を行い、きめ細かな指導を行っている。「国際関係科目」「トランスナシ
ョナル科目」「地域科目」の多くは、概ね中規模教室における講義形式で行われているが、
小テストや映像教材の活用等の工夫が行われている場合が多い。「演習科目」においては、
少人数による討論、グループ研究のほか、個人研究レポート作成指導が行われている場合
が多い。在学留学制度の中に留学アドバイザー制度を導入している。
〈６〉文化学部

文化学部の授業形態は、講義、演習、語学、情報処理の４つがあるが、講義は、概ね



＜第３節＞教育方法　　　　　　
＜第４章＞教育内容・方法・成果

−145−

100人以下のクラスとなっている。演習は、２年次の文化基礎演習が15名、３・４年次の
文化演習Ⅰ・同Ⅱは10名を目安に行われている。語学科目のうち、英語は、必修の習熟度
別も含めて、30名までのクラスで行われ、担当者間でも情報交換も適宜行われている。情
報処理教育も、習熟度別クラスで実習が行われている。
〈７〉理学部

学生に対する教育、および学習指導は講義、演習、または実験の授業形態で行われてお
り、それは履修要項に明らかにされている。また、履修登録上限単位数が１セメスター

（半年間）で24単位に設定されている。担任制、低単位者に対する学習指導、成績優秀者
に対する表彰を行っている。
〈８〉コンピュータ理工学部

コンピュータ理工学部では当学部の教育目標を達成するために実習や演習科目を用意し
ており、学生は主体的な参加を求められることが明らかにされている。３年次までは年間
48単位以下に履修が制限され、それ以降も単位の実質化のために厳格な成績評価が行われ
ている。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

理学部コンピュータ科学科では当学科の教育目標を達成するために実習や演習科目を用
意しており、学生は主体的な参加を求められることが明らかにされている。３年次までは
年間48単位以下に履修が制限され、それ以降も単位の「実質化のために厳格な成績評価が
行われている。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

工学部情報通信工学科では当学科の教育目標を達成するために実習や演習科目を用意し
ており、学生は主体的な参加を求められることが明らかにされている。３年次までは年間
48単位以下に履修が制限され、それ以降も単位の実質化のために厳格な成績評価が行われ
ている。
〈11〉総合生命科学部

本学部では、基礎科目、基礎専門科目、応用専門科目、そして特別研究を各学科の目標
に沿って段階的に学修する。１年間の履修科目登録の上限は48単位（１セメスターあたり
24単位）に定めている。教育方法は担当教員の別、および形式（講義、実習ならびに演習）
により異なるが、本学部の教育課程に共通の教育・指導方針に則って行っている（根拠
資料１）。メディアやmoodleと呼ばれる学習支援システムも活用し、本学部初めての試み
として、他大学から配信される遠隔講義、および本学から他大学へ配信する遠隔講義の単
位認定が今年度から始まった。学習指導としては、まず入学者に対して生物学と化学のプ
レイスメント・テストを行い、評価を学生に伝えるとともに導入教育科目の履修を促して
いる。また、年２回、全学生に対する履修ガイダンスと、低単位取得者に対する個別指導

（低単位指導）を行っている（根拠資料３）。また、各教科（実習科目やリレー科目等は除
く）において教育方法や理解度についての全学的な授業評価アンケート調査を実施してお
り、学生の授業評価を知ることができる（根拠資料７）。以上のように、教育方法および
学習指導は概ね適切に行われている。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

教育目標（本章第１節）および教育内容（同第２節）に基づき設定した授業科目（同第
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２節）は、必須科目あるいは選択科目に分かれ３通りの授業形態（講義・実験・演習）で
行われる。これらは学年進行に合わせて順次開講され１年間の履修科目登録の上限は48単
位（１セメスターあたり24単位）に定めている。主に講義科目では座学による専門的知識
の習得が中心であるが、学生の主体的学習を促すために実験科目では実技やレポート作成
法の習得、演習科目では口頭発表や相互討論の能力の習得に、それぞれ重点をおいた指導
を行っている。また春および秋学期の開始前に学年単位での全体および個別の指導を行い、
特に単位取得状況の低調な学生を把握・支援している。さらに３年次の秋学期以降は分属
先の研究室で基礎特別研究および応用特別研究の２科目で、各学年の学生３〜５名に教員
１名の割合で卒業研究指導を中心とする総合的な学習指導が行われている（根拠試料１：
学部履修要項、２：履修要項別冊ガイド、３：講義シラバス＠ホームページ、４：学部ホ
ームページ）。
〈13〉共通教育推進機構

人間科学教育においては講義形式、言語教育においては実習形式の科目が多く、体育教
育においては講義と実習形式が適切に採用されている。また、キャリア形成支援教育にお
いては、多様な教育方法が科目の性格に応じ適切に採用され、教育が行われている。また、
それぞれの科目における学習指導は、担当教員に任されている。
〈14〉経済学研究科

多様な研究科生のニーズに対して、多数の特論・特論演習科目が配置され、また研究指
導教員と研究科生はほぼ１対１で徹底した研究指導が行われる教育環境が提供されている。

研究科生の履修に関する修了要件（必要単位数、研究指導教員の特論認定単位数、他大
学院で取得した単位の認定基準、研究科会議の設ける報告会での研究報告の義務など）は、
研究科履修規定に明記されている。ただ、前期課程・後期課程における論文作成のプロセ
スで、是非とも履修すべき科目等については、研究指導教員と研究科生が緊密に話し合い、
この結果として適切な科目履修が決められるように配慮されている。

また、研究科生の中間報告会での研究発表は、研究科生の研究進捗状況を研究科全体と
して把握し、チェックする役割があるほか、報告者への研究に対するさらなるインセンテ
ィブの喚起や指導教員以外の教員からのアドバイスも適切に受け入れる契機となっている。
〈15〉マネジメント研究科

授業の形態については、シラバス（本研究科ホームページに掲載）に明記されている。
演習科目は、いずれも学生の主体的参加が求められるものであり、また、これらの授業形
態は、カリキュラム・ポリシーに記された当研究科の教育課程の編成・実施方針と整合性
をもつ。

博士前期課程では、セメスター制の下で特論と特論演習が開講され、研究指導計画に基
づく研究指導、学位論文作成指導が行われている。指導教員の指導の下、特論演習（２単
位×４セメスター）において修士論文作成から最終試験の合格までを継続指導する体制を
とっている。そして、第３セメスター終了後、公開で開催される修士論文や課題研究報告
書の「中間発表」を義務付け、２名の教員アドバイザーからの指導・評価を受ける。指導
教員と学生は緊密に話し合う機会を持ち、また、複数の教員アドバイザーを配置すること
により、学習指導の充実化を図っている。さらに、特論科目の履修においても、指導教員
の指導により、院生の研究に資することを第一に適切な指導がなされている。博士後期課
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程では、セメスター制の下で特殊研究と特殊演習が開講され、研究計画に基づく研究指導、
学位論文作成指導が行われている。履修登録は、研究指導教員の指導の下に行われている。
さらには、１・２年次終了時「年次報告書」の提出と「年次研究発表（公開で開催）」を
義務付け、適切な指導と研究が行われているかを検証している。年次研究発表では、多く
の教員からアドバイスを受けることが可能で、研究を深化させ発展させる契機となってお
り、学習指導の充実化が図られている。さらに３年次では論文指導会議が開催され、「年
次研究発表」の成果を検証し、博士論文の予備審査を経た後、博士論文の提出・課程博士
の授与がなされる。
〈16〉法学研究科

法学研究科は、従来、研究指導教員が１対１で院生を指導することを基本としてきた。
修了要件とされる30単位のうち、指導教員が担当する科目の単位を12単位以上修得しなけ
ればならないとしてきたのは、そのためである。研究論文の執筆を大学院教育の中心にお
いてきた伝統的スタイルである。オーソドックスな研究指導中心主義であるという意味で
適切であると言える。
〈17〉外国語学研究科
＜英米語学専攻＞
「英語教育学」「言語学・応用言語学」「英米文学・英米文化研究」科目群とも、講義、

教科書・論文講読、受講生による調査報告・発表を組み合わせた授業を行っている。英語
母語話者は英語による授業を、日本人教員は目的に応じて英語と日本語を使い分けて授業
を行っている。在籍者が少ないため、受講者が１名のみの授業も多い。「英語教育フィー
ルド・リサーチ」は、教育現場での研修の前後に担当教員による集中講義を行い、受講生
が明確な目的意識を持って研修に参加し、その成果を報告書として提出することを義務付
けている。修士論文執筆に関しては、各院生の研究テーマと希望に応じて１年次秋学期に
研究指導者を決め、２年次にその教員がその院生の「研究指導」を担当している。また、
２年次秋学期後半に「修士論文中間発表会」を行い、研究指導教員以外の授業担当教員か
ら研究内容に対する助言が得られる機会を設けている。
＜中国語学専攻＞＜言語学専攻＞

大学院生数が少ないので個人的な指導体制が維持されており、毎回の授業での発表、質
疑応答、レポート等により、きめ細かで充実した研究指導が行われている。院生の授業に
対する希望もできるだけ取り入れるようにしている。
〈18〉理学研究科

院生各個人の資質を見極めた上での判断、あるいは研究分野等にもよるが、修士課程の
前半においては、一般的には大学院の高度な基礎教育に重点を置いている。その中で院生
の興味と、研究分野における問題より適正なテーマを選択して、その分野の論文を集中的
に批判的に読破する。実験系の研究分野の場合にはこれと並行して予備的な実験が進めら
れる。そして、その問題を理解する中で、アイデア等が具体化して修士論文へ発展してい
く場合が多いと推測される。研究指導も個々のケースに対して、問題の理解、捉え方、批
判的な精神の育成、解決へ向けての方向性、論文作成への助言等、多岐にわたりなされて
いる。博士後期課程においても、基本的には関連する分野の論文のより深い精読、問題点
の批判的な議論を通じて、解明へ至り、かつ論文作成、投稿へと研究指導がなされている。
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〈19〉工学研究科
前期課程において、教育目的（本章第１節、根拠資料１）、ディプロマ・ポリシーとカ

リキュラム・ポリシー（根拠資料２）、ならびに教育内容（同第２節）に基づき設定した
授業科目（同第２節）が必須科目あるいは選択科目に分かれ３通りの授業形態（特論・特
別研究・演習）で行われている。これらは学年進行に合わせて順次開講され、前期課程に
おける修了要件である30単位取得を見込んでいる（根拠資料１）。特論は座学による専門
的知識の習得を中心とし、特別研究と演習は所属研究室の指導教員と所属大学院生による
ごく少人数体制での主体的学習として実験室での活動やフィールド・ワークなどの調査研
究、レポート作成法の習得、英語論文の精読や研究成果発表の諸準備などが行われている。
春学期開始前の学年全体および個別の指導（履修ガイダンス）により、修学状況の把握や
支援を行っている。修士学位の審査は指導教員１名と調査委員２名以上の３名以上の体制
で行われ、学位論文の審査ならびに口頭発表の審査を経て専攻会議および研究科会議で合
否を判定する。
〈20〉先端情報学研究科

修士課程では、入学時点より各学生は担当指導教員の下で各自が選択した研究テーマに
沿って研究指導を受ける。各学生には担当指導教員とは別の「アドバイザ」を選任し、異
なる２名の指導を受けることにより、学生に広く俯瞰的な意識を涵養させている。また、
セミナー科目では各種分野の最新の話題を聴講させており、変化の急速な当該分野で柔軟
に活躍できる人材の育成を図っている。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

修士課程においては、修士研究指導および講義・演習科目により専門知識・技能を実践
的に修得させている。また、セミナー科目では各種分野の最新の話題を聴講させており、
変化の急速な当該分野で柔軟に活躍できる人材の育成を図っている。博士課程においては、
講義形態の科目は設けずに、各指導教員の下での研究活動に専念させている。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

本研究科に入学後、研究科生は各自の研究課題テーマと研究方針について研究指導教員
と相談して研究スケジュールを組み、２年間で学修が達成されるよう準備する。

特論演習では課題レポートの研究作成を行う。研究課題の指導については最終試験に合
格するまで、特論演習を通して担当教員の一貫した指導の下で専門テーマを設定し、１年
間のうち春と秋の２回（各回２日間、６コマ）開催されるスクーリングによる対面授業を
含め原則１対１の研究指導を受ける。このため特論演習は経済政策に関連したテーマごと
に開講されており、この演習については原則、入学時に希望して決定した研究指導教員の
科目だけを履修することができる。

その他の講義科目は、特論Ａ（春セメスター）と特論Ｂ（秋セメスター）に分かれて経
済政策全般に関連する科目が開講されており、研究科生は研究指導教員と相談して最も効
果的な講義科目を選択履修する。各講義科目においては、セメスターごとに修学および研
究のための課題が段階的に設定され、担当教員はその課題に対するレポートの提出を受け
て、内容が目標とする教育研究水準に達していることを評価・確認した上で、単位修得を
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認定している。
授業は原則、市販図書を基本教材として、インターネットを介して教員と研究科生の間

で課題提出と質疑応答を繰り返すことにより進められる。添削・指導については、担当教
員からは参考文献と資料およびレポート課題に対する補足的指示等がe-mailおよび学習支
援システムmoodleを利用して行われるが、研究科生は本通信教育課程研究科のホームペ
ージにアクセスすることにより、いつでもレポートを教員に送信することができる。
〈23〉法務研究科

法科大学院の理念・教育目標に則り、少人数を活かした双方向性を重視した教育方法を
とっている。本研究科は、日本社会を改革する使命感と意欲を持ち、法秩序形成の責任を
自覚した、格調と品位を持つ有能な実戦的法曹であり、豊かな「人間性」、深く広い教養
を基盤に専門能力を修得し、直面する諸問題を発見・解決できる「汎用的専門能力」を持
つ法曹の育成を目指している。そのために、教育方法として、法曹として求められる資質
と能力の涵養を重視している。日弁連法務財団で「２つのマインド・７つのスキル」と表
現されているものがこれに当たる。主要な科目については、シラバスの当該科目の到達目
標設定にあたり、この「２つのマインド・７つのスキル」との関連を明示するものとして
いる（資料４−３−１）。

法曹としてのマインドは、まず何よりも普段の講義や実務家教員を含む教員との人間的
な交流を通して涵養されるものである。少人数のため教員と学生との距離が近いという本
研究科の特性を活かしてこの実現に取り組んでいる。本研究科では、すべての教員がオフ
ィス・アワーや個人面談などを通して、院生との積極的な交流を図り、その機会を制度的
に提供している。

（２）シラバスに基づいて授業が展開されているか。
〈１〉大学全体

シラバスについては、記載要領（資料４−３−４）を教務委員会（資料４−３−５）で
示し、全学的に統一した様式を用いて作成している。2011（平成23）年度からは、Web
システムによる作成方式に切り替え、必須項目（授業概要、授業内容・授業計画＜15回＞、
準備学習等（事前事後学習）、授業の到達目標、評価方法）も設けた。さらに、「身に付く
力」という項目を設け、授業における知識だけでなく、学習することに伴い身に付けられ
る社会人基礎力を盛り込んでいる。完成したシラバスは、在籍する学生だけでなく、ホー
ムページでも公開し、学外からもシラバス検索システム（資料４−３−６）により、授業
内容を確認することができるようになっている。また、学習成果実感調査（資料４−３−
７）において「シラバスの活用」の項目を設け、シラバスに沿った学習となっているか確
認している。大学院のシラバスについても統一した様式を用い、必須項目（授業目標、授
業内容・方法、授業計画、評価方法・基準、教材等）を設けて作成し、ホームページでも
公開している。
〈２〉経済学部

シラバスには講義目的・授業内容・授業計画（15回分）、事前学習など、履修上の注意、
授業の到達目標、身に付く力、評価方法などが記載されており、教員もシラバスに則した
授業をしている。シラバスについては、大学ホームページでも公開されている。



＜第３節＞教育方法
＜第４章＞教育内容・方法・成果

−150−

〈３〉経営学部
シラバスは、授業概要、授業内容・授業計画、事前・事後学習、授業の到達目標、身に

付く力、履修上の注意、成績評価方法、教材等に関する統一書式を用いて作成されている。
特に「カリキュラム・ポリシー」に沿った「身に付く力」（資料ケ−３）の明記を充実化
させている。シラバスは学生にはホームページ上で公開しており、科目の履修前に内容を
知ることができる。

2012（平成24）年度に実施した、全学的な取り組みである授業アンケートＡ／Ｂ双方に
おいて、シラバスの内容による履修理由の項目があり、各教員は授業概要・内容・計画を
はじめ、事前・事後学習の徹底、身に付く力、成績評価方法等の回答を得ていることから
も、シラバスに基づく授業展開がなされていると言える。
〈４〉法学部

シラバスは本学ホームページ上でも公開され、学生の受講選択にあたっての重要資料と
なっている。教員の側にも、シラバスに基づく授業でなければならないという責任意識を
育んでいる。この点が、授業評価アンケートでも常に厳しく問われる点であることは言う
までもない。

シラバスには、授業概要、授業内容・授業計画、準備学習等（事前・事後学習）、授業
の到達目標、身に付く力、履修上の注意、評価方法、教材といった項目があり、授業の全
容が詳細に記述されている。
〈５〉外国語学部

シラバスの記載項目は明示されている。また、シラバスはホームページ上で公開されて
いる。
＜英米語学科、ドイツ語学科、フランス語学科、中国語学科、言語学科（ロシア語、スペ
イン語、インドネシア語、イタリア語専修）＞

前回の認証評価においてシラバスの一部の記述量不足が指摘された。各教員に記述量の
適正化が要請され、現在は詳細に記述されたシラバスに基づいた授業が展開されている。

ただし、専攻語の授業では学生の理解度や習熟度を測りつつ進度を随時微調整している。
＜国際関係学科＞

各科目について、記載必要事項（授業計画、評価方法等）を概ね満たすシラバスが作成
されており、総じてそれに基づいた授業が展開されている。
〈６〉文化学部

シラバスは、授業概要、授業内容、授業計画、事前・事後学習、授業の到達目標、身に
付く力、履修上の注意、成績評価方法、教材等の項目に沿って記載され、ホームページ上
に公開されている。学期ごとに15回の授業予定がシラバスに記されており、そのとおり実
施されているかどうかは、各学期の終わりに実施される授業アンケートで確認されている。
〈７〉理学部

全科目において、シラバスに教育効果、目標達成度、授業計画等の項目を明記している。
シラバスは全学共通の書式で作成されている。この授業計画等が明記されたシラバスは、
学生に配布され、また、ホームページ上でも見ることが可能となっている。
〈８〉コンピュータ理工学部

コンピュータ理工学部では授業の目的、到達目標、授業内容・方法、計画、成績評価方
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法・基準等を明記した統一書式のシラバスがホームページ上に公開されており、学生には
その適切な履行が求められる。シラバスの作成時には充実した内容となるよう組織的に注
意喚起されており、授業内容・方法と乖離しないよう注意が払われている。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

理学部コンピュータ科学科では授業の目的、到達目標、授業内容・方法、計画、成績評
価方法・基準等を明記した統一書式のシラバスがホームページ上に公開されており、学生
にはその適切な履行が求められる。シラバスの作成時には充実した内容となるよう組織的
に注意喚起されており、授業内容・方法と乖離しないよう注意が払われている。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

工学部情報通信工学科では授業の目的、到達目標、授業内容・方法、計画、成績評価方
法・基準等を明記した統一書式のシラバスがホームページ上に公開されており、学生には
その適切な履行が求められる。シラバスの作成時には充実した内容となるよう組織的に注
意喚起されており、授業内容・方法と乖離しないよう注意が払われている。
〈11〉総合生命科学部

シラバスの記載事項は根拠資料に示すとおりである（根拠資料４、５）。本学部は複数
の教員が担当する科目が多数あるため、シラバス作成も当該の複数の教員が合同で行う仕
組みになっている。そのため、授業前だけでなく、授業開講中や終了後も相互に確認しや
すい環境になっている。シラバスは授業内容を15回の授業ごとに記載しているが、それに
基づいた授業展開の有無については、当該（複数）担当教員による自己評価と学生による
授業評価アンケートの２通りで確認される。また、シラバスは学生に対してだけでなく、
ホームページにて広く一般に公開している。結果は良好である。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

シラバスは大学ホームページ上で公開されており、その記載項目は根拠資料に示すとお
りである（根拠資料３）。本学部は複数教員が担当する科目が多数あるため、シラバス作
成もまたその当該複数教員が合同で行う仕組みとなっている。そのため、授業前だけでな
く、授業開講中や終了後のチェックがしやすい環境にある。たとえばシラバス内容に基づ
いた授業展開の有無については、当該（複数）担当教員による自己評価と学生による評価

（授業評価アンケート）の２通りで確認している（根拠試料５：授業評価アンケート集計
データ）。
〈13〉共通教育推進機構

各科目について、記載必要事項（授業計画、評価方法等）を満たすシラバスが作成され、
ホームページにおいて公開されており、それに基づいて授業が展開されている。
〈14〉経済学研究科

経済学研究科が設置している講義科目は、各セメスターの講義回数とその内容を示す簡
潔なシラバスとともに、各年の『大学院履修要項』（資料４−３−１）で示され、大学院
の専用ホームページ上でも公表されている。しかし、本学の現状では、シラバスによって
研究科生が科目を選択するものの、それで履修が確定することは多くなく、研究科生がそ
れをベースに指導教員と相談し助言を得た後のガイダンスによって履修が決定する傾向が
強い。さらに研究科生は、履修希望の教員の承認を取ることになっているので、その際に
担当教員から授業概要について改めて説明を受けるとともに、仮に受講者が１名になる場
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合では、その研究科生の研究内容に合わせながら新たな授業内容が再提示されることもあ
る。こうした手順は、各研究科生の受ける実際の教育・研究指導、さらには修士論文作成
の効率を上げている。

ただし、大学院への進学を希望する外部からの受験生が大学院・研究科を選び、指導教
授を選択するためにもシラバスが利用されることがある。そのためには、シラバスも重要
だが、この種の要請には、それに代わる多様な情報提供が不可欠である。研究科では、こ
れに資するため、『大学院案内』（パンフレット形式）、『大学院案内　教員・研究紹介編』

（冊子形式）が毎年発行され、受験希望者のための進学説明会・相談会も年２回程度実施
している。
〈15〉マネジメント研究科

シラバスはホームページに統一された書式で作成されたものが掲載されており、学生に
対しては、あらかじめホームページのシラバスを読んでから、授業を選択するように周知
している。シラバスには、「授業目標」「授業内容・方法」、毎回の授業の「授業計画」「評
価方法・基準」等が記されている。「授業の目的」という項目はないが、授業目標のなか
で記載している。各教員は、基本的にシラバスに準拠した授業を行うが、受講生の人数や
研究テーマを考慮して多少の変更を行うこともある。
〈16〉法学研究科

シラバスが公表されているので、授業がそれに基づくものでなければならないことは自
明のこととなった。シラバスには、週時間数、単位数、配当年次、開講期間、授業目標、
授業内容・方法、授業計画、評価方法・基準、教材等、備考が詳細に記されている。
〈17〉外国語学研究科
＜英米語学専攻＞

詳細に記述されたシラバスに基づいた授業が展開されている。
＜中国語学専攻＞

授業は概ねシラバスに沿って行われている。ただし教員によりシラバスの内容に精粗が
ある。特に授業計画はほとんどが各回ごとあるいは何回かごとに内容が記されている。
＜言語学専攻＞

シラバスの授業計画はほとんどが各回ごとあるいは何回かごとに内容が記されている。
なお３専攻とも基本的にシラバスに準拠した授業を行うが、受講生の人数や研究テーマ

を考慮して、多少の変更を行うこともある。
〈18〉理学研究科

大学院履修要項の中に各科目の週時間数、単位数、担当者名、講義目的（要旨）、授業
内容・授業計画、評価方法などが春学期と秋学期に分けて詳しく記載されているが、実際
に行われる授業がどの程度シラバスに基づいているかのデータはない。
〈19〉工学研究科

シラバスの書式の統一は以前から行われていた一方で、内容の統一と充実を目指した取
り組みは2011（平成23）年度から始められている（根拠資料３）。今のところ教員および
学生を対象としたシラバスに関する調査は行われておらず、本設問に対する検証はできて
いない。
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〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

シラバスの「授業計画」欄に授業15回分の計画が記載されている１）。実際の授業とシラ
バスとの整合性の点検は各科目の担当教員に委ねられているが、担当教員は毎年必ず、シ
ラバスの記載内容をチェックしている。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

本研究科では、通信課程単独のシラバスを毎年作成し、学生に配布している。それには
授業目的、授業内容・授業計画、評価方法が記載されているが、学部のように授業回数ご
との講義内容を掲載するような形式はとらずに、重要事項のみを記載する内容としている。
これは、ひとつには、研究科生が多忙な社会人である上、研究科生間に経済学の基礎知識
のバラツキがあり、教員は弾力的に対応することが求められるためである。

また、研究科生はこのシラバスによって各科目の授業内容を知り選択できるが、それだ
けで履修が確定することはない。研究科生はシラバスをもとに研究指導教員と相談し助言
を得たあと、そのガイダンスによって履修希望科目を提出し、履修希望教員の承認を得る
ことになっている。その際、担当教員から授業概要について説明を受けるとともに、とく
に受講者１名が予定される場合は、その研究科生の研究内容に合わせながら詳しい授業内
容が提示されることが多い。このようなシラバスの活用方法と履修確定手続きは、通学制
の経済学研究科で長年にわたって実施され、その有益性が確かめられており、極力研究科
生の希望に沿う形で履修科目を決定しようとするものである。
〈23〉法務研究科

シラバスには、当該科目の授業計画が記載されるが、より詳細な授業計画をＴＫＣシス
テムにより提示している科目も多い。この授業計画に沿って授業が展開されている。シラ
バスの作成時期と実際の授業実施時期に間隔があるため、当初のシラバスに変更が生じる
こともあるが、その場合はＴＫＣシステムを使って通知している。シラバスに基づいて授
業が行われているかどうかは、各学期に行う授業評価アンケートにおいても確認している。

（３）成績評価と単位認定は適切に行われているか。
〈１〉大学全体

単位数の計算等については、大学設置基準に則り、規定しており、履修要項（資料４−
２−３、P＜ａ−９＞）に「授業科目と単位制」として記載し、学生に周知している。成
績評価基準については、各シラバスに明記し、学生に周知している。また、成績評価の結
果に基づき、ＧＰＡを算出し、成績表にも表記している。成績については、学期ごとに
学生（専用Webシステム）および保護者（郵送）に通知している。成績評価に対する疑
義については、学生本人が成績調査願を提出することにより、担当教員に説明を求める仕
組みを用意している。また、学部で開講しているすべての科目の成績評価分布資料により、
成績評価が適切に行われているかどうかを教務委員会で確認している。入学前の既修得単
位等の認定については、学則・大学院学則および履修要項において取り扱いを明示し、学
生に周知している。
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〈２〉経済学部
講義科目については、教授会の申し合わせとして、合格者を試験受験者の50〜90％を目

安としており、シラバスに記載された基準に応じた成績評価を行っている。セメスターご
とに履修可能な単位の上限は、履修要項に書かれている。最終的には学部教授会で単位認
定を行っているので、適切なプロセスを踏んでいる。
〈３〉経営学部

シラバスに掲載された成績評価方法は単位制度の趣旨に沿っており、成績評価と単位認
定は適切に行われている。単位認定（合格率・点数）については、教学センターから提示
される全科目における成績結果調査のデータをセメスターごとに経営学部教授会で報告し、
極端な単位認定（合格率や点数）のばらつき・偏りを確認するとともに各教員が自己検証
を行うことになっている。そして演習科目等少人数科目は別として、合格率は概ね70〜85
％の範囲に収めるのが適当であるとの認識の共有化が同教授会を通して行われているため、
適切に実施されていると言ってよい。

既修得単位の認定については、大学設置基準や本学学則に明記されている上限60単位と
いう基準に基づいて運用している（資料ケ−11）。
〈４〉法学部

成績評価と単位認定の基準は、シラバスに明記されている。担当教員がこの基準に基づ
いて、成績評価と単位認定を行う。教授会としては、この基準が適切であることや、成績
評価や単位認定が適切に行われていることを概括的にモニターする。たとえば、学部長や
教務委員が科目ごとの成績分布データを注視し、穏当な範囲内にあるかどうかをチェック
している。なお自分に対する成績評価や単位認定に疑義をもつ学生は、成績調査願いを提
出することができる。担当教員は、回答を義務付けられている。
〈５〉外国語学部
＜英米語学科、ドイツ語学科、フランス語学科、中国語学科、言語学科（ロシア語、スペ
イン語、インドネシア語、イタリア語専修）＞

シラバスに成績評価基準を明示することが各教員に要請され、その基準に基づいた公正
かつ厳正な成績評価と単位認定が行われている。専攻語必修科目ではコーディネーターを
中心として授業担当者が協議を行い、全クラスの履修者に対して同一基準に基づき成績評
価を行っている。「インテンシブ○○語」では、筆記試験では測れない「口頭でのコミュ
ニケーション能力」を評価するため、期末試験の一部として口頭試問を実施している。
＜国際関係学科＞

各科目についてシラバス記載の「評価方法」に基づいて成績評価が厳正に行われ、教授
会の審議によって単位認定が厳正に行われている。クラス制による複数の教員が担当する
一部の科目については、成績評価の方法・基準等を一致させるよう、担当教員相互間で協
議を行っている。
〈６〉文化学部

履修要項において、大学における単位制度が授業と自習を合わせた学修時間から設定さ
れている旨、記載されている。各授業科目について設定された単位が、シラバスに記載さ
れた成績評価方法に則って、各教員の判断の下、適切に行われていると推定される。
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〈７〉理学部
講義科目は週90分１セメスターあたり２単位、演習科目は週90分１セメスターあたり１

単位、実験は週150分１セメスターあたり１単位として設定されている。成績評価方法を
シラバスに明記し、あらかじめ学生に提示している。それに基づいて、担当教員は成績評
価を行っている。成績評価は100点満点で行われ、60点以上を合格として、授業が終了す
る当該学期末に科目所定の単位が認定される。
〈８〉コンピュータ理工学部

コンピュータ理工学部では授業科目の内容、形態等を考慮し、単位制度の趣旨や大学設
置基準に沿った適切な学内基準と、明示された評価基準による厳格な成績評価がコンピュ
ータ理工学部教授会によって行われている。履修要項はほかにも単位制度の趣旨や、既修
得単位認定の適切さに関する説明を含む。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

理学部コンピュータ科学科では授業科目の内容、形態等を考慮し、単位制度の趣旨や大
学設置基準に沿った適切な学内基準と、明示された評価基準による厳格な成績評価が理学
部教授会によって行われている。履修要項はほかにも単位制度の趣旨や、既修得単位認定
の適切さに関する説明を含む。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

工学部情報通信工学科では授業科目の内容、形態等を考慮し、単位制度の趣旨や大学設
置基準に沿った適切な学内基準と、明示された評価基準による厳格な成績評価が工学部教
授会によって行われている。履修要項はほかにも単位制度の趣旨や、既修得単位認定の適
切さに関する説明を含む。
〈11〉総合生命科学部

成績評価は、全科目で統一した方法、すなわち学期末に行われる定期試験あるいはレポ
ートによる判定を中心として、科目によっては出席状況を含む平常点等を総合的に勘案し
た評点（100点満点）により行っている（根拠資料２：90点以上、80〜89点、70〜79点、
60〜69点をそれぞれ秀、優、良、可とし、60点未満は不合格）。シラバスに授業の到達目
標、成績評価基準が具体的に示されており、教員はそれに基づいて厳格に成績評価と単位
認定を行っている。また、実習科目のように複数の教員が担当するリレー科目について
は、共通の基準を設け成績評価の適切化を図っている。学生には、既に評価された学業成
績であっても調査（照会）をできるシステムが設けられている。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

学業成績の評価と点数化、および成績発表の方法について、学部履修要項に詳細を開示
している（根拠資料１：90点以上、80〜89点、70〜79点、60〜69点をそれぞれ秀、優、
良、可の分類で合格とし、60点未満や試験欠席／棄権または出席日数不足を不合格として
いる）。各教員は学科全体の中で受け持ちの科目の占める内容を念頭において、客観的で
かつ厳格に評価を行っている。また、学生実験のような複数の教員が担当するリレー科目
については、共通の基準を設け、すり合わせを行った上で成績評価を行っており、適切化
を図っている。このような成績評価の基準の詳細についてはシラバスで科目別に開示され
ている（根拠資料３）。最終的に成績は教授会で最終的な審議と認定を行う。
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〈13〉共通教育推進機構
各科目について、シラバスに記載された評価方法に基づいて成績評価、単位認定が行わ

れている。言語教育では、学期末に統一試験を行い、授業の担当者による評価のばらつき
がないように、カリキュラム委員会などが成績評価基準を定めて調整している。また、複
数の教員が担当する「セルフ・カルティベーション」等の科目については、成績評価にあ
たり、審査委員会による協議が行われている。
〈14〉経済学研究科

研究科生は少人数であるため、成績評価は研究指導員と講義科目の担当教員によって普
段の報告・発表や提出レポート等に基づき厳正に行われている。全体的な成績評価基準は、
学部の成績評価に準じて実施されており、ここに大きな問題はない。
〈15〉マネジメント研究科

単位の設定については、履修規定に明記されている。博士前期課程の一般入試入学者
は、研究指導教員の担当する科目（主要科目の特論２単位と特論演習８単位）を含めて30
単位以上、社会人入学者は社会人向け特設科目（マネジメント英語文献講読２単位）と研
究指導教員の担当する科目（主要科目の特論２単位と特論演習８単位）を含めて30単位以
上、留学生入試入学者は留学生向け特設科目（マネジメント日本語文献購読２単位）と研
究指導教員の担当する科目（主要科目の特論２単位と特論演習８単位）を含めて30単位以
上を修得するとしている。博士後期課程においては、必修科目（研究指導教員が担当する
特殊演習８単位）および選択科目（研究指導教員が担当する特殊研究２単位を含めて３科
目合計６単位以上）の合計14単位以上を修得するとしている。既修得単位の認定について
は、学則に定められ、これを実施している（資料マ−８）。「学生は、研究科が必要と認め
るときは、他の専攻、他の研究科又は学部の授業科目を履修することができる」となって
おり、「履修した授業科目の修得単位は、10単位を超えない範囲で、研究科会議の議によ
り修了要件単位数に充当することができる」となっている。

成績評価については、各担当教員が厳格に審査を行っている。
〈16〉法学研究科

シラバスに評価基準が明記されている。客観的基準があるので、受講生の側も納得する
成績評価と単位認定となっている。各科目の成績評価と単位認定は、その科目の担当教員
が行う。学位論文の審査は、研究科会議が調査委員３名（うち１名主査）を選び、調査を
行わせ、その報告に基づいて、研究科会議が行う。
〈17〉外国語学研究科
＜英米語学専攻＞＜中国語学専攻＞＜言語学専攻＞

すべての授業科目において公正かつ厳格な評価・単位認定が行われている。修士論文は、
主査１名に副査２名を加えた３名の研究指導教員による口頭試問と論文内容審査結果を外
国語研究科会議に報告し、研究科会議と大学院委員会の議を経て単位認定が行われている。
〈18〉理学研究科

各科目においては、授業におけるディスカッション、報告書、試験、論文、研究発表等
によって、多面的かつ適切に評価が行われ単位認定が行われている。

学位認定は、学位論文発表会、調査委員会による審査を経て、研究科会議と大学院委員
会によって厳正に行われている。
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〈19〉工学研究科
適切に行われている。授業科目である特論では、担当教員ごとに、試験、レポート、授

業時間内での発表等を基に多面的に成績評価を行っている。演習では、担当教員または同
じ研究領域の複数の教員が共同で開催するセミナーにおいて、論文紹介、研究報告を何回
か行わせ、各々の院生のプレゼンテーションと質疑応答の技術が回を重ねるごとにどのよ
うに成長していくかを見ることにより、資質向上の状況を検証している。特別研究におい
ては、セミナーでの研究報告の結果に対する評価を通じて検証している。また、学位論文
提出の際は、主査１名、および関連分野内の副査２名以上による厳格な審査を行うととも
に、全学公開の発表会を開催し、より多くの教員、研究者からの評価も受けるよう企画し
ている（根拠資料４）。さらに、国内外の学会発表や学術論文投稿により、外部からの評
価をもとに、学生の資質向上を検証している。
〈20〉先端情報学研究科

各担当教員が定めた成績評価基準がシラバスの「評価方法・基準」欄に記載されている１）。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

先端情報学研究科と同様に、各担当教員が定めた成績評価基準がシラバスの「評価方
法・基準」欄に記載されている１）。博士課程の学位審査では、学術雑誌への論文採録３編
以上を原則としている。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

成績評価のベースとなるレポート課題は、セメスターごとに特論演習で数回、特論講義
科目で数回それぞれ課されるが、インターネットを通じて、提出されたレポートに関して
教員がコメントしたり、研究科生とディスカッションすることで、学生資質の向上を図る
とともに、研究科生の理解度をより的確に把握し適正な成績評価が行われている。
〈23〉法務研究科

成績評価においては、単位認定（60点）の基準は、絶対評価とし、シラバス又は第１回
目の講義におけるガイダンスにおいて、それぞれの科目における具体的な到達目標を設定
し、学生に開示することとしている。厳格な成績評価の目安として、90点以上、80点以上、
70点以上の各評価段階について、履修要項において一般的な到達目標を示し（資料４−３
−２　p.25-26）、各教員の担当科目に関する具体的な到達目標および評価基準は、配当年
次や科目の性格に応じて各科目のシラバスにおいて開示している。また、成績分布の基準
として、履修者がごく少数の場合を除き、90点以上（秀）は全合格者の５％未満、80点以
上（優）は全合格者の25％未満、70点以上（良）は全合格者の70％を超えないこととし、
履修要項で示すとともに、授業を担当する教員にも周知している。この成績評価の方針が
遵守されているか否かは、学期ごとに教務委員会において検証し、問題があると認められ
る場合は、当該科目担当教員に是正を求めている。

成績評価の考慮要素としては、定期試験および平常点とする。すべての教科で定期試験
のウェイトを70％とし、平常点の内容は、小テスト・レポート・授業中の質疑応答等をプ
ラス評価とし、欠席・遅刻・早退をマイナス評価とする。これらについては、客観的に証
明できる資料を残すこととしている。
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欠席・遅刻・早退をどのように扱うかについては、以下のように統一した基準を設け、
履修要項において開示している。

ア　正当な理由のない欠席および遅刻・早退は不利益に扱う（欠席は１回につき１点、
遅刻・早退は0.5点を最終評価から減点する）。

イ　授業開始後30分以上の遅刻および60分経過前の早退は欠席扱いとし、60分経過後の
早退は遅刻と同等に扱う。

ウ　理由の如何を問わず、出席回数が全授業回数の３分の２に満たないときは、定期試
験の受験資格（単位認定資格）を喪失する。

法科大学院修了者の質の保障を目的として、2009（平成21）年度入学者より、１年次か
ら２年次への進級に際して、ＧＰＡを用いた進級制限の制度を設けた。すなわち、１年次
配当の法律基本科目（必修科目）の積算ＧＰＡが1.4未満の者は、当該年次に修得した必
修科目の単位を無効とし、次年度に再度１年次の必修科目を履修しなければならない（資
料４−３−２　p.26）。

（４）教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善
に結びつけているか。
〈１〉大学全体

教育方法の改善や教育成果の検証については、2011（平成23）年４月に教育支援研究開
発センターを設け、各学部等と連携し、大学全体として取り組む体制とした。

同センターでは、学生と教員が授業方法について対話を促進する制度、当該科目を履修
した結果生まれた成長の実感に関する「学習成果実感調査」を実施している。この結果は、
学部カリキュラム改善・重点プログラムの洗練・担当科目の達成度の確認に活用し、各学
部等で行った結果の分析および改善結果を学生のみならず学外に向け、ホームページ（資
料４−３−８）で公開している。また、教員相互の公開授業をはじめ全学的なＦＤ／ＳＤ
研修会開催（資料４−３−９）による改善に向けた取り組みの推進や新任教員研修会、障
がい学生支援に関するファカルティ・ディベロップメント（FD）／スタッフ・ディベロ
ップメント（ＳＤ）だけでなく、学生による学生支援・教育支援（資料４−３−10）を通
じた改善も積極的に推進している。加えて、本学では教育活動において、専門分野の研究、
教授とＰＢＬ（Project-Based Learning）型教育、アクティブ・ラーニング等の実践的な
教育方法が融合し協同することが、学生の就業力向上に有効的であるとの考えから、ゼミ
等の教育活動の現状を把握するため全学的に「ゼミ・研究室における就業力育成支援活動
の全学実態調査」（資料４−３−11）を実施し、その結果を教職員間でディスカッション
するなどし、情報共有を図っている。
〈２〉経済学部

セメスターごとに授業アンケートを行い、さらにＦＤ委員会やカリキュラム委員会等を
通して、その結果を絶えず教育内容や方法の改善に結びつけるべく努力している。
〈３〉経営学部

全学的に行っている春・秋学期（各２回）の授業アンケートを通じて、担当教員は教育
内容・方法等の改善を図ることができる。ほかに「経営学部教務委員会」および「経営学
部教授会」において、毎セメスター終了後に、全科目における成績結果調査報告の検証を
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行い、教育成果について議論している。必要となれば、シラバスの記載内容の検討・検証
を行うという形式で、その改善につなげている。また、イントロダクトリー科目（１年次
生向けの専門科目）は同一科目を複数開講しているため、教育内容・方法に関する課題や
改善点を共有・検討する担当者会議を開き、次年度の授業運営に活かしている。１年次生
向けの少人数専門教育科目である「基礎セミナー」と「外書セミナー」については、「経
営学部教務委員会」において、教育内容・方法に関する課題や改善点の共有・検討を行い、

「経営学部教授会」での議論・審議を経て、定期的な見直しを図っている。
〈４〉法学部

授業評価アンケートが各学期２回行われている。各教員はその結果を授業改善に結びつ
けている。また学部としても、ＦＤ委員会が改善に向けた報告書を作成している。

導入科目として重要なプレップ・セミナーについては、担当者会議が定期的に開催され、
教育成果について検証しつつ、授業改善方策を協議している。
〈５〉外国語学部
＜英米語学科、ドイツ語学科、フランス語学科、中国語学科、言語学科（ロシア語、スペ
イン語、インドネシア語、イタリア語専修）＞

専攻語の教育成果は、インテンシブ科目の定期的なテスト以外に、１・２年次に外部の
語学能力検定試験を２回受験する得点により検証し、学生への個別指導を強化している。
講義科目については、各担当教員がアイデアを凝らして、毎回小テスト、小論文、Ｑ＆Ａ
等の手段で学習成果を探っている。また、全学的なＦＤ活動として授業アンケートがある。
＜国際関係学科＞

専攻語については、１・２年次に外部の語学能力検定試験を実施し、その得点と授業で
の成績をインテンシブ科目の教育成果検証のための判断材料としている。授業アンケート
の結果について、学科会議において分析･検討を行い、教育内容・方法の改善に関する協
議を行っている。
〈６〉文化学部

ＦＤ推進委員のリーダーシップの下、2011（平成23）年度には、語学教育科目について
授業アンケートが実施され、その結果が担当教員にフィード・バックされた。また、2010

（平成22）年度には、カリキュラム委員会が主催して、基礎演習・文化演習について、担
当者の教育方法についての報告検討会が行われ、苦労している点やうまくいっている点の
経験交流があり、議事録も作成されて全担当教員に配布された。講義科目では、各教員が
独自に授業アンケートを実施して恒常的に改善に取り組んでいる。
〈７〉理学部

教育成果の検証、教育方法の改善への取り組みとしては、全学的な組織としてＦＤ委員
会が設けられ、理学部では教育検討委員会等が設けられてきた。教育内容や方法等の改善
を図る目的で、学生に対する定期的な授業アンケートが全学的に行われている。
〈８〉コンピュータ理工学部

コンピュータ理工学部では定期的に教育内容・方法等の改善を目的とした研修会を実施
し、教員はこれに参加して恒常的な教育の質の維持、向上に適切に取り組んでいる。また
各教員は授業評価アンケートを通じて教育内容・方法等の改善を図ることができる。
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〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
理学部コンピュータ科学科の教員はコンピュータ理工学部等と兼任であり、本務学部実

施の教育内容・方法の研修会に参加し、恒常的な教育の質の維持、向上に適切に取り組ん
でいる。また各教員は授業評価アンケートを通じて教育内容・方法等の改善を図ることが
できる。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

工学部情報通信工学科の教員はコンピュータ理工学部等と兼任であり、本務学部実施の
教育内容・方法に関する研修会に参加し、恒常的な教育の質の維持、向上に適切に取り組
んでいる。また各教員は授業評価アンケートを通じて教育内容・方法等の改善を図ること
ができる。
〈11〉総合生命科学部

教員の教育指導方法の改善を促進するための全学的な取り組みとしてＦＤ／ＳＤ推進
ワーキンググループが教育支援研究開発センターに設けられており（根拠資料６）、学部
内の担当委員が情報提供や各種取り組みの先導をしている（根拠資料７）。しかしながら、
本学部は設置完成年度まで原則として教育課程・内容・方法は変更できず、現在学年進行
中である。従って、上記のＦＤ活動により現時点でも変更可能な改善点は取り入れ、一方、
大幅な改善が必要とされる点については学年進行を待ち改善できるよう準備をしている。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

学生に対しては年間２回の履修ガイダンスの実施により履修状況の確認や将来展望を持
つための指導を行うとともに、単位取得状況が芳しくない一部の学生に対しては個別の履
修指導を行っている。また、全学的な教育指導方法の改善を促進するための研修／研究
の機会として、学部ファカルティ ･ディベロップメント（ＦＤ）／スタッフ・ディベロッ
プメント（ＳＤ）ワーキンググループが設けられている（根拠資料６）。ただし本学部は
2010（平成22）年度より学生募集を停止しているため、当該委員は選出されておらず特別
な活動は行っていない。
〈13〉共通教育推進機構

全学的に定期的に学生による授業アンケートが行われており、その結果は担当教員に通
知されている。担当教員はその結果を自主的に教育内容・方法の改善に結びつけることが
できる。また、本機構は、ＧＰＡ評価を各カリキュラム委員会にフィード・バックしてい
る。さらに、「日本語表現」科目では担当者会議を開き授業の改善に努めている。
〈14〉経済学研究科

現段階では、教育効果について定期的な検証が行われているわけではない。しかし、研
究科生数が定員枠に対して少ないので、博士前期課程・後期課程において義務付けられて
いる中間報告会での研究発表の機会は、教育内容・方法の組織的な反省や改善に対して大
きな力になっている。
〈15〉マネジメント研究科

博士前期課程では、公開で開催される修士論文の「中間発表」が定期的検証の場ともな
っている。２名の教員アドバイザーによる論文指導・評価と参加教員からの評価により教
育内容やその成果の検証を行う。従って、院生のみならず、指導教員に対して、指導内容
や教育方法の改善につながる機会提供の機能を果たしている。また、研究科会議での修士



＜第３節＞教育方法　　　　　　
＜第４章＞教育内容・方法・成果

−161−

論文の合否審査においての議論が改善の機能を果たしている。博士後期課程では、「年次
報告書」と「年次研究発表」の内容が精査され、このような精査を通じて、教育課程、教
育内容・方法の成果が検証され、改善につながっている。
〈16〉法学研究科

教育成果は、何よりもまず修士論文に表現される。修士論文は、２度にわたる公開の発
表会や、３人の教員による審査を経て、研究科会議で審査される。この過程で、教育成果
に関し、検証がなされることになる。

ただその修了生がどのような修了後の進路に進んだかまでを考慮に入れて、教育成果に
関する検証を行うことは、研究科会議や研究科運営委員会で話題にはなるが、明示的な議
題となることはない。それを教育課程や教育内容・方法の改善に結びつけるべきチャンネ
ルは、今のところ存在しない。
〈17〉外国語学研究科
＜英米語学専攻＞＜中国語学専攻＞＜言語学専攻＞

各専攻の授業担当教員会議で、院生の学修態度、研究テーマと成果、卒業生の進路につ
いての情報を共有しているが、現状では教育成果を客観的に検証する方法は存在しない。

授業アンケートは実施していない。その理由は在籍院生が少ないことにある。アンケー
トをした場合、個人が特定され、プライバシーの問題が生じる惧れがある。また個人指導
的な授業形態の現状では決して授業改善に有効とは思われないからである。2011（平成
23）年度から本研究科にＦＤ委員会が発足したので、今後教育成果について定期的な検証
を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改善に結びつけていく予定である。
〈18〉理学研究科

教育成果の定期的な検証が組織的に行われているとは言えず、今後の課題である。
〈19〉工学研究科

前記（３）項にも記したようにシラバスの扱いをはじめとして、教育効果に関する定期
的な検証を行う体制作りができていない。現在大学院ファカルティ・ディベロップメント

（ＦＤ）／スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）推進ワーキンググループが発足し、当
該課題に取り組み始めている（根拠資料５）。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

自己点検・評価運営委員会委員を中心として点検・評価を実施している。2006（平成
18）年度からは新たに教員評価制度も導入され、毎年評価を実施している。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

授業を推進する過程で教員間の合意を必要とする指導方法や授業の改善点が発生した場
合は、基本的には教員間での議論や月１回開催される研究科会議で十分議論して解決を図
っている。しかしながら、カリキュラムの再編や単位認定基準の改訂を必要とするような
場合には、自己点検評価委員会において素案を取りまとめ、研究科会議で検討することに
している。
〈23〉法務研究科

ＦＤ委員会は、授業評価アンケートの結果、授業相互参観およびその後の意見交換の記
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録、分野ごとに行われた科目別ＦＤ活動の記録などを分析し、教育成果を検証している
（資料４−３−３　第４分野参照）。進路支援委員会は、修了生が司法試験受験のために指
導を受けているチューター（弁護士）との意見交換会等を行っている。これらの結果は、
運営委員会を経て研究科会議に報告され、カリキュラムの改革や教育内容・方法の改善の
ための重要な情報とされる。

２．点検・評価
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体

シラバスについては、記載要領に沿っているかどうかを教学センターでチェックし、各
学部教務委員会委員を通じ、各担当教員に書き直しを含めた見直しを依頼することにより、
徐々にではあるが記載内容の充実が図れている。また、記載内容のチェックに伴う書き直
し・見直しに、多くの教員の協力が得られたことは、教育内容をシラバスにより明示する
ことが浸透してきたものと評価している。
〈２〉経済学部

必修単位であるミクロ・マクロ経済学入門については、京都産業大学の教員自らが執筆
したテキストを用い、さらにどの担当教員も同じ進度で同じ内容を教えているので、学生
による基礎知識の修得に効果的となっている。
〈３〉経営学部

教育方法・指導・成績評価・単位認定のいずれに対しても、シラバスの記載内容が基準
となるという認識の共有化が図られている点。
〈４〉法学部

教育内容だけでなく、教育方法も同等に重要なことだという意識が共有されるようにな
った。授業アンケートや履修相談活動を通じて、受講生側の意向が教職員にもよく伝わる
ようになったからである。
〈５〉外国語学部
＜英米語学科、ドイツ語学科、フランス語学科、中国語学科、言語学科（ロシア語、スペ
イン語、インドネシア語、イタリア語専修）＞

外部試験の得点率または合格率により、専攻語教育の成果がデータで証明される。たと
えば、「インテンシブ英米語」の授業が高い教育効果を上げていることは、ＴＯＥＦＬの
得点の高い伸び率に反映されている（根拠資料参照）。きめ細かな学習指導の結果、各年
の留年率が低くなっている。また、意欲をもって留学する学生は毎年一定数存在する。留
学や海外研修を体験した後は、授業だけでなく生活全般において積極的に活動するように
なり、就職活動にも良い影響を与えている。本人のみならず、他の学生への波及効果も大
きい。
＜国際関係学科＞

専門教育科目のうち必修科目を不合格となり次年度に再履修を行う必要のある学生は毎
年一定数存在するものの、前述１−（４）の取り組み等により、再履修を行う学生の意欲
の向上も見られ、結果的に、低い留年率を実現している（学科完成年度たる2011（平成
23）年度卒業生について８セメスター在籍者中留年者の割合は４％）。また、「演習科目」
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（選択科目）を履修する学生の割合が、３年次において８割程度、４年次において７割程
度と、比較的高くなっている。留学や海外研修は学生の人格形成に効果が大きい。
〈６〉文化学部

シラバスの記載項目が整備され詳細になったことで教育内容が明確になった。また、Ｆ
Ｄワークショップの成果として、初年次ゼミの導入に向けてカリキュラムの調整にも着手
された。
〈７〉理学部

教育方法、成績評価方法等が履修要項、シラバスに明記され、学生に提示されている。
〈８〉コンピュータ理工学部

特になし。まだ初めての卒業生が出たばかりで、今後の状況をよく見る必要がある。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

特になし。ただしいずれの学科も留年者数は減少している。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

特になし。ただしいずれの学科も留年者数は減少している。
〈11〉総合生命科学部

本学部は、現在学部設置から３年目であり、効果を比較できる項目は少ないが、初年度
に比べてシラバスの記載項目を整理したことにより、教育内容が学生・教員双方にとって
把握しやすくなった。教育方法と学習指導の適切性を確認するためだけでなく、学生がシ
ラバスをより学修に役立てることが可能になった。また、教育方法として、本学部は、教
員１人に対する学生定員の比率が２〜３人であることから、比較的きめ細やかな少人数教
育が期待できる。遠隔授業はスタートしたばかりだが、模擬遠隔授業後のアンケート結果
では学生が新たな試みに刺激を受けており、効果は期待できる（根拠資料８）。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

シラバスの記載項目が整備・確定したことでそれぞれの実施内容が学生にとってだけで
なく、他の教員にとっても把握しやすいものとなった。このことは教育方法と学習指導の
適切性を相互にチェックするための基盤作りに役立っている。また低単位取得者に対する
個別指導により、不登校者や中途退学者などの増加に歯止めがかかっている。
〈13〉共通教育推進機構

各科目の担当教員は、シラバスの記載事項に基づき、履修生の学修状況、試験・レポー
トの結果を鑑み、客観的かつ厳正に成績評価、単位認定を行っている。
〈14〉経済学研究科

本研究科の研究指導教員は、研究生を独立した研究者あるいは高度専門職業人に育てる
ために、基礎知識の徹底的な学習に重きを置いた個人教育と、さらに専攻分野での初歩か
ら研究指導までという２つの局面で大きな労力を傾けている。シラバスがより簡潔に整備
されたことにより、マンツーマンによる緻密な研究環境はさらに効率的になった。多様化
する研究科生のニーズに対して、より柔軟に対処できている。
〈15〉マネジメント研究科

博士前期課程：休学者を除き、修士論文の提出者と学位取得者が圧倒的多数（具体的デ
ータの挿入）を占める（資料マ−６）（資料マ−７）。

博士後期課程：休学者を除き、修業年限以内に博士論文の提出者と学位取得者が圧倒的
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多数（具体的データの挿入）を占める（資料マ−６）（資料マ−７）。
〈16〉法学研究科

法学研究科発足以来の論文テーマ一覧を一読すると、研究論文執筆を中心とした大学院
教育が成果を上げてきたことが判明する。11編に及ぶ博士学位論文はもちろん、202編に
及ぶ修士学位論文も、法律学・政治学における高度にアカデミックなテーマを探究してい
る。
〈17〉外国語学研究科
＜英米語学専攻＞＜中国語学専攻＞＜言語学専攻＞

在籍者が少ない利点を生かした、密度の高い教育が行われている。また、指導教員以外
の科目も積極的に履修するようにガイダンスなどで指導している。
〈18〉理学研究科

シラバスの詳細化と内容の充実が行われ、計画的に教育を行うことができるようになっ
ている。学生に対する個別指導に関しては十分な対応が行われている。また、基礎的科目
に関しては、複数の教員による授業を提供し、学生に広い視野を獲得させるようにしてい
る。
〈19〉工学研究科

シラバスの記載項目が整備・確定したことでそれぞれの実施内容が学生にとってだけで
なく、他の教員にとっても把握しやすいものとなった。このことは将来的に教育方法と学
習指導の適切性を相互にチェックする体制を作るための基盤作りに役立つ。
〈20〉先端情報学研究科

活発な研究指導が実を結び、その成果が学会活動に表れている。たとえば、学生と教員
の共著による研究発表が受賞している（根拠資料３、４）。また、コンピュータ理工学部
を3.5カ年で早期卒業見込み（2012（平成24）年度春学期）の学生２名が同年度秋学期に
当該専攻へ入学見込みであり、この学生らは1.5カ年での修士課程修了を目指す予定であ
る。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

博士課程は2009（平成21）年度に１名が修了し博士号を取得した（根拠資料２）。修士
課程は、学生数増加が一課題であったが、2009（平成21）年度２名、2010（平成22）年度
４名、2011（平成23）年度10名が修了し（根拠資料２）、修了生の人数が増加している。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

当初、添削・指導については、担当教員から参考文献と資料およびレポート課題に対す
る補足的指示等がe-mailを利用して送信されることが想定されていた。しかし、上記組織
における議論と検証を通じて、教員と研究科生の双方にとってより利用しやすいmoodle

（学習支援システム）の利用が一般化した。これによって、研究科生は他の科目履修者の
レポート内容やそれに対する教員のコメントが閲覧できるようになっただけでなく、内容
によっては研究科生同士の質疑応答も可能となった。
〈23〉法務研究科

2011（平成23）年度から、修了生が指導を受けているチューター弁護士との意見交換を
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活発に行っている。その結果、法科大学院の教育課程において、何を、どこまでなすべき
か、現在の教育内容・方法に何が不足しているか、といった改善すべき問題点の指摘が受
けられるようになり、授業改善に向けた取り組みに反映されている。

②改善すべき事項
〈１〉大学全体

シラバスについては、一定の充実を見せているが、カリキュラム・ポリシーやディプロ
マ・ポリシーとの関連性に精粗が見られるため、シラバスで明示した「身に付く力」や「到
達目標」と授業評価アンケートの結果との相違を教育内容の改善につなげられるようにす
る必要がある。
〈２〉経済学部

科目による性格の差異があるので難しいが、必ずしもすべての科目で同程度のレベルの
授業をしているわけではない。
〈３〉経営学部

現状、シラバスの内容は個別科目レベルで記載・公表・実施されている。内部質保証の
観点から言えば、この現状では、質保証は個別科目レベルに留まったままで推移していく
と考えられる。組織的に内部質保証システムの構築・稼働を目的とする「教育プログラム」
とシラバス制度との有機的連携関係の構築を検討すべきだと考えられる。
〈４〉法学部

多人数講義科目については、定員制の導入やクラス分割などの方法で解消を図っていく
べきである。
〈５〉外国語学部
＜英米語学科、ドイツ語学科、フランス語学科、中国語学科、言語学科（ロシア語、スペ
イン語、インドネシア語、イタリア語専修）＞

入学時点での学生の学力差が年々大きくなってきており、教育方法にさらなる工夫が必
要とされている。未習言語の専攻語の３年次以上では、母語話者教員の授業を履修する学
生が少ない。既習言語の「インテンシブ英語」では、３名の英語母語話者専任教員が授業
設計と多数の非常勤教員のコーディネーション、授業外課題の運営を担当し、負担が大変
重くなっていることが問題である。３・４年次生全体の学習効果が測定されていない。
＜国際関係学科＞

専門教育科目のうち必修科目を不合格となり次年度に再履修を行う必要のある学生が毎
年一定数存在する。
〈６〉文化学部

内部質保証の観点から学生の学習意欲を高めるための教育方法の改善についてのファカ
ルティ・ディベロップメント（ＦＤ）などによる取り組みを強化していくことが検討され
る必要がある。
〈７〉理学部

シラバスに概ね基づいた授業が展開されているが、それを客観的に明らかにする仕組み
が不充分であると思われる。また、教育成果の検証や教育方法の改善はワーキンググルー
プや検討委員会などを立ち上げて、適宜行われているが、検証・改善を定期的に実施する
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方法は取り決められていない。
〈11〉総合生命科学部

現在、年間２回、学生全体への履修ガイダンスと低単位取得者への個別指導を行ってい
るが、学年進行に従い低単位取得者の割合が増えている（根拠資料９）。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

シラバス記載項目をもとにした教員の相互チェックが十分に行われていない。低単位取
得者に対する個別指導が学生にとって必須事項となっておらず、より留年の可能性が高い
学生ほど指導が行き届かない現状にある。
〈13〉共通教育推進機構

履修者人数、授業の到達目標とそれに対する履修学生の認識の齟齬等において改善を必
要とする科目が散見される。
〈14〉経済学研究科

現段階では、研究科生への基礎教育の成果、研究進捗状況などを研究科全体として組織
的にチェックし、また客観的なアドバイスを与える機会は、研究科生に課せられている年
１回の中間報告会での発表ぐらいだが、外部での発表・報告の機会も積極化させるような
取り組みが必要である。
〈15〉マネジメント研究科

指導する学生数の偏重による指導教員の指導負担が重くなっている。
〈16〉法学研究科

前回2009（平成21）年の認証評価において、「集団で学生を指導するという点での体制
がととのっているとは言いがたい」と指摘された。教員と学生の１対１の研究指導が重ん
じられるあまり、そのような印象を与えた。しかし科目履修状況を見ると、同じ分野の指
導教員以外の教員の科目を履修している。それにより事実上、集団指導体制となっている
と言える。制度上も、そのようにしなければ修了要件単位数を満たさない。とは言え従来
はたしかに単独指導中心主義であった。集団指導も必要である。これが改善を要する点で
ある。
〈17〉外国語学研究科

本研究科では「少人数教育」にメリットがあるとは言え、受講者が１名のみの授業では
ディスカッションを行うこともできず、受講者がお互いに刺激し合い学び合うこともない。
より多くの授業で受講生が複数名になるような方策を講じる必要がある。

なお、＜中国語学専攻＞のシラバスは教員によって内容に精粗がある。特に授業計画は、
全教員が各回ごとあるいは何回かごとに内容を記すよう改善すべきである。
〈18〉理学研究科

指導方法や教育成果に関して教員間の意見交換を行い、集団的指導による教育力改善を
図る必要がある。シラバスの内容や構成に関しては、より一層実際の授業を反映するよう
工夫を行う必要がある。
〈19〉工学研究科

シラバスの検証をはじめとして、教育効果を定期的に検証する体制がない。大学院進学
者の増加に伴い、中途でドロップアウト（休学や退学）する学生数が増加しつつある。こ
のことや、研究成果の質の向上のためにも１大学院生に対する効果的な集団指導体制を検



＜第３節＞教育方法　　　　　　
＜第４章＞教育内容・方法・成果

−167−

討する必要がある。
〈20〉先端情報学研究科

工学研究科情報通信工学専攻において課題であった学生数の増加について、前記の通り
一定の改善が見られてきたが、当該専攻では、各年度の入学者数が募集定員20名よりも少
ない。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

先端情報学研究科先端情報学専攻の開設に伴い、当該専攻は既に学生募集を停止してい
る。2012（平成24）年５月１日現在の在学生２名はともに今年度が卒業見込年度であり、
在学生がいなくなった段階で当該専攻は閉設される予定である。改善すべき課題の記載は
先端情報学研究科の該当箇所を参照されたい。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

特に秋学期の成績提出締切時期が早く、年度末に繁忙期を迎える社会人受講生に対して、
秋学期には十分な教育が施せない事態が起こっていた。
〈23〉法務研究科

改革を進めているところであり、現時点で改善すべき問題点はない。

３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体

シラバスについては継続した取り組みを行い、充実を図る。
〈２〉経済学部

入門セミナーで、ミクロ・マクロ経済学の基礎知識を徹底的に身に付けさせているので、
導入以前と比べて、低単位者の比率が５％以上減少した。
〈３〉経営学部

事前・事後学習の徹底により実現される教育内容の質保証について、学部全体として取
り組んでいる。具体的には、シラバスにどのような内容を盛り込み、またその教育効果を
いかにして検証するかについて、全学教務委員会委員もメンバーである学部教務委員会を
中心として、全学・学部の協調性に配慮した上で、教授会において検討を行っている。
〈４〉法学部

さまざまなＦＤ活動が行われるようになった。教育業績書の作成が義務付けられること
により、授業改善もひとつの業績なのだという意識が高まってきた。
〈５〉外国語学部
＜英米語学科、ドイツ語学科、フランス語学科、中国語学科、言語学科（ロシア語、スペ
イン語、インドネシア語、イタリア語専修）＞

学部の授業研究会を定期的に開いているが、教員相互間の教育経験の交流を促進すべく
参加者の増加を図っている。学生への学習指導を強化するため、教員間で情報交換の機会
を増やす努力をしている。全学生が参加する選択必修の海外研修科目を検討中である。英
米語学科では、授業内と授業外の学習をより有機的に結合させる方策を探っている。
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＜国際関係学科＞
各科目・各クラスにおける学生の出席状況や学習状況の的確な把握およびそれに基づく

適切な指導の実施に関して、担当教員による対応の機動性・効率性を一層高めている。外
国語学部事務室ならびに教学センターの職員と情報交換・連携強化を図っている。
〈６〉文化学部

英語運用能力の改善のために、2013（平成25）年度から必修単位数を現在の10単位から
14単位に増やすことが決定されている。また、英語以外の外国語も同年から、選択必修科
目に組み入れることが決定されている。
〈７〉理学部

今後も教育方法、成績評価方法等を履修要項、シラバスに明記し、学生に提示する。
〈11〉総合生命科学部

本学部では、より良い教育を行うために2014（平成26）年以降にカリキュラム改訂を予
定している。また、新たに３つのポリシーを策定したところであり、それをもとにシラバ
スの改訂を行っていく。それまでの期間、教員の意見と授業評価アンケート等による学生
の意見を参考に、授業内容の改善につなげたい。また、遠隔授業の活用を進めていきたい。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

シラバス内容の相互チェックを教員間および教員−学生間で行う仕組みを作り、その結
果を議論し授業内容の改善につなげるための仕組みづくりを行う。これらは総合生命学部
で引き継がれる。
〈13〉共通教育推進機構

言語教育科目について、外部機関によって実施される各種試験の結果を、成績評価に反
映させることが決まっている。
〈14〉経済学研究科

現段階では、研究科生による年１回の中間報告会は極めて重要で意義のある機会となっ
ている。ここでの報告機会が、研究科生の研究に対する励みになっているほか、研究テー
マが持つ問題の広がりを再認識できる場となっているので、これを引き続き大切な目標と
して位置付けていく。
〈16〉法学研究科

法政策学専攻設置に刺激されて、従来の法律学専攻の方も、指導体制や教育内容を見直
そうとしている。両専攻がそれぞれの強みを生かすような体制の構築が望まれる。
〈17〉外国語学研究科

各専攻では授業担当教員がより密に連絡を取り合い、チームとして院生を育てる体制を
作る。また、少人数の授業なので、授業評価アンケートは実施していないが、今後は授業
担当教員以外の教員が授業について院生に聴き取りすることを検討している。
〈18〉理学研究科

引き続き、十分な指導を行い、シラバスの詳細さを維持する。
〈19〉工学研究科

内容的に充実してきているシラバスの活用性を上げる仕組みを作る。
〈20〉先端情報学研究科

入学者数の増加に向けて、説明会等を通じた学部学生へのアピールの強化を図ってきて
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いる。また大学院全体では、2010（平成22）年４月から新設された奨学金制度によって学
費負担が改善され、進学者数増加に貢献していると考えられる。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

前記の通り、当該専攻は今年度末で閉設見込みである。本項は先端情報学研究科の該当
箇所を参照されたい。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

一部の教員が採用しているSkype等によるインターネット・ミーティング形式の導入
など、文章のやり取りのみに留まらない教育方法の在り方を検討する。
〈23〉法務研究科

現時点では、新たな改善計画を立てるよりも、現在の改革を着実に実行し、その成果を
検証することが必要である。

②改善すべき事項
〈１〉大学全体

各学部独自で進めているシラバスへのカリキュラム・ポリシーやディプロマ・ポリシー
との関連性記載について、教務委員会で検討の上、全学で統一した記載方法を提示する。
〈２〉経済学部

前述のように効果が上がっている入門セミナーではあるが、内容をさらに統一する必要
があるかもしれない。
〈３〉経営学部

「履修者年次縦断的教育プログラム」あるいは学科のカリキュラムの枠を超えた「横断
的教育プログラム」の開発による、組織的内部質保証システムの構築。
〈４〉法学部

まず多人数講義科目をできるだけ早期に解消し、受講生数の適正化を図っていくべきで
ある。加えて、受講生側にも、授業改善に向けた主体的な参加意識が望まれる。授業改善
を求めるためには、まず自分自身が努力しなければならない。それでも授業の理解が難し
ければ、ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）のためのさまざまなチャンネルを活
用するという姿勢が望まれる。
〈５〉外国語学部
＜英米語学科、ドイツ語学科、フランス語学科、中国語学科、言語学科（ロシア語、スペ
イン語、インドネシア語、イタリア語専修）＞

既習言語の英米語学科では、３・４年次生全体のＴＯＥＦＬ実施および、ＴＥＳＬを専
門とする英語母語話者専任教員の採用を大学に要請している。未習言語の学科では、３・
４年次生の成績優秀者に対する外部語学検定試験の受験費用を補助する枠を拡大するよう
求めている。また、演習の選択必修化を検討している。コミュニケーション能力の効率的
な獲得に向けて、学習指導法研究開発プロジェクトの立ち上げを検討している。
＜国際関係学科＞

各科目・各クラスにおける学生の出席状況や学習状況の的確な把握およびそれに基づく
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適切な指導の実施に関して、担当教員の能力のさらなる向上へ向けて、学科会議における
相互研修の充実を図っている。また、一部の科目について、教育内容･方法（教材の選定、
指導方法等）に関する再検討を行っている。演習の選択必修化を検討している。
〈６〉文化学部

シラバスの記載項目のうち、「授業の事前・事後学習」の実施・点検を行うシステムを
検討する必要がある。
〈７〉理学部

シラバスに概ね基づいた授業が行われているが、実際にどの程度、基づいているかを示
すための何らかの定量的な指標を導入する必要がある。教育成果の定期的な検証方法と実
施時期、および、教育方法の定期的な改善方法と実施時期を取り決めることで、定期的な
検証・改善の確実性を担保することができる、と考えられる。
〈８〉コンピュータ理工学部

特になし。まだ初めての卒業生が出たばかりで、今後の状況をよく見る必要がある。
〈11〉総合生命科学部

学生や教員へのアンケート調査、留年者数の推移、就職・進学状況の経過を把握するこ
とで教育方法の点検や評価を図り、将来の改訂に生かす。また、低単位取得者へは特に指
導をする。教育内容やシラバスの改善のみならず、学生がシラバスを学修の参考にしやす
いシステム作り、たとえば、シラバスを見ないと履修登録ができないようなシステムの構
築は新たな効果を期待できる。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

シラバス記載項目をもとにした教員の相互チェックを定期的に行うための仕組みづくり
を行う。低単位取得者が留年者とならないように、より効果的な単位取得指導（機会の増
加、全員参加など）を設定・実施する。これらは総合生命学部で引き継がれる。
〈13〉共通教育推進機構

履修者の適正化、授業の到達目標に対する履修生の達成度の評価の厳密化を検討してい
く。
〈14〉経済学研究科

研究科会議では、年１回の研究科生による中間報告会の持つ意義は十分認識されている
ので、仮に毎回報告されるそれぞれの研究テーマに関わりが薄くとも、なるべく大勢の研
究科の教員が中間報告会に参加するような体制を作るべきかもしれない。
〈15〉マネジメント研究科

論文指導において、複数の指導教員による集団指導体制の構築が望まれる。
〈16〉法学研究科

従来は、研究論文執筆中心主義であった。ややもすれば良い論文を書きさえすれば良い
といった傾向が見られた。今後は、研究指導だけでなく、大学院教育全体が自覚的な課題
とする必要がある。そのためにも、指導教員の責任を重んじつつも、複数の教員による集
団指導の面を増やしていくことが必要である。
〈17〉外国語学研究科

本研究科では入学者数を増やすため、教員組織、教育課程・内容のさらなる充実を図る
必要がある。



＜第３節＞教育方法　　　　　　
＜第４章＞教育内容・方法・成果

−171−

また、他大学の院生等との交流による共同研究会の開催等によって、自己の研究レベル
を認知させ、さらなる教育・研究への意欲を引き出し、より客観的な評価ができるような
データを教員も共有する方法を探る必要があろう。

授業担当教員全員が出席するガイダンスを実施する予定である。
〈18〉理学研究科

教育成果についての定期的な検証を教育課程や教育内容・方法の改善に結びつける方策
を議論する必要がある。シラバスの内容や構成の検討を行う必要がある。
〈19〉工学研究科

シラバスの検証や集団指導体制の構築をはじめとして、教育効果を定期的に検証する体
制を、大学院ＦＤワーキンググループを中心として作る（根拠資料５）。中途でのドロッ
プアウト（休学や退学）学生が出ないように修学支援体制をより強化・充実させる。
〈20〉先端情報学研究科

来年度から博士課程が開設予定であるが、修士課程と合わせて、定員充足に向けた組織
的な取り組みが課題と言える。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

前記の通り、当該専攻は今年度末で閉設見込みである。本項は先端情報学研究科の該当
箇所を参照されたい。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

本年度より、成績提出締切の延長を教学センターに要請し、状況を検証する。
〈23〉法務研究科

授業改善の努力は、常に検証し、継続し続けなければならないものである。その成果を
どのような方法で測るのかは、難しい問題であるが、法科大学院においては、司法試験の
合格率が唯一の基準ではなくとも、重要な基準のひとつであることは否定できない。本研
究科が近時取り組んできた改革の成果が結果として現れるまでには、数年必要であるが、
今後もこれらの取り組みの成果を継続して検証する。

４．根拠資料
〈１〉大学全体

資料４−３−１　学年暦
資料４−３−２　履修登録上限単位数
資料４−３−３　ゼミ活動支援制度利用結果
資料４−３−４　シラバスの記載方法について
資料４−３−５　教務委員会規程
資料４−３−６　Webシラバス検索システム
　　　　　　　　（https://syllabus.kyoto-su.ac.jp/syllabus_search/）
資料４−３−７　学習成果実感調査
資料４−３−８　学習成果実感調査結果
資料４−３−９　全学ＦＤ／ＳＤ研修会開催報告
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資料４−３−10　燦（SAN）結成１周年記念イベント開催報告
資料４−３−11　ゼミ・研究室における就業力育成支援活動の全学実態調査結果

〈２〉経済学部
・学部ホームページ　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/ec/curri/index.html
・大学ホームページ　https://syllabus.kyoto-su.ac.jp/syllabus_search/
・経済学部履修要項

〈３〉経営学部
・「基礎セミナーでの授業統一のための資料」（資料ケ−12）
・「外書セミナーでの授業統一のための資料」（資料ケ−13）
・「関係表」（資料ケ−３）
・「編入学生単位認定関係資料」（資料ケ−11）

〈４〉法学部
・法学部ホームページ
・法学部履修要項、各年版

〈５〉外国語学部
・外部試験受験実績（2011年版、2012年版）
・外国語学部在学留学単位認定実績
・外国語学部履修規程
・授業アンケート
・語学検定成績
・留学者数一覧
・年度別の外国語学部卒業・留年者数

〈７〉理学部
・http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/sc_24.pdf
・2012京都産業大学講義要項　理学部
・初年次教育検討委員会答申書
・理学部教授会議事録　平成22年３月３日（水）13時15分から14時15分まで
・理学部教育検討委員会の設置
・理学部教育検討委員会議事録　平成22年３月19日（金）16時00分から17時20分まで
・理学部教育検討委員会答申書（中間）
・理学部教授会議事録　平成22年７月21日（水）13時15分から14時40分
・理学部教育検討委員会答申書
・理学部教授会議事録　平成23年５月18日（水）13時15分から15時15分まで
・理学部教授会議事録　平成24年４月18日（水）13時15分から14時20分まで

〈８〉コンピュータ理工学部
・コンピュータ理工学部「履修要項」2012年度版
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/
・「シラバス」2012年度版
　　https://syllabus.kyoto-su.ac.jp/syllabus_search/
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〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
・理学部「履修要項」2008年度版
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/
・「シラバス」2012年度版
　　https://syllabus.kyoto-su.ac.jp/syllabus_search/

〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
・工学部「履修要項」2008年度版
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/
・「シラバス」2012年度版
　　https://syllabus.kyoto-su.ac.jp/syllabus_search/

〈11〉総合生命科学部
・平成24年度版履修要項（ａ８〜ｂ８）（資料１）
・平成24年度版履修要項（ａ18）（資料２）
・平成24年度版履修要項（ｂ13、21、30）（資料３）
・平成24年度版履修要項　別冊ガイド（資料４）
・本学ホームページ　講義要項（シラバス検索）（資料５）
　　https://syllabus.kyoto-su.ac.jp/syllabus_search/
・京都産業大学教育支援研究開発センター規程、京都産業大学教育支援研究開発センタ

　　ーワーキンググループ規程（資料６）
・本学ホームページ　平成23年度秋学期　授業アンケート（資料７）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/outline/info/enquete/2011_autumn.html
・遠隔授業アンケート結果（資料８）
・総合生命科学部低単位取得者データ（資料９）

〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組
・学部履修要項（資料１）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/
・履修要項別冊ガイド（資料２）
　　平成24年度：http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/
・Webシラバス検索システム（資料３）
　　https://syllabus.kyoto-su.ac.jp/syllabus_search/
・学部ホームページ（資料４）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/bio/
・学習成果実感調査および同結果（資料５）
・全学ＦＤ／ＳＤ研修会開催報告（資料６）

〈14〉経済学研究科
・『大学院履修要項　2012年』京都産業大学大学院（資料４−３−１）

〈15〉マネジメント研究科
・「学生数と学位取得に関するデータ」（資料マ−６）（資料マ−７）
・「京都産業大学大学院学則」（資料マ−８）
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〈16〉法学研究科
・法学研究科ホームページ。とりわけ論文テーマ一覧の頁。

〈17〉外国語学研究科
・外国語研究科講義要項

〈18〉理学研究科
・大学院履修要項

〈19〉工学研究科
・大学院履修規程（資料１）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/rishu_yoko/index.html
・教育研究上の目的と３つのポリシー（資料２）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/g_eng/policy/index.html
・Webシラバス検索システム（資料３）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/rishu_yoko/index.html
・修士論文発表会・審査結果の記録（資料４）
・大学院ＦＤ／ＳD推進ワーキンググループの学内における位置づけ（資料５）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/outline/approach/excellence/about/admin.html

〈20〉先端情報学研究科
・http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/rishu_yoko/
・http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/g_eng/g_ics/ronbun/index.html
・http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/news/20111024_news02.html
・http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/news/20120621_ia.html

〈22〉経済学研究科（通信教育課程）
・『京都産業大学大学院　経済学研究科通信教育課程　履修要項　2012』p.24
・学位授与者数推移：４名（2008）、７名（2009）、10名（2010）、14名（2011）

〈23〉法務研究科
・法務研究科シラバス（平成24年度版）（資料４−３−１）
・履修要項（平成24年度版）（資料４−３−２）
・法務研究科「自己点検・評価報告書」（2012年度８月版）（資料４−３−３）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/pro/lawschool/report/index.html
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第４章　教育内容・方法・成果
第４節　成果

１．現状の説明
（１）教育目標に沿った成果が上がっているか。
〈１〉大学全体

ディプロマ・ポリシーの実現を目指して正課授業を展開しており、授業内においても社
会で生き抜く力（社会人基礎力）を意識した教育が実施されている。シラバスにおいて
も「身に付く力」として、社会人基礎力を明示しており、正課授業と課外活動の両面によ
り目標の達成を図っている。学生にとってどの様な力が身に付いたかを測る手段としては、
入学時に実施した自己発見レポートを４年次にも同様に実施し、双方の比較から成果を測
ることを計画している。また、授業ごとの成果については、学習成果実感調査の中で自己
評価している。卒業生に対しては、本学キャリア教育の評価を中心に調査を行っている。
これらの結果に基づき、学生向けガイダンスにおいて意識の向上と受講促進を図っている。
〈２〉経済学部

「将来の日本の社会を担って立つ人材の育成」という建学の精神に基づき、「健全な人格
をもち、将来、各方面で活躍するために必要な経済学的思考方法と知識を基礎に、常にグ
ローバルな視野に立ち、かつ的確な総合的判断のできる“優れた経済人”」を育成すると
いう目標に基づいて授業をし、その結果が適切かどうかを授業アンケートによって確認し
ている。

具体的にはセメスターごとに授業アンケートを行い、その結果を絶えず授業にフィード
バックすることで、受講生の意見を汲み上げながら全教員が授業をしている。
〈３〉経営学部

「マネジメント能力を持った人材の養成」という学部教育目標に照らし合わせた教育課
程・カリキュラムの編成を行っている上、科目履修者には「授業アンケートB」により、
知的好奇心の醸成度、授業満足度、社会（企業や非営利組織）とのつながりを意識し得た
かどうかという質問項目に加え、シラバス上で示された「身に付く力」の習熟度の回答を
求めている。現段階では、「身に付く力」関連の回答率が低く信頼するデータを入手でき
ていない。同時に、データを検証する指標が存在しないため、直接的に評価することが困
難である。また、学生の自己評価、卒業後の評価についても実施していない。
〈４〉法学部

「公益あるものを生み出していく人材の養成」という教育目標が成果を上げているかど
うかは、就職希望者に対する内定率が毎年、約90％以上に達することで立証されている。
このうち各種公務員が毎年、数十人に及ぶ。他学部卒業生よりも高い比率を占める。
〈５〉外国語学部

学習成果を検証するために、外部検定試験については、１年生と２年生の全員に全額受
験補助を行い、３年生以上は、成績優秀者に対する受験補助を行っている。各学科・専修
が設定している語学力到達レベルを目標に教育方法、内容の改善を行っている。
〈６〉文化学部

学部の３つのポリシーに基づく教育課程の総仕上げとしての演習を履修する学生は毎年
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90％以上おり、「多様なものの見方・考え方を身に付ける」という文化学部の学びの集大
成としての卒業レポートを作成して卒業している。
〈７〉理学部

通常の講義、演習に関しては、セメスターごとに年２回の定期試験が主な測定方法であ
る。それ以外にも、担当の教員ごとの工夫に応じて、それぞれ小テスト、セメスター半ば
における中間試験を行い、セメスターを通して学生の学習成果を測定している。また比較
的難易度の高い問題に解答する経験をつけることや授業内容をより深く修得することを目
的に、レポート課題を出し、学習成果を測定する材料としている。実験科目では各実験テ
ーマを終了するごとにテーマに関連したレポートを課して、学習の成果を測定している。
卒業研究については、研究発表、および、レポートで学習成果が測定されている。以上に
より、個々の科目の個々の学生の学習成果は充分に測定されているが、一方で、「理学部
全体」としての学習成果の測定は特に行っていない。
〈８〉コンピュータ理工学部

学生の学習成果の測定については、まず、各教員による授業内での小テストやレポート
課題、定期試験、グレード制による評価が利用されている。また、実験・演習科目におい
ては、授業態度とレポート等の状況による一定期間にわたる個別指導や、成果発表会の開
催が利用されている。さらに、特別研究では、研究の意義、内容の理解から目標達成まで
のプロセスを長期間にわたり個別指導し、卒業論文を執筆させ、卒業論文の成果発表会を
２日間にわたり開催して全員に発表させており、これら一連の活動を通じて、各学生の学
習成果がかなり正確に把握されている。成績評価に対して疑問のある学生には申し出る機
会が設けられている。

また、授業以外における評価指標として、デジタル作品のコンテストや制作合宿、ＡＣ
Ｍ国際大学対抗プログラミング・コンテストへの参加、一般の学会研究会における発表等
が挙げられる。コンピュータ理工学部では、学部独自の就学支援、情報交流のための談話
会の継続的実施が挙げられる。

さらに、学生による授業評価アンケートや、公開授業、ＦＤワークショップが定期的に
実施されており、授業ごとの教育内容・方法等の改善につながるよう活用に努めている。
コンピュータ理工学部では、入試合格者を対象とした数学と英語の添削教育（入学前教育）、
入試合格者を対象とした高校数学の復習授業（入学前事前授業）、入学時の数学基礎学力
テスト実施とその成績に応じたリメディアル科目（数学）の履修推奨、各学年の成績確定
後に低単位基準を満たす学生への教員による個別指導（低単位指導）が実施され、学生の
学習成果の評価指標として利用されている。

学生の自己評価については、３セメスター、５セメスターの在学生を対象に、理学部コ
ンピュータ科学科は2005（平成17）年から、コンピュータ理工学部は2010（平成22）年か
ら年度末にアンケートを実施し、各自の学習の習得度合や今後の習得分野の希望を、数学
系、プログラミング系、自然科学系、その他といったカテゴリ別に集計し、教授会で情報
を共有している。工学部情報通信工学科では現在のところ実施されていない。卒業後の評
価については、現在のところ実施されていない。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

学生の学習成果の測定については、まず、各教員による授業内での小テストやレポート
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課題、定期試験、グレード制による評価が利用されている。また、実験・演習科目におい
ては、授業態度とレポート等の状況による一定期間にわたる個別指導や、成果発表会の開
催が利用されている。さらに、特別研究では、研究の意義、内容の理解から目標達成まで
のプロセスを長期間にわたり個別指導し、卒業論文を執筆させ、卒業論文の成果発表会を
２日間にわたり開催して全員に発表させており、これら一連の活動を通じて、各学生の学
習成果がかなり正確に把握されている。成績評価に対して疑問のある学生には申し出る機
会が設けられている。

また、授業以外における評価指標として、デジタル作品のコンテストや制作合宿、ＡＣ
Ｍ国際大学対抗プログラミング・コンテストへの参加、一般の学会研究会における発表等
が挙げられる。コンピュータ理工学部では、学部独自の就学支援、情報交流のための談話
会の継続的実施が挙げられる。

さらに、学生による授業評価アンケートや、公開授業、ＦＤワークショップが定期的に
実施されており、授業ごとの教育内容・方法等の改善につながるよう活用に努めている。
コンピュータ理工学部では、入試合格者を対象とした数学と英語の添削教育（入学前教育）、
入試合格者を対象とした高校数学の復習授業（入学前事前授業）、入学時の数学基礎学力
テスト実施とその成績に応じたリメディアル科目（数学）の履修推奨、各学年の成績確定
後に低単位基準を満たす学生への教員による個別指導（低単位指導）が実施され、学生の
学習成果の評価指標として利用されている。

学生の自己評価については、３セメスター、５セメスターの在学生を対象に、理学部コ
ンピュータ科学科は2005（平成17）年から、コンピュータ理工学部は2010（平成22）年か
ら年度末にアンケートを実施し、各自の学習の習得度合や今後の習得分野の希望を、数学
系、プログラミング系、自然科学系、その他といったカテゴリ別に集計し、教授会で情報
を共有している。工学部情報通信工学科では現在のところ実施されていない。卒業後の評
価については、現在のところ実施されていない。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

学生の学習成果の測定については、まず、各教員による授業内での小テストやレポート
課題、定期試験、グレード制による評価が利用されている。また、実験・演習科目におい
ては、授業態度とレポート等の状況による一定期間にわたる個別指導や、成果発表会の開
催が利用されている。さらに、特別研究では、研究の意義、内容の理解から目標達成まで
のプロセスを長期間にわたり個別指導し、卒業論文を執筆させ、卒業論文の成果発表会を
２日間にわたり開催して全員に発表させており、これら一連の活動を通じて、各学生の学
習成果がかなり正確に把握されている。成績評価に対して疑問のある学生には申し出る機
会が設けられている。

また、授業以外における評価指標として、デジタル作品のコンテストや制作合宿、ＡＣ
Ｍ国際大学対抗プログラミング・コンテストへの参加、一般の学会研究会における発表等
が挙げられる。コンピュータ理工学部では、学部独自の就学支援、情報交流のための談話
会の継続的実施が挙げられる。

さらに、学生による授業評価アンケートや、公開授業、ＦＤワークショップが定期的に
実施されており、授業ごとの教育内容・方法等の改善につながるよう活用に努めている。
コンピュータ理工学部では、入試合格者を対象とした数学と英語の添削教育（入学前教育）、
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入試合格者を対象とした高校数学の復習授業（入学前事前授業）、入学時の数学基礎学力
テスト実施とその成績に応じたリメディアル科目（数学）の履修推奨、各学年の成績確定
後に低単位基準を満たす学生への教員による個別指導（低単位指導）が実施され、学生の
学習成果の評価指標として利用されている。

学生の自己評価については、３セメスター、５セメスターの在学生を対象に、理学部コ
ンピュータ科学科は2005（平成17）年から、コンピュータ理工学部は2010（平成22）年か
ら年度末にアンケートを実施し、各自の学習の習得度合や今後の習得分野の希望を、数学
系、プログラミング系、自然科学系、その他といったカテゴリ別に集計し、教授会で情報
を共有している。工学部情報通信工学科では現在のところ実施されていない。卒業後の評
価については、現在のところ実施されていない。
〈11〉総合生命科学部

学部で策定したカリキュラム・ポリシーおよびディプロマ・ポリシーの趣旨に沿って、
基礎教育科目群から専門教育科目群、そして実践的な特別研究を段階的に学習するカリキ
ュラム編成となっており、知識の体系的な構築が行えるよう工夫されている（根拠資料１）。
体系的なカリキュラム編成に加えて、必須科目群の授業内容を演習科目群により補完し、
知識の定着を図る仕組みや、実験・実習科目と演習科目の緊密な連携によって、着実な教
育効果が上がっている。

各教科の成績評価は、定期試験の評価に加えて、必要に応じて、平常点、レポート、出
席点等も加味して適切に行われている。ただし、実習・演習科目のようなリレー科目につ
いては、一定の基準を設け、教員間で適宜成績のすり合わせを行っている。以上の成績評
価法により、学生の学習到達度について、客観的かつ厳正な評価が行われている。教育改
善への取り組みとしては、履修学生による授業のアンケート調査等の方法を採用して実施
している（根拠資料２）。アンケート結果は科目ごとに集計・分析され、学生側の評価に
ついて情報を得ることができる。教員はそれぞれ教育上の効果を確認し、授業にフィー
ド・バックすることで、教育内容・方法等の改善に成果が上がっている。また、全学的な
組織としてファカルティ ･ディベロップメント（ＦＤ）委員会を設け、組織的な取り組み
を行っている。ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）の一環として、各教員の授業
の相互公開、推奨授業の公開と討論、学生による授業評価等を行い、授業改善に一定の成
果を得ている。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

学生の学習効果を測定するための評価指標は特に開発運用していないが、過去３年間
に見られる大学院進学者数の上昇とその維持の状況（2010（平成22）年度入学者数18名、
2011（平成23）年度21名、2012（平成24）年度15名、根拠資料１）からは、一定の成果は
上がっていると判断される。特に2012（平成24）年度入学者数に占める学業優秀者（推薦
入試による入学者）の数が６名にのぼり過去最高であった。学科全体での年度別進級状況

（根拠資料２）や単位取得状況（単位数およびＧＰＡ値）（根拠資料３）、および就職状況（根
拠資料４）から見ると、学習効果についてはほぼ横ばいである。各科目の成績は基本的に
は学期末に行われる定期試験による判定が行われるが、実習や演習科目等の一部の科目で
はレポート、平常点、出席点等が加味される場合がある。得点は各教員の評価に任される。
卒業前には応用特別研究を行う過程で、さらに個々の教員の下で総合的な指導による質の
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向上に努めている。進路センターによる諸イベント（就職ガイダンス、ミニガイダンスの
実施等）（根拠資料４）や研究室活動における教員の日常的な指導でフリーター等は減少
傾向にある（根拠資料４）。また学習到達度の実感調査（2011（平成23）年度までは授業
評価アンケート）が2012（平成24）年度から学期ごとに行われており、学生の立場からみ
た学習効果の測定に取り組みつつある（根拠資料５）。
〈13〉共通教育推進機構

全学共通教育のみの成果を測ることは難しい。全学共通教育科目と学部専門科目を組み
合わせて履修するフレキシブル・カリキュラムのテーマ・プログラムに修了者が出ている。
個別の科目において、その教育目標に沿った成果が上がっているかは、担当のコーディネ
ーターまたは個々の教育に委ねられ、本機構として把握してはいない。
〈14〉経済学研究科

研究科生に対して、学習成果を測定するための直接的な指標や方法は存在しない。しか
し、博士前期課程１・２年生に対しては、考察力の向上および分析方法の習得を目指して
手厚く指導し、特論および特論演習の科目充実と厳正な評価を行っている。さらに、これ
以外に修士論文提出予定者（前期課程２年生）および博士後期課程在籍者については、そ
の年度の10月初旬に研究活動の中間報告を義務付けている。参加者は、報告内容に関連す
る専門分野の教員、研究科生全員である。報告・討論・コメントを通じて、教育・研究指
導の効果に関する理解を研究科として共有することに役立っている。このようなプロセス
を経て、報告者は研究のさらなる深化・発展に向けて努力できる。
〈15〉マネジメント研究科

「高度なマネジメント能力をもった高度専門職業人の養成」という本研究科の教育目標
に従い、修士・博士の論文提出者と学位取得者の輩出から見て、その成果は上がっている
と言える。ただ学生の自己評価や卒業後の評価などを研究科として組織的に行ってはいな
い。
〈16〉法学研究科

研究論文執筆を中心とした教育を受けることにより、研究者ないし高度専門職業人とな
ることが目標である。各年度、入学者のほぼ全員がアカデミックな論文を執筆して修了し
ている。修了後の進路については、詳細な追跡調査は網羅的にはしていないが、大学院教
育が何らかの形で可能にした職業に就いているか、その方向に向かっていると考えられる。
〈17〉外国語学研究科

本研究科の過去５年間の修了者数（留学生数）は以下のとおりである：
　2007（平成19）年度：英米語学３・中国語学１・言語学１（１）＝計５（１）
　2008（平成20）年度：英米語学２・中国語学１（１）・言語学１＝計４（１）
　2009（平成21）年度：英米語学２・中国語学２（２）・言語学１＝計５（２）
　2010（平成22）年度：英米語学２（１）・中国語学０・言語学２＝計４（１）
　2011（平成23）年度：英米語学０・中国語学０・言語学１＝計１
この５年間の修了者は、英米語学９・中国語学４・言語学６の計19名であった。
英米語学専攻の修了者９名中７名は英語教育学／英語学をテーマとした修士論文を執筆

し、修了時に中学校・高等学校教諭専修免許状（英語）を取得して中学校または高等学校
の英語教員として採用されている。また９名中２名が、在学中に学会で研究発表を行った。
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中国語学専攻の修了者４名は全員、中国語学をテーマとした修士論文を執筆した。修了
後、１名（日本人）は日本の企業に就職し高度な中国語能力を活かしている。留学生３名
は全員中国に帰国し、それぞれ大学教員・日本語学校教員・企業職員となった。

言語学専攻の修了者６名中２名は研究をさらに発展させるために他大学の大学院に進学
した。また研究したことを活かせる会社に就職した者もいる。
〈18〉理学研究科

専門知識の教育と研究者および高度専門職業人養成について、大学院進学者の過半数が
学位を取得し、就職または進学を果たしていることから、成果は上がっていると言うこと
ができる。
〈19〉工学研究科

ある程度は上がっている。少数の院生を対象とした講義型の授業である特論科目および
演習科目では、学期末の成績評価により学習効果を測定することができる（根拠資料１）。
なお、これらの科目では受講生の講義内容に対する関心や理解度を詳しくチェックしなが
ら授業を進めることができるため、学部授業のような授業に対するアンケート調査は実施
していない。特別研究では研究指導教員が示す研究方針や研究方法に沿って研究が進めら
れ、日常的な研究・学習活動に対する成績評価に加え（根拠資料１）、その成果（学習効果）
は学位論文を指標として評価することができる（根拠資料２）。しかしながら、思うよう
な結果の得られなかった研究であっても、院生の研究者としての成長に大いに寄与してい
るものもあり、前記の成果のみから研究指導を評価することはできない。これらは総合的
に修士学位論文の成績評価において評価されている（根拠資料３）。

就職率は年ごとに上昇してきているが、大学院で学んだことを十分に活かすことのでき
る職についている者は多くない。しかしながら、民間企業の研究職に就いた者の中には就
職先の重責を担って活躍している者も現れてきている（根拠資料４）。なお、この就職に
かかる諸活動（就職活動）が近年になりより早期化かつ長期化の傾向を示しており、本来
研究活動に専念すべきところを長時間就職活動に充てざるを得ない状況が学生に生まれて
いる。修学期間中の１年以上にわたって就職活動が終わらずに日常の研究、そして学位論
文の作成に大きな困難が生じているケースもある。この点からは教育目標に沿った成果が
得られていないと総括すべきかもしれない。
〈20〉先端情報学研究科

先端情報学研究科では、発展を続ける情報関連分野の最先端領域の高度な専門知識を修
得させるために旧工学研究科情報通信工学専攻を改組して新たに先端情報学研究科を設置
し、2012（平成24）年度からはその運用を開始した。

本研究科は主として、①高度情報化社会を支える科学とテクノロジー、②グローバル社
会のための情報ネットワーク、③人間とＩＴ環境のコミュニケーションの３分野を中心と
しており、「セミナー科目」「講義科目」「演習と研究科目」の３つの科目群を設けている。

「セミナー科目」は４科目から成り、各教員の専門分野における現状と問題点や今後の動
向について幅広く紹介する科目で、学生にはその内の２科目を選択必修としている。「講
義科目」は、①の情報システム、情報科学関係５科目、基盤技術関係５科目、②のネット
ワーク関係５科目、③の人間とＩＴ環境関係５科目の合計20科目を設置している（「演習
と研究科目」は必修科目で、先端情報学特別演習４科目と先端情報学特別研究４科目を設
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け（資料１−１）、修士論文の研究指導（資料１−２）を行っている）。これらの成果は今
後明らかとなる。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

本研究科の教育目標は、本研究科の目的である「社会人を対象に、通信教育を通して各
自が関心をもつ経済政策領域を学ぶことによって、実社会で直面する経済的課題について
常に理論と実証の両面から分析し政策立案できる、高度の判断力と実践力を備えた人材の
養成」のために必要な教育を行うことにある。

通信教育という教育・研究手法を採用している本研究科では、その指導の効果について
は、すべての科目において、期末試験は実施せず、提出されたレポートとそれに対するコ
メントをめぐる質疑応答等を総合評価することで測定している。また、年２回の研究指導
教員によるスクーリング時には、対面で教育・研究効果を測定している。

本研究科においては、学生の社会における多忙な業務を考慮し、研究課題を細分化して
計画的に特論演習Ⅰ～Ⅳの課題レポートを作成し、それに基づいて特論演習Ⅳで特定課題
研究報告書または修士論文をまとめることにより修士課程の研究成果としている。

研究成果の審査については、既設の通学制研究科修士論文と同様、第４セメスターの10
月中に１～２日のスクーリングを実施し、それまでの課題レポートをまとめた中間報告会
を行う。事前に中間報告書を作成し、通信教育課程の全研究科生とともに全教員にも配信
される。中間報告会での議論・評価と問題点の指摘を受けて、特定課題研究報告書または
修士論文を追加修正するとともに、１月初めまでにすべてを総括し提出する。特定課題研
究報告書または修士論文について研究指導教員の書面審査を受けた後、２月初めに１日の
スクーリングを実施する。スクーリング時に合わせて、関連分野の１名（修士論文の場合
は２名）の教員を加えた審査会を開催し、そこで口述試問を受けて研究水準を満たしてい
ることを判断して、研究科会議に諮られ審議を経て合格となる。このように、特定課題研
究報告書および修士論文については、複数回の口述報告を経て教育・研究効果が測定され
る仕組みになっている。
〈23〉法務研究科

本研究科の教育目標は、法曹に必要なマインドとスキルを備えた人材の養成であり、そ
のための教育課程を通じて、日本社会を改革する使命感と意欲を持ち、法秩序形成の責任
を自覚した、格調と品位を持つ有能な実戦的法曹であるとともに、豊かな「人間性」、深
く広い教養を基盤に、専門能力を修得し、直面する諸問題を発見・解決できる「汎用的専
門能力」を持つ法曹を育成することを目指している。

本研究科修了者の司法試験合格率は、現時点では目標とする水準に達していないと言わ
ざるを得ない。しかし、本研究科の修了生は、修得したマインドとスキルを活かし、企業
法務、公務員、地方議会議員など多方面で活躍しており、司法試験に合格し弁護士となっ
た後、自ら積極的に司法過疎地域に赴任している者もいる。資格の有無だけで成果を測る
べきではなく、修了生の進路を総合的に評価すれば、一定の成果は上がっている（資料４
−４−１）。
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（２）学位授与（卒業・修了認定）は適切に行われているか。
〈１〉大学全体

卒業要件は、履修要項において学生に示している。卒業判定は、卒業要件を満たしてい
るかどうかの審議を学部卒業判定会議において行い、その後、学長を委員長とし、各学部
長等を委員とする全学卒業判定会議において卒業者を決定している。この全学卒業判定会
議においては、卒業者の決定だけでなく、留年者数の単位修得状況等も確認し、今後の修
学指導・修学支援等の点検に結びつけている。
〈２〉経済学部

講義科目に関しては、教授会での申し合わせにより、試験受験者のうち50～90％という
基準の下に単位を出し、しかも、定期テストの採点基準に関しては学生に公表している。
卒業要件については、履修要項と学部ホームページで公表しており、また、卒業認定は学
部教授会で行われている。これらの点から、適切に学位授与を行っていると考えられる。
〈３〉経営学部

本学部の「ディプロマ・ポリシー」を経営学部ホームページ（資料ケ−１）や履修要項
等で学生に公表し、履修要項に記載された卒業要件に従い、教授会の審議を経て学位授与
を実施している。いわゆる留年率（資料ケ−14）は、近年では16～20%の間で推移してい
るが、この数値自体の妥当性は検証されていない。
〈４〉法学部

教授会が、学則第41条と法学部ディプロマ･ポリシーに従って卒業判定を行っている。
卒業要件は、４年以上の在学と、履修規定に従った124単位以上の修得が骨子である。

卒業率は、経済学部や経営学部、あるいは全学平均に比べ、法学部は多少低いが、目立
って低いというわけではない。2012（平成24）年度春卒業の場合、経済学部75.0%、経営
学部79.9%、全学平均76.0％であったのに対し、法学部は73.2%であった。
〈５〉外国語学部

卒業の要件は、履修要項に明記され、またホームページでも公開され、教授会の議を経
て、学位授与（卒業・終了認定）が適切に行われている。
〈６〉文化学部

卒業要件は、履修要項に明記されている。卒業認定は、教授会において適切に行われて
いる。
〈７〉理学部

卒業の要件が、学生に配布される履修要項に明確に提示されて、その要件に基づき教授
会において卒業が認定されている。
〈８〉コンピュータ理工学部

卒業の要件については、京都産業大学学則第11章や各学部履修要項に共に明確に記載さ
れており、それらはオリエンテーション時に学生に冊子媒体で配布し周知している。ま
た、ホームページにおいても常時公開されている。

また、各学部とも、全学生に対して卒業論文の執筆と、卒業論文の成果発表会における
発表を課しており、学位授与については、これら成果に基づき教授会で審議し適格に実施
している。

コンピュータ理工学部では、多くの学生が、情報通信業の会社、またはコンピュータを
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用いた職種に就職している。しかし、近年の不況等により、その他の業種にも少なからず
の学生が就職している。また、卒業生の約２割は大学院へ進学している。理学部コンピュ
ータ科学科では、就職を希望する学生の就職率は概ね良好であるが、近年の不況等により、
アルバイトやパートといった進路を選択するケースも見受けられる。工学部情報通信工学
科では、就職を希望する学生の就職率は概ね良好である。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

卒業の要件については、京都産業大学学則第11章や各学部履修要項に共に明確に記載さ
れており、それらはオリエンテーション時に学生に冊子媒体で配布し周知している。ま
た、ホームページにおいても常時公開されている。

また、各学部とも、全学生に対して卒業論文の執筆と、卒業論文の成果発表会における
発表を課しており、学位授与については、これら成果に基づき教授会で審議し適格に実施
している。

コンピュータ理工学部では、多くの学生が、情報通信業の会社、またはコンピュータを
用いた職種に就職している。しかし、近年の不況等により、その他の業種にも少なからず
の学生が就職している。また、卒業生の約２割は大学院へ進学している。理学部コンピュ
ータ科学科では、就職を希望する学生の就職率は概ね良好であるが、近年の不況等により、
アルバイトやパートといった進路を選択するケースも見受けられる。工学部情報通信工学
科では、就職を希望する学生の就職率は概ね良好である。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

卒業の要件については、京都産業大学学則第11章や各学部履修要項に共に明確に記載さ
れており、それらはオリエンテーション時に学生に冊子媒体で配布し周知している。ま
た、ホームページにおいても常時公開されている。

また、各学部とも、全学生に対して卒業論文の執筆と、卒業論文の成果発表会における
発表を課しており、学位授与については、これら成果に基づき教授会で審議し適格に実施
している。

コンピュータ理工学部では、多くの学生が、情報通信業の会社、またはコンピュータを
用いた職種に就職している。しかし、近年の不況等により、その他の業種にも少なからず
の学生が就職している。また、卒業生の約２割は大学院へ進学している。理学部コンピュ
ータ科学科では、就職を希望する学生の就職率は概ね良好であるが、近年の不況等により、
アルバイトやパートといった進路を選択するケースも見受けられる。工学部情報通信工学
科では、就職を希望する学生の就職率は概ね良好である。
〈11〉総合生命科学部

学位授与は、学年進行途上であるため執行していない。学位授与に必要な卒業要件につ
いては、これを履修要項やガイダンスで明示しており、学生にとって必要な情報は適切に
伝達されている（根拠資料１）。また、ディプロマ・ポリシーの新たな策定を目指すとと
もに、学位審査の客観性や厳格性を確保するための措置を適切に講じる予定である。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

教授会での審議と承認を経る形により、適切に行われている。なお、個々の科目ごとに
不合格となった学生から問合せがある場合は、当該担当教員が書面で説明責任を果たす仕
組みを取っている。卒業判定に係る成績の審議はその都度教授会で行われる（根拠資料３）。
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〈13〉共通教育推進機構
本機構は学位授与を行わない。

〈14〉経済学研究科
前期課程で必要単位数30単位を充足した研究生には、前期課程で修士論文を、後期課程

では博士論文を課している。論文審査には、研究指導教員が主査となり、その他に２名の
副査を含めた３名で厳正に行われている。

提出された論文は経済学研究科会議に諮り、審議される。審議内容は、修士論文の場合、
最新の経済理論と分析手法を駆使し、それぞれの専攻分野について「基礎的な研究能力が
ある」か、博士論文の場合は「高度の研究能力がある」かについて行われる。経済学研究
科会議による審査の結果、合格と判断された場合、大学の大学院委員会の承認を経て、学
長が学位授与を決定することになっている。
〈15〉マネジメント研究科

学位授与に関しては、繰り返し述べるように、博士前期課程では、①９月初旬に公開で
開催される「修士論文中間報告会」において、２名の教員アドバイザーと中間報告会に参
加した教員からの指導・評価、②論文審査における主査・副査による評価、③最終的な学
位認定を行う研究科会議での評価の３つの段階を踏んでいる。いずれの評価段階でも、修
士論文審査基準をもとにした「修士論文内容説明シート」の提出を義務付け、事前に審査
基準を学生が理解できるように心掛けている（資料マ−９）。また３つの段階のいずれの
評価においても複数の教員が関与しており、評価の妥当性について、教員の衆目の下で評
価・認定されているため、その適切性・公正性は妥当であると判断される。また、博士後
期課程においても同様、「年次報告書」と「年次研究発表会」（資料マ−10）、論文審査委
員会の管理の下、論文の予備審査には複数の教員による評価が行われ、論文の本審査にお
いて副査の中に最低１名は外部審査者を含めることや「公聴会」での発表が審査要件とな
っている点から、その適切性・公正性は担保されている。こうした修士学位と博士学位の
修了要件を明確にし、それを履修要綱別冊にて大学院学生に周知させている。
〈16〉法学研究科

本学ホームページや大学院履修要項に記載された大学院学則、学位規程、法学研究科履
修規程等に基づき、学位授与が行われている。研究科会議が規則に定められた基準と手続
きに従って判定している以上、適切だと言える。
〈17〉外国語学研究科

学位授与（課程修了）の要件は、履修規定・要項に明記されている。この規定に従い、
研究科会議の議を経て、適切な学位授与（修了認定）が行われている。
〈18〉理学研究科

修士学位授与については、論文発表会における発表の後、３名の審査委員による修士論
文査読と口頭試問による審査が行われ、理学研究科会議と大学院委員会で審議される。

課程博士の修士学位授与については、４名の審査委員による予備審査に合格した後、３
名の審査委員による本審査が行われる。予備審査には本研究科以外の専門家１名が副査と
して加わる。

これらの学位授与は年２回（３月および９月）行われる。
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〈19〉工学研究科
適切に行われている。博士課程の研究指導の効果の測定には学会発表、学術論文の投稿

の有無や受理の状況が基本的な指標となり、当該内容を含む博士学位論文の作成・提出と
公聴会での発表と試問への回答への評価と併せて学位授与が認定される。修士課程の場合
は研究期間が短く、学会やジャーナルに発表できるような成果が得られないこともある。
そのため、指導教員（主査）と複数名の他の教員（副査）によって修士学位論文が精査さ
れ、また博士課程生と同様の公聴会が実施される。これらを通して、院生の研究者として
の成長に有益な指導が行われていたかとの視点に立って、研究指導の効果を判断すること
が行われている（根拠資料１～３）。以上について合格と判断された場合は、学位授与の
ための公式な手続きとして研究科会議および大学院委員会での承認を経て最終的な認定と
する（根拠資料５、６）。
〈20〉先端情報学研究科

先端情報学研究科の専攻の博士課程の修了要件については大学院履修要項（資料１−３）
に記載し、学生に周知している。ホームページにも掲載している（資料１−４）。

前期博士課程の修了用件としては、本研究科に原則として２年以上在学し、修了要件一
覧表（資料１−３）に従って、合計30単位以上を修得し、さらに修士学位論文を提出して
論文審査と最終試験に合格しなければならない。修了所要単位は、必修科目16単位以上、
選択必修科目としてセミナー科目２科目４単位、選択講義科目10単位以上である。

本研究科における学位論文審査は、本研究科選任教授１名を主査、本研究科選任教員２
名を副査とする体制にて審査し、公聴会の開催を経て、主査・副査の合議に基づく審査結
果の取りまとめを行う。

後期博士課程の学位申請には論文の提出が必要であり、提出された論文は主査（指導教
員）と副査（専攻科教員）３名によって予備調査を行い、博士論文公聴会において内容の
発表を行わせる。論文内容に査読付き学術雑誌に投稿し受理された最低３篇の論文が含ま
れている必要がある。これを踏まえて主査および副査による本審査を行い、それに合格し
た者に博士の学位を授与する。

これらの学位審査（学位論文）については上記基準に基づき、審査し適格に実施してい
る。

施行状況については今後注視することになる。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

学位の授与に関しては、「第４章　第１節の１．現状の説明」に記載のとおり、在籍年
数および履修単位数という客観的な要件に加えて、上述の中間報告会および最終審査会に
よる口述試問と、研究科会議において判定されることとなっており、透明性と客観性はこ
れらによって確保されている。

特に、修士論文の場合、新たな視点・経済モデル・分析手法に基づいているかどうかに
ついては、研究指導教員以外の２名の副査によって調査され、その意見を踏まえて研究科
会議で判定される。
〈23〉法務研究科

ディプロマ・ポリシーおよび修了要件（資料４−４−２　巻頭、p.27）で示すとおり、
修了認定の要件は、本研究科に３年以上（法学既修者については２年以上）在学し、本研
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究科が定める教育課程により学修し、必修科目および選択必修科目を含む所定の単位を修
得することである。従って、教育課程における単位認定が適切に行われることが、修了認
定の適切さを確保することになる。前節で見たように、成績評価・単位認定は厳格に行っ
ており、修了認定は適切に行われている。

２．点検・評価
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体

シラバスに「身に付く力」を組み入れていることにより、授業では学力だけでなく社会
人基礎力も育んでいることを担当教員および学生の双方に意識付けることができている。
〈２〉経済学部

公共政策コース・産業経済コース・国際経済コースの３コース制の下、経済学を体系的
に学び、多くの学生が、順調に単位を取得している。
〈３〉経営学部

学外において、ゼミ単位を中心とした活動が活発に行われ、各種コンテスト等でも上位
に入賞していること（資料ケ−15）は、「マネジメント能力をもった人材育成」の賜物で
あると考えている。
〈４〉法学部

就職率の高さや、公務員志望者の多さが、公益産出人材の育成という教育目標が成果を
上げていることの証明である。
〈５〉外国語学部

留年率が低い。演習Ａ・Ｂで深い専門知識と発表力を総合的に育て、学生の高い就業を
実現している。また、教育目標に沿った人材が多く輩出されており、そのことは、外国語
学部のホームページで紹介されている。
〈６〉文化学部

ゼミ活動の活性化を図ることで、各専門科目のシラバスに挙げた「身に付く力」の実践
に努めている。その成果は、卒業レポート、社会貢献活動に実現している。
〈７〉理学部

卒業の要件が学生に明確に提示されている。
〈８〉コンピュータ理工学部

各教員による授業内での小テストやレポート課題、定期試験、グレード制による評価は
概ね適切に機能しているとみられる。

また、コンピュータを利用したデジタル作品のコンテストを年２回、コンテンツ制作を
１泊２日で集中的に行う合宿を年１回のペースで実施しており、コンピュータ理工学部、
理学部コンピュータ科学科、工学部情報通信工学科を中心に他学部も含めた参加があり、
学生のプログラム作成技術等の向上の一助となっている。さらに、学生と教員間、学生同
士の情報交流や質問、相談受け付けの機会として、毎週ランチタイム・トークが実施され
ており、教員による話題提供だけでなく、学生からも自分で作ったプログラムや興味を持
った技術の紹介が継続的になされている（ランチタイム・トークについては、もともと理
学部コンピュータ科学科主催だったが、コンピュータ理工学部がその創設に伴い運営を引
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き継ぎ、現在も発展的に実施を継続している）。
また、ＡＣＭ大学国際対抗プログラミング・コンテストへ複数の学生チームが参加して

おり、プログラミング技術やコミュニケーション能力、チームワーク能力等の向上の一助
となっている。さらに、卒業論文に関連する研究成果を一般の学会研究会において学生自
身が発表しており、その一部は賞を受賞するなどの成果を上げている。

コンピュータ理工学部では、授業アンケートの結果によると、実験・演習科目では興味
の喚起、自己の成長、満足度ともに高く、講義科目では、時々小テストを行うことなど、
教員の熱心な取り組みに対する肯定的な意見が多く見られている。

特に実験・演習科目では、各学生所有のノートパソコンがすべて同じように動く統一環
境を学部独自に実現しており、これによりプログラム動作の問題等が生じた際の対処が大
幅に効率化され、教員は本来の個別指導により多くの時間を集中させることが可能となっ
ている。直接的な効果測定は困難だが、これが授業アンケート結果における実験・演習科
目における高い満足度につながっている一因であることは十分考えられる。

また、学部で毎週２回実施されている就学支援「寺子屋」は、数学、プログラミング、
専門科目等で困っている学生に好評であり、継続的に一定の成果を上げている。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

各教員による授業内での小テストやレポート課題、定期試験、グレード制による評価は
概ね適切に機能しているとみられる。

また、コンピュータを利用したデジタル作品のコンテストを年２回、コンテンツ制作を
１泊２日で集中的に行う合宿を年１回のペースで実施しており、コンピュータ理工学部、
理学部コンピュータ科学科、工学部情報通信工学科を中心に他学部も含めた参加があり、
学生のプログラム作成技術等の向上の一助となっている。さらに、学生と教員間、学生同
士の情報交流や質問、相談受け付けの機会として、毎週ランチタイム・トークが実施され
ており、教員による話題提供だけでなく、学生からも自分で作ったプログラムや興味を持
った技術の紹介が継続的になされている（ランチタイム・トークについては、もともと理
学部コンピュータ科学科主催だったが、コンピュータ理工学部がその創設に伴い運営を引
き継ぎ、現在も発展的に実施を継続している）。

また、ＡＣＭ大学国際対抗プログラミング・コンテストへ複数の学生チームが参加して
おり、プログラミング技術やコミュニケーション能力、チームワーク能力等の向上の一助
となっている。さらに、卒業論文に関連する研究成果を一般の学会研究会において学生自
身が発表しており、その一部は賞を受賞するなどの成果を上げている。

コンピュータ理工学部では、授業アンケートの結果によると、実験・演習科目では興味
の喚起、自己の成長、満足度ともに高く、講義科目では、時々小テストを行うことなど、
教員の熱心な取り組みに対する肯定的な意見が多く見られている。

特に実験・演習科目では、各学生所有のノートパソコンがすべて同じように動く統一環
境を学部独自に実現しており、これによりプログラム動作の問題等が生じた際の対処が大
幅に効率化され、教員は本来の個別指導により多くの時間を集中させることが可能となっ
ている。直接的な効果測定は困難だが、これが授業アンケート結果における実験・演習科
目における高い満足度につながっている一因であることは十分考えられる。

また、学部で毎週２回実施されている就学支援「寺子屋」は、数学、プログラミング、
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専門科目等で困っている学生に好評であり、継続的に一定の成果を上げている。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

各教員による授業内での小テストやレポート課題、定期試験、グレード制による評価は
概ね適切に機能しているとみられる。

また、コンピュータを利用したデジタル作品のコンテストを年２回、コンテンツ制作を
１泊２日で集中的に行う合宿を年１回のペースで実施しており、コンピュータ理工学部、
理学部コンピュータ科学科、工学部情報通信工学科を中心に他学部も含めた参加があり、
学生のプログラム作成技術等の向上の一助となっている。さらに、学生と教員間、学生同
士の情報交流や質問、相談受け付けの機会として、毎週ランチタイム・トークが実施され
ており、教員による話題提供だけでなく、学生からも自分で作ったプログラムや興味を持
った技術の紹介が継続的になされている（ランチタイム・トークについては、もともと理
学部コンピュータ科学科主催だったが、コンピュータ理工学部がその創設に伴い運営を引
き継ぎ、現在も発展的に実施を継続している）。

また、ＡＣＭ大学国際対抗プログラミング・コンテストへ複数の学生チームが参加して
おり、プログラミング技術やコミュニケーション能力、チームワーク能力等の向上の一助
となっている。さらに、卒業論文に関連する研究成果を一般の学会研究会において学生自
身が発表しており、その一部は賞を受賞するなどの成果を上げている。

コンピュータ理工学部では、授業アンケートの結果によると、実験・演習科目では興味
の喚起、自己の成長、満足度ともに高く、講義科目では、時々小テストを行うことなど、
教員の熱心な取り組みに対する肯定的な意見が多く見られている。

特に実験・演習科目では、各学生所有のノートパソコンがすべて同じように動く統一環
境を学部独自に実現しており、これによりプログラム動作の問題等が生じた際の対処が大
幅に効率化され、教員は本来の個別指導により多くの時間を集中させることが可能となっ
ている。直接的な効果測定は困難だが、これが授業アンケート結果における実験・演習科
目における高い満足度につながっている一因であることは十分考えられる。

また、学部で毎週２回実施されている就学支援「寺子屋」は、数学、プログラミング、
専門科目等で困っている学生に好評であり、継続的に一定の成果を上げている。
〈11〉総合生命科学部

講義科目と演習科目の連携により、知識の定着を図っている。また、低学年からの実
験・実習科目の実施と、演習科目との連携により、生命科学に対する関心の向上を図って
おり、一定の教育効果を上げていると判断している（根拠資料２および３）。英語講読には、
多くの時間をあてており、語学の涵養が適切に行われている。各学期終了時における修得
単位数および必修科目の履修状況より、低単位修得者および必修科目未履修学生に対して
個人面談を行い、問題点を指摘し、学修意欲の向上を図っている。この取り組みは、学生
の背景を知る上で良い機会となっている。ＦＤ委員会により教育改善のためのさまざまな
企画がなされ、一定の成果を上げていると考えている。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

大学院進学者数が過去３年間で54名（卒業者数に対して30.9％）と、学科としての目標
値（定員８名）に対して高レベルを達成している（根拠資料１）。
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〈13〉共通教育推進機構
全学共通教育科目を通じ幅広い教養を身に付けた学生が、各学部が認める学位を取得し、

卒業している。
〈14〉経済学研究科

学部教育からの継続を重視する一方、研究科生の単位修得の効率を図るため、博士前期
課程では「公共経済系列」「産業経済系列」「国際経済系列」というコースを明確にし、各
コースには「必須選択科目群」「系列科目群」「非系列科目群」が配置されるように準備し
ている。研究科生は、研究指導教員との相談やアドバイスに従い、論文作成で関わりの強
い科目の単位をより効率的に取得できる。論文の作成でも、研究科生と研究指導教員はほ
ぼ１対１の関係にあるので、極めて丁寧な研究指導が期待できる。

また、本学から大学院に進学する留学生については、学部入学段階で日本語能力試験を
課しているので、日本語の心配はあまりない。日本語で提出される論文については、研究
指導教員が中心になって指導・助言し、厳正にチェックしている。
〈15〉マネジメント研究科

2002（平成14）年の研究科設置以来の修了者の輩出が成果を物語っている（資料マ−７）。
〈16〉法学研究科

定員から見ても少数ではあるが、着実に、研究者や高度専門職業人を生み出してきた。
〈17〉外国語学研究科

入学者の大多数が留年することなく２年間の課程を修了し、研究テーマを修士論文とし
てまとめ、目指す専門職への就職、あるいは進学を成し遂げている。
〈18〉理学研究科

教育目標に沿った成果は上がっている。学位授与は所定の手続きに沿って適切に行われ
ている。
〈19〉工学研究科

ここ数年間の平均値で見た場合、学位授与を受けた学生数は定員を大きく上回っている。
〈20〉先端情報学研究科

先端情報学研究科での運営は2012（平成24）年度から始まったばかりで、現在はその状
況を見ている所である。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

卒業者、在籍者の全員が有職者や定年退職者、主婦等の社会人であるため進路は問題と
ならないが、このような教育課程を修了した卒業生からは、特論演習はもちろんのこと、
各講義科目から得た知識や思考方法も当人の仕事の現場等で非常に役立っているとの声が
多く聞かれている。

また、前述のとおり、修士論文の場合、新たな視点・経済モデル・分析手法に基づいて
いるかどうかを要求されるが、本課程設置当初の想定以上に多くの研究科生が修士論文の
執筆に挑戦している。
〈23〉法務研究科

修了生の進路を把握することは、修了後、実家に拠点を移す者も多く容易ではないが、
修了後の学修支援や進路支援等の情報を提供するなどして、可能な限りその把握に努めて
いる。また、修了生の学修支援に助力を頂いているチューター弁護士との情報交換を密に
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し、修了生の個別事情に応じた適切な指導を受けられるように配慮している。これにより、
修了後、司法試験受験に臨む修了生に対して適切なサポートができている。

残念ながら、司法試験に合格できず、受験資格を喪失した修了生に対しても、一般企業
への就職を支援し、法務部門等に就職した者も現れている。

②改善すべき事項
〈１〉大学全体

社会で生き抜く力が卒業時に身に付いているかを定量的に測る指標が定まっていない。
〈２〉経済学部

多くの学生は順調に単位を修得しているが、一部単位履修状況が悪い学生もおり、その
ような学生への対応として面談を行い、取得単位数を上げるよう働きかけている。また、
グローバルな視点にやや欠ける学生もいるので、英語力を上げる授業を増やす方向で検討
している。
〈３〉経営学部

教育目標に沿った教育成果を検証する「指標」の開発が望まれる。
〈４〉法学部

留年率がやや高いことは、進路決定に時間を要することの帰結である。しかし早期の準
備により乗り越えることもできる。

また単位認定が厳しいことによる留年も少なくない。これは低単位者に対する指導を、
さらに強化する必要がある。
〈５〉外国語学部

学習成果の検証のひとつとして、全額補助による外部試験を導入し、１年次と２年次は
全員受験補助があり、３年次以上の学年では、成績優秀者のみが補助を受けている。しか
し、全体的に３年次以上の受験率が低い。また、３年次生と４年次生の専攻語教育を充実
させる余地がある。
〈６〉文化学部

選択科目である文化演習の履修者を100％近くまで引き上げること。これまで文化学部
は、卒業留年率が少ない学部であったが、2011（平成23）年度は、20％近くの留年率とな
った（根拠資料１）。これは、学生の姿勢の変化によるのかどうか、検討する必要がある。
〈７〉理学部

「理学部全体」としての学習成果は、測定されていない。
〈８〉コンピュータ理工学部

授業アンケートの結果によると、シラバスを読んでいる学生の割合が３年生でも75％と
決して高いとは言えず、基礎的な内容の講義が、専門科目にどのようにつながっていくの
かを、学生が把握していない可能性がある。

また、学部の就学支援「寺子屋」においては、質問や相談に来る学生のほとんどが理解
度の高い学生であり、低単位の学生がわずかであることが指摘されている。

さらに、入学前教育、入学前事前授業、入学時数学テストとリメディアル科目（数学）
については、効果が上がっている学生がいる一方、そうとは言えない学生も存在しており、
そのばらつきが大きいことが指摘されている。
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低単位指導については、個別指導を行っているものの、学生の意識や生活態度にまで原
因が及ぶ場合があり難しい問題となっている。
〈11〉総合生命科学部

授業評価は評価を受けた授業担当の教員によって、その学修目標が達成されるように、
授業の構成、方法等を改善することで完結するが、その検証は個々の教員に委ねられてお
り、システムの運用には限界がある。単位数の上限設定についても、その数は物理的に決
定せざるを得ない部分もあり、あまり検討の余地はない状況である。また、ＦＤ委員会に
よってまとめられた教育のマニュアル本も、技術的な問題に対してはある程度対応しうる
が、教育する方もされる方もモチベーションを高めるということでは限界がある。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

留年者数（３年次から４年次への進級、あるいは４年次での卒業ができなかった者）は
過去３年間で延べ39名いる（根拠資料２）。
〈13〉共通教育推進機構

全学共通教育をさらに体系的に編成する。
〈14〉経済学研究科

研究指導教員と研究科生との関係は、ほぼ１対１であり、研究科生の希望や教育の水準
に合わせた丁寧な教育・研究指導は当研究科の大きな特徴である。この点は基本的に維持
されるが、１人の研究指導教員の枠を超えて、より客観的で広い視点からの助言やコメン
トも研究科生が得ることができるような組織的取り組みが模索されている。
〈15〉マネジメント研究科

博士前期課程では、指導する学生数の偏重による指導教員の指導負担が重くなっている。
論文指導においてはその傾向が顕著である。
〈16〉法学研究科

博士後期課程の教育に関わることであるが、過去５年間に論文博士の学位認定が３件あ
ったが、課程博士については０件であった。後期課程在学者は少数ながら存在し、修業年
限も満たしているが、博士論文提出に至っていない。
〈17〉外国語学研究科

入学者に対する教育は高い成果を上げていると言えるが、入学者数が定員を満たしてい
ない。院生がお互いに刺激し合い学び合う機会をさらに増やすためにも、入学者数を増加
させる方策を講じる必要がある。
〈19〉工学研究科

専攻レベルの問題ではないかもしれないが、就職活動と研究活動の両立に係る方策に乏
しい。
〈20〉先端情報学研究科

先端情報学研究科では、４年前において検討された本研究科設置に向けての教育目標で、
進歩の速い情報通信分野での先端領域に関する講義科目を増加させることにより、幅広い
ＩＴ関連技術の教育を行わせることができるようになり、コンピュータ利用技術、ネット
ワーク利用技術、そしてユーザ・インタフェース技術を持った学生を輩出できる体制にな
った。

しかしその僅か２、３年後、世界情勢は急速に変化した。携帯電話の関連技術による斬
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新な製品が世界中に広まることになり、その状況下で人々の興味はWebアプリケーショ
ンおよびマルチメディア・コンテンツ等の分野への進展が突出した状況となっている。そ
れは米国企業で長年研究開発が行われてきた結果としての製品を中心としたアプリケーシ
ョンの活況であり、人々はそれに振り回されている感があり、入学学生の興味もその影響
を強く受けており、大学内での研究でもその傾向が強い。しかし、この状況の中心にある
システム（ハードウェア）は我が国で独自に開発した製品ではないことを認識すべきであ
る。そして技術立国を目指すべき我が国での産業技術の発展を進めるためには、ハードウ
ェア技術の教育に一層の重点を置き、新製品開発をもたらす創造性に向けた基礎的教育の
推進が必要である。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

試験的に行われている複数の教員による研究指導について、さらに事例を増やし、制度
として導入できるかどうかを検討する材料を揃える必要がある。
〈23〉法務研究科

修了直後の未修者修了生に受け控えをする者が多く、司法試験合格者を輩出できていな
い状況が続いていることが課題である。修了認定は厳格・適正に行われているが、修了生
自身が合格できるという自信を持てないまま修了している傾向も見られる。

３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体

現段階では「身に付く力」をすべての授業で明示しているわけではないため、全科目に
盛り込まれるよう推進する。
〈２〉経済学部

コース制導入後、より系統的に経済学を学習できるようになった。その内容をさらに充
実させるべく、カリキュラム委員会などで議論している。
〈３〉経営学部

ゼミ活動に対する資金援助を充実させたい。
〈４〉法学部

就職率の高さは、進路を意識させる履修プログラム制という法学部のカリキュラム･ポ
リシーが効果を発揮していることの証である。
〈５〉外国語学部

低学年から履修指導を徹底し、留年者を減らす体制作りを教職員が一丸となって行って
いる。
〈６〉文化学部

優れた卒業レポートを書く学生が出てきている（根拠資料２）。
〈７〉理学部

今後も学生に対して卒業の要件を明確に提示していく。
〈８〉コンピュータ理工学部

実験・演習科目や特別研究、デジタル作品のコンテストや制作合宿、ＡＣＭ国際大学対
抗プログラミング・コンテストへの参加、一般の学会研究会における発表は今後も引き続
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き継続する。
カリキュラムについては、数学の内容を段階的に習得できるような再配置、および、基

礎セミナーをより充実させるための初年次ゼミへの変更を検討する。
「寺子屋」については、これまでの就学支援に加えて、基本情報処理技術者試験に関す

る質問受け付けや自習支援、模擬試験の実施を予定している。
〈11〉総合生命科学部

講義科目による難易度の差異を小さくし、成績評価の公平性や厳格性を担保するための
取り組みは、今後も継続する。アンケート項目および記述アンケートは一定の効果をもた
らしているが、今後、調査法や内容の見直しを含めて検討し、改善する。また総合的な成
績評価は、学業成績優秀者の表彰や各種奨学金選考に利用されることもあって、学生の

“やる気”の喚起に役立っている。今後も、学生のモチベーション向上のための多角的方
策をより発展させる。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

引き続き大学院進学率と進学者数をともに高いレベルに維持するための広報活動に努め
る。
〈13〉共通教育推進機構

全学共通教育科目と学部専門科目を組み合わせて履修するフレキシブル・カリキュラム
に新たなテーマ・プログラムが加えられるべく検討が進んでいる。
〈14〉経済学研究科

時代の要請によって、経済学部から大学院に直接進学してくる研究科生のほかに、他大
学他学部出身者、留学生や社会人の受け入れも広く検討されなければならない。この要請
に対して、博士前期課程のコース別の科目の設定では基礎学力を強化するために「ミクロ
経済基礎」「マクロ経済基礎」「経済統計特論」「経済学英語講義」を配置している。また、
学位審査の透明性・客観性を維持するため、合格した修士論文および博士論文は本学図書
館に公開している。
〈15〉マネジメント研究科

大人数の学生が有する個々の学問的欲求に応えるために、本研究科の教育内容に留まら
ず、他研究科との交流を活性化させ、より高い教育成果を実現する。
〈16〉法学研究科

新設予定の法政策学専攻は、臨床研究やフィールド・ワークを重視し、実践的な公共人
材を生み出そうとしている。そうであればなおのこと、これまでアカデミックな法律学専
攻として、研究者や専門職業人（税理士等）を生み出してきたことが今後も生かされるこ
とになる。実践的な公共人材といっても、学部卒とは違う、高度な専門性を兼ね備える必
要がある。大学院ならではの高度な専門教育をしてきたことが、実践性を身に付けていく
基礎として役立つであろう。
〈17〉外国語学研究科

授業担当者がより密に連絡を取りあい、院生のより積極的な学修、課外活動への取り組
みを促す。
〈18〉理学研究科

教育目標に沿った成果がより完全に達成できるよう、議論を重ねる必要がある。
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〈19〉工学研究科
修了者数の高レベルの維持に加えて、修了者の就職（あるいは修士課程生の場合は博士

課程への進学）に対する満足度を上げるような方策をとる。
〈20〉先端情報学研究科

先端情報学研究科ではコンピュータ・ネットワーク利用技術者、Webアプリケーショ
ン技術者の養成における道筋は整っている。

学生の学習成果については、この状況下での教育指導結果として、大学院１年生の１人
は指導教員との共著論文発表により、電子情報通信学会インターネット・アーキテクチャ
研究会において、インターネット・アーキテクチャ賞を受賞するに至っている（資料１
−５）。また、別の大学院１年生は国際会議での論文が採択され、その発表を行っており、
次々とさまざまな技術を習得した大学院生が増えている状況にある。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

執筆される修士論文の質を下げることなく、より多くの研究科生が修士論文に取り組め
るような教育指導体制の構築を検討している。
〈23〉法務研究科

今後も継続して修了生の進路の把握に努めるとともに、司法試験合格率を向上させ、修
了生が本研究科で修得したマインドとスキルを活かして社会に貢献できるよう学修支援・
進路支援に努める。

②改善すべき事項
〈１〉大学全体

教育目標に掲げていることについて、教育成果という観点から、成長度を測定する指標
の開発に向け検討を開始する。今後、学生が在学期間を通じて自己評価等を行い、成長度
合いを自信につなげられるような仕組みを構築する。
〈２〉経済学部

グローバルな人材を育成することが重要であるが、「国際経済」コースを選択する学生
が少ない（2012（平成24）年度春学期現在で「公共政策」コース…310名・「産業経済」コ
ース…957名・「国際経済」コース…169名）点が問題である。この是正については、カリ
キュラム委員会と学部教授会で現在議論している。
〈３〉経営学部

「授業アンケートＢ」（資料ケ−９）の自由記述欄と「身に付く力」の確認との有機的関
係の指標化。
〈４〉法学部

就職率が高いことは、逆に言えば、進学率が低いことである。学士課程を終えた後、大
学院や法科大学院に進学する学生数は、他大学に比べ、高くない。大学院進学率が年々高
まっている日本全体の動向を考えると、この点、改善の余地がある。
〈５〉外国語学部

３年次生と４年次生の専攻語科目の履修方法を改善し、必修化を目指している。
〈６〉文化学部

優秀な卒業レポートを書いた学生を顕彰するなどして、文化学部内で卒業研究執筆を奨
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励すること。
〈７〉理学部

「理学部全体」としての学習成果を測定するために何らかの指標を導入する必要がある。
〈８〉コンピュータ理工学部

学生にシラバスを読むように促すと同時に、科目間のつながりや専門領域に関する説明
とカリキュラム・マップの整理・公開を目指す。
「寺子屋」については、低単位の学生がより多く参加するよう、一層力を入れて働きか

けを行う。
低単位指導については、数単位の不足で留年する学生に対しては本人の自覚を促すこと

をさらに徹底して行う。一方、ほとんど単位を修得せず留年する学生に対しては、相談室
と連携をさらに密にして低学年から履修指導を一層徹底させる。
〈11〉総合生命科学部

学生の授業評価は重要ではあるが、履修学生によるアンケートだけで授業の教育効果を
判断することは難しいことから、授業で随時行う小テストや、定期試験の成績データ、シ
ラバスと実際の授業展開との比較等、他の方法をバランスよく併用する等して、教育上の
効果を測定することが必要である。シラバスについては、学生に十分に活用されていると
は言い難く、ガイダンス等で徹底することが求められる。高度な知識と技術が求められる
生命科学領域で活躍する人材の育成は当該学部の目標であり、その達成のため、大学院の
設置後は、大学院進学率を従来の実績以上に高める努力が必要である。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

大学入学時からの履修指導をより計画的なものとして、留年者数と留年率の低減化を実
現する。各学生の単位取得状況を定期的にチェックしてスムーズな卒業ができるよう支援
する仕組みを作る。研究室レベルで日常的に修学状況を把握し、卒業と進路決定（進学や
就職）が両立しやすい環境作りに配慮する。
〈13〉共通教育推進機構

全学共通教育の成果、全学共通教育科目を通じ身に付けられる幅広い教養を、より明確
に示す。
〈14〉経済学研究科

経済学部とは異なる他学部出身者や社会人・留学生等の博士前期課程の研究科生は、か
なり配慮された研究科のカリキュラムを準備しても教育・研究の成果が従来目標の専門的
水準に到達できない可能性も考えられる。こうしたケースでは、研究科会議がその質的水
準を認めたものに限り、修士論文に代替できる「特定課題研究報告書」の提出をもって修
了と認める方向が検討されている（資料４−４−１）。現在、経済学研究科（通信制課程）
では、修士論文に代わる最終課題レポートの提出が認められているので、これとほぼ同様
の方向を検討している。
〈15〉マネジメント研究科

複数の担当教員によるアドバイザー制を取り入れた論文指導体制の構築により、指導負
担を分散させる。
〈16〉法学研究科

新設予定の法政策学専攻と、各自の持ち味を競い合う一方、指導方法など、従来の教育
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方法を反省する必要がある。博士後期課程については、博士論文提出へと至るよう、研究
指導を強化する必要がある。
〈17〉外国語学研究科

教員組織、教育課程・内容、院生への経済支援制度をさらに充実させる。
〈19〉工学研究科

進路センターおよび学外諸企業との連携を強化することにより、大学院生の就職活動支
援および研究活動との両立モデルの構築を行う。
〈20〉先端情報学研究科

先端情報学研究科を設置計画時点で情報関連の最先端領域の３分野の教育を推し進めて
きたが、通信システムの急激な高度化に伴って、Web上を流れる情報量は充満状態であり、
多くの人々がそれらの情報処理のためのWebアプリケーション開発に振り回されている
感がある。この状況は高度化されたシステムに依存しているが、そのシステムは我が国独
自に開発したものではない。

いま必要とされているのは、新製品開発をもたらす創造性に向けた基礎的教育である。
即ち、現在のわが国におけるハードウェアの教育は極端に劣っている。このようなことで
は新たな製品の開発は期待できず、常に海外の製品を中心としたアプリケーション部分の
担当に甘んじなければならない。新たな産業の発達のためには基盤技術とその製品開発に
向けての教育にもっと力を入れるべきである。現在、基本学部であるコンピュータ理工学
部で、低学年では力学と電磁気学等の科目があるが、それは一般常識的な部分にとどまっ
ている。その教育に一層の力を入れる必要があるとともに、これらの基礎部分（力学、電
磁気学、電子回路等）の教育を本研究科でも継続的に教育させ、その基礎学問に裏打ちさ
れた技術をもって、新しい製品化のための開発とその完成につながる教育方針を築き上げ
る必要がある。このように創造性を持った応用技術修得者の育成を図る必要があり、その
ためには新たに創造的技術者養成教育を行う教員の増員が必要である。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

現在のところ改善の必要性を認めない。
〈23〉法務研究科

学修面だけでなく、メンタル・トレーニングに関するノウハウを導入し、本番に強い精
神力を涵養することにも力を入れる。

４．根拠資料
〈２〉経済学部

・学部ホームページ
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/ec/enquete/2011/a_keikaku.html
・学部ホームページ
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/ec/policy/policy.html#dp
・経済学部履修要項

〈３〉経営学部
・「３つのポリシー資料」（資料ケ−１）
・「留年率資料」（資料ケ−14）
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・「経営学部ニュース一覧」（資料ケ−15）
・「授業アンケートＢ」（資料ケ−９）

〈４〉法学部
・法学部ホームページ
　　とりわけ進路状況：http://www.kyoto-su.ac.jp/department/ju/shinro/shinro.html
　　また進学状況：http://www.kyoto-su.ac.jp/department/ju/shinro/shingaku.html
・本学ホームページ
　　とりわけ修業年限（４年）、卒業生数：
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/outline/info/pdf/2012_sotugyouritu.pdf

〈５〉外国語学部
・留学者数一覧
・年度別の外国語学部卒業・留年者数
・外国語学部履修規程

〈７〉理学部
・http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/sc_24.pdf
・2012京都産業大学講義要項　理学部

〈８〉コンピュータ理工学部
・ディプロマポリシー（http://www.kyoto-su.ac.jp/outline/info/dp.html）
・学則第11章
　　（http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/kitei.pdf）
・特研II発表会プログラム
・特研II発表会
　　（http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/news/20120216_happyou.html）
・2011年度進路状況統計、2010年度進路状況統計、2009年度進路状況統計
・ＡＣＭプログラミングコンテスト国内予選実施
　　（http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/news/20110711_news.html、
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/news/20090703_news.html）
・デジタルコンテンツコンテスト（http://info.cse.kyoto-su.ac.jp/?page_id=31）
・コンテンツ制作合宿（http://info.cse.kyoto-su.ac.jp/?page_id=33）
・コンピュータ理工学部履修要項
　　（http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/cse_20.pdf）
・コンピュータ理工学部2011年新入生アンケート集計結果
・コンピュータ理工学部2011年在学生アンケート集計結果
・在学生アンケート集計結果（2005年～2008年、2010年度対象）
・Appleと教育
　　（http://www.apple.com/jp/education/profiles/kyotosangyo/index.html）
・寺子屋（http://info.cse.kyoto-su.ac.jp/?page_id=6）
・コロキウム（http://info.cse.kyoto-su.ac.jp/?page_id=526）
・学部生による研究会発表および受賞
　　（http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/news/20120318_happyou.html、
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　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/news/20120305_happyou.html、
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/news/20120303_news.html、
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/news/20110301_news.html、
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/news/20111024_news02.html）
・2011年度入学生向け入学前教育プログラム結果報告書
・ランチタイムトーク（http://info.cse.kyoto-su.ac.jp/?page_id=4）

〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
・ディプロマポリシー（http://www.kyoto-su.ac.jp/outline/info/dp.html）
・学則第11章
　　（http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/kitei.pdf）
・特研II発表会プログラム
・特研II発表会
　　（http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/news/20120216_happyou.html）
・2011年度進路状況統計、2010年度進路状況統計、2009年度進路状況統計
・ＡＣＭプログラミングコンテスト国内予選実施
　　（http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/news/20110711_news.html、
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/news/20090703_news.html）
・デジタルコンテンツコンテスト（http://info.cse.kyoto-su.ac.jp/?page_id=31）
・コンテンツ制作合宿（http://info.cse.kyoto-su.ac.jp/?page_id=33）
・理学部履修要項
　　（http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/sc_20.pdf）
・ランチタイムトーク
　　（http://info.cse.kyoto-su.ac.jp/?page_id=4）

〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
・ディプロマポリシー（http://www.kyoto-su.ac.jp/outline/info/dp.html）
・学則第11章
　　（http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/kitei.pdf）
・特研II発表会プログラム
・特研II発表会
　　（http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/news/20120216_happyou.html）
・2011年度進路状況統計、2010年度進路状況統計、2009年度進路状況統計
・ＡＣＭプログラミングコンテスト国内予選実施
　　（http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/news/20110711_news.html、
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/news/20090703_news.html）
・デジタルコンテンツコンテスト（http://info.cse.kyoto-su.ac.jp/?page_id=31）
・コンテンツ制作合宿（http://info.cse.kyoto-su.ac.jp/?page_id=33）
・工学部履修要項
　　（http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/eng_20.pdf）

〈11〉総合生命科学部
・総合生命科学部履修要項（資料１）
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・授業アンケート調査結果（資料２）
・ＧＰＡ評価に基づく成績（資料３）

〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組
・大学院学生推移表（資料１）
・学生推移表（資料２）
・成績および卒業判定に関する教授会データ
・就職状況（率）（資料４）
・学習成果実感調査および同結果（資料５）

〈14〉経済学研究科
・「経済学部３つのポリシー」（経済学研究科（博士前期課程・後期課程））（資料４−４

　　−１）
〈15〉マネジメント研究科

・「各年度の修了者数データ」（資料マ−７）
・「修士論文中間報告会関係資料」（資料マ−９）
・「年次研究発表会関係資料」（資料マ−10）

〈16〉法学研究科
・法学研究科ホームページ　とりわけ論文テーマ一覧

〈17〉外国語学研究科
・大学院履修要項

〈19〉工学研究科
・学業成績データ（資料１）
・論文テーマのリスト（資料２）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/g_eng/g_bio/ronbun/index.html
・修士学位論文審査結果（資料３）
・就職状況（率）（資料４）
・研究科会議の議事録（資料５）
・大学院委員会の議事録（資料６）

〈20〉先端情報学研究科
・「京都産業大学大学院先端情報学研究科設置届出書」（資料１）（資料１−１）
・　　　　　　　　　　　同上　　　　　　　　　　 （資料３）（資料１−２）
・「京都産業大学大学院先端情報学研究科履修規程」（資料１−３）
・http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/rishu_yoko/index.html（資料１−４）
・http://www.kyoto-su.ac.jp/department/cse/news/20120621_ia.html（資料１−５）

〈22〉経済学研究科（通信教育課程）
・『京都産業大学大学院　経済学研究科通信教育課程　履修要項　2012』p.14-17
・『京都産業大学大学院　経済学研究科通信教育課程　履修要項　2012』p.24
・学位授与者数推移：４名（2008）、７名（2009）、10名（2010）、14名（2011）

〈23〉法務研究科
・修了生の進路に関する資料（司法試験受験状況を含む）（資料４−４−１）
・履修要項（平成24年度版）（資料４−４−２）
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第５章　学生の受け入れ

１．現状の説明
（１）学生の受け入れ方針を明示しているか。
〈１〉大学全体
＜学部＞

本学では、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシ
ーの３つのポリシーを「建学の精神および教学の理念を達成するための制度設計の方針」

（資料５−１、p12）として位置付け、定めている。
	 	アドミッション・ポリシー		

学生の受け入れ方針としてのアドミッション・ポリシーは、
　①入学後の学修に必要な基礎的学力を有している。
　②論理的に思考し、判断するための基礎的能力を有している。
　③他人と適切に対話し、交流することができる。
　④人間・文化・社会・自然に関わる現象や事柄について関心を有している。
　⑤積極的に問題に取り組む意欲と探究心を有している。
　⑥専門知識やスポーツなど特定の分野において卓越した技能や能力を有している。
　⑦多様な文化的背景を有している。

	 	 	
と定めている。さらに各学部でも定めており、本学ホームページや入学試験要項（資料

５−３、p0）などの印刷物に明示し、広く公開している。
＜研究科＞

大学院では、理念・目的、教育目標を踏まえ、研究科ごとにアドミッション・ポリシー
を定めている（資料５−16）。
〈２〉経済学部

「経済学部では、本学の「建学の精神」と経済学部の「教育目標」に賛同した学生で、
①社会常識を持ち合わせており、②高等学校までの教育課程における基礎的な学力を身に
付け、そして③経済社会への強い問題意識と積極的な学習意欲のある方の入学を期待して
います」というアドミッション・ポリシーを学部ホームページに開示している。
	 	経済学部のアドミッション・ポリシー		

経済学部では、本学の「建学の精神」と経済学部の「教育目標」に賛同した学生で、次
の３点を満たす方の入学を期待している。

・社会常識を持ち合わせている。
・高等学校までの教育課程における基礎的な学力を身に付けている。
・経済社会への強い問題意識と積極的な学習意欲がある。

	 	 	
〈３〉経営学部

「アドミッション・ポリシー」において、入学試験の種別ごとに、学生受け入れの方針
を明示し、公刊物およびホームページでその方針を公開している。ただし、障がい者の受
け入れについては、現在のところ未記載である。
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	 	経営学部のアドミッション・ポリシー		
経営学部は、学部の教育目標の実現を可能とするような素養、すなわちそれぞれの学問

的領域を理解するための基礎的学力、組織運営全般において必要とされるコミュニケーシ
ョン能力、論理的思考、国際感覚、実務処理の知識および専門知識等の素養を有する入学
者を、さまざまな入試制度に適応させて幅広く求める。

１．一般入試およびセンター試験利用入試では、本学部が指定する科目において、入学
後の学修に必要な基礎学力を有する入学者を求める。

２．ＡＯ入試においては、他人と適切に対話し交流することができる高いコミュニケー
ション能力とともに、常に問題意識を有しそれに積極的に取り組む意欲を示し、京
都産業大学経営学部への入学を強く希望する入学者を求める。

３．公募推薦入試、専門学科等対象公募推薦入試およびスポーツ推薦入試においては、
入学後の学修に必要な基礎的学力および論理的に思考し判断するための基礎的能力
を有する、または他人と適切に対話し交流することができる高いコミュニケーショ
ン能力とともに専門的知識やスポーツなど特定の分野において卓越した技能や能力
を有する入学者を求める。

４．指定校および附属校推薦入試においては、入学後の学修に必要な基礎的学力および
論理的に思考し判断するための基礎的能力を有し、京都産業大学経営学部への入学
を強く希望する入学者を求める。

５．帰国生徒入試および外国人留学生入試においては、入学後の学修に必要な基礎的学
力および論理的に思考し判断するための基礎的能力を有するとともに、多様な文化
的背景や日本語以外の語学能力に基づく国際感覚を有した入学者を求める。

６．社会人入試においては、社会人としての豊かな経験を基礎として、より深く専門的
分野に関する知識を得たい、または社会人経験で得た知識以外の幅広い教養を身に
付けたい等の学問的向上を目指す入学者を求める。

７．編･転入試においては、英語、経営学や関連諸科学に関する基礎的な知識、論理的
に思考し判断する能力および所属する各学科それぞれの分野と関連する学際的知識
や教養を有する入学者を求める。

	 	 	
〈４〉法学部

法学部は教育目的に基づき、アドミッション・ポリシーを定め、募集要項に明示するほ
か、法学部ホームページに掲載している。大学案内など入試広報資料にも、それを敷衍し
て、わかりやすく受け入れ方針を説明している。
	 	法学部のアドミッション・ポリシー		

法学部は、公益あるものを生み出す潜在能力を持った学生を求めている。公益を生み出
していくには、社会を理解し主体的に行動する能力が必要である。法学部の各種入試制度
は、このような能力の基礎となる素養をさまざまな角度から確認するものであり、学部の
活性化にもつながっている。従って、入学希望者には、各入試制度における科目等につい
て、基礎学力等を向上させておくことを期待する。また、入試科目には含まれない場合で
も、日本語、外国語、歴史および数学の学習、異文化理解、新聞講読などは、どれか一つ
でも心がけて欲しいと考える。論理性、柔軟性、意思疎通能力、国際感覚、学際的思考能
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力又は社会に対する問題関心が涵養され、法学部で培う力の土台となるからである。
進路を見据えた明確な目標の有無は、学習意欲と成果に大きな影響を及ぼす。法学部で

は、特に、以下のような目標を持つ方の入学を期待している。
・地域社会・国家・国際社会の在り方に対し問題意識を持ち、その改善策を提示するた

めの説得力とバランス感覚を、法律学、政治学および政策学の修得を通じて身に付け
たい人。

・弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、公務員、議会議員、社会保険労務士など、
法律を立案・解釈・実施する第一線の専門家として活躍するために、基本的な知識と
理論を学びたい人。

・人・財・サービス・情報の国際的な移転に伴う、多様で複雑な法的問題を中心に学習
し、外国語能力も磨き、公的機関やグローバルに展開する企業の一員となって雄飛す
るための素養を得たい人。

・自ら組織や企業を興しまたはその先導的立場に立って、緻密な計画と大胆な行動によ
り新しい価値を世に生み出すために、法律学、政治学および政策学を中心とする教養
に裏打ちされた指導力を養いたい人。

・世界平和や市民生活の安全に資する政策とその実践に関わる問題について広く学ぶこ
とで、国際機関等で活躍しまたは市民と最前線で接する職業（警察官、家庭裁判所調
査官等）に従事するための素養を身に付けたい人。

・思想や公共性の在り方について歴史に深く学ぶことで、幅広い社会的・文化的視野か
ら、混迷する内外の情勢を観察する目を養いたい人。

	 	 	
〈５〉外国語学部

外国語学部はアドミッション・ポリシーに沿って、多様な選抜制度を通して学生を受け
入れることを学部のホームページ上に明示している。
	 	外国語学部のアドミッション・ポリシー		

外国語学部は、多様な言語とその関連領域、および国際関係に関わる教育を行うことに
より、京都産業大学の建学の精神に適う人材を育成することをその教育の目的としている。
とりわけ、言語についての体系的理解を基礎とした実践的な言語運用能力を習得し異文化
理解および国際社会の今日的課題に対する理解を深めることにより、日本国内に限らず国
際社会においても信頼され活躍できる人材を育成しようとしている。本学部へのすべての
入学生が、４年間の学部教育のなかでこのような人材に確実に成長できるように以下の素
養をもった学生の入学を求めている。

１．専攻語が話される国・地域の言語・文化・社会に関心をもっている。
２．専攻語の運用能力を身に付け異文化コミュニケーションを実践しようとする意欲を

もっている。
３．世界の国・地域および国際関係に広く関心をもち、国際社会で活躍・貢献しようと

する意欲をもっている。
４．専攻語および国際関係の学習に必要な継続的学習習慣と基礎的学力をもっている。
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〈６〉文化学部
文化学部は文化の多様性と普遍性という２つの視点を軸に、諸文化の「ものの見方・考

え方」を見つめる力を養い、地球規模でものを考え、行動できる人材の育成をアドミッシ
ョン・ポリシーに掲げ文化学部ホームページで公表し、募集要項に明示している。
	 	文化学部のアドミッション・ポリシー		

・世界の諸地域の文化に広く関心があり、理解を深めたいと思っている。
・日本および京都の文化について、深く追究したいと思っている。
・国際的なコミュニケーションのための十分な英語能力を獲得したいと思っている。
・高等学校で学んだ教科について、十分な学力と知識をもっている。
・文化を学んで、地域社会や国際社会に貢献したいと思っている。

	 	 	
〈７〉理学部

理学部のアドミッション・ポリシーは、自然科学を学ぶ基礎学力を有する次のような人
材を広く受け入れると明示されている。また、この方針はホームページに掲載し、広く一
般に公表している。
	 	理学部のアドミッション・ポリシー		

１．数理科学や、物理科学に強い関心をもち、粘り強く学習・思考を持続することがで
きる。

２．自然現象を実験的に検証することに関心があり、科学技術に興味がある。
３．理学部で学ぶはっきりとした目的をもっている。
４．新しいことや困難なことに自ら進んで取り組み、自分の考えた内容を正しく表現で

きる。
	 	 	
〈８〉コンピュータ理工学部

アドミッション・ポリシーは、大学案内の当学部のページや大学のホームページにおい
て「ＩＴ社会の未来を担うエンジニア、研究者を育成」と定め、広く一般に公表している

（資料５−１）。
	 	コンピュータ理工学部のアドミッション・ポリシー		

情報科学の基礎知識と基礎技術をしっかり習得し、実社会において有用な領域で将来に
わたり活躍できる高度な専門知識と技術や応用力を備えた人材や、基礎知識を活かして情
報科学の新しい分野を開拓できる人材の養成を目標とし、それを標榜して志願者の募集を
行う。具体的には、下記のいずれかに該当する者を入学者受け入れの方針とする。

・コンピュータやネットワークをはじめとして情報関連分野に関心をもっている者。
・コンピュータやネットワークなどの利用･応用や人間との関わりに興味をもっている

者。
・コンピュータの利用について基礎的な能力を備えている者。
・プログラム作成等の経験を既にある程度積んでいる者。

	 	 	
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

工学部情報通信工学科と理学部コンピュータ科学科を基礎としてコンピュータ理工学部
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が増設されたため、2008年度より募集を停止している。そのため、これらの学科としては
アドミッション・ポリシーを明示していない。ただし、両学科の統合先であるコンピュー
タ理工学部としてアドミッション・ポリシーを明確に打ち出している。本章においては、
次項よりコンピュータ理工学部に関して記述する。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

工学部情報通信工学科と理学部コンピュータ科学科を基礎としてコンピュータ理工学部
が増設されたため、2008年度より募集を停止している。そのため、これらの学科としては
アドミッション・ポリシーを明示していない。ただし、両学科の統合先であるコンピュー
タ理工学部としてアドミッション・ポリシーを明確に打ち出している。本章においては、
次項よりコンピュータ理工学部に関して記述する。
〈11〉総合生命科学部

生命科学分野での知識・技術および指導力を持った人材を育成することが本学部の目指
すところであり、学部のアドミッション・ポリシーにその詳細が記載されているとともに、
学部ホームページおよび募集要項にも明記している。
	 	総合生命科学部のアドミッション・ポリシー		

総合生命科学部では、生命科学を学ぶに必要な基礎学力を有する次の人材を広く募集す
る。

１．生命科学に関連する諸分野に強い関心をもっている者
２．生命科学に関連する知識の修得に意欲的な者
３．技術革新の流れが速く国際化の進展も著しい生命科学の分野の動きに柔軟に対応し

ようとする者
４．将来、生命科学に関連する分野で活躍することを目指す者

	 	 	
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

2009（平成21）年度までは、大学ホームページでアドミッション・ポリシーを明示して
いたが、総合生命科学部の開設に伴い2010（平成22）年度より学生の募集を停止した。そ
のため、現在はアドミッション・ポリシーは明示していない。
〈14〉経済学研究科

経済学研究科では、アドミッション・ポリシーは下記のように設定している。
	 	経済学研究科のアドミッション・ポリシー		
■博士前期課程

１．高度専門職業人や研究者を目指すか、または高度で知的な素養を身に付けるという
明確な目標をもっていること

２．経済的課題の探究に強い関心を有していること
３．経済を客観的に分析・考察するための基礎的な能力を有していること

■博士後期課程
１．自立した経済研究者を目指すという明確な目標をもっていること
２．経済の専門分野の高度な研究に強い関心を有していること
３．経済を客観的に分析・考察できる専門的な能力を有していること
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これらは、「京都産業大学大学院　学生募集要項」（資料５−１）に明示されているほか、
大学の大学院専用ホームページでも掲載されている。
〈15〉マネジメント研究科

本研究科の「アドミッション・ポリシー」を、マネジメント研究科ホームページや募集
要項に明示している。
	 	マネジメント研究科のアドミッション・ポリシー		
■博士前期課程

大学院マネジメント研究科の教育目標は、マネジメント感覚と能力を持った高度専門職
業人の養成であり、マネジメント能力を高めたい大学生と社会人に門戸を開いている。出
身学部は問わない。

より高いマネジメント能力を身に付けたいと感じている人、またさまざまな社会の現場
で、自己のマネジメント能力のスキルアップを目指す人を求める。
■博士後期課程

大学院マネジメント研究科の教育目標は、マネジメント感覚と能力を持った高度専門職
業人の養成であり、マネジメント能力を高めたい大学生と社会人に門戸を開いている。出
身学部は問わない。

前期課程（修士課程）の修了後、さらに高度な専門的知識と洞察力を深めることにより
マネジメント感覚と能力をより一層発展させ、将来において、社会のさまざまな領域で指
導的役割を担う人を求める。
	 	 	
〈16〉法学研究科

アドミッション・ポリシーを研究科会議で決定し、法学研究科ホームページや、募集要
項に明示している。
	 	法学研究科のアドミッション・ポリシー		
■博士前期課程・修士課程

高度の専門知識と実務上の素養の修得を通じ、法律学と政治学の諸分野にわたる研究者
と、税理士、弁理士または司法書士など法化社会の要請に応じうる専門職業人をはじめと
して、有為の人材を養成するという法学研究科の目的に沿い、以下の志望を有しかつ必要
な素養と能力を有する者を広く受け入れる。

◇法律学・政治学の基礎知識を有しその発展の上に高度な学問を自らのものとすること
を目指す者

◇高度な知識と識見をさまざまな専門職分野に進むことを通じて生かし、社会に貢献し
ようとする者

◇社会人としての経験を研究に投影し、理論的深化と問題解決を目指そうとする者
■博士後期課程

法学・政治学分野において、高度な知識と識見に基づき、自立的に研究を行う能力を獲
得する意欲を有し、研究分野を通じた社会への貢献を目指す者を歓迎する。
□法律学専攻
（博士前期課程）
高度の専門知識と実務上の素養の修得を通じ、法律学と政治学の諸分野にわたる研究者
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と、税理士、弁理士または司法書士など法化社会の要請に応じうる専門職業人をはじめと
して、有為の人材を養成するという法学研究科の目的に沿い、以下の志望を有しかつ必要
な素養と能力を有する者を広く受け入れる。

◇法律学・政治学の基礎知識を有しその発展の上に高度な学問を自らのものとすること
を目指す者

◇高度な知識と識見をさまざまな専門職分野に進むことを通じて生かし、社会に貢献し
ようとする者

◇社会人としての経験を研究に投影し、理論的深化と問題解決を目指そうとする者
（博士後期課程）
法学・政治学分野において、高度な知識と識見に基づき、自立的に研究を行う能力を獲

得する意欲を有し、研究分野を通じた社会への貢献を目指す者を歓迎する。
□法政策学専攻
（修士課程）
高度の専門知識と実務上の素養の修得を通じ、法律学と政治学・政策学の諸分野にわた

る研究者と、各種の公務員またはＮＰＯ職員など公益の実現に携わる職業人をはじめとし
て、有為の人材を養成するという法学研究科の目的に沿い、以下の志望を有しかつ必要な
素養と能力を有する者を広く受け入れる。

◇法律学・政治学・政策学の基礎知識を有しその発展の上に高度な学問を自らのものと
することを目指す者

◇高度な知識と識見を公益に関わる分野に進むことを通じて生かし、社会に貢献しよう
とする者

◇社会人としての経験を研究に投影し、理論的深化と問題解決を目指そうとする者
	 	 	
〈17〉外国語学研究科

３つのポリシー作成の一貫として研究科および各専攻のアドミッション・ポリシーを定
め、ホームページで公開している。
	 	外国語学研究科のアドミッション・ポリシー		

外国語学研究科は英米語学専攻・中国語学専攻・言語学専攻により構成され、それぞれ
英語教育の理論と方法、中国語学を中心とする東アジアの言語文化、言語学を教授し、高
度の専門知識と実践能力を備えた人材を育成することを目的としている。そのために以下
の動機と能力をもつ学生を求める。

１．各専攻分野について、体系的知識に基づき深く研究したいという探究心
２．各専攻分野の言語文化研究についての多面的な理解力
３．各専攻分野研究のための基礎的な学力と知識

□英米語学専攻
（修士課程）
本専攻は、英語教育に関わる学術理論と実践方法を教授し、高度の専門知識と実践能力

を備えた人材の育成を目的としている。英語教育に深い関心のある人、さらに関連学問領
域の知識を深めたい人、そして何よりも自ら積極的に学ぼうとする意欲にあふれた学生を
求める。
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□中国語学専攻
（修士課程）
中国語学の体系的知識に基づき東アジアの言語文化を深く考察することを専攻の目的と

する。そのために以下の動機と能力をもつ学生を求める。
１．中国語学について、体系的知識に基づき深く研究したいという探求心
２．中国を中心とする東アジアの言語文化についての多面的な理解力
３．中国語学研究のための基礎的な学力と知識

□言語学専攻
（修士課程）
言語学の知識をもとにして特定の言語を深く考察することを専攻の目的としているため、

あらかじめ以下の条件を有している学生を求める。
１．人間言語を客観的に分析したいという強い探求心
２．言語の考察を通してその背景に存在する言語文化への多面的な理解力
３．言語研究のための基礎的な学力

	 	 	
〈18〉理学研究科

大学院案内、ホームページ等で明示している。
	 	理学研究科のアドミッション・ポリシー		
■博士前期課程

ものづくりの基本となる数学、物理学などの理数系科目に特に興味があり、それらの基
礎学力を有しているとともに国際化に対応できるコミュニケーション能力の習得にも興味
がある人を求める。
■博士後期課程

数学、物理学やその関連分野について博士前期課程（修士）レベルの基礎学力をもつと
ともに、真理への探究に強い情熱をもっている人を求める。
□数学専攻
（博士前期課程）
・数学や数理科学に強い関心をもち、ひとつの分野の専門家としての深い知識や能力を

付けたい人。
・物事をじっくり考え、興味深い現象の発見や問題解決に意欲を持つ人。

（博士後期課程）
・論理的な思考能力に優れ、自ら新たな問題を発掘し、それに取り組むことのできる意

欲のある人。
□物理学専攻
（博士前期課程）
・物理学、物理科学および科学技術に強い関心をもち、ひとつの分野の専門家としての

深い知識や能力を付けたい人。
・興味深い現象の発見に意欲を持ち、それに果敢に挑戦する人。

（博士後期課程）
・物理、物理科学の最先端を担うべく、自発的、創造的に研究に取り組むことのできる
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意欲のある人。
	 	 	
〈19〉工学研究科

大学ホームページ（根拠資料１）および大学院学生募集要項（根拠資料２）などでアド
ミッション・ポリシー（学生の受け入れ方針）を明示している。
	 	工学研究科のアドミッション・ポリシー		
■博士前期課程

生物工学分野の基礎的な知識と実践的能力を有し、さらに高度な知識や技術を習得して、
将来専門的職業人または研究者として社会に貢献しようとする人。
■博士後期課程

生物工学の専門分野についての知識と研究能力を有し、さらに高度な研究能力を身に付
けることによって、研究者として積極的に社会に貢献しようとする人。
	 	 	
〈20〉先端情報学研究科

本研究科の教育理念・目的、カリキュラム、シラバス、履修モデル、教員名簿、入学情
報、進路支援、学費等の情報について、大学院案内、理由要項、講義要項等の刊行物はも
ちろんのこと、本研究科ホームページを開設し、受験生を含む一般社会人および障がいの
人々に常時情報を提供し、アドミッション・ポリシーを明示している。
	 	先端情報学研究科のアドミッション・ポリシー		
■博士前期課程

急速に進展するグローバルな高度情報化社会を支える情報技術分野において、より先進
的で、高度な専門知識と技術や応用力を備えた社会的要請に応える人材の養成を目的に、
志願者の募集を行う。

具体的には、
・情報関連の専門分野についての豊富な知識と研究能力を有する者。
・高度な技術および研究能力を身に付け、各種先端的産業分野における技術者・研究者

として積極的に社会に貢献しようとする意思をもった者。
■博士後期課程

情報関連分野において将来にわたって活用できる幅広い基礎的素養を身に付けており、
博士後期課程での研究分野に関して豊富な専門的知識と研究能力を有し、さらにより高度
な技術や研究能力を身に付けることによって、情報関連の先端的分野における研究者や大
学教員として積極的に社会に貢献しようとする意思をもった者を受け入れる。
	 	 	
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

本研究科の理念・目的、教育目標に照らして、次の３つのアドミッション・ポリシーに
基づいて受け入れる。
	 	経済学研究科（通信教育課程）のアドミッション・ポリシー		
■修士課程

以下のような関心および能力を有する学生を受け入れる。
１．社会人として、実社会の経済的課題について高度の判断力と実践力を身に付けると
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いう明確な目標をもっていること
２．社会人として実際に直面する経済的課題に強い関心を有していること
３．大学院で学ぶための基礎的な能力を有していること

	 	 	
〈23〉法務研究科

アドミッション・ポリシー（学生の受け入れ方針）を定め、募集要項、入試パンフレッ
ト、ホームページ、履修要項等に明示している。
	 	法務研究科のアドミッション・ポリシー		
■専門職学位課程

本研究科において法曹へと育っていくために、次の３条件をあらかじめ兼ね備えている
ことを求める。

・自由で公正な社会を実現しようとする意欲と使命感を有すること
・法的思考能力へと発展させていくことができる「考える力」を有すること
・法律学を修得していくための基礎的な学力（読み・書き・聞き・話す能力）を有する

こと
	 	 	

（２）学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に学生募集および入学者選抜を行ってい
るか。
〈１〉大学全体

本学は、アドミッション・ポリシーに基づき、質の高い学生とともに、多様な学生を確
保するという観点から、公正かつ適切な学生募集および入学者選抜に取り組んでおり、以
下の入学者選抜方法により学生を受け入れている。
＜学部＞

１）推薦入試制度として、①公募推薦入試（資料５−３、p. ５-12）、②京都産業大学附
属高等学校特別推薦入試（資料５−４）、③指定校推薦入試（資料５−５）、④スポ
ーツ推薦入試（資料５−６）、⑤専門学科等対象公募推薦入試（資料５−７）、⑥編
入学指定校推薦入試（資料５−８）、⑦北京科技大学国際学院編入学指定校推薦入
試（資料５−９）を実施している。

２）一般入試制度として、①一般入試［前期日程］（資料５−３、p.13-28）、②一般入試［後
期日程］（資料５−３、p.29-38）を実施している。

３）センター試験利用入試として、①センター試験利用入試［前期］（資料５−３、
p.13-28）、②センター試験利用入試［後期］（資料５−３、p.29-38）を実施している。

４）その他入学者選抜方法として、さまざまな能力と学修意欲のある学生を受け入れる
ために、①各学部の独自の選抜方法により審査するＡＯ入試（資料５−10）、②編・
転入試（資料５−11）、③社会人入試（資料５−12）、④外国人留学生入試［前期・
後期］（資料５−13）、⑤帰国生徒入試（資料５−14）を実施している。

　　　なお、著しい機能障害または疾病等により通常の受験が困難な受験生へは、事前
相談により（資料５−３、p.41）、最大限の配慮をするよう対応している。

＜研究科＞
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１）意欲のある優秀な本学学生を受け入れる制度として、学内推薦入試、学内推薦入試
（飛び級）、学内推薦入試（コンピュータ理工学部早期卒業生対象）、学内推薦入試
（特進）を実施している（資料５−16）。

２）多様な学生を受け入れる制度として、一般入試、社会人入試、外国人留学生入試、
マネジメント研究科デュアル・ディグリー・プログラム入試を実施している。これ
らの入試制度では、各研究科および入試制度ごとに、筆記試験、口述試験等を課し、
入学者選抜を行っている（資料５−16）。

〈２〉経済学部
さまざまな入学制度があるが、すべて経済学部の受け入れ方針に基づき、入学者選抜試

験を行い、入学を学部教授会で判定している。
〈３〉経営学部

「アドミッション・ポリシー」は入学試験種別ごとに学生募集・入学者選抜の方針を明
示・公開している。教授会の管理の下、各種入学試験の問題作成・校正・採点者と面接・
試験監督者を決定しているが、必ず複数で担当しているため公正性と適正性は担保されて
いる。
〈４〉法学部

学生募集および入学者選抜は、入学センターを中心に全学的に遂行される。法学部教授
会は全学的に連携しつつ、公正性と適切性に意を用いて、学生募集に関する決定を行い、
また入学者選抜に関する決定を行っている。

ＡＯ入試などにおいては、小論文やプレゼンテーションを課している。その評価は、法
学部教員が当たる。法学部教授会がアドミッション･ポリシーに基づき、公正かつ適切に
選抜に関する決定を行っている。
〈５〉外国語学部

各種入試ごとに、教授会で厳正に判定している。なおＡＯ入試については、外国語学部
が求める具体的な学生像と出願要件を明示し、それに沿って選抜を行っている。
〈６〉文化学部

アドミッション・ポリシーに基づき、公募推薦入試、ＡＯ入試、一般入試（前期・後期）、
大学入試センター試験利用入試（前期・後期）を実施し、入学試験ごとに募集人員、出願
資格、試験日程および選考方法等を入学試験要項に明示している。教授会の管理の下、各
種入試は複数で担当し、公正性、適切性は担保していると考えられる。
〈７〉理学部

理学部のアドミッション・ポリシーは設定されたばかりである。そのため必然的に、そ
の方針に基づいてはいなかった。なお、教授会において合格者の判定を行っている。
〈８〉コンピュータ理工学部

一般入試、センター試験利用入試、公募推薦入試など、目的別に入試制度を分け、多様
な能力の学生の入学を狙っている。その他の入試方法においては、志望理由書や調査書と
いった出願書類と小論文、面接を実施し、目標に合った学生の確保を図っている（資料５
−２）。
〈11〉総合生命科学部

アドミッション・ポリシーに基づいて、教授会で審議・決定し、その受け入れ指針に基



＜第５章＞学生の受け入れ

−212−

づいて学生募集および入学者を選抜している。また、本学部独自のシステムで毎年２名程
度のＡＯ入試合格者を受け入れている。
〈14〉経済学研究科

博士前期課程の入学者の選抜は、［１］一般入試　［２］社会人入試　［３］外国人留学
生入試に分けて設定されており、それぞれ秋季（９～10月）、春季（１～２月）の年２回
試験が実施されている。また博士後期課程は、年１回２月上旬に実施されている。博士前
期課程の選抜試験では、外国語科目（英語）、専門科目（経済学）、口述試験（面接）が課
せられる。また博士後期課程では、外国語科目（英語・ドイツ語・フランス語から１言語
選択）と口述試験（面接）が課せられる。試験結果は、研究科会議に提出され、ここで合
否が厳正に審議される。
〈15〉マネジメント研究科

博士前期課程では、学生募集（資料マ−２）については、入学試験受験者には、履歴書
等々の身上書以外に「研究計画書」の提出を出願要件としている。加えて、外国人留学生
に対しては、日本語能力を証明する書類の提出を出願要件としている。入学試験において
は、受験対象者に応じて、英語（一般学生）、日本語（外国人留学生）および小論文・面
接（全受験対象者）を課している。問題作成・問題校正・採点に関しては複数の教員が担
当し、面接においては、受験生の希望指導教員（第１希望から第３希望まで指定可能）の
ほか、研究科長・副研究科長をはじめ、各領域の代表者が参加して行われている。また、
法学研究科との共同による「ジョイント・プログラム（税務エキスパート）」の試験にお
いては、さらに会計学の専門知識を問う試験科目と、面接に当たっては、法学研究科から
面接担当者の出向を仰いでいる。このような募集・選抜方法により、その公正性・適切性
は担保されている。

博士後期課程では、一般学生・外国人留学生に対して英語の試験を課すとともに、全受
験者に対して修士論文（課題研究報告書）に基づいて面接試験が実施されている。
〈16〉法学研究科

入学者選抜は、アドミッション･ポリシーに基づき、筆記試験（外国語・専門科目）と
口述試験とから成る厳正な試験により行われている。社会人や外国人留学生にも、門戸を
開いている。研究科会議が合否判定案の決定主体となっている。公正性と適切性は満たさ
れている。
〈17〉外国語学研究科

アドミッション・ポリシーに基づき学内推薦入試、一般入試、社会人入試、外国人留学
生入試を実施している。選抜の方法は学内推薦入試が口頭（面接）試験と書類審査による
総合判定、その他の入学選抜はいずれも筆記試験（外国語科目、専攻科目の合計２科目）
と口頭（面接）試験による総合判定で行われている。判定結果は研究科会議および大学院
会議で報告、承認される。従って、本研究科の入学者選抜方法は適切であると言える。
〈18〉理学研究科

学内推薦については定められた要件に基づいて公正に審査している。一般入試では、筆
記試験と面接試験の成績に基づいて、一定の足切りを設定した上で厳正に選抜を行ってい
る。また、面接においては、志願者の適合性について十分審査した上で成績判定を行って
いる。これらは、アドミッション・ポリシーに示されている意欲と能力を適切に判断でき
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るものになっている。入学判定は研究科会議で審議されている。
〈19〉工学研究科

大学ホームページ、大学院学生募集要項、大学院案内（根拠資料３）、および各種イベ
ント（履修オリエンテーション、大学院説明会など）等により適切に情報を開示して学生
募集を行っている。また、それぞれの入試制度（学内推薦入試、一般入試、社会人入試、
外国人留学生入試など）において、根拠資料２に記すように、筆記試験、口述試験を実施
している。判定結果は、専攻科会議、研究科会議、大学院会議において、審議・承認され
ている。アドミッション・ポリシーに則り適切に入学者選抜を行っている。
〈20〉先端情報学研究科

本研究科は、１研究科１専攻の研究科であり、すべて研究科の先端情報学研究科会議に
て出願資格基準に準じた選抜を審議しており、公正かつ適切に学生募集および選抜を行っ
ている。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

大学および大学院ガイド、本学ホームページ等を通じて本研究科の募集を広くアピール
している。選抜方法は、問題意識を明確にもちながらも時間的余裕がない社会人の実情を
考慮し、予備審査会議による出願書類審査と口頭試問を用いている。
〈23〉法務研究科

アドミッション・ポリシーに則り、募集要項において詳細な入学者選抜要項を定め、公
表するとともに、当該要項に基づいて公正かつ適切に学生募集および入学者選抜を行って
いる（資料５−１）。入学者選抜の結果については、研究科会議を経て大学院会議で審議・
承認される。

（３）適切な定員を設定し、入学者を受け入れるとともに、在籍学生数を収容定員に基づき
適正に管理しているか。
〈１〉大学全体
＜学部＞

2012（平成24）年５月１日現在の学生収容定員と在籍学生数の比率は、学部・学科ごと
に多少のばらつきはあるものの、大学全体における収容定員に対する在籍学生数の比率は、
1.16倍となっている。

なお、単年度での学科単位における入学定員に対する入学者の割合が1.30倍を超えるケ
ースがあるが、あくまでも単年度でのケースであり、それが継続的な比率となるものでは
ない。

また、過去４年間の大学全体における入学定員に対する入学者数の割合は、1.12倍とな
っており、引き続き、適正な定員管理（資料５−15）を行っていく。

編入学定員と編入学者数の比率について、超過率の高さと低さが目立つ学部があり、定
員の削減等を含め、改善に努めている。
＜研究科＞

大学院全体としての在籍学生数比率は博士課程（前期）・修士課程では0.8、博士課程（後
期）では0.4、専門職学位課程では0.3という状況にある（資料５−17）。
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〈２〉経済学部
収容定員が2,310名に対して、在学学生数は2,760名と、ほぼ適切に管理されている。

〈３〉経営学部
本学部の収容定員は2,470名であり、２年次から配属が決まる各学科の定員は、経営学

科1,080名、ソーシャル・マネジメント学科680名、会計ファイナンス学科680名である。
しかしながら、学部全体の在籍者数は2,921名（収容定員の1.197倍）であるが、１年次終
了時の志望学科は経営学科が圧倒的に多く、学科レベルでみると経営学科350名（入学定
員の1.296倍）ソーシャル・マネジメント学科183名（入学定員の1.076倍）、会計ファイナ
ンス学科170名（入学定員の1.0倍）であり、適正な管理とは必ずしも言えない（資料ケ−
16）。
〈４〉法学部

2012（平成24）年度の入学者数（703名）の入学定員（625名）に対する比率は、1.12で
あった。1.1を目途としているので、ほぼ予定通りであった。

また在籍学生数（2,938名）の収容定員（2,470名）に対する比率は、1.19である。若干
多いが、これは４年次在籍者が他学年在籍者より突出して多いことによる。つまり入学者
受け入れの問題というよりも、留年者の増加と累積の問題である。
〈５〉外国語学部

2012（平成24）年度における入学者定員と入学者の比率の平均が1.11である。
〈６〉文化学部

現在文化学部の入学定員は200人と設定し、入学者を受け入れている。2012（平成24）
年の在籍学生数は225人である。文化学部における現在の在籍学生数は収容定員に対して
1.125倍であり入学定員は適正に管理されている。
〈７〉理学部

理学部は、入学定員を数理科学科45名、物理科学科45名、コンピュータ科学科55名と設
定している。収容定員は数理科学科180名、物理科学科180名、コンピュータ科学科220名
であるのに対し、在籍学生数は数理科学科215名、物理科学科197名、コンピュータ科学科
５名である。なお、コンピュータ科学科は、コンピュータ理工学部の開設、および、学生
受け入れに伴って、学生募集を停止した。
〈８〉コンピュータ理工学部

在籍人数が計581名、収容定員が540名である（資料５−３）。超過率は1.076%であり、
適正である。
〈11〉総合生命科学部

入学センターで検討した原案を参考に本学部教授会で入学者定員数を審議し決定する。
入学定員数に基づき入学者の選定を行っている。
〈14〉経済学研究科

経済学研究科における前期課程の入学定員は10名、後期課程の定員は５名で設定されて
いる。残念ながら、近年この定員枠が満たされない状況が続いている。博士前期課程・後
期課程とも研究科生数が定員枠に対して低迷している結果、2012（平成24）年度では収容
定員数の15％程度に落ち込んでいる。この点の改善を巡って、当研究科の「将来構想委員
会」は検討を重ねてきた経緯もあるが、社会環境から見ても修了者の進路などの深刻な問
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題も存在するため、まだ抜本的な改善策は打ち出されていない。
〈15〉マネジメント研究科

入学者選抜はアドミッション・ポリシーに基づき、前期・後期それぞれの研究科会議が
審議を行っており、公正性と適切性は保たれている。博士前期課程では、2010（平成22）
年度から全受験対象者に対して専門基礎知識のレベルを評価するための小論文を課してい
る。このためか、学力面での合格者の水準は安定したものの、受験者数は従来に比べて減
少傾向（資料マ−16）にあり、その結果、これまで適切な定員設定と考えられてきた１学
年15名、計30名という収容定員に達しない状況が生じている。

博士後期課程においては、2012（平成24）年度より収容定員に満たない状態となった（資
料マ−11）（資料マ−12）。
〈16〉法学研究科

法学研究科（法律学専攻）博士前期課程の入学定員は10名であり、収容定員は20名で
ある。2012（平成24）年度の入学者は４名、５月１日現在の在籍者は21名である。収容
定員に対する比率は、1.05である。同博士後期課程は入学定員５名、収容定員15名である。
2012年度の入学者は１名、５月１日現在の在籍者は10名である。収容定員に対する比率は、
約0.67である。博士前期課程指導教員35名、同授業担当教員（専任）３名、博士後期課程
指導教員10名である。教員の陣容からして、適切な定員を設定しており、かつ収容定員に
対し、適切な定員管理をしていると言える。
〈17〉外国語学研究科

収容定員は英米語学専攻が５名、中国語学専攻が３名、言語学専攻が３名である。2012
（平成24）年４月１日時点での在籍者数は英米語学専攻が５名（定員10名）、中国語学専攻
が２名（定員６名）、言語学専攻が１名（定員６名）であり、定員を満たしていない。定
員割れの状態が続いている。
〈18〉理学研究科

定員を設定し、在籍学生数がそれを超過しないように努力している。
〈19〉工学研究科

博士前期課程の定員８名、収容定員16名に対して最近５年間の在学学生数は、収容定員
の0.93～2.56倍の範囲で推移しており、収容定員に近い、あるいはそれを十分充足する学
生を確保している（根拠資料４）。博士後期課程は定員４名、収容定員12名に対して在学
生は２名程度であったが、2012（平成24）年度には定員通りの４名の入学生を得た（根拠
資料４）。近年は入学生が増加する傾向にある。
〈20〉先端情報学研究科

本研究科における前期課程の入学定員は20名、後期課程の定員は３名で設定されており、
2011（平成23）年度前期課程（第１期生）の入学者数は15名、2012（平成24）年度前期課
程の入学者数は18名となっており、増加傾向にある。2012（平成24）年度の入学定員に
対する入学者数比率は0.9で、収容定員に対する前期課程の在学学生数比率は0.825である。
2009（平成21）年９月に完成した14号館と工学研究科の９号館を実験室および研究室（自
習室）として充てており、教員１人に対して２名程度の学生を設定、受け入れており、適
切に管理している。
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〈22〉経済学研究科（通信教育課程）
本研究科の特徴であるマンツーマン方式の指導体制およびそれによる教育の質を保証で

きる定員（１教員について１学年２名および全学年合計で３名まで）を設定し、入学者選
抜を行っている。
〈23〉法務研究科

徹底した少人数教育の理念に則り、１学年の定員を32名と設定しており、収容定員は96
名である。2012（平成24）年度の入学生は12名で、５月１日現在の在籍者数は32名である。
法科大学院進学志望者数の全国的な減少もあり、定員を充足しない状況が続いているが、
法科大学院入学者に求められる質の保証の観点から適正に選抜している結果である。この
ため、在籍学生数が収容定員を超えることはなく、適正に管理できている。

（４）学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施さ
れているかについて、定期的に検証を行っているか。
〈１〉大学全体
＜学部＞

入学者選抜試験の実施体制については、入学試験委員会規程に基づき、入学試験委員会
の下に学長を本部長とし、副学長および入学センター長を副本部長とする試験実施本部を
置き、試験実施の準備や実施に当たっている。

入学試験の実施に際しては、試験実施本部の下で、出題関係、採点関係、試験監督など
に当たっている。
１）出題関係者

入学試験当日は、当該科目の開始１時間前に集合し、出題内容と模範解答のチェックを
行う。試験開始後は、受験生からの質問への対応を行っている。
２）採点関係者

記述式問題の採点については、採点基準に基づき採点を行う。なお、ミスの起こらない
ように複数の採点者による相互チェックを行っている。
３）試験監督者

試験監督要領に基づき、問題冊子および解答用紙の配布、受験生への説明、写真票と本
人との照合、欠席者調査、試験終了後の解答用紙回収等を行っている。
４）その他

入学センターは、試験場の設定および設置、関係機関との協議・連絡および対応、監督
者等の配置、問題冊子・解答用紙等の保管・管理・輸送、答案等の整理・発送、その他入
学試験の具体的な実施準備・処理、入試問題・解答用紙の印刷、願書受け付けから入学手
続き処理を請け負う業務委託業者の指導・監督等の業務を行っている。

入学者選抜試験実施体制については、上記のとおりであり、適切な体制の下で入学試験
を実施できている。

入学試験問題の作成に際しては、本学を受験する子弟がいないこと、予備校等の受験産
業との関わりがないことを作成担当予定の教員に確認の上、問題作成を委嘱する。問題作
成過程における原稿や資料等の管理も厳重に行っている。

採点については、答案から受験生を類推できないように、氏名等の個人情報を伏せて行
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うことによって公平性を担保することに加えて、必ず複数の採点担当者により採点を行う
ようにしており、適正な採点が行えるよう体制を整備している。

また、合否判定に際しては、受験者の個人情報が見えない仕組みのなかで、合格最低点
を決定していることから、ここに恣意的な要素が入り込む余地は一切ない。

受験生に対しては、合否判定の方法を入学試験要項に記載して公表しており、公表した
判定方法に基づき合否を判定し、合格発表を行っている。

入学者選抜の公正性については、前述のとおり、その機能を十分担保できている。また、
入学者選抜の結果と妥当性については、各入学者選抜試験が終了した後にデータや統計を
検証し、次年度に向けた改善策を協議し、最終的には年度初めに行う入学試験委員会にお
いて全学部で審議の上、次年度の選抜方法を決定するシステムになっている。

本学の入試問題の作成は、学部個々で作成するのではなく、全学的な組織によって行っ
ている。問題作成者の選出に際しては、科目ごとに前年度の問題作成主任から問題作成の
候補者と当該問題作成の主任および副主任の候補者が推薦され、その推薦に基づき、学長
を委員長とする入学試験問題特別委員会において審議し、問題作成者を決定している。
１）問題作成方針

問題作成者による全体会議を行い、入学試験問題を作成するに際して、共通の認識で取
り組めるよう、主に以下の点を確認している。

公募推薦入試の出題に当たっては、教科書の範囲内から、基礎的かつ基本的な問題で、
受験者の平均点が60点程度になり、しかも、学習到達度が確認できるような問題を作成す
ることを基本方針としている。また、一般入試の問題作成に当たっては、入学志願者の学
習能力をできる限り適切かつ合理的に確認できるように、高等学校で使用されている教科
書に、できるだけ広く目を通し、その内容の程度ならびに範囲などについて教育課程に即
して十分に比較検討し、受験者の能力を可能な限り公平に見いだすことができるよう、標
準的な出題を行うように心掛けている。

以上のように、本学の入学試験問題は、高等学校での学習における知識と応用力を問う
問題をバランスよく配して出題している。
２）セミナーおよび意見交換会の開催

各科目の問題作成者に対しては、前年度の入試問題について、第三者機関に本学が意図
した適切な入試問題であったのかどうかについて、分析・検証を依頼するとともに、第三
者機関と氏名および所属等を非公開とした問題作成者間で意見交換会を開催することによ
り、入試問題の作成に当たって、より適切で精度の高い問題作成が行えるよう、工夫して
いる。
３）問題作成者間会議、校正等

出題に当たって、問題作成者はそれぞれ問題の原案を提出し、問題作成者間で提出され
た原案について協議を行い、入試問題原稿を作成する。問題作成者間会議では、高等学校
学習指導要領の範囲、難易度、文章表現の適切性、誤字・脱字等について協議を行ってい
る。また、入試問題原稿作成後に、選択科目間（文系学部の「日本史、世界史、政治経済	
・現代社会等」、理系学部の「物理、化学、生物」）において、出題の重複がないかについ
て主任、副主任による確認作業も行っているほか、校正時には、再度適切な出題内容であ
るか、改めてチェックを行っている。
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４）問題作成者以外による入試問題の点検
校正の段階で、問題作成に携わっていない学内の教員による第三者チェックを行い、設

問の意味が正しく理解できるか、誤字・脱字がないか、解答不能や複数の正答がないか、
模範解答が適切かといった視点で入試問題をチェックし、そのチェック結果を問題作成者
にフィード・バックし、必要に応じて入試問題を修正している。
５）入学試験当日の点検

入学試験当日は、問題作成担当者が、当該科目の開始１時間前に集合し、出題内容と模
範解答のチェックを行っている。
６）入学試験終了後のチェック

入学試験終了後、問題作成者による最終チェックとして、問題内容の確認と模範解答の
内容を確認する作業を行うとともに、学生募集用の入試問題集に掲載するための入試問題
講評の作成を依頼している。同時に、マーク・センス方式の科目について、各設問の正答
率のデータから入試問題の適切性等についての分析および確認を行っている。

なお、第三者機関に対して、入試問題の試験実施前・実施後のチェックを依頼している。
＜研究科＞

入学試験の実施に際し、入試問題の作成は大学院委員会を通じて、全研究科に依頼を行
っている。『問題作成要領』に基づいて作成された入試問題は、入学試験実施の事前およ
び当日に、問題作成者の複数人でチェックを行う体制をととのえている。

また、毎年、学生募集要項および入学者選抜方法等は、各研究科会議の議を経て、大学
院委員会、部局長会で審議し、承認を得て実施している。これにより、アドミッション・
ポリシーに基づき、入学試験が公正かつ適切に実施されているかについて、各研究科、大
学院委員会、部局長会と段階を踏んで定期的に検証を行う機会をもっている。
〈２〉経済学部

さまざまな入試で受け入れる入学者の定員に鑑み、また、公正な入学試験に基づき、学
部教授会の責任の下、適切に実施されている。
〈３〉経営学部

教授会の審議で、学生募集・入学者選抜の公正性・適切性の検証を毎年行っている。
〈４〉法学部

学生募集や入学者選抜は、全学的に遂行されるが、法学部分については、教授会が毎年
の決定に関与する。

毎年の一連の入試終了後、全学の入試委員会が公正性と適切性を検証する。法学部の入
試委員も教授会との連携の下に、そこに参与している。
〈５〉外国語学部

学科会議、学部教授会において定期的に検証している。
〈６〉文化学部

入学者選抜は学部の委員会および教授会において審議され、検証されている。
〈７〉理学部

入学者の選抜は、選抜が行われるごとに教授会で審議され、検証されている。学生募集
については、理学部の募集定員等が適切であるかを理学部が自ら定期的に検証する体制に
はなっていない。
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〈８〉コンピュータ理工学部
入試問題の作成を学部の垣根を越えて協力して作成していることにより、出題者の固定

化を防ぎ、出題者を全学部から集められ、出題内容の偏りを避けられており、有効に機能
していると考えられる。
〈11〉総合生命科学部

学生募集と入学者選抜は、入学センターと学部教授会の連携の下で実施されている。
種々の入試形態が存在するが、それぞれの募集および入試の実施の都度に、審議・承認の
ための入試委員会・教授会が開催され、学生募集および入学者選抜が公正かつ適切に実施
されているかについて検証されている。
〈14〉経済学研究科

学生募集および入学者の選抜に関する詳細な情報は、例年の「京都産業大学大学院　学
生募集要項」に一括して明示され、実際の選抜はこれに従って厳正に実施されている。こ
こに問題が生じ、変更を要する場合は、毎月の研究科会議で審議されることになる。
〈15〉マネジメント研究科

本研究科においては、研究科会議において、毎年、学生募集の要項についてその妥当性
の審議をしている。このため、定期的検証を継続的に行っていると考える。また、入学試
験委員を置き、入学試験の問題作成・校正・採点の担当者の偏りを回避し、公正性と適切
性を担保する機能を果たしている。また、試験問題は、試験終了後毎年公開されており、
定期的検証の道具としての機能を果たしている。
〈16〉法学研究科

法学研究科会議、ならびに同運営委員会が、募集および選抜の公正性と適切性につき、
毎年、検証している。
〈17〉外国語学研究科

現在のところ定期的な検証は行われていないが、2012（平成24）年４月に発足した研究
科の自己点検・評価委員会で行っていく予定である。
〈18〉理学研究科

入学試験問題の作成と採点および面接評価については、問題作成委員、面接委員の間で
毎回検討が行われ、必要に応じて各専攻と研究科会議で基準などの見直しが行われている
が、定期的に検証を行っているわけではない。
〈19〉工学研究科

学内推薦入試、あるいは一般入試選抜の後に開催する専攻科会議において、公正かつ適
切に選抜している。入試の都度会議は開催されるため、定期的に検証されている。
〈20〉先端情報学研究科

アドミッション・ポリシーに基づき、春学期に実施される学部早期卒業者を対象とした
選抜および学内推薦入試、秋学期に２回実施される一般入試の合計４回の選抜を実施して
おり、入学者選抜は全体的に遂行され、判定は先端情報学研究科会議によって、公正、適
切に行っている。また、先端情報学研究科会議において、入学者選抜方法をはじめ学生の
受け入れの適切性について、恒常的に検証を行っている。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

研究科会議およびメーリングリストにおいて情報・意見交換を随時行っている。
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〈23〉法務研究科
学生募集および入学者選抜の適切さについては、毎年度入試委員会において検証し、改

善提案がある場合は、運営委員会を経て研究科会議で審議している。毎年の自己点検・評
価においても検証される（資料５−２　第２分野）。

２．点検・評価
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体
＜学部＞

公募推薦入試は、現役生のみを対象としており、開学以来、長年にわたって、改善を積
み重ね、今日に至っている制度である。関西の大手私大で、公募推薦入試を実施している
大学の中で、唯一、現役生のみを対象としていること、また、総合評価型では、調査書を
はじめ、高等学校時代における資格の取得や文化活動等も評価の対象としていること等、
高等学校側の評価も高い制度であり、基礎学力の担保を含め、現状において適切に機能し
ていると評価している。

指定校推薦入試では、出願資格・推薦要件の中で、調査書の成績基準については、全体
の評定平均値を3.8以上としていることから、この基準に該当する生徒は、高等学校等在
学中に、継続して学習を積み重ねてきていることと、かつ、学校長から、入学後の勉学意
欲、明確な志向と熱意、能力等を確認の上、生徒を選抜し、推薦してきていること等から、
基礎学力の担保、入学後の勉学意欲も十分確認できており、高等学校等との相互信頼関係
の上で成り立っていることからも、適切に機能していると評価している。
＜研究科＞

各種入試制度を設け定員確保に努めているが、収容定員を充足することができていない。
このため、建学の精神に立ち戻り、多くの優秀な学生の育成に貢献するべく、2010（平成
22）年度に「大学院生支援奨学金」制度（資料５−18）を立ち上げ、大学院生への経済的
負担の軽減を図ることにした。その結果、学内推薦入試の志願者は増加傾向にある（2009

（平成21）年度入試では６名であったのが、翌年以降、12名、20名、29名と増加している）。
さらに、2011（平成23）年度から、工学研究科生物工学専攻の博士課程（後期）において
は海外入試（インターネット入試）を開始したことにより、同年度の秋学期入学者が２名、
2012（平成24）年度春学期に１名と、海外から直接、外国人留学生が入学しはじめた。こ
れを機に、他の研究科においても、海外入試の実施に向けて呼びかけているところである。
〈２〉経済学部

さまざまなタイプの入試を行っているが、公募推薦、指定校推薦など早期の入試による
入学者には、入学前教育を実施して、学力の引き上げを図っている。
〈３〉経営学部

入学時ではなく、１年次終了時に学科配属が決定する点。イントロダクトリー科目を履
修することで、各学科の特徴や学生自らの志向のマッチングが図られる。
〈４〉法学部

入試関連業務が全学的に遂行されるべき業務であることを承知しながらも、法学部教授
会としてそこに主体的に関わっていく必要性は認識されてきた。
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学部が前面に出る入試として、ＡＯ入試を遂行していることが、この意識の高まりに貢
献している。
〈５〉外国語学部

ＡＯ入試を通して、学科の趣旨に沿ったリーダー的学生の獲得ができている。
〈６〉文化学部

入学定員を充足して学生を受け入れていることは社会一般から一定の評価を得ていると
言える。
〈７〉理学部

在籍学生数を収容定員に基づき適正に管理している。
〈８〉コンピュータ理工学部

過去３年の入学志願者状況を見ると志願者は年々増加傾向にある。学部として育成する
人材の方向性が理解されつつある点が評価できる（資料５−２）。
〈11〉総合生命科学部

開学部以降、適正な入学者数で推移している。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

近年、入学者数、収容定員数とも適正であった。
〈14〉経済学研究科

2012（平成24）年度から、改めて研究科の博士前期課程・後期課程とも、アドミッショ
ン・ポリシー（研究科生の受け入れ方針）を学生募集要項や大学院専用ホームページでわ
かりやすく明示した。この点は、受験者に対して、正確な情報の提供につながると期待し
ている。応募予定者に対する説明会なども地道に実施されている。
〈15〉マネジメント研究科

全受験対象者に対して、専門基礎知識のレベルを評価するための小論文の試験を課し、
入試判定基準を厳格に運用したため、受験者数・入学者数ともに減少したが、入学者の基
礎学力の平準化は促進された。
〈16〉法学研究科

入学者数は年により変動するが、収容定員はほぼ満たしている。過多でも過少でもない
状況が続いている。それも入学選抜において、一定程度の倍率を維持しながら、定員を確
保している。
〈17〉外国語学研究科

従来、選抜は年に１度の選抜試験によって行ってきたが、1998（平成10）年度から年２
回（秋季、春季）の選抜試験を行うようになった。また、1999（平成11）年度からは、社
会人入試と外国人留学生入試も導入し、それぞれ年２回行うようになった。また、2005（	
平成17）年度からは学内推薦入試（年１回）も導入している。

学部生に対する大学院ガイダンスを組織的に実施中である。
〈18〉理学研究科

学生の受け入れは、必要とされる意欲と能力を適切に判断し、収容定員に基づいて適正
に管理して行っている。
〈19〉工学研究科

博士前期課程の志願者・入学者とも増加傾向にある（根拠資料４）。
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〈20〉先端情報学研究科
春学期に実施される学部早期卒業者を対象とした選抜は、初年度の応募者はゼロであっ

たが、発足２年目の2012（平成24）年度には２名の応募があり、本研究科の受け入れ方針
の認知度が向上した。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

開設以来、受験者数、入学者数ともに上昇傾向にある。
〈23〉法務研究科

2012（平成24）年度入試より入試日程を増やし、Ａ～Ｄ日程に加え、法科大学院全国統
一適性試験第４部（表現力を測る問題）を利用したＳ１～Ｓ２日程を設けたほか、Ａ日程
およびＣ日程については東京会場を設けた。これにより志願者数、受験者数、入学者数と
もに増加した。

②改善すべき事項
〈１〉大学全体
＜学部＞

今後、選抜方法ごとの入学者の追跡調査、検証を行った上で、各選抜方法の微調整が必
要である。また、入学定員と各選抜方法の募集人員について、現在の配分が適切であるの
かどうかを検証し、再配分することも視野に入れて検討・改善を図っていきたい。
〈２〉経済学部

新入生の知識量に差異があるため、それに適した授業を工夫する必要があるかもしれな
い。
〈３〉経営学部

収容定員の適正性の確保。特に学科選択後の経営学科の是正が急務である。
〈４〉法学部

入学者の大部分は一般入試等による。選抜においては、学部の独自性を打ち出し難い。
それだけに一層学生募集において他大学、他学部とは異なる法学部の独自性を訴える必要
がある。
〈５〉外国語学部

ＡＯ入学生の語学力のレベルが問題になる場合がある。
〈６〉文化学部

ＡＯ入試により入学した学生は学力検査が主要な選考基準ではないため、入学後の指導
も適切に行う必要がある。
〈７〉理学部

理学部のアドミッション・ポリシーは設定されたばかりである。そのため必然的に、そ
の方針に基づいてはいなかった。理学部の募集定員等が適切であるかを理学部が自ら定期
的に検証する体制にはなっていない。
〈８〉コンピュータ理工学部

さまざまな入試制度により入学者の学力に多少のばらつきが生じている。このような状
況において、入学者が学部の初年次教育に対応できるようにするための方策が必要である。
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〈11〉総合生命科学部
学部で実施している化学・生物の学力診断試験によると、当学部のアドミッション・ポ

リシーを満たすだけの学力を充足していない学生が推薦入試制度入学者に一定数存在する。
推薦入試制度による入学者およびＡＯ入試による入学者の追跡調査を検討していく。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

入学試験の種類により、入学生に学力の違いが見受けられた。
〈14〉経済学研究科

応募者の増加につながるさまざまな対策を模索中である。
〈15〉マネジメント研究科

特に博士前期課程において、収容定員に満たない状態に陥っていること。
〈16〉法学研究科

入学定員は10名である。今後の大学院教育の重要性に鑑みると、長年にわたる定員10名
体制を徐々に増やしていく方策を考えていい。
〈17〉外国語学研究科

英米語学専攻の入学生の大半は教員志望であるので、教育職に就く者を多く輩出する教
育機関としての位置付けが必要であろう。
〈18〉理学研究科

学生の受け入れ状況に関して定期的な検証を行っていない。
〈19〉工学研究科

博士後期課程の入学者は近年増加傾向にあるが、収容定員から見ると充足率を満たして
いない（根拠資料４）。
〈20〉先端情報学研究科

入試制度、実施回数については、制度上問題はないと思われる。ただし、試験問題の作
成とチェック、面接等教員の業務が過多となっている。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

本学学部卒業生の潜在需要を掘り起こしていくことが望まれる。
〈23〉法務研究科

志願者数は増加傾向にあり、入試倍率も２倍以上を維持できているが、入学者数が定員
に満たない状況が続いており、引き続き改善の必要がある。

３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体
＜学部＞

入学者の一定数を確保している、一般入試、センター試験利用入試、公募推薦入試の入
学者選抜方法を維持しつつ、本学のアドミッション・ポリシーや「建学の精神」および「教
学の理念」を周知するためには、高等学校、生徒、保護者に対して、さらに、きめ細かく
広報する。
＜研究科＞

学内推薦入試志願者の増加傾向の要因は、「大学院生支援奨学金」制度により教員が優
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秀な学生に本学大学院への進学を推奨していることが窺えることから、本制度の運用を
2019（平成31）年度まで延長することを決定した。
〈２〉経済学部

１年次の入門セミナーは、英語の試験をもとにした学力にクラス編制がなされているの
で、学力に応じた授業をしており、きめ細かな対応ができている。
〈３〉経営学部

初年次教育プログラムとしてのイントロダクトリー科目が、学科選択の適正化を図る点。
〈４〉法学部

アドミッション･ポリシーを定め、ＡＯ入試を遂行するようになってから、入試業務へ
の主体的関与意識が高まっている。
〈５〉外国語学部

入学後のＡＯ入学者の成績の調査と詳細な検討の蓄積により、さらにこの入学制度に適
した学生獲得に努める。
〈６〉文化学部

ＡＯ入試説明会で本学部が求めるアドミッション・ポリシーについて周知に努めている。
その結果、多様な学生を確保している。
〈７〉理学部

在籍学生数を収容定員に基づき、より適正に管理することを目指す。
〈８〉コンピュータ理工学部

情報分野の技術は進歩が早いため、学部としては常に先進的な研究に基づいた教育を行
い、産業界が求める技術者像に合致した人材を輩出する努力を継続する必要がある。
〈11〉総合生命科学部

現在の方針で入学者選抜を実施し、適正な入学者数を確保する。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

学生の募集を停止しているため、本項目は該当しない。
〈14〉経済学研究科

募集に関わる情報の外部への公開と同時に、内部の学部学生への対策として、大学院に
興味を持つ学生を発掘する試みもある。たとえば、研究科が設定している一部の科目（「マ
クロ経済学基礎」など）を希望する学部学生も受講できるようにされている。ただし、こ
の効果はまだ明白になっていない。
〈15〉マネジメント研究科

学生募集要項において要求する専門基礎知識レベルの参考となるテキスト等を明示する
ことにより、基礎学力の平準化をより進展させる。
〈16〉法学研究科

本学マネジメント研究科と連携して設けている「ジョイント・プログラム・税務エキス
パート」の充実を図りつつ、税法分野の拡充に努めている。
〈17〉外国語学研究科

附属高校の現職教員を院生として受け入れる制度を導入する予定である。
〈18〉理学研究科

学生の受け入れは、必要とされる意欲と能力をより適切に判断し、収容定員に基づいて
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より適正に管理して行うよう、努力する。
〈19〉工学研究科

海外の大学にアピールして、博士後期課程に積極的に外国人留学生を入学させている。
〈20〉先端情報学研究科

アドミッション・ポリシーに基づき、春学期に実施される学部早期卒業者を対象とした
選抜および学内推薦入試、秋学期に２回実施される一般入試の合計４回の選抜を実施して
おり、入学者数は増加している。また、学部早期卒業者を対象とした選抜による入学者も
あり、入試選抜経験者からの情報提供も含め積極的な情報発信により、選抜結果の質向上
が見られる。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

受験者数、入学者数を安定的に維持する。
〈23〉法務研究科

特徴ある入試制度の広報を充実する。また、2013（平成25）年度入試より、他の法科大
学院在籍者の転入学試験を導入・実施する。これにより、本学のきめ細かい少人数教育に
魅力を感じる優秀な受験生の受け入れを促進する。

②改善すべき事項
〈１〉大学全体
＜学部＞

入学者選抜試験実施体制は整備できているが、入学者選抜方法の多様化に伴い、選抜試
験の結果の分析に注力してきたことから、今後は多様な選抜方法による入学者について、
卒業後の進路などを含めた追跡調査を行い、これを入学者選抜方法の改善につなげていく。
〈２〉経済学部

入門セミナーにより学力差改善の努力をしているが、まだ不十分な点もあり、今後、低
学力の学生のクラスの運営を工夫する必要を感じている。
〈３〉経営学部

各学科の収容定員の再検討の必要性。
〈４〉法学部

ＡＯ入試以外にも、アドミッション･ポリシーに沿った募集や選抜をどのように広げて
いくべきか。その点が問われている。
〈５〉外国語学部

語学力の不足しているＡＯ入学生に対する個人指導の徹底化を図る。
〈６〉文化学部

さらに多様な学生を受け入れる学生募集体制（学科の増設など）を構築する必要がある。
〈７〉理学部

理学部のアドミッション・ポリシーに基づき、学生募集および入学者選抜を行う。理学
部の募集定員等が適切であるかを理学部が自ら定期的に検証する体制を構築できないか、
検討することが望まれる。
〈８〉コンピュータ理工学部

一般入試、センター利用入試以外の入試制度による入学者に対して、数学の入学前事前
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授業を行うことで、初年時教育に対応できる数学基礎力を養う仕組みを考えている（資料
５−４）。
〈11〉総合生命科学部

公募推薦、指定校推薦、附属校推薦での内申書における理系科目の基準を改訂する。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

学生の募集を停止しているため、本項目は該当しない。
〈14〉経済学研究科

入学者の増加策を検討中である。
〈15〉マネジメント研究科

本章１．（３）に述べたように、試験科目を変更したことが、特に前期課程における収
容定員を満たせない要因となっている可能性がある。アドミッション・ポリシーに則った
優秀な学生をより多く受け入れるための、公正で魅力的な入試制度の改善の検討を行いた
い。
〈16〉法学研究科

2013（平成25）年からの法政策学専攻は、定員10名である。法学研究科としては、一気
に定員が倍増することになる。学生受け入れ体制の充実が課題である。従来の法律学専攻
と新設の法政策学専攻が相互に刺激しあって発展していけば、合わせて20名という定員を
徐々に増やしてくことも可能になるだろう。
〈17〉外国語学研究科

入学者を増やすために、社会に有用な人材の養成機関としての教育プログラムを備えた
フレキシブル・カリキュラムの導入も考える必要がある。
〈18〉理学研究科

学生の受け入れ状況に関して定期的な検証を行うよう検討する必要がある。また、学内
推薦制度や学費減免制度について、効果を検証していく必要がある。
〈19〉工学研究科

本学から進学した学生の博士後期課程への進学率を高める必要がある。
〈20〉先端情報学研究科

試験問題の過誤を防ぐため、入試業務に関わる教員を増やす等根本的な対策が必要と思
われる。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

現在のところ改善の必要性を認めない。
〈23〉法務研究科

2012（平成24）年度入試の改革により一定の成果が見られており、2013（平成25）年度
も継続し、その結果によりさらなる改善点を検証する。

４．根拠資料
〈１〉大学全体

資料５−１　2013年度京都産業大学　大学案内
資料５−２　2013年度京都産業大学　入試ガイド
資料５−３　2013年度京都産業大学　入学試験要項
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資料５−４　2013年度京都産業大学　附属高等学校特別推薦入試　入学試験要項
資料５−５　2013年度京都産業大学　指定校推薦入試　入学試験要項
資料５−６　2013年度京都産業大学　スポーツ推薦入試　入学試験要項
資料５−７　2013年度京都産業大学　専門学科等対象公募推薦入試　入学試験要項
資料５−８　2013年度京都産業大学　編入学指定校推薦入試　入学試験要項
資料５−９　2013年度北京科技大学国際学院編入学指定校推薦入試　入学試験要項
資料５−10　2013年度京都産業大学　ＡＯ入試　入学試験要項
資料５−11　2013年度京都産業大学　編・転入試　入学試験要項
資料５−12　2013年度京都産業大学　社会人入試　入学試験要項
資料５−13　2013年度京都産業大学　外国人留学生入試　入学試験要項
資料５−14　2013年度京都産業大学　帰国生徒入試　入学試験要項
資料５−15　学生推移表（平成18年度～平成29年度）
資料５−16　京都産業大学大学院学生募集要項
資料５−17　大学院学生推移表（平成18年度～平成29年度）
資料５−18　京都産業大学大学院生支援奨学金規程

〈２〉経済学部
・学部ホームページ
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/ec/policy/policy.html#dp
・履修要項
・受験生向けのパンフレット

〈３〉経営学部
・「学科振分資料（教務委員会が教授会に提示する資料）」（資料ケ−16）

〈４〉法学部
・大学ホームページ
　　とくに入学者数：http://www.kyoto-su.ac.jp/outline/info/pdf/03.pdf
　　とくに収容定員・在学生数：http://www.kyoto-su.ac.jp/outline/info/pdf/06.pdf
　　大学ホームページの中の入試総合情報サイト：http://sgc.kyoto-su.ac.jp/index.php

〈５〉外国語学部
・大学ホームページ
・『大学案内』
・『ＡＯ入試ガイド』

〈６〉文化学部
・京都産業大学　2012入試ガイド
・京都産業大学入学試験要項2012
・在籍学生数、収容定員（平成24年５月１日現在）

〈７〉理学部
・http://www.kyoto-su.ac.jp/campus/lesson/guide/pdf/kitei.pdf
・http://www.kyoto-su.ac.jp/department/sc/policy/policy.html
・理学部教授会議事録　平成23年10月19日（水）13時15分から15時00分まで
・理学部教授会議事録　平成23年11月30日（水）13時15分から13時45分まで
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・理学部教授会議事録　平成24年２月10日（金）13時15分から14時30分まで
・理学部教授会議事録　平成24年３月12日（月）13時15分から14時10分まで

〈８〉コンピュータ理工学部
・学部紹介ホームページ（http://sgc.kyoto-su.ac.jp/navi/computer.html）（資料５−１）
・入試ガイド（資料５−２）
　（http://sgc.kyoto-su.ac.jp/guide_2013/data/1281/src/1281.pdf?d=1347590071167）
・収容定員・在学生数（学部学生数統計）（資料５−３）
・2011年度事業報告p.14（資料５−４）

〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
・学部紹介ホームページ（http://sgc.kyoto-su.ac.jp/navi/computer.html）（資料５−１）
・入試ガイド（資料５−２）
　（http://sgc.kyoto-su.ac.jp/guide_2013/data/1281/src/1281.pdf?d=1347590071167）
・収容定員・在学生数（学部学生数統計）（資料５−３）
・2011年度事業報告p.14（資料５−４）

〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
・学部紹介ホームページ（http://sgc.kyoto-su.ac.jp/navi/computer.html）（資料５−１）
・入試ガイド（資料５−２）
　（http://sgc.kyoto-su.ac.jp/guide_2013/data/1281/src/1281.pdf?d=1347590071167）
・収容定員・在学生数（学部学生数統計）（資料５−３）
・2011年度事業報告p.14（資料５−４）

〈11〉総合生命科学部
・アドミッション・ポリシー（４−Ｉ根拠資料参照）
・入学者数
・入試要項

〈14〉経済学研究科
・『京都産業大学大学院　学生募集要項』平成25年度（資料５−１）

〈15〉マネジメント研究科
・「マネジメント研究科募集要項」（資料マ−２）
・「マネジメント研究科（前期課程）志願者数データ」（資料マ−16）
・「マネジメント研究科（後期課程）在籍者数データ」（資料マ−11）（資料マ−12）

〈16〉法学研究科
・大学ホームページ、とりわけ教育情報の頁に掲載された収容定員・在学生数（大学院

　　学生数統計）
〈17〉外国語学研究科

・京都産業大学大学院　学生募集要項
〈19〉工学研究科

・生物工学専攻ホームページ（資料１）
　　（http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/g_eng/policy/policy.html#ap）
・京都産業大学大学院　学生募集要項（資料２）
・京都産業大学大学院案内（資料３）
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　　（http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/pamphlet/pdf/2013_in_01.pdf）
・大学院学生推移表（資料４）

〈20〉先端情報学研究科
・（１）http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/g_fi/
　　　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/g_fi/message/index.html
　　　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/g_fi/policy/kyouiku.html
　　　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/g_fi/policy/policy.html
　　　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/g_fi/kamoku/index.html
　　　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/rishu_yoko/
　　　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/choukirishu/
　　　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/shinroshien/index.html
　　　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/gakuhi/
　　　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/gakuhi/shien.html
・（２）http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/nyushi/index.html
・（３）http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/nyushi/index.html
・（４）http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/nyushi/index.html

〈22〉経済学研究科（通信教育課程）
・学位授与者数推移：４名（2008）、７名（2009）、10名（2010）、14名（2011）
・経済学研究科（通信教育課程）ホームページ

〈23〉法務研究科
・平成25年度入学者募集要項（資料５−１）
・法務研究科「自己点検・評価報告書」（2012年度８月版）（資料５−２）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/pro/lawschool/report/index.html





第６章
学生支援





＜第６章＞学生支援

−231−

第６章　学生支援

１．現状の説明
（１）学生が学修に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう学生支援に関する方
針を明確に定めているか。
〈１〉大学全体

創立50周年（2015（平成27）年）を目指したグランドデザイン（資料６−１、p.22-24）
において、学生支援改革を、個人の自立と成熟を可能とする支援、障がいのある学生と

「共生」するための支援を基本として、その体制を構築するため策定している。この基本
方針の下に各部署が連携して学生への支援を行っている。これらについては、ホームペー
ジや冊子（資料６−２、p.16、36-41、46）を通じて学生に周知している。

（２）学生への修学支援は適切に行われているか。
〈１〉大学全体
●きめ細かな修学支援体制

学生に対するきめ細かな修学支援を行うことを目的として、2007（平成19）年10月に教
学センターを設け、学部を問わず、全学生を対象とした組織体制（資料６−３）の下で「つ
なぎプロジェクト」として充実した支援（資料６−４）を実施している。教学センターで
は、修学意欲の喪失による留年や不本意な退学・休学を防止するため、出席が芳しくない
学生や低単位の学生を抽出し、面談を通じて改善を図っている。また、面談の結果は、学
生カルテ（資料６−５）に記録の上、学習に関わることの要因が高い場合は、教務委員会
委員（資料６−６）を通じ、各学部の教員に履修指導を依頼するという仕組み（資料６−
７）を設けている。基礎学力を補うための補習・補充教育については、各学部において実
施されているほか、全学的な取り組みとして、入学試験の早期合格者に対し、入学前教育

（資料６−８）を実施している。
さらに、「学生による学生のための修学支援」を行うため、学生ボランティア・スタッ

フとして「ピア・サポーター」（資料６−９）を2009（平成21）年度に立ち上げ、履修登
録や時間割の組み方等の相談がしやすい環境も構築している。
●障がいのある学生への支援

ボランティア活動室では、「障がいのある学生の支援」「ボランティア活動の支援」を行
っており、「障がいのある学生が本学において健常者と変わりなく教育を受け学習できる
支援体制を確立させるために、その方策を策定し、支援推進に際して生ずる問題の解決を
図る」ことを目的として「京都産業大学障がい学生支援委員会」を設置している。支援を
必要とする学生に対しては、本人の意思に基づき、面談により困難に応じた支援方法を決
定し、できうる限りの支援が行えるよう適切な支援体制で臨んでいる。
●学生への経済的支援

独自の奨学金制度を設けており、形態は「給付型」と「貸与型」を状況に応じて運用し
ている。具体的には、「給付型」は１）育英給付奨学金、２）応急育英給付奨学金、３）
教育ローン利子給付奨学金、４）課外活動優秀者学費減免、５）災害給付奨学金、「貸与型」
は１）貸与奨学金、２）特別貸与奨学金、３）課外活動奨励貸与奨学金である。また、こ
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れらの奨学金制度とは別に一時的な生活費等の困窮に対応する「短期貸付金制度」や相互
扶助によって学生の医療費負担を軽減する「学生健康保険互助会制度」を設けている（資
料６−10）。

（３）学生の生活支援は適切に行われているか。
〈１〉大学全体
●心身の健康保持・増進のための健康管理体制

保健管理センターでは、学校保健法に準じて学生定期健康診断を毎年実施している。ま
た、2011（平成23）年度には健診項目の充実も図っている。併設する保健診療所では、医
師２名、看護師４名体制で週５日保険診療を行い、総合的・継続的に生活支援を実施して
いる。さらに健康被害の観点から禁煙支援（禁煙外来）を行い、学生の健康づくりの支援
を行っている。
●心身の健康保持・増進のための学生相談体制

学生相談室では、室長（教員）、カウンセラー３名（常勤・臨床心理士）および事務職
員３名、非常勤医師（精神科医で１週間に１回）１名体制で、週５日相談活動を行ってい
る。学生に対する情宣は、学生対象セミナー（年２回）実施や各学部事務室の窓口、学生
寮、バス停、学生ラウンジなどのポスター掲示と学生相談室案内リーフレット（資料６−
11）を設置している。
●ハラスメントの未然防止と相談体制

人権センターを設置し、全学組織として、副学長を委員長とした人権委員会を置き、人
権教育、人権啓発、人権侵害、各種ハラスメントへの対応等を審議・検討している。特に
ハラスメント（とりわけセクシュアル・ハラスメント）の対応では、各学部等に窓口相談
員を置くとともに、人権センターに専門相談員を配置するなどの体制を整備している。ま
た、学生、教職員のみならず地域・社会の方も対象とした講演会を年２回実施し、人権侵
害防止に向けた啓発活動を行っている。さらに、学部・所属（職場）単位で開催する人権
研修会や教職員新規採用者、教職課程受講生、キャリア教育科目受講生、および学生寮入
寮者等に対しても研修を実施している。学生への案内は、全学生へ配布する冊子や学内掲
示、ホームページを通じて行っている。

（４）学生の進路支援は適切に行われているか。
〈１〉大学全体

進路センターおよびキャリア教育研究開発センターを設置し、専任の教職員をはじめ、
企業経験を有する職員、専門のカウンセリング技術を有したキャリア・デザイン・アドバ
イザー（臨床心理士、産業カウンセラー、キャリア・カウンセラー等）、学生就職アドバ
イザー（就職決定者）、卒業生アドバイザーが、学生のキャリア形成支援、就職相談、就
職ガイダンス、企業の求人対応等の進路支援を組織的かつ体系的に実施している（資料６
−12）。

１年次生からスタートするキャリア形成支援教育プログラムと３年次生から本格稼動す
る進路支援プログラムの融合を図ることで、学生自ら卒業後のキャリア・デザインを行
い、その実現に向け大学生活の充実に取り組む動機づけと将来のために変化・成長をしよ
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うとする自律的な行動を促し、学生一人ひとりのキャリア形成を育ませている。キャリア
教育科目と連携した進路支援として、低年次対象の「スタートアップ・インターンシッ
プ」、企業の若手社員と学生がともに課題に取り組み、人材育成を目指す「企業人と学生
のハイブリッド」、就職が決定した４年次生が高校のＰＢＬ型授業に参加して就業力を高
める「就業力総合実習」などの実践系の科目も開講している。

さらに３年次生からの「企業選択」を軸とし、就職ガイダンスや教員と連携した「ミニ
ガイダンス」「企業研究フォーラム」、卒業生アドバイザーも参加する「就活祭」などを実
施している（資料６−13）。加えて、学生が具体的に職業選択ができるよう、コミュニケ
ーションに問題を抱えて対人関係が上手くとれない学生に対して、個別的かつ継続的な支
援も行っている。これは、「大規模大学の就職支援におけるアウトリーチ・プログラムの
実践」として、2009（平成21）年度文部科学省の「大学教育・学生支援推進事業　学生支
援推進プログラム【テーマＢ】」に選定され、実施後には成果が見られる取り組みとして、
文部科学省からも「Ｓ」評価を受けている（資料６−14）。

また、2008（平成20）年度文部科学省の学生支援ＧＰに選定された「京産大発ファシリ
テータ・マインドの風」では、ファシリテーションの手法を用いて、個の活性化と自律を
支援する事業を展開している。具体的には、学内にファシリテーションの活動拠点（「Ｆ
工房」）を設け、それを基軸に、学生が主体のワークショップ、キャリア形成支援教育科
目等のサポートを行うことで、学生と教職員の協同を促進し、学生の成長を促すものであ
る。

２．点検・評価
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体
●きめ細かな修学支援体制

相談窓口が教学センターに一元化されていることにより、学生にとって利用し易い環境
がととのえられている（資料６−15、16）。

また、2011（平成23）年度入学者から全学的な入学前教育として取り組んでいる英語学
習は、基礎学力の一部不足している者に対しても学習を促すなどの働きかけも充実し、基
礎学力の向上にもつながっている（資料６−17）。
●障がいのある学生への支援

障がいのある学生へのサポートのスキル向上のためのトレーニング体制づくりを始めた
ことにより、サポーターのスキルも上がってきた。また、支援に係る各種のマニュアルも
整備でき、サポート体制を明確化できた（資料６−18）。関連部署との協働により具体的
支援の実践を積み重ねる一方で、意見交換、勉強会等を開催することにより、障がい学生
支援の必要性が教職員の間で認知されるようになってきた。
●学生への経済的支援

2011（平成23）年度は、家計急変により学業を続けることが困難な学生を対象に、新た
に給付奨学金を設立した。この応急育英給付奨学金により、11名の学生に奨学金を給付で
きた。また、2012（平成24）年度には、被災学生に対して、特別な措置であったものを恒
常的な制度として災害給付奨学金を立ち上げ、支援することとした。
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●心身の健康保持・増進のための健康管理体制
新入生オリエンテーションで喫煙による健康被害のアナウンスを行っていることや、健

康診断会場において禁煙資料を新入生に手渡しする等の取り組みを行っていることにより、
学生の喫煙率が2010（平成22）年度12.5%、2011（平成23）年度10.9%と減少している。
●心身の健康保持・増進のための学生相談体制

近年、さまざまな問題を抱えた学生の増加や、広報活動の効果により、相談件数が増加
（資料６−19）するとともに相談内容も多種多様に複雑化してきている。このような状況
に対応するため、2011（平成23）年度から非常勤カウンセラーを廃止し、常勤カウンセラ
ーを２名から３名の相談体制とした。このことにより、各カウンセラー・医師および学内
関係部署との連携がスムーズに行われるようになり、より効果的なカウンセリングが可能
になった。
●ハラスメントの未然防止と相談体制

学部・所属等における研修会の実施が、2010（平成22）年度100%の実施率となった。
●学生への進路支援体制

進路および就職状況の理解とキャリア選択に対する意識を高めるとともに、「円滑な就
職活動の始動」を目的に教員との連携強化を図り、少人数でのガイダンス（ミニガイダン
ス）を従来より実施している。就業力育成支援事業の展開、キャリア形成支援教育の推進
と相俟って、ゼミ・演習等の小集団に対する「進路支援ミニガイダンス」の実施回数は、
３年次生のゼミ等に限定すると97回・参加者は1,077名（前年度77回・853名）と確実に増
加している（資料６−20）。実施後のアンケートによる満足度・理解度は５段階評価で4.5
を超え、学生は高い満足感を得ている。

就職希望者に対する就職率が、2009（平成21）年度が94.2％、2011（平成23）年度が
95.7％と、２年連続して前年度を上回った（資料６−21）。この結果は、2010（平成22）
年度に引き続き、文部科学省の「大学教育・学生支援推進事業　学生支援推進プログラム

【テーマＢ】」に選定された「大規模大学の就職支援におけるアウトリーチ・プログラムの
実践」の取り組みが大きな要因である。このプログラムについては、成果が見られる取り
組みとして、文部科学省からも「Ｓ」評価を受けている。

学生の主体的な進路選択と社会への目線づくりを育むキャリア形成支援科目は、１年次
生から４年次生まで、全学生を対象に開講しており、2011（平成23）年度は19科目を開講
し、2,951名が受講した（資料６−22）。

②改善すべき事項
〈１〉大学全体
●学生支援に関する方針

グランドデザインに定めている学生支援に関する方針は総論的なものであることから、
学生に対して、やや伝わりにくい面がある。
●きめ細かな修学支援体制

低単位学生や問題を抱える学生に対して実施してきた修学支援策が有効であったのかど
うかを十分には分析できていない。
●障がいのある学生への支援
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法律で定められている「等しく学ぶ権利」を保障する体制として検討が必要な具体例と
して、全盲者に対する受け入れ制度の整備が挙げられる。
●学生への経済的支援

本学の独自の奨学金制度において、給付型はすべて単年度の採用である。経済不況が長
期化している現状から、学業に優れた学生が経済的に安心して複数年間を就学できる奨学
金制度の新設に向けて検討が求められる。
●心身の健康保持・増進のための学生相談体制

学生の多様化によりメンタル面での相談が増加しており、各学部・学生相談室との連携
についての検討が必要である。また、学生定期健康診断の受診率が、１年生は98.7%と高
いが、その他の学年について受診率向上を図る必要がある。
●ハラスメントの未然防止と相談体制

全学で行う人権講演会については年２回実施しているが、業務の輻輳なども影響し、参
加率が低迷しており、開催日程・内容の検証が必要である。また、相談の事象が複雑化・
深層化していることから、それぞれの機関が迅速に対応する必要がある。
●学生への進路支援体制

就職ガイダンス参加者数が、１回平均1,649名（2010（平成22）年度1,696名、2009（平
成21）年度1,964名）と、減少傾向にある。

３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体
●きめ細かな修学支援体制

修学支援の体制としては教学センターの発足以降、学生にも浸透し機能していることか
ら、今後も引き続きこの体制を継続する。入学前教育については、今後、学習効果の測定
を行い充実していく。
●障がいのある学生への支援

障がい学生支援には、「具体的・実践的な支援方法の策定」とその根底として必要な「障
がい理解・障がい者の啓蒙」が必要となることから、さらに、関連部署との意見交換や勉
強会等を行い、障がい学生支援の必要性を教職員の間で認知していく。
●学生への経済的支援

今後においても、独自の奨学金制度の検証を重ね、学生のより有意な制度となるよう改
善を図っていく。また、創立50周年記念事業の１つとして新たな給付奨学金制度の設立を
検討している。
●心身の健康保持・増進のための健康管理体制

禁煙支援について、２～３年生になる時点で4.1％～16.2％と大幅に喫煙率が上昇するた
め、新入生からの禁煙啓発のさらなる強化に取り組む。また、学生部と連携し、体育会ク
ラブ員を対象に「禁煙についての講演会」等の実施を検討する。
●心身の健康保持・増進のための学生相談体制

学生相談室カウンセラーの専門的知識を求める学内各部署からの依頼に積極的に協力し、
学内連携の土台を築いていく。また、学生支援に関わる教職員のニーズに応えるために、
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「教職員のための学生支援ハンドブック」を作成し配付する。
●ハラスメントの未然防止と相談体制

人権意識の高揚に努めるため、人権研修の100％実施を2012（平成24）年度以降も継続
したい。
●学生への進路支援体制

今後は一層、座学のみならず学生との双方向型によるアクティブなガイダンスを実施す
る。

②改善すべき事項
〈１〉大学全体
●学生支援に関する方針

今後、より具体的で、学生から見てわかる、明確な学生支援に関する方針を定めるべく
検討する。
●きめ細かな修学支援体制

低単位学生の修学支援の効果を検証し、早期のつまずき防止に努める。
●障がいのある学生への支援

障がい学生支援の推進には、ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）／スタッフ・
ディベロップメント（ＳＤ）の観点からの一層の注力が必要なため、その体制づくりに努
める。
●心身の健康保持・増進のための健康管理体制

2013（平成25）年度の新校舎の建設に伴い、保健管理センターと学生相談室が隣接する
ことになり、メンタル面と健康面での総合的なケアの充実体制が実現する。また、学生定
期健康診断の受診率については、履修ガイダンスなどで健康診断の位置付けを明確に学生
へ伝えることによって、受診率の向上につなげるようにする。
●ハラスメントの未然防止と相談体制

研修会について、講演会形式だけでなく、インターネット等を利用した方法についても
考えていきたい。また、学生相談室・保健管理センター・人権センターの連携は今後ます
ます必要になると考えており、個人情報保護の観点にも配慮しながら、情報共有や連携の
迅速化が図れる体制を確立していく。
●学生への進路支援体制

就職希望者を対象としたマス型の「就職ガイダンス（全５回）」への出席率向上に向けて、
従来は各回２日開催としていたが、2012（平成24）年度以降は３日開催とする。また、学
生への発信のみならず、教員への発信を一層高めるなど、その連携を強化し周知徹底を図
る。

４．根拠資料
〈１〉大学全体

資料６−１　創立50周年（2015年）を目指した『グランドデザイン』の実現にむけて
資料６−２　2012充実したライフのためのキャンパスガイド（知って得する本）
資料６−３　修学支援体制
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資料６−４　つなぎプロジェクト
資料６−５　学びのポートフォリオ
資料６−６　教務委員会規程（既出４−３−５）
資料６−７　各学部教員と連携した修学支援
資料６−８　入学前教育実施一覧
資料６−９　ピア・サポーター人数一覧
資料６−10　2012学生健康保険～利用のてびき～
資料６−11　学生相談室案内リーフレット
資料６−12　就職支援体系図
資料６−13　進路・就職支援プログラム
資料６−14　アウトリーチ・プログラム概要
資料６−15　修学支援結果
資料６−16　ピア・サポーター相談会結果報告
資料６−17　英語e-learning実施結果報告
資料６−18　障がい学生支援サポーターハンドブック
資料６−19　学生相談室利用学生統計
資料６−20　全学部就職状況
資料６−21　2011（平成23）年度開講科目一覧
資料６−22　ミニガイダンス実施状況
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第７章　教育研究等環境

１．現状の説明
（１）教育研究等環境の整備に関する方針を明確に定めているか。
〈１〉大学全体

2005（平成17）年度に10年先（創立50周年）のあるべき姿を目指した中・長期計画「グ
ランドデザイン」を策定した。教育・研究等環境の整備に関しても、キャンパス計画とし
て、キャンパス整備、環境問題への取り組みの積極化を掲げ、計画に基づき推進している。
具体的な取り組みは、施設整備計画を立て、建設協議会、常任理事会、理事会の審議を経
て決定する。現在は、第５期施設整備計画として次の取り組みを実施している（資料７−
１）。
（１）キャンパス機能充実のための取り組み
（２）老朽化した施設設備の改修および機能向上のための取り組み
（３）環境に対する取り組み
（４）防災対策に関する取り組み
（５）教室プレゼンテーション設備の充実
（６）「知の発信」拠点への取り組み
研究環境におけるソフト面での整備状況においては、2007（平成19）年度より各期３年

間、３期９年間からなる総合研究支援制度を開始している（資料７−２）。また、附置の
研究所を支援する全学的な支援体制を整備している。
〈２〉経済学部

大学としての中・長期計画「グランドデザイン」の下、学部の方針は明確に定められて
おり、それに基づく運営がなされている。
〈３〉経営学部

経営学部独自の方針は定めていない。しかしながら、教育・研究環境の整備に関して、
「教育研究設備整備計画」の運用により、教授会（学部教務委員会）および研究科会議に
おいて、各教員からの意見具申の検討を慣例的に行っている。
〈４〉法学部

大学としては「グランドデザイン」をもち、それに基づく施設整備計画をもっている。
教学面に関わる限り、法学部としても関心をもち、意見を述べることがある。
〈５〉外国語学部

３号館の建て替えが予定されている［2013（平成25）年度着工予定］。
〈６〉文化学部

全学的な教育環境整備の組織と別に、本学部の主要な学舎である11号館の設備施設担当
者（３名）という業務担当を定めて、適宜、教育・研究施設の見直しを行っている。見直
しの方針は成文化されていない。
〈７〉理学部

理学部としての方針は定められていない。
〈８〉コンピュータ理工学部

教育・研究環境の整備については、大学としての中・長期計画「グランドデザイン」の下、
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大学の教育・研究整備制度「教育研究設備整備計画」「総合研究支援制度」により、本学
部の３学科に関連する情報科学の基礎分野、ネットワーク関連分野、人間と情報システム
との関わりを扱う分野の研究の発展に必要な研究環境の整備を進めている（資料１−１）。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

2008（平成20）年度に開設したコンピュータ理工学部に改組した。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

2008（平成20）年度に開設したコンピュータ理工学部に改組した。
〈11〉総合生命科学部

2010（平成22）年４月の学部開設に伴って、学部の理念・目的に十分対応できるように、
実験研究室棟を新築するとともに施設・設備等を整備した。従って当面は、大幅な整備計
画の必要がない。学部完成年度の後に、新たな整備計画等の方針を策定する（資料１）。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

「研究なくして教育なし」という方針（根拠資料１）の下に、最新鋭の施設・設備の下で、
教員・大学院生・学部生が一丸となって、常に最先端のバイオテクノロジーに関連した独
創的な研究と教育を展開することを目指している（根拠資料２）。
〈13〉共通教育推進機構

本機構としては特に定めていない。
〈14〉経済学研究科

大学では、2015（平成27）年を到達目標にした「グランドデザイン」（本学の将来構想
2005（平成17）年公表）に従った教育・研究等環境の整備方針を掲げている。現在はこれ
に従った教育環境と施設整備の渦中にある。
〈15〉マネジメント研究科

マネジメント研究科独自の方針は定めていない。しかしながら、教育・研究環境の整備
に関して、「教育研究設備整備計画」の運用により、研究科会議において、各教員からの
意見具申の検討を慣例的に行っている。
〈16〉法学研究科

大学としては「グランドデザイン」をもち、それに基づく施設整備計画をもっている。
また研究費の配分など、大学としての方針を持っている。法学研究科としては、教育・研
究面に関わる限り、意見を述べることがある。
〈17〉外国語学研究科

３号館の建て替えが予定されている。
〈18〉理学研究科

理学研究科独自の方針が定められているわけではない。
〈19〉工学研究科

現在、工学研究科生物工学専攻の全教員は工学部生物工学科および総合生命科学部の専
任教員が兼務しており、本項目に関する方針はこれらの学部の方針に準じている（根拠資
料１）。ただし、“研究なくして教育なし”という大学の方針（根拠資料２）に基づき、工
学研究科が研究部門を主導し、研究環境の整備に努めている。
〈20〉先端情報学研究科

理学部コンピュータ科学科と工学部情報通信工学科を有機的に再編成する形で2008（平
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成20）年４月に設置したコンピュータ理工学部を基礎学部とし、急速に進展する情報化社
会のニーズに応えるために、工学研究科情報通信専攻に情報関連分野の最先端の領域も取
り入れ、先端情報学研究科として発展的に改組された。教員、学生が必要とする設備につ
いては、７−１−（４）に示すとおり設置経費により整備を行っている。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

日本全国に研究科生が所在しているため、通信教育の要となる情報施設の整備に重点を
置いている。
〈23〉法務研究科

徹底した少人数教育および学生の自学自修をサポートするという理念に則り、13号館（法
科大学院専用棟）の環境整備を行っている。

（２）十分な校地・校舎および施設・設備を整備しているか。
〈１〉大学全体

本学は、大学設置基準はもとより、教育・研究活動に必要な施設設備を整備している。
敷地面積611,353㎡、建物面積177,852㎡、大小合わせて80棟からなる。

施設整備は、約10年をひとつの目途とした施設整備計画を策定し、それらを具現化する
ために、1994（平成６）年度から「学校法人京都産業大学建設協議会」を設置し、建設等
に関する事項を協議する体制を確立しており、新校舎の建設をはじめ校舎のリニューアル
など、キャンパス整備全般に関することを協議、その結果を常任理事会、理事会に上程し
キャンパス整備を遂行している。

現在は、第５期施設整備計画の中間点として、「神山自然学園構想」（①機能の集約と高
機能化、②自然環境との調和、③地域住民との連携強化）およびマスター・プランに基づ
き、順次、計画的な整備を行っている。

施設・設備の維持・管理体制は、2009（平成21）年４月に法人全体の規程として制定し
た「学校法人京都産業大学固定資産及び物品調達規程」（資料７−３）と「学校法人京都
産業大学固定資産及び物品管理規程」（資料７−４）に基づき、各部署の所属長を管理責
任者とし、管財部が全体を統括管理する形で、適正に維持管理を行っている。日常の管理
や軽微な補修や修理等については、管財部が委託する業者に初期対応を一括委託し、その
範囲を超えるものについては、管財部が専門業者に依頼する形式をとっている。その他、
施設の保全面（清掃・警備・造園）でも、管財部が統括の上、それぞれ業務委託契約を締
結し日常の業務を行っている。
〈２〉経済学部

文部科学省の規定に基づき、十分な校地・校舎などの施設を整備し、バリアフリー化を
進めている。
〈３〉経営学部

研究室、共同研究室をはじめ、日常の研究活動に支障があるとは言えない。また、教育
施設の中心を担う教室において、情報機器等も順次更新されていることから、整備の体制
は図られている。
〈４〉法学部

校地・校舎・施設・設備に関しては、法令上の基準を満たしている。法学部としては､
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教学上の必要に関わる限り、意見や要望を述べる。
〈５〉外国語学部

外国語学部専用学舎３号館には、教室、演習室のほかに、２つのＣＡＬＬ教室、ＬＬ教
室、ＬＬ演習室、語学実習室、オーディオ・ルーム、ビデオ・ルーム、ＬＬセンター資料
室、学生自習室（スチューデント・ラボ）を整備している。
〈６〉文化学部

校地・校舎は設置基準を満たしている。11号館には、ほぼ全教室にパソコン、スクリー
ン、プロジェクター等、教育用設備が備えられている。学生が自習できるオープン・パソ
コン・ルームやスチューデント・ラボもある。また、１階のロビーは、テーブル、椅子が
並べられ、学生たちの議論やくつろぎの場となっている。そして、エレベーター、トイレ、
スロープなど、バリアフリーにも対応している。
〈７〉理学部

実験を行うために必要となる機器・設備等を理学部として整備している。なお、全学的
に校地・校舎が整備され、その一環として、校舎（仮称：新１号館）の建設を予定している。
〈８〉コンピュータ理工学部

法令上の基準はもとより、大学としての施設整備計画に基づき、適切に研究室・実験室
の整備が進められている（資料１−２）。バリアフリー化、環境に配慮した取り組みにつ
いても計画的に進めている（資料１−３）。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

法令上の基準はもとより、大学としての施設整備計画に基づき、適切に研究室・実験室
の整備が進められている（資料１−２）。バリアフリー化、環境に配慮した取り組みにつ
いても計画的に進めている（資料１−３）。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

法令上の基準はもとより、大学としての施設整備計画に基づき、適切に研究室・実験室
の整備が進められている（資料１−２）。バリアフリー化、環境に配慮した取り組みにつ
いても計画的に進めている（資料１−３）。
〈11〉総合生命科学部

2010（平成22）年４月の学部開設に伴って、学部の理念・目的に十分対応できるように、
実験研究室棟を新築するとともに施設・設備等を整備した。現在、学部の教育研究に十分
な環境にある（資料２）。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

総合生命科学部の開設に伴う施設の拡大および新たな機器・設備の設置により、工学部
生物工学科としては十分な整備状況にある（根拠資料３）。
〈13〉共通教育推進機構

全学的に、教室確保の難しさ、教室に配備される機材の更新に関わる問題点が指摘され
ている。
〈14〉経済学研究科

校地・校舎等などは整備されている。その他、研究科生の研究室、複写機、メールボッ
クスなどは整備され、ＰＣ利用の学内環境も十分ととのっている。



＜第７章＞教育研究等環境

−243−

〈15〉マネジメント研究科
研究室、共同研究室をはじめ、日常の研究活動に支障があるとは言えない。また、教育

施設の中心を担う教室において、情報機器等も順次更新されていることから、整備の体制
は図られている。
〈16〉法学研究科

校地・校舎・施設・設備に関しては、法令上の基準を満たしている。法学研究科として
は､ 教育・研究上の必要に関わる限り、意見や要望を述べる。
〈17〉外国語学研究科

外国語学研究科と共同使用の外国語学部専用学舎３号館には、教室、演習室のほかに、
２つのＣＡＬＬ教室、ＬＬ教室、ＬＬ演習室、語学実習室、オーディオ・ルーム、ビデ
オ・ルーム、ＬＬセンター資料室、学生自習室（スチューデント・ラボ）を整備している。
また、大学院演習室、大学院生室も備え、後者には大学院生各自の机やパソコンも整備さ
れている。
〈18〉理学研究科

教室、演習室、院生室、共同研究室、サーバー室、実験室、工作室、図書館などは十分
整備されている。
〈19〉工学研究科

総合生命科学部の開設に伴い、第１実験棟、９、15、および16号館に施設が拡充され、
新たな機器・設備も設置されて、本専攻科としては十分な整備状況にある（根拠資料３）。
〈20〉先端情報学研究科

校地・校舎および施設・設備の整備方針は７−１−（１）に示したとおり、「設置の趣旨」
の「ク．施設・設備等の整備計画」において明確に整備方針を定めている。整備方針自体
は文部科学省の認可を受けており、適切であると考えられる。現在完成年度に向け、整備
方針に従って適宜整備が進められている。施設・設備については火元責任者が決められて
おり、機器・備品については購入教員が管理することが義務付けられている。また建物内
は定期的な清掃が行われている。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

教室・研究棟は既に全室に情報機器が完備されている。また、Active Mailおよび学習
支援システムmoodleといったソフト面も十分なインフラが整備されている
〈23〉法務研究科

13号館は法科大学院専用棟であり、学生の自習室には全学生に専用のキャレルが備え
られ、24時間365日利用可能である。自習室は、自学自修を支援する図書室を兼ねている。
学生のグループ学修に利用するグループ討論室も３室設置されているほか、自習室として
利用できるメディア演習室には共用のＰＣが配備されている。模擬裁判に利用できる法廷
教室も備えている（資料７−１　第７分野７−４参照）。

（３）図書館、学術情報サービスは十分に機能しているか。
〈１〉大学全体

2012（平成24）年３月現在で、約105万冊の蔵書、約12,000タイトルの雑誌を所蔵し、
約45,000タイトルの電子ジャーナルを提供している（資料７−５ p.17、31、34）。これら
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はすべて図書館で集中管理しており、ＯＰＡＣ：Online Public Access Catalog（京都産
業大学蔵書目録KSU-Cat）および電子ジャーナル・ポータルによりインターネットで公開
している（資料７−６ p.168-、資料７−３ p. ５- ７）。

教育用・研究用資料の体系的・量的整備については、図書館委員会および学生用図書選
択会議で適切に検討する体制をととのえており、資料費予算も確保している（資料７−５ 
p. ５）。2011（平成23）年度には京都産業大学学術リポジトリを立ち上げ、『京都産業大学
論集』他、本学の持つ学術資産のインターネット公開を開始した（資料７−５ p.13）。

充実した図書館、学術情報サービスを提供するため、新人職員から、中堅、ベテラン職
員まで、司書資格を有する専門的な職員をバランス良く配置している（～35歳：４名、36
～50歳：５名、51歳～：６名）（資料７−５ p.27、50）。他大学と連携しての職員研修に加え、
目録業務に若手専任職員を配置するなど、中核となる人材育成にも取り組んでいる（資料
７−５ p.10-11）。

学術情報アクセスの充実を図るため、1960年代より業務のコンピュータ化を進め、'80
年代には国立情報学研究所の目録システムにも参加、他大学とも相互に協力し合ってき
た。図書館ホームページには電子ジャーナル・ポータルやGeNiiなどを含むデータベース
一覧を掲載しており、学内のみならず自宅からもアクセスできる（資料７−６ p.168-、資
料７−７ p. ５- ７）。ＯＰＡＣには本学所蔵資料のほぼすべての目録情報を公開している。
また、2011（平成23）年度に新システムを導入し、貸出更新・図書館相互利用（ＩＬＬ）
手続きなど、利便性を高めたWeb利用者サービスを提供している（資料７−５ p. ８）。
2012（平成24）年９月に書庫棟が完成したことにより、雑誌バックナンバーなどの集中管
理や迅速な提供がさらに充実する（資料７−５ p.12）。

年間300日以上開館し、開講期は午前８時30分から、平日は午後８時まで、土曜日は午
後６時まで開館している。定期試験期間中は日曜・祝日も開館し、平日は午後９時までの
開館延長を実施している（資料７−５ p.35、資料７−６ p.182）。閲覧席は1,368席を確保
しており、休憩室、パソコン室、プレゼン練習のできるグループ室などもあり、学生の学
修に配慮した環境を整備している（資料７−５ p.28、30）。バリアフリーについても、エ
レベーターおよび館内スロープが2012（平成24）年度に完成した。
〈２〉経済学部

学生の勉学を促進するために、１年次の春学期に図書館ガイダンスを行っている。また
教員の研究に必要とされる量の図書を有する図書館があり、十分な学術情報を提供してい
る。
〈３〉経営学部

研究雑誌等の電子化に伴うサービスの向上が図られており、十分に機能している。
〈４〉法学部

基図図書館やその学術情報サービスは、研究面でも、教育面でも、充分に機能している。
研究用図書予算は、年間1,800万円が割り当てられ、活用されている。
〈５〉外国語学部

研究用図書費の活用により、系統的な学術研究書籍・資料の収集を行っている。新入生
全員を対象にライブラリー・ガイダンスを実施している。専攻語必修科目「情報○○語」
を開設して情報リテラシーの向上に努めている。
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〈６〉文化学部
教員１人当たりの図書費の配分も多く、インターネット環境も備わっており、十分に機

能している。
〈７〉理学部

理学部独自のものはない。なお、全学的な図書館、学術情報サービスが機能している。
〈８〉コンピュータ理工学部

大学として図書・学術雑誌・電子媒体等の教育研究に必要な環境・サービスがととのえ
られている（資料１−４）。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

大学として図書・学術雑誌・電子媒体等の教育研究に必要な環境・サービスがととのえ
られている（資料１−４）。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

大学として図書・学術雑誌・電子媒体等の教育研究に必要な環境・サービスがととのえ
られている（資料１−４）。
〈11〉総合生命科学部

雑誌・書籍等は、冊子体およびオンラインで十分に揃っている。2010（平成22）年４月
の学部開設後も、雑誌・書籍の充実を図っている（資料３）。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

学内外の学術情報の配信・供給、新規図書の購入、蔵書検索サービスなど当該情報供給
を行う基幹機構として十分機能している（根拠資料４）。
〈13〉共通教育推進機構

本機構からは特に問題は指摘されていない。
〈14〉経済学研究科

この点は十分機能している。大学ホームページに記載されているように、Webで利用
できる情報検索、電子ジャーナル提供、他大学図書館・公共図書館などとの相互利用の推
進、さらにＩＴに対応した積極的な研究調査支援体制をとっている（資料７−１）。
〈15〉マネジメント研究科

研究雑誌等の電子化に伴うサービスの向上が図られており、十分に機能している。
〈16〉法学研究科

図書費として、年間約1,800万円が法学部（法学研究科）に割り当てられている。教授
会の決定に基づいて、適正に配分され、執行されている。また院生用図書費として、１
人あたり年間７万円の予算が組まれている。電子情報サービスも、JURIUS Online、
Westlaw、LEX/DB、Hein Onlineなどが、図書館経由で活用されている。
〈17〉外国語学研究科

研究用図書費の活用により、系統的な学術研究書籍・資料の収集を行っている。
〈18〉理学研究科

研究用資料へのアクセス・サービスは適切に行われている。
〈19〉工学研究科

図書館において、ほぼすべての学術論文の電子ジャーナル化、学内外の学術情報の配
信・供給サービス、新規図書の購入、蔵書検索サービス、学術情報リポジトリなどの諸サ
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ービスが行われ十分に機能している（根拠資料４）。
〈20〉先端情報学研究科

図書館、学術情報サービスは基本的に本研究科の基礎学部であるコンピュータ理工学部
において整備されており、先端情報学研究科の教員はコンピュータ理工学部の教員でもあ
るため、学部において電子ジャーナル、論文誌、研究会予稿集等、研究活動に必要なサー
ビスは整備され、機能している。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

Remote-ccシステムにより、研究科生は学外からでも本学の施設から利用するのと同じ
学術情報サービスを利用できる。
〈23〉法務研究科

13号館の自習室は、図書室を兼ねており、随時選書された法科大学院の学生用図書が配
架される。全学共通の中央図書館も近い。学生はＴＫＣやＬＬＩが提供するほとんどの法
律関係データベースを各自のＰＣまたはメディア演習室などから利用できる（資料７−１
第７分野７−５参照）。

（４）教育研究等を支援する環境や条件は適切に整備されているか。
〈１〉大学全体

大学設置基準に定められている専任の教員全員に対する研究室、その他の施設・設備は
もちろんのこと、教育課程に必要な環境や条件をととのえている。教育面では、情報教育
に対応すべく、ほぼすべての教室に統一したマルチ・メディア設備を設置している。

研究面では、総合研究支援制度を設け、科学研究費補助金への申請件数の増加を目標と
した支援策を実施、研究成果の可視化を目的とした出版助成制度、専門雑誌掲載料助成制
度の充実、特定の研究課題や共同研究プロジェクト等遂行のための特定研究員を採用でき
る制度を導入している。

教育・研究施設、設備面の充実支援策として「教育研究設備整備計画」制度を設けてお
り、学部等ごとに教育用および研究用で必要な設備や機器備品の導入計画書を作成・申請
することができる。そして、その必要性、費用対効果等を「教育・研究設備計画判定会議」
で審査の上導入が決定する。また、ティーチング・アシスタント（ＴＡ）、リサーチ・ア
シスタント（ＲＡ）も規程に基づいて、運用している。
〈２〉経済学部

大学院生をティーチング・アシスタント（ＴＡ）として採用する等、教育・研究制度の
支援に必要な環境をととのえている。各教員に個室の研究室が与えられており、十分な研
究費が支給され、海外での学会発表にも経済的支援が得られ、教育・研究環境は充実して
いる。
〈３〉経営学部

ティーチング・アシスタント（ＴＡ）の採択科目の優先順位は教授会（教務委員会）に
よって、在外研究（自由研究）等の採択は学部人事委員会によって審議される。また、在
外・自由研究への積極的な参加を推奨している。その他、経営学部の教員の研究成果を発
表する論集である「京都マネジメント・レビュー」に対して、大学から資金提供が行われ
ている。
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〈４〉法学部
研究室や研究費の割り当ては、適切に行われている。研究条件の点では、研究時間が十

分に確保されるよう、若手教員の教育上、運営上の負担軽減が図られるべきだという点に
コンセンサスがある。また大学院生の教育・研究能力の向上にも資するよう、ＴＡ制度が
設けられている。教員の教育負担を軽減することにも役立っている。
〈５〉外国語学部

教員専有研究室、配備パソコン、教員研究費、学外研究員制度、教育の質向上のための
学習支援システムmoodle、ＴＡ制度、計算機運用補助員（ＭｉＣＳ）等を整備している。
〈６〉文化学部

専任教員には研究室が与えられ、希望者にはパソコンも配備されている。
研究費は、大学の個人研究費制度（基礎費・学会研究旅費・専門雑誌掲載料助成・文献

複写費・国外出張旅費補助）があり、また教育・研究設備や出版助成の制度がある。
このほか、学内外の競争的資金獲得のための支援も全学的に行われている。
また、大学として、１年ないし半年、海外の大学や研究機関または国内で研究に集中で

きる学外研究員制度がある。
〈７〉理学部

全学的にＴＡ制度が整備されて、専任教員に対して研究費が支給され、研究室が割り当
てられているが、理学部独自の支援制度はない。
〈８〉コンピュータ理工学部

専用の研究室の配備、総合研究支援制度、学外研究員制度により研究環境、研究費、研
究機会を確保するための環境を設けている（資料１−５）。また、講義・実習等の遂行に
あたっては不十分な部分はあるが、教務委員会で検討し、大学院生をティーチング・アシ
スタント（ＴＡ）として活用した人的支援を行っている（資料１−６）。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

専用の研究室の配備、総合研究支援制度、学外研究員制度により研究環境、研究費、研
究機会を確保するための環境を設けている（資料１−５）。また、講義・実習等の遂行に
あたっては不十分な部分はあるが、教務委員会で検討し、大学院生をティーチング・アシ
スタント（ＴＡ）として活用した人的支援を行っている（資料１−６）。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

専用の研究室の配備、総合研究支援制度、学外研究員制度により研究環境、研究費、研
究機会を確保するための環境を設けている（資料１−５）。また、講義・実習等の遂行に
あたっては不十分な部分はあるが、教務委員会で検討し、大学院生をティーチング・アシ
スタント（ＴＡ）として活用した人的支援を行っている（資料１−６）。
〈11〉総合生命科学部

講義・実習等の遂行にあたって十分な嘱託職員およびティーチング・アシスタント（Ｔ
Ａ）およびリサーチ・アシスタント（ＲＡ）が配置されている。また、動物生命医科学科
には助教、生命システム学科および生物資源環境学科には、審査を経て採用されたプロジ
ェクト研究課題に助教やプロジェクト・ポストドクターが配置され、教育・研究に大きな
役割を果たしている。個人研究をサポートする学内研究助成金制度もある。外部資金によ
る大型研究や共同研究も実施されている（資料４、５、６）。各教員には研究室と実験室
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が適切に割り当てられている。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

教員の占有研究室および実験室に加えて、共通の実験室があり、教育・研究にほぼ十分
なスペースが確保されている。また、学会活動などの教育・研究活動に対する予算も認め
られている（根拠資料５）。
〈13〉共通教育推進機構

本機構からは特に問題は指摘されていない。
〈14〉経済学研究科

この点はさまざまな大学院規定の中で整備されている。主たるものとして、大学院奨学
金規程、ティーチング・アシスタント規程、大学院生援助規程（学会の経費、論文投稿）、
海外学会発表援助規程、外国留学支援金規程、大学院在学留学規程、私費外国人留学生授
業料減免規程などがある（資料７−２）。
〈15〉マネジメント研究科

ティーチング・アシスタント（ＴＡ）（資料マ−13）の採択科目の優先順位は教授会（教
務委員会）によって、在外研究（自由研究）等の採択は学部人事委員会によって審議され
る。また、在外研究・自由研究への積極的応募を推奨している。その効果もあり長期にわ
たり毎年在外研究や自由研究に応募し採択される教員が出ている。
〈16〉法学研究科

教員の研究室や、学内の研究費の割り当てに関しては、全学の方針に基づいて、適切に
進められている。大学院生の研究室も、法学研究科に11室が用意されており、収容定員を
上回る机や書架が用意されている。
〈17〉外国語学研究科

教員専有研究室、配備パソコン、教員研究費、学外研究員制度、教育の質向上のための
ＴＡ制度等を整備している。
〈18〉理学研究科

全学的な支援制度があり、活用されている。
〈19〉工学研究科

各教員の占有研究室および実験室に加えて、共通の実験室が配備され、概ね十分な研究
スペースが与えられている（根拠資料３）。関連予算として、教育・研究費、大学院生教
育費、学会研究旅費、専門雑誌投稿料、文献複写費、海外出張旅費などが援助され、学会
活動や論文投稿などに支障のないように配慮されている（根拠資料５）。
〈20〉先端情報学研究科

教育・研究等を支援するための教員・学生用の端末、サーバ、ネットワーク機器等につ
いては設置経費を用意しており、教員の要望に基づき適切に整備されている。また、毎年
申請に基づいて経常費も支給している。専任教員30名に対して教員室、実験室、特別研究
での学生指導用教室をそれぞれ準備している。大学院生をティーチング・アシスタント

（ＴＡ）およびリサーチ・アシスタント（ＲＡ）として積極的に雇用する機会を設けており、
たとえば学部の演習・実験等の授業のティーチング・アシスタント（ＴＡ）では授業内容
について後輩に教える経験を通して大学院生自身のスキルアップの場として活用している。
本研究科ではコンピュータ上でのソフトウェアによる実験から、動物を対象として実験を
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行うものまで対象は幅広いが、理系学部に共通して見られる長時間にわたる実験に取り組
む必要があり、学生が実験期間にわたって設備が利用できるように、教員ごとの特別研究
室の整備、ならびに、関係者のみ入退室可能な入退室設備をととのえている。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

スクーリング時には、ＰＣ、ＯＡ機器、情報末端は完備されている本学５号館の経済学
部演習室等を利用している。
〈23〉法務研究科

専任教員にはすべて研究室が与えられ、各研究室には教育・研究に利用できるＰＣが配
備されている。非常勤講師に対しても13号館の教員控え室に共用のキャレル（２台）とＰ
Ｃ、プリンタが配備されている。教員控え室にはコピー機（２台）が設置され、教育用資
料の作成に利用できる。法務研究科事務室の事務職員により教材作成その他の資料作成が
補助される（資料７−１　第３分野３−７、第７分野７−６参照）。

（５）研究倫理を遵守するために必要な措置をとっているか。
〈１〉大学全体

本学では、2009（平成21）年４月に研究倫理規程（資料７−８）を制定し、部局長会お
よび教授会等で、研究倫理の遵守についての告知を行っている。また、特に人を対象とす
る研究活動については、「研究倫理委員会」（資料７−９）の下部組織として「人を対象と
する研究」に関する倫理審査委員会（資料７−11）を設置し、被験者保護の観点から、研
究目的、研究実施方法など、細部にわたり審査を実施し、不慮の事故等に備えることとし
ている。また公的研究費をはじめ、研究経費の執行については、研究者と事務担当者が同
じ手引きを利用することにより、教育職員と事務職員の情報量の差異を可能な限り少なく
し、相互理解による不正使用等の防止に努めている（資料７−12）。当然ながら、公的資
金の監査については、毎年一定の割合で内部監査を実施し、不正防止、研究倫理違反の防
止に努めている。
〈２〉経済学部

「京都産業大学研究倫理規程」をもとに、教授会やさまざまな広報を使用し、周知徹底
させている。
〈３〉経営学部

2007（平成19）年10月に「京都産業大学研究倫理規程」が策定整備されているが、学部・
研究科独自の措置を講じてはいない。
〈４〉法学部

全学的な研究倫理委員会が設置されており、法学部からも委員が出席している。
〈５〉外国語学部

大学の『京都産業大学研究倫理規程』に即して対応している。
〈６〉文化学部

大学の規程（京都産業大学研究倫理規程など）によっている。
〈７〉理学部

研究倫理を支えるための理学部独自のシステムは現在のところはないが、「京都産業大
学研究倫理規程」があり、問題が発生したときは、この規程をもとに教授会で議論される。



＜第７章＞教育研究等環境

−250−

〈８〉コンピュータ理工学部
研究倫理規程を設け、全学的な研究倫理委員会を設置している（資料１−７、１−８）。

〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
研究倫理規程を設け、全学的な研究倫理委員会を設置している（資料１−７、１−８）。

〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
研究倫理規程を設け、全学的な研究倫理委員会を設置している（資料１−７、１−８）。

〈11〉総合生命科学部
放射性同位元素、組み替えＤＮＡ、病原微生物や動物を用いる実験は、それぞれ該当委

員会（放射線安全委員会、組み換えＤＮＡ実験安全委員会、動物実験委員会）を設け、当
該委員会の規定に基づき各実験課題を審査し許可した後に実施している。それ以外は、教
員が個別で研究倫理の教育等を行っている（資料７）。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

京都産業大学研究倫理規程および研究費執行における不正防止規程により、研究倫理を
遵守するために必要な措置をとっている。当学部で行われている研究に密接に関連したも
のとして、放射線安全委員会、組換えＤＮＡ実験安全委員会、動物実験委員会および生物
災害防止安全委員会があり、個別の案件に対応している（根拠資料６）。
〈13〉共通教育推進機構

本学の研究倫理規定に即して必要な措置をとる。
〈14〉経済学研究科

学部入学時より一貫して、研究倫理の遵守は厳しく指導している。特に情報システムの
利用に関する情報倫理の遵守に関しては、学生個人レベルの管理や冊子を配布して注意を
促している。
〈15〉マネジメント研究科

2007（平成19）年10月に「京都産業大学研究倫理規程」が策定整備されているが、学部・
研究科独自の措置を講じてはいない。
〈16〉法学研究科

全学的な研究倫理委員会が設けられ、機能している。法学部（法学研究科）からも委員
を出している。
〈17〉外国語学研究科

大学の『京都産業大学研究倫理規程』に即して対応している。
〈18〉理学研究科

研究倫理を支えるための理学部（理学研究科）独自のシステムは現在のところないが、
「京都産業大学研究倫理規程」があるので、問題が発生したときはこの規程をもとに研究
科会議等で議論することができる。

大学に規定があり、適時、周知徹底のための措置を講じている。
〈19〉工学研究科

京都産業大学研究倫理規程により研究全般において遵守すべき規範が示されている。ま
た、本研究科に関わる個別の内容については、京都産業大学放射線安全委員会、組み換え
ＤＮＡ実験安全委員会、動物実験委員会、生物災害防止安全委員会で審議されている（根
拠資料６）。
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〈20〉先端情報学研究科
「設置の趣旨」の「カ．教育方法、履修指導、研究指導方法及び修了要件」の「９．研

究の倫理審査体制」に倫理審査体制について述べられている。本研究科にて行う研究に関
わるすべての倫理的事項は、京都産業大学の全学的な組織である「京都産業大学研究倫理
委員会」（以下「倫理委員会」と略称）がその審査を担当する。本倫理委員会で審議する
審査対象、審査方法、審査基準、違反に対する措置などは「京都産業大学研究倫理規程」
に定められており、研究倫理を遵守する措置はとられている。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

各研究科生にＩＤ・パスワードを発行し、学外からのソフト利用時においてもセキュリ
ティーを確保している。
〈23〉法務研究科

研究科独自には行っていない。

２．点検・評価
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体
＜施設設備＞

2008（平成20）年度に策定した「神山自然学園構想」における「地域社会との連携」と
いった点では、これまで本学の総合体育館を緊急時の避難施設として京都市への提供や、
地元自治会との防災協定を締結するなどの施設提供といった点での連携に留まっていた。
しかし、神山天文台の完成により、無料で一般開放するなど、現在では１年間に約2,000
名の来場者があり、体験学習施設としても利用されている。

また、学内のキャンパス整備も順調に進み、「機能の集約と高機能化」といった点では、
８号館前エスカレータの設置、６号館スカイブリッジ（渡り廊下）の設置、建物の自動ド
ア化、スロープ設置など、学生の移動導線の向上、防災機能の向上およびバリアフリー化
が図れている。
＜図書館＞

電子ジャーナルの充実により、過去５年間で、他大学に資料複写・貸出を依頼する件数
が25％減少した。また貴重資料の電子公開により他機関からの展示・掲載依頼が増加した。
視聴覚室のリニューアルによりその利用も増加している（資料７−５ p.46、40）。
＜研究倫理＞

研究倫理については、学内競争的資金での審査や個人研究費における研究計画書でも記
述欄を設け、研究倫理に対する意識付けを行うとともに、倫理委員会等の承認が必要と思
われる研究課題については、担当事務から、当該教育職員に研究倫理の審査申請を促すた
めの連絡等を行っている。また、公的資金の執行については、教育職員による発注可能物
品を明確化し、かつ、納品検収などの徹底を図るなどの不正防止の取り組みにより、効果
が上がっている。
〈２〉経済学部

海外の学会や研究会で報告する場合の補助があり、それを積極的に利用する教員もいる。
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〈３〉経営学部
学部教員を在外・自由研究へ、2010（平成22）～2012（平成24）年度だけでも、10名と

多数送り出している（資料ケ−17）。
〈４〉法学部

教育研究上、充分な施設･設備・情報サービスが提供されなければならないことには、
コンセンサスがある。たとえば、教育管理システムmoodleは、多くの教員が教育に役立
てるに至っている。教員によるe-learning開発も進みつつある。
〈５〉外国語学部

2011（平成23）年度に、ＬＬ教室の改装と機器入れ替えを行い、語学実習室を新設して、
教育的ニーズに対応した。また、改善の指針を得るべく、５大学の視察を実施した。
〈６〉文化学部

学部開設時（2000（平成12）年）に比べると、各教室のパソコン設置、ＶＨＳビデオの
ＤＶＤとの取り換え等、改善は見られる。
〈８〉コンピュータ理工学部

2009（平成21）年に学部棟が完成したことにより、各教員の円滑な研究活動と、分野を
またぐセミナー・コロキウム等を開催している（資料１−９）。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

2008（平成20）年度に開設したコンピュータ理工学部に改組した。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

2008（平成20）年度に開設したコンピュータ理工学部に改組した。
〈11〉総合生命科学部

学部開設３年目であり、教育・研究ともに十分な成果が上がっている。施設・設備・情
報環境も申し分ない。プロジェクト研究課題も順調に可動している。外部資金の獲得も良
好である（資料８、９）。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

総合生命科学部の開設に伴い、教育・研究活動を行うための十分なスペースが確保され
た。
〈14〉経済学研究科

研究科在籍者が定員枠より少ないので、教育・研究環境に関する不備はほとんど生じて
いない。
〈15〉マネジメント研究科

学部（研究科）教員を在外・自由研究へ、2010（平成22）～2012（平成24）年度だけで
も、10名と多数送り出している（資料ケ−17）。
〈16〉法学研究科

大学院生には、収容定員を超える人数用の研究室が用意されている。院生が自主的に集
会を開くスペースも用意されている。
〈17〉外国語学研究科

2011（平成23）年度に、ＬＬ教室の改装と機器入れ替えを行い、教育的ニーズに対応した。
〈18〉理学研究科

十分な校地・校舎および施設・設備が整備され、図書館、学術情報サービスは十分に機
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能し、教育・研究等を支援する環境や条件は適切に整備され、研究倫理を遵守するために
必要な措置がとられている。
〈19〉工学研究科

総合生命科学部の開設により、生物工学研究科を兼任する教員が増加し、内容が充実す
るとともに、共有施設は大幅に拡充した（根拠資料３）。
〈20〉先端情報学研究科

学部と連携して、電子ジャーナルなどの整備に取り組めている。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

メールに加えて学習支援システムmoodleを利用することにより、教員・研究科生間に
おいてより密接なコミュニケーションをとれるようになった。
〈23〉法務研究科

法科大学院の理念・目的に照らして、法科大学院の教育に必要な教育・研究等の環境は
充分に整備されている。

②改善すべき事項
〈１〉大学全体
＜施設設備＞

大学基準協会から指摘のあった中央図書館へのアクセスおよび利用面でのバリアフリー
化も2012（平成24）年度に完了したが、開学当初から本学の立地面での上下移動、また建
物内にもエレベーターが設置されていない建物が多く、さらにバリアフリー化に対応した
キャンパス整備を進める必要がある。
＜図書館＞

電子ジャーナルの充実に伴い、利用者が本文を探し出せないケースが増加している。
別々に検索しなければならない所蔵資料や電子ジャーナルなどの電子資料、電子公開した
資料などを、一括して容易に検索できるようにする必要がある。また、学生が学修しやす
い環境を整備するため、共同学習ができるアメニティ・スペースをさらに充実させる必要
がある。
〈２〉経済学部

海外の学会や研究会で発表するための手続きが煩雑であり、もっと簡素化してよいと考
えられる。
〈３〉経営学部

学部独自の資料室が総合図書館設置時に統合廃止されているので、不便を感じる場合が
ある。
〈４〉法学部

学部として、教育・研究上の環境面での整備に関し、統一的な指針やポリシーを策定す
るに至っていない。しかしハード面で、老朽化した４号館の改築が望まれることにはコン
センサスがある。
〈５〉外国語学部

学外研究員制度の運用実態を是正すべく、教育・行政業務の適正化を図る。ＴＡ制度の
充実のための方策を探る。ＬＬセンター資料室へのパソコン導入の要請が出ている。
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〈６〉文化学部
学部開設時（2000（平成12）年）に、ＣＡＬＬ教室と情報処理教室を兼ねる形式にした

が、ＣＡＬＬ教室としての使い勝手が悪く、後にＣＡＬＬ設備を撤去した。事前調査が不
十分だったと思われる。また、いくつかの教室の、一体になっている「机・椅子」も不便
だという意見がある。

さらに、開設当初に設置したプロジェクターが暗い点は、早急な設備更新が望まれる。
〈８〉コンピュータ理工学部

教員の研究を支える人的資源が少なく、備品管理・購入の手続きなどの雑事を１人で処
理する必要があり、研究時間の確保が困難な状況にある。講義・実習等の遂行に係るティ
ーチング・アシスタント（ＴＡ）およびリサーチ・アシスタント（ＲＡ）の配置が不十分
な部分がある（資料１−６）。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

2008（平成20）年度に開設したコンピュータ理工学部に改組した。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

2008（平成20）年度に開設したコンピュータ理工学部に改組した。
〈11〉総合生命科学部

施設・設備・情報環境については、さらに充実を図るべき点がある。研究環境の向上の
ためには、持続的に外部研究資金の導入を継続する努力が必要である。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

第１実験室棟や９号館に老朽化による不備あるいは当該スペースを使う教員の活動内容
との不整合が見られた。
〈15〉マネジメント研究科

研究科独自の資料室が総合図書館設置時に統合廃止されているので、不便を感じる場合
がある。
〈16〉法学研究科

2013（平成25）年以降、新専攻が軌道に乗れば、院生の数が倍増する見込みである。そ
のときに従来通りの教育・研究環境を確保できるかが問われている。
〈17〉外国語学研究科

学外研究員制度の運用実態を是正すべく教育・行政業務の適正化を図る。ＴＡ制度の充
実のための方策を探る。
〈19〉工学研究科

総合生命科学部への移行に伴い、ゼミ生・大学院生数の変動が予想され、スペースの有
効利用に柔軟な対応が望まれる。
〈20〉先端情報学研究科

ティーチング・アシスタント（ＴＡ）の経費については必ずしも十分ではない。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

SkypeやAdobe Connect等を用いてオンラインで指導できる環境をととのえる。
〈23〉法務研究科

学生用図書として自習室に配架された図書のうち所在不明となっているものが多数見ら
れる。利用を必要とする学生の妨げにならないよう利用ルールの遵守を徹底する。
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３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体
＜施設設備＞

キャンパス整備方針「神山自然学園構想」の「機能の集約と高機能化」として、さらに
充実を図るため、順次、計画に着手している。
＜図書館＞

引き続き電子資料等の収集に努めるとともに、本学刊行物以外の刊行物に掲載された本
学研究者の学術論文等の掲載を促進し、学術リポジトリのさらなる充実を図る。
＜研究倫理＞

現状の活動を継続的、かつ、効果的に実施していくこと。
〈２〉経済学部

フィンランドのユヴァスキュラ大学と京都産業大学経済学部のあいだで共同研究が行わ
れている。その成果は、2014（平成26）年頃にRoutledge社から出版される予定である。
〈３〉経営学部

可能な限り特定の研究室棟に研究室があるように配慮することにより、経営学部の教員
間の情報共有の環境をととのえる。
〈４〉法学部

より良い教育・研究を可能にする環境や条件の整備の重要性に関し、意識が高まってい
る。たとえば、多くの教員が前記moodleを活用している。また教室備え付けのＡＶ装置
も、多くの教員が活用している。
〈５〉外国語学部

３号館建て替えに向けて、他大学視察等の成果を踏まえ、本学外国語学部独自のニーズ
に見合った環境・条件整備のための改善方策を検討し、具体化に着手している。
〈６〉文化学部

情報機器の発達を活かした教育での工夫や研究でのメリットなど、日常的にさまざまな
情報交換が行われている。
〈８〉コンピュータ理工学部

学部棟の完成により全教員が２つの棟に集約され、隣接領域間の情報共有、相互の学問
的問題意識の交換を行うために、セミナー・コロキウム等を開催しており、これを継続・
発展させる。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

2008（平成20）年度に開設したコンピュータ理工学部に改組した。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

2008（平成20）年度に開設したコンピュータ理工学部に改組した。
〈11〉総合生命科学部

プロジェクト研究制度は、本学でも総合生命科学部にのみ導入されている制度であり、
教育・研究の質の向上のため十分な役割を果たしており（資料５、６、９）、将来的には
プロジェクト研究制度を継続拡充して、人員の増員とさらなる教育・研究成果の向上を目
指す。
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〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組
総合生命科学部の開設に伴い、さまざまな領域を専門とする教員による連携が、教育・

研究活動をより効果的にしている。
〈15〉マネジメント研究科

集団指導体制等を再検討することにより学生指導の体制を充実化し、教員を在外・自由
研究に送り出しやすい体制を構築する。
〈16〉法学研究科

院生には各種の奨学金制度が用意されている。またティーチング･アシスタント（ＴＡ）
にも、優先的に雇用されることになっている。その他、さまざまな補助や支援の制度があ
り、大学院生を優遇しようという点で、全学にコンセンサスがある。
〈17〉外国語学研究科

３号館建て替えに向けて、本研究科のニーズに見合った環境・条件整備のための改善方
策を検討し、具体化に着手している。
〈18〉理学研究科

十分な校地・校舎および施設・設備をより整備し、図書館、学術情報サービスをより十
分に機能させ、教育・研究等を支援する環境や条件をより適切に整備し、研究倫理を遵守
するために必要な措置を今後もとるようにする。
〈19〉工学研究科

タイ国マヒドン大学などとの提携により、外国人大学院生（現在３名）が増加しつつある。
〈20〉先端情報学研究科

現在情報センターで整備している学認の連携を進めることで、学外からもＶＰＮを経由
せずに電子ジャーナルが利用できるようになることから、研究者の利便性が向上すると考
えられる。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

文章のやり取りだけにとどまらないインターネット・ツールの利用を検討する。
〈23〉法務研究科

各講義室の設備は、法科大学院開設当時は最新のものであったが、現在はハード面でも
ソフト面でも一昔前のものになりつつある。必要に応じて機器の更新を図り、教育環境の
充実に努める。

②改善すべき事項
〈１〉大学全体
＜施設設備＞

2013（平成25）年８月完成予定の新１号館および新７号館には、いずれもエレベーター
の設置、自動ドアの設置など、一層のバリアフリー化に対応する計画としている。
＜図書館＞

蔵書や電子資料等が、一つの窓口ですべて検索・利用できるワンストップ・サービスを
目指すべく、2013（平成25）年度中にディスカバリー・インターフェース（次世代ＯＰＡＣ）
の先行導入事例を検証・検討し、本学に適したサービスを決定し、将来への方向性を定め
る。また、現有するグループ学習スペースをさらに防音にするなどの工夫を凝らし、さま
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ざまな情報を用いて議論を進められる学習スタイルを可能にする場として、ラーニング・
コモンズを整備するよう検討を進める。
〈２〉経済学部

海外からの英文の文書を学内手続を円滑に進めるためにすべて和訳する必要上、多くの
時間がとられ、その手間をなくす必要がある。将来的には、翻訳せず、英文のままで回覧
や審議ができるようにすべきだと考えられる。
〈３〉経営学部

資料室の予算化を大学へ働きかけていきたい。
〈４〉法学部

ソフト面では、教育面・研究面での、より一層の情報設備・環境の整備が望まれる。
〈５〉外国語学部

学外研究員制度とＴＡ制度は、実情に適った運用に向けて、運用実態、効果等の精査を
要請している。ＬＬセンター資料室にｍｐ３のデータとブルーレイの設置を申請中。
〈６〉文化学部

文化学の教育・研究において、図書・視聴覚機器・情報機器などは非常に重要であるの
で、さらなる充実を考えていきたい。
〈８〉コンピュータ理工学部

入試問題作成委員に任命された教員は、年間を通してその業務に多大の時間を費やすこ
とになる。その教員に対し研究時間を確保するために、全学的な制度が必要である（資料
１−10）。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

2008（平成20）年度に開設したコンピュータ理工学部に改組した。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

2008（平成20）年度に開設したコンピュータ理工学部に改組した。
〈11〉総合生命科学部

学部完成４年後まで改善点については情報収集段階にある。プロジェクト研究制度は予
算削減の圧力が強いため、３年後以降の存続が確定していない。さらなる研究成果を上げ
てプロジェクト研究制度の存続に努力する必要がある。学部設置以前からある施設・設備
については老朽化等に応じて更新や拡充を検討する。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

総合生命科学部の項を参照。
〈15〉マネジメント研究科

予算計上し、大学側に働きかけていきたい。
〈16〉法学研究科

院生自身が自分たちの教育研究環境を改善しようとする意欲をもつに至っていない。こ
れまでは院生が少数であった。今後は、両専攻体制となり、院生数が増えれば、自ずから
自覚的に環境改善の要望が出てくるであろう。それを期待したい。
〈17〉外国語学研究科

学外研究員制度とＴＡ制度は、実情に適った運用に向けて、運用実態、効果等の精査を
要請している。
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〈19〉工学研究科
さらに、グローバル化に対応するために、本学大学院生の留学制度や外国人講師の長期

招聘制度の整備などが望まれる。
〈20〉先端情報学研究科

実験などの実習授業について十分カバーできるだけの予算を準備する必要がある。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

SkypeやAdobe Connect等を用いてオンラインで指導できる環境をととのえる。
〈23〉法務研究科

繰り返し注意を喚起しても改善しない場合は、一定期間新規図書の配架を中止する等の
措置を講ずるなどして自習室の図書に関する利用ルール遵守を徹底する。

４．根拠資料
〈１〉大学全体

資料７−１　2012（平成24）年度事業計画書（抜粋）
資料７−２　第３次総合研究支援制度実施概要
資料７−３　固定資産及び物品調達規程
資料７−４　固定資産及び物品管理規程
資料７−５　図書館年報 2011
資料７−６　文献情報の探し方 2012
資料７−７　図書館利用案内（教員用）2012
資料７−８　研究倫理規程
資料７−９　研究倫理委員会規程
資料７−10　「人を対象とする研究」倫理規程
資料７−11　「人を対象とする研究」に関する倫理審査委員会規程
資料７−12　研究費執行における不正防止規程

〈２〉経済学部
・研究倫理規程
・大学院履修要項

〈３〉経営学部
・「在外研究・自由研究実績データ」（資料ケ−17）

〈４〉法学部
・大学ホームページ　とりわけグランドデザイン、施設整備計画、学習環境に関する情

　　報など。
〈５〉外国語学部

・外国語学部講義要項
・外国語学部履修要項
・京都産業大学学外研究員規程
・学習支援システムmoodle教員用マニュアル
・コンピューターガイド2011
・京都産業大学研究倫理規程
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・第１ＬＬ教室機器導入並びに語学実習室等改装工事予算書
・他大学視察報告書

〈６〉文化学部
・研究倫理規程

〈８〉コンピュータ理工学部
・コンピュータ理工学部　履修要項（資料１−１）
・京都産業大学　出講案内（資料１−２）
・京都産業大学　第５期施設整備計画（資料１−３）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/outline/approach/co/
・京都産業大学　図書館（資料１−４）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/lib/
・学内の研究支援制度（資料１−５）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/project/gakunaishien/
・コンピュータ理工学部ＴＡリスト（平成24年度版）（資料１−６）
・研究倫理規程（資料１−７）
・「人を対象とする研究」倫理規程（資料１−８）
・ＣＳＥコロキウム（http://info.cse.kyoto-su.ac.jp/?page_id=526）（資料１−９）
・Ｈ24年度コンピュータ理工学部　各種委員会等名簿（資料１−10）

〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
・コンピュータ理工学部　履修要項（資料１−１）
・京都産業大学　出講案内（資料１−２）
・京都産業大学　第５期施設整備計画（資料１−３）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/outline/approach/co/
・京都産業大学　図書館（資料１−４）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/lib/
・学内の研究支援制度（資料１−５）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/project/gakunaishien/
・コンピュータ理工学部ＴＡリスト（平成24年度版）（資料１−６）
・研究倫理規程（資料１−７）
・「人を対象とする研究」倫理規程（資料１−８）
・ＣＳＥコロキウム（http://info.cse.kyoto-su.ac.jp/?page_id=526）（資料１−９）
・Ｈ24年度コンピュータ理工学部　各種委員会等名簿（資料１−10）

〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
・コンピュータ理工学部　履修要項（資料１−１）
・京都産業大学　出講案内（資料１−２）
・京都産業大学　第５期施設整備計画（資料１−３）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/outline/approach/co/
・京都産業大学　図書館（資料１−４）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/lib/
・学内の研究支援制度（資料１−５）
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　　http://www.kyoto-su.ac.jp/project/gakunaishien/
・コンピュータ理工学部ＴＡリスト（平成24年度版）（資料１−６）
・研究倫理規程（資料１−７）
・「人を対象とする研究」倫理規程（資料１−８）
・ＣＳＥコロキウム（http://info.cse.kyoto-su.ac.jp/?page_id=526）（資料１−９）
・Ｈ24年度コンピュータ理工学部　各種委員会等名簿（資料１−10）

〈11〉総合生命科学部
・３つのポリシー（資料１、４−Ｉ 根拠資料参照）
・学部施設のリスト（資料２）
・学部図書・購読雑誌のリスト（資料３）
・ＴＡ、ＲＡ、嘱託職員の延べ数と配置のリスト（資料４）
・プロジェクト研究制度概要・採用人員と配置のリスト（３章根拠資料参照）（資料５）
・個人研究助成制度の資料（資料６）
・放射性同位元素、組み替えＤＮＡ、病原微生物や動物実験委員会等の資料（資料７）
・外部資金取得状況（２章根拠資料参照）（資料８）
・総合生命科学部年報（資料９）

〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組
・教学の理念（資料１）
・学部ホームページ（資料２）
・学部ホームページ（資料３）
・図書館年報、文献情報の探し方、図書館利用案内（資料４）
・第３次総合研究支援制度実施概要、教育支援研究開発センター教育プログラム支援制

　　度実施概要（資料５）
・研究倫理規程、研究倫理委員会規程、人を対象とする研究倫理規程、人を対象とする

　　研究に関する倫理審査委員会規程、研究費執行における不正防止規程（資料６）
〈14〉経済学研究科

・大学ホームページ（施設）、コンピュータガイド（2012（平成24）年版冊子）（資料７
　　−１）

・『大学院履修要項2012』京都産業大学大学院　Ⅳ規程（資料７−２）
〈15〉マネジメント研究科

・「ＴＡに関する資料」（資料マ−13）
・「在外・自由研究実績」（資料ケ−17）

〈16〉法学研究科
・大学院ホームページ
・法学研究科ホームページ

〈17〉外国語学研究科
・外国語学研究科履修要項
・京都産業大学学外研究員規程
・コンピューターガイド2011
・京都産業大学研究倫理規程
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〈19〉工学研究科
・学部ホームページ（資料１）
・教学の理念（資料２）
・学部ホームページ（資料３）
・図書館年報、文献情報の探し方、図書館利用案内（資料４）
・第３次総合研究支援制度実施概要、教育支援研究開発センター教育プログラム支援制

　　度実施概要（資料５）
・研究倫理規程、研究倫理委員会規程、人を対象とする研究倫理規程、人を対象とする

　　研究に関する倫理審査委員会規程、研究費執行における不正防止規程（資料６）
〈20〉先端情報学研究科

下記の資料にあるとおり、演習のように比較的知識が要求される授業について、すべて
カバーできるだけの予算が確保されておらず、学部の補助員によって補っている状況であ
る。

・平成24年度ＴＡ・補助員割り当て
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

・『京都産業大学大学院　経済学研究科通信教育課程　履修要項2012』p. ６
〈23〉法務研究科

・法務研究科「自己点検・評価報告書」（2012年度８月版）（資料７−１）
　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/pro/lawschool/report/index.html
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第８章　社会連携・社会貢献

１．現状の説明
（１）社会との連携・協力に関する方針を定めているか。
〈１〉大学全体

グランドデザイン（資料８−１）に方針を定め、それに基づき、社会連携・社会貢献を
進めている。具体的には、「産官学の連携」「小・中・高との連携」「地域貢献」「ボランテ
ィア活動」の４つの取り組み推進を掲げている。

今後ますます高まる産官学・地域連携の期待に応えるために、共同研究等推進支援、研
究連携プロジェクト、コーディネート、産官学交流の４つの基本的機能を備え、自然科学
系だけではなく、人文・社会科学系の研究においても、社会ニーズとのマッチングによる

「新しい成果の創造」を目指し、本学が蓄積した自然科学・社会科学・人文科学の各分野
の知的資源を社会に還元することを念頭におき、取り組んでいる。
〈２〉経済学部

経済学部では、特に近畿圏の企業との関係を強め、さらに学部生に対しても実業界の状
況を詳しく知らせるようにしている。
〈３〉経営学部

経営学部として方針は定めていない。大学全体の基本方針の枠内で、教員個人の活動と
して認識されている。また、経営学部独自に、教員個人の社会連携・社会貢献については、
毎年の教員評価（社会的貢献）において、評価対象となることを明記している。
〈４〉法学部

大学としても、法学部としても、社会との連携・協力に関する方針を特に定めているわ
けではない。しかし学則第１条が規定するように、「国家の要請に応じて、広く知識を授
けるとともに、深く専門の諸学科を教授・研究し、高度産業社会の科学的進運に寄与する
有為の人材を育成すること」が本学の目的である。社会との連携協力は自明の基本方針で
ある。
〈５〉外国語学部

リエゾンオフィスの産官学連携の方針に基づき、社会貢献を目指している。
〈６〉文化学部

学部としては特に成文化した規程を定めているわけではないが、教授会などの議論では
府や市などの行政や公益財団法人との連携を、積極的に推進していこうという合意は形成
されている。
〈７〉理学部

理学部としての方針はない。
〈８〉コンピュータ理工学部

学外の企業や研究機関との連携を推進し、研究資金提供を受け研究活動を活性化するこ
とで研究成果を社会還元することを方針としている。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

学外の企業や研究機関との連携を推進し、研究資金提供を受け研究活動を活性化するこ
とで研究成果を社会還元することを方針としている。
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〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
学外の企業や研究機関との連携を推進し、研究資金提供を受け研究活動を活性化するこ

とで研究成果を社会還元することを方針としている。
〈11〉総合生命科学部

学部独自の方針は定めていない。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

学科独自の方針は明示していないが、リエゾンオフィスが掲げる方針（根拠資料１）等
に則り、各種の産官学・社会連携活動への積極的な参画を目指している。
〈14〉経済学研究科

地域社会との連携、企業との連携、各地の教育委員会との連携、中学・高校と大学との
連携、さらには国際的な連携などは、大学が一元的に管理運営し、進展させる方向で進ん
でいる。研究科の教員組織は、学部と兼任なので、研究科独自のものは見当たらないが、
大学からの要請に応じてさまざまな機会に参加している。
〈15〉マネジメント研究科

マネジメント研究科としての方針は定めていない。大学および研究科の理念・目的を踏
まえた上で、教員個人の活動として認識されている。産官学等との連携および地域社会・
国際社会への協力も教員個人の活動として認識されている。ただし、マネジメント研究科
独自に、教員個人の社会連携・社会貢献については、毎年の教員評価（社会的貢献）にお
いて、評価対象となることを明記している。
〈16〉法学研究科

特に方針を定めているわけではない。しかし高度専門職業人の養成は、教育目的の柱の
１つである。とりわけ税理士養成には実績を上げてきた。実務界との連携には積極的に取
り組んできた。
〈17〉外国語学研究科

リエゾンオフィスの産官学連携の方針に基づき、社会貢献を目指している。
〈18〉理学研究科

リエゾンの規定があるが、理学研究科独自のものはない。
〈19〉工学研究科

研究科独自の方針は明示していないが、リエゾンオフィスが掲げる方針（根拠資料１）
等に則り、各種の産官学・社会連携活動への積極的な参画を目指している。
〈20〉先端情報学研究科

中・長期計画「グランドデザイン」に企業との共同研究・受託研究、行政・各種団体へ
の参画等の産官学連携の方針を定めている（資料１、資料３）。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

本専攻は先端情報学研究科に引き継がれるが、同様の方針である。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

本研究科設置の目的は、社会人を対象として、実社会で直面する経済的課題について常
に理論と実証の両面から分析できる高度の判断力と実践力を備えた人材を養成することで
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あり、本研究科の理念・目的そのものが社会との連携・協力に関する方針である。
〈23〉法務研究科

法務研究科独自には定めていない。

（２）教育研究の成果を適切に社会に還元しているか。
〈１〉大学全体
ア．産官学の連携

教育成果の還元では、代表的なものとして、近隣地域や商店街等の魅力を広く社会に伝
えることで活性化を図ることをテーマにゼミ活動を行い、商店街や地域（京都府山城地域、
京都市中京区錦市場商店街、京都市北区御薗橋商店街）でフィールド・ワークを用いた連
携を実践している（資料８−２）。

研究成果の還元では、代表的なものとして、2004（平成16）年２月に京都府で戦後初め
て鳥インフルエンザが発生した際、本学の鳥インフルエンザ研究センターが、蔓延防止の
ための防疫活動で京都府に多大な指導および協力を行い、京都府の感染病防疫体制構築に
寄与し、現在も共同研究などを継続している。2009（平成21）年に出現した新型インフル
エンザを含む重要な動物由来の感染症に対しては、感染防止のために一般市民に向けて講
演を数多く行うなど、社会啓蒙活動にも取り組み、京都府民・京都市民の生活衛生向上に
寄与している。これらの取り組みは現在も継続して行っており、2011（平成23）年度には
京都市と「感染症及び食品の安全の研究に係る相互連携に関する協定」を締結している（資
料８−３）。
イ．小・中・高との連携（資料８−４）

高校での学びを大学での学びに結びつけ、学習環境の変化に対応できることを目的とし
て、大学近隣の公立高校に高大連携講座を提供している。

特に、「科学技術創造立国」を目指す国の方針に沿った取り組みとして、独立行政法人
科学技術振興機構が公募する「サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト（講座型学
習活動支援）」（以下、ＳＰＰ事業という。）に、2004（平成16）年度から2011（平成23）
年度までの８年間、継続して選定されており、延べ11校・444名の高校生が本学の先進的
な実験施設を使用し、体験的・問題解決的な学習活動を行っている。

京都府、京都市、長岡京市、栗東市、野洲市、大阪府、寝屋川市、吹田市、摂津市、東
大阪市、豊中市、島本町、神戸市の各教育委員会と連携協定を締結し、教員研修における
講師派遣や教員職志望の学生によるボランティアに学生を派遣するなど、公立学校の学習
環境向上に貢献している。本取り組みは、教員職志望の学生の自覚向上にも寄与している。
また、教職免許更新講習会も開催している。

小・中学校との連携では、2004（平成16）年度から京都市が行っている就業体験（中学
生の職場体験）受け入れを開始しており、小・中学校の大学見学の受け入れ等も積極的に
行っている。
ウ．地域貢献（資料８−５）

教育・研究の成果をもとに、社会人や地域の方々等に生涯学習の場を提供するため、総
合大学としての利点を活かした生涯学習講座を下記のとおり開講している。
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◆生涯学習講座
・市民講座
・教養講座
・京都力養成コース
・異文化交流プログラム
・スポーツ教室（ジョギング・コース、バスケットボール・コース、馬術コース、卓球

　　コース、バドミントン・コース）

地域の小中学生を対象とした「サタデージャンボリー」は、2001（平成13）年度から継
続して開催している。この取り組みは大学を開放し、「パソコン教室」「ダンス教室」「ス
タンプ・ラリー」などを学生が企画することで、小・中学生が本学学生と触れ合える行事
として定着しており、これまで延べ約５万人が参加し、京都府および京都市からの後援も
受けている。

また、2010（平成22）年度に設置した「神山天文台」は教育研究での利用はもとより、「天
文台講座」や「天体観望」を定期的に開催しており、２年間で延べ約１万人を超える参加
者がある。これらの活動は教員だけでなく、天文同好会学生が参加者のサポートをするこ
とで、学生にとっても高い教育効果を得る機会となっている（資料８−６）。さらに、防
災（避難）拠点として地元町内連合会と協定を締結するなど、大学が有する機能を提供し、
広く社会と連携した事業を展開している。
エ．ボランティア活動（資料８−７）

本学のボランティア活動は、学生の主体的な取り組みを基本として実施しており、たと
えば、東日本大震災や台風12号水害の発生時には、ボランティア派遣等を行った。また、
学内において、「東日本大震災ボランティア活動報告会」「東日本大震災復興ドキュメンタ
リー上映会」「みちのくPhoto Caravan写真展」等の学内報告会も実施している。それら
はボランティア活動事務室が組織的に全面支援を行っており、今後もより組織的な活動を
推進する予定である。
〈２〉経済学部

主に官公庁からの研究の受託や各種委員会委員の委嘱を受けるとともに、高校の先生向
けに最新の成果を講演するなど、高大連携にも力を入れている。
〈３〉経営学部

個々の学部演習教育において、いわゆるコーオプ教育の一環として、社会的連携や社会
貢献を行っている。また、本学主催の京都産業大学DAY、公開講座（資料ケ−18）等で
の講演や公的機関の審議員を務める等の形式をもって社会的還元を行っている。いずれの
点においても、教員個人の判断に委ねられているが、積極的に活動する教員が多い。
〈４〉法学部

研究上の社会還元は、個々の教員が自治体の各種委員を務めたり、マスコミで意見を発
表するなど、各教員に委ねられる形で行われている。本学主催や大学コンソーシアム主催
の各種市民向け講座にも、教員を派遣している。

学生は政策立案コンテストを自主的に運営し、社会に役立つ政策立案を社会に向けて発
信している。
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〈５〉外国語学部
企業および地方自治体主催の語学研修、中・高等学校の各種講座および本学の教養講座

に講師として出講してきた。また語学教育システム（Moodle Reader system）の開発・
公開による国際的貢献もある。
〈６〉文化学部

学部としては、開設10周年を記念して、公開シンポジウム「京都の文化・世界の文化」
を2010（平成22）年12月にキャンパスプラザ京都において開催し、多数の市民の来場者が
あった。また、教員一人ひとりが講演・市民講座などを通じて教育研究成果の還元に努め
ている。
〈７〉理学部

基礎科学の教育・研究を通じて社会に貢献しているほか、教員免許更新講習、高等学校
への出前授業を行っている。一部教員が小・中・高等学校の教員の指導力向上のため、授
業作りに対する助言指導、指導案への助言指導、中学校区の連携に関する助言指導、各教
育委員会主催の教職員対象の研修会での講演、各種教育研究団体主催の教職員対象の研究
会で講演等を実施している。
〈８〉コンピュータ理工学部

社会との連携実績として、外部機関からの受託研究費・共同研究費が、2008（平成20）
年度5,004万円、2009（平成21）年度7,039万円、2010（平成22）年度4,404万円、2011（平
成23）年度2,565万円となっている。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

2008（平成20）年度に開設したコンピュータ理工学部に移行した。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

2008（平成20）年度に開設したコンピュータ理工学部に移行した。
〈11〉総合生命科学部

高等学校との高大連携授業（実験）、一般市民を対象とした公開講座、産学公連携フォ
ーラムなどを開催している。総合生命科学部年報にて研究成果の広報を行っている。学部
独自のホームページを設け、適宜情報の発信を行っている。また、他大学との連携教育、
教育・研究協力、公的機関との相互連携を行っている（資料１、２、３、４、５、６、７）。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

当該活動は適切かつ活発に行われている。第74回市民講座（根拠資料２）、2010（平成
22）年まで毎年開催されたサイエンス・パートナーシップ・プロジェクト（根拠資料３）
等で一般市民、高校生などに成果を還元してきた。
〈14〉経済学研究科

大学が運営している生涯学習講座に参加しており、この中の「市民講座」で研究科教員
が定期的に講師を務めているほか、研究科在籍の留学生が「異文化交流プログラム」の講
師などを務めている。当研究科は、2001（平成13）～2008（平成20）年（第１期、第２期）
私立大学学術高度化推進事業（ＯＲＣ整備事業）に取り組み、その成果として報告書、シ
ンポジウム、ワークショップ、研究書の刊行などを行った経緯もあるが、その後組織的な
大きな調査・研究事業に恵まれていない。
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〈15〉マネジメント研究科
個々の学部演習教育において、いわゆるコーオプ教育の一環として、社会的連携や社会

貢献を行っている。また、本学主催の京都産業大学DAY、公開講座（資料ケ−18）等で
の講演や公的機関の審議員を務める等の形式をもって教育研究成果に基づいた社会的還元
を行っている。教員個人の活動として、学外組織との連携協力による教育研究の推進、お
よび地域交流・国際交流事業への積極的参加を図っている。しかしながらいずれの点にお
いても、教員個人の判断に委ねられている。
〈16〉法学研究科

個々の教員による社会貢献は、各教員に任されている。その点は、本学の教員評価にお
いて、高い評価を受けるところである。法学研究科として、院生も含む形での社会貢献は、
いまだ手を付けていない。
〈17〉外国語学研究科

中・高等学校の各種講座および本学の教養講座に講師として出講してきた。また内外の
学会や講演会にも積極的に出掛け、発表している。
〈18〉理学研究科

学会発表や投稿、受託研究、特許公開等による社会還元を行っている。これらの活動へ
の補助制度がある。
〈19〉工学研究科

当該活動は適切かつ活発に行われている。2012（平成24）年度教員免許状更新講習（根
拠資料２）、第74回市民講座（根拠資料３）、2010（平成22）年まで毎年開催されたサイエ
ンス・パートナーシップ・プロジェクト（根拠資料４）等で理科教員、一般市民、高校生
などに成果を還元してきた。
〈20〉先端情報学研究科

中・長期計画「グランドデザイン」に地域貢献の方針を定めている。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

本専攻は先端情報学研究科に引き継がれるが、同様の方針である。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

「第４章　第４節の２．点検・評価」で述べたとおり、本研究科を修了した卒業生からは、
特論演習はもちろんのこと、各講義科目から得た知識や思考方法も当人の仕事の現場等で
非常に役立っているとの声が多く聞かれており、成果は適切に社会に還元されている。

何人かの研究科生は、研究指導教員の学部ゼミにおいて自らの研究成果を発表したり、
仕事内容を経済学部生に紹介したりするなどといった交流の機会を得ている。
〈23〉法務研究科

教員各自が研究成果を公表するほか、シンポジウムや講演会を開催（資料８−１）する
ことで教育研究の成果を社会に還元している。ローヤリング・クリニックにおいては、定
期的に無料の法律相談を行い、消費者問題に関するシンポジウムを一般公開で行っている

（資料８−２、８−３）。
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２．点検・評価
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体

京都市が行っている就業体験（中学生の職場体験）は、2004（平成16）年度から受け入
れを開始し、延べ30校・112名を受け入れている。またＳＰＰ事業では、2004（平成16）
年度から、延べ11校・444名を受け入れており、高校では体験できない先進的な施設を利
用した実験講座を開講し、かつ本学学生・大学院生がティーチング・アシスタント（Ｔ
Ａ）として、実験およびグループ・ワークをサポートすることにより、高校生および本学
学生・大学院生の双方に高い教育効果を生み出している（資料８−２）。
〈２〉経済学部

企業からの寄附講座や「経済人特別講義」によって、社会連携が広がっている。自分の
専門分野に関して、高校の先生方に向けた講演会を行った教員もいる。

さまざまな官庁の研究助成に申請し、それに成功し、受託研究をしている教員もいる。
学部生向けの寄附講座としては、野村證券の「現代証券市場論」や大阪銀行協会による「関
西経済と企業金融」がある。さらに、京都産業大学とコンソーシアム京都などのインター
ンシップに参加している。
〈３〉経営学部

外部組織（企業や非営利組織）とのつながりを意識した教育研究の展開が図られている
ことから、教育研究の成果の社会的還元が教員個人レベルでは進んでいる点。
〈４〉法学部

寄附講座として、大阪土地家屋調査士会の提供による専門教育科目「土地家屋の調査と
表示の登記」が開講されている。また京都経済同友会等との連携による「グローカル人材
論特殊講義」も開講されている。「総合安全保障論」や「地方自治未来論」といった科目
もあり、関係分野の実務家が招かれ、教壇に立ってもらっている。また京都社会保険労務
士会と協定を結び、インターンシップ等における協力体制を築いている。
〈５〉外国語学部

高大連携教育に関しては附属高校に講師を派遣している。社会的需要の拡大に対応すべ
く、法学部との連携で司法外国語プログラムを設定している。2010（平成22）年、外国語
学部教員の共同研究論文「授業時間外の学習時間の増大による英語力の向上」が、ＩＣＴ
利用による教育改善研究発表会で（社）私立大学情報教育協会より奨励賞を受賞するなど、
語学教育を通した社会貢献が見られる。
〈６〉文化学部

ゼミなどの専門教育活動を通じて、学生が積極的に行政と連携し、地域の活性化に取り
組んでいる事例が出てきている。経済産業省主催の社会人基礎力育成グランプリ全国決勝
大会で準グランプリを獲得するゼミも現れている。
〈７〉理学部

基礎科学の教育・研究を通じて社会に貢献しているほか、教員免許更新講習、高等学校
への出前授業等を行っている。
〈８〉コンピュータ理工学部

資金提供を伴わない案件も含めると受託研究・共同研究等の連携は推進されている。
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〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
資金提供を伴わない案件も含めると受託研究・共同研究等の連携は推進されている。

〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
資金提供を伴わない案件も含めると受託研究・共同研究等の連携は推進されている。

〈11〉総合生命科学部
高大連携授業・公開講座は参加者から好評を得ている。他大学との連携教育、教育・研

究協力、公的機関との相互連携も順調に進んでいる。年報は学内外に広く配布し好評を得
た。ホームページのアクセス数も順調に伸びている（資料４、５）。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

さまざまな取り組みの終了後に受講者からアンケートをとるが概ね好評である。
〈14〉経済学研究科

ここに大きな問題は抱えていない。
〈15〉マネジメント研究科

外部組織（企業や非営利組織）とのつながりを意識した教育研究の展開が図られている
ことから、教育研究の成果の社会的還元が教員個人レベルでは促進している点。
〈16〉法学研究科

京都産業大学会計人会と研究科として協定を締結し、インターンシップなどにおいて協
力体制を構築している。
〈17〉外国語学研究科

高大連携教育、司法通訳養成、語学教育システムの普及などを研究科会議で検討する予
定である。
〈19〉工学研究科

さまざまな取り組みの終了後に受講者からアンケートをとるが概ね好評である。
〈20〉先端情報学研究科

本研究科に所属する教員の産官学交流事業への参加件数は、2008（平成20）年６件、
2009（平成21）年６件、2010（平成22）年１件、2011（平成23）年５件と推移している（資
料１）。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

本専攻の効果は、先端情報学研究科の記述に含まれる。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

前述の研究科生と学部生の交流は、研究科生にとっては自身の研究や業務に関する専門
的な内容について学部生にわかりやすく伝えるための格好のトレーニングの場となってい
る。また、学部生にとっても学問的関心を引き付けられるだけでなく、進路選考にとって
有益な情報が得られている。
〈23〉法務研究科

無料法律相談では、一人ひとりの相談者に十分な時間をかけて話を聞いた上で法的アド
バイスを行っており、参加された市民から好評を得ている。
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②改善すべき事項
〈１〉大学全体

本学が社会連携・社会貢献に対する取り組みや、それを実現するための各個別事業を実
施するより明確な方針を規定できていない。また、それらを評価するための達成目標や評
価指標が策定されていないため、自ら客観的に評価することが難しい状態である。

さらに、教員の学外における詳細な諸活動を把握できていないことから、行動特性を把
握した上での事業展開を行うことが困難な状態にある。社会要請の詳細を把握する術を模
索するとともに、教員のコンピテンシーを掌握する一つの手段として、学内外の教育・研
究諸活動をデータベース化する必要がある。
〈２〉経済学部

「経済人特別講義」などを通じて、より一層の社会連携を推進する必要があると思われる。
さらに、できれば受託研究の数を増やしたい。
〈３〉経営学部

教員個人に委ねられているため、組織的な社会連携・社会貢献の実績がほとんどないこ
と。
〈４〉法学部

社会との連携による学部教育の充実はかなりの程度、実現しているが、社会への貢献や
還元は、まだまだ充分でない。
〈５〉外国語学部

産官学連携研究・技術シーズ集への投稿率が悪い（外国語学部専任教員中12人）。
〈６〉文化学部

地域社会や行政との連携に熱心な教員が多いものの、学部の構成員の一部に留まってお
り、今後は一人でも多くの教員が積極的に取り組み、またそれが可能になるような支援体
制の確立が、改善すべき点として挙げられよう。
〈８〉コンピュータ理工学部

寄附講座や寄附研究部門の開設はなされていない。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

寄附講座や寄附研究部門の開設はなされていない。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

寄附講座や寄附研究部門の開設はなされていない。
〈11〉総合生命科学部

十分な努力がなされており、特段の改善を要しないが、引き続き情報発信能力の向上を
図るべきである（資料２）。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

ホームページの活用など、学部独自の情報発信が十分ではない。
〈14〉経済学研究科

ここに大きな問題は抱えていない。
〈15〉マネジメント研究科

教員個人に委ねられているため、組織的な社会連携・社会貢献の実績がほとんどないこ
と。
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〈16〉法学研究科
法学研究科としては、社会との連携も、社会への貢献も、これまでは充分でなかった。

ただ2013（平成25）年度から発足する法政策学専攻が、社会連携に積極的に取り組もうと
している。法律学専攻も含め、研究科として、社会との協力関係の構築に積極的に取り組
んでいくべきである。
〈17〉外国語学研究科

産官学連携研究・技術シーズ集への投稿率が悪い。
〈19〉工学研究科

ホームページの活用など、学部独自の情報発信が十分ではない。
〈20〉先端情報学研究科

交流事業への参加件数が減少する傾向が見られる。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

研究科生と学部生の交流は、まだ数ゼミにおいて単独で実施されているのみなので、組
織的な運営の仕組みを検討する必要がある。
〈23〉法務研究科

特に問題を認めない。

３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体

国内、特に近隣地域との社会貢献活動については、知の拠点としての活動が浸透してい
るので、それらを継続・充実させる。一方、今後はグローバルな視点を持った社会貢献活
動として、国外へも目を向け、国際的な活動などにも注力していきたい。
〈２〉経済学部

企業と関係がある講座を作ることで、教員・学生・企業の関係をより密接なものにして
いる。受託研究などを通じて、官公庁との共同研究が進みつつある。
〈３〉経営学部

本学の他組織と連携した、個人レベルでの社会連携・社会貢献のさらなる促進。
〈４〉法学部

社会との連携･協力が、教育上も研究上も有意義なものであり、積極的に関与すべきだ
という点でコンセンサスがある。法学部ホームページの「実務家リレー講義」という項目
には、現在、それが８科目もあることが記され、本学法学部の特色にもなっていると紹介
されている。
〈５〉外国語学部

外国語教育が社会活動と密接に連関していることに関してある程度の共通理解があるが、
それをさらに周知するような学部内の啓蒙に努める。内外の学会、他教育機関との連携に
よる語学システムの普及活動の内容の充実を図る。
〈６〉文化学部

教員個々のレベルでの専門分野を生かした社会への貢献や、学生の就業力養成・社会人
基礎力育成を通じた地域社会への貢献などは、成果が上がっている。
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〈７〉理学部
今後も、基礎科学の教育・研究を通じて社会に貢献をしていくほか、教員免許更新講習、

高等学校への出前授業等を行う。
〈８〉コンピュータ理工学部

月１回開催されるＣＳＥコロキウム等の機会を通して、学外連携機関との連携状況は所
属組織内で周知されている。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

月１回開催されるＣＳＥコロキウム等の機会を通して、学外連携機関との連携状況は所
属組織内で周知されている。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

月１回開催されるＣＳＥコロキウム等の機会を通して、学外連携機関との連携状況は所
属組織内で周知されている。
〈11〉総合生命科学部

高大連携授業が本学の受験・入学のきっかけとなった例がある。ホームページのアクセ
ス数も順調に伸びている。公開講座にも参加者が十分集まっている。年報の評価も良い

（資料２、３）。以上の取り組みを継続拡充するとともに、新たな方策を模索する。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

学生募集を停止した生物工学科の活動を、総合生命科学部において発展的に取り組む。
〈14〉経済学研究科

大学が新しく設置した「むすびわざ館」において、大学の生涯学習講座に関わる一連の
プログラムが動きだすので、大学からの要請があれば当研究科への役割も大きくなると予
想している。
〈15〉マネジメント研究科

個人レベルでの社会連携・社会貢献を本研究科の組織的な支援・評価の対象とする取り
組みを推進する。
〈16〉法学研究科

法政策学専攻は、社会貢献を教育の重要な部分として積極的に進めようとしている。こ
れまでは社会連携を重視しながらも、なかなか具体的推進が充分でなかった。これに刺激
を受けて、法律学専攻の方も変化の兆しが見られる。
〈17〉外国語学研究科

各種講座等への出講、内外の学会活動、マスコミへの登場など、組織的ではないが、教
員個々人としては行っている。
〈19〉工学研究科

研究科教員、大学院生の研究能力がそれぞれの取り組みに十分発揮されている。
〈20〉先端情報学研究科

リエゾンオフィスを通じた産官学交流事業への参加を継続する。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

先端情報学研究科に改組・再編されるため、新たな方策はない。
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〈22〉経済学研究科（通信教育課程）
研究科と学部の双方から社会に有益な人材を輩出するという視点から、両者の恒常的な

連携の仕組みを模索していく。
〈23〉法務研究科

2012（平成24）年度から無料法律相談の場所を京都産業大学の壬生校地「むすびわざ館」
に移転した。利用者の利便性を向上させ、内容も一層充実させる。

②改善すべき事項
〈１〉大学全体

方針の再設定、達成目標・評価指標の策定を行い、ＰＤＣＡサイクルが実施できる環境
を整備するとともに、教員の学内外諸活動をデータベース化し、各事業の実施目的に即し
た適任人材の選定の一助となるシステムを構築する。

なお、このシステム構築は、現在書類（紙）により処理している業務をペーパーレス化
し、業務の効率化に貢献できるものとして期待もできる。
〈２〉経済学部

企業との協力関係が十分なものとは言えないので、今後、インターンシップなどをさら
に強化し、より一層関係を強める必要がある。
〈３〉経営学部

経営学部という組織レベルでの教育研究成果の社会への還元の検討。
〈４〉法学部

法政策学科は、地域連携を進めるためのＮＰＯを発足させようとしている。今後は社会
との連携・還元が一段と高いレベルに達するものと期待されている。
〈５〉外国語学部

本学部生に社会科学的な視点からの思考力を養う機会も継続的に持ち、さらに、シーズ
集への投稿率を上げるなどリエゾンオフィス等の部署との協力関係を強化し、本学部の教
員の専門分野等を社会により広く告知し、外部機関との協力の新たな可能性を探る。
〈６〉文化学部

まずは学部全体として構成員の意識向上を図る具体的な方策が必要である。そのために
は、学部内で啓発や企画を行う部門の設置が望まれる。
〈８〉コンピュータ理工学部

リエゾンオフィスとの連携を一層強化し、連携研究機関の発掘を進める。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

リエゾンオフィスとの連携を一層強化し、連携研究機関の発掘を進める。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

リエゾンオフィスとの連携を一層強化し、連携研究機関の発掘を進める。
〈11〉総合生命科学部

十分な努力がなされており、特段改善を要する事項は見当たらない。ホームページにつ
いては、全学的取り組みと連携して引き続き拡充と更新を進める必要がある。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

対外的な情報発信を強化する。また、特定の教員に負担がかからないようにする。
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〈14〉経済学研究科
以前実施してきたＯＲＣ整備事業のように、所属する多くの研究科の教員を巻き込むよ

うな大きな研究テーマの提案と調査研究のプロジェクトの発足が望まれる。
〈15〉マネジメント研究科

本学の「産学官連携」による研究力の強化・社会への貢献の方針に沿って、他組織と連
携した、マネジメント研究科という組織レベルでの社会連携・社会貢献システムを構築す
る。
〈16〉法学研究科

法政策学専攻は、社会連携の窓口となる外郭団体（ＮＰＯ）を発足させようとしている。
法律学専攻も、社会連携を積極化するための新しい工夫をするべき時である。
〈17〉外国語学研究科

シーズ集への投稿率を上げるなどリエゾンオフィス等の部署との協力関係を強化し、本
研究科の教員の専門分野等を社会により広く告知し、外部機関との協力の新たな可能性を
探る。
〈19〉工学研究科

対外的な情報発信を強化する。また、特定の教員に負担がかからないようにする。
〈20〉先端情報学研究科

産官学交流事業への参加件数を維持して、社会との交流を継続することが望ましい。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

先端情報学研究科に改組・再編されるため、新たな方策はない。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

研究科生と学部生の交流は、まだ数ゼミにおいて単独で実施されているのみなので、組
織的な運営の仕組みを検討する必要がある。
〈23〉法務研究科

特に改善すべき事項はない。今後も現在の水準を維持する。

４．根拠資料
〈１〉大学全体

資料８−１　創立50周年（2015年）を目指した『グランドデザイン』の実現に向けて（既
　　　　　　　出６−１）

資料８−２　ゼミ活動参考資料
資料８−３　京都市と京都産業大学との感染症及び食品の安全の研究に係る相互連携に

　　　　　　　関する協定書（写）
資料８−４　高大連携講座一覧、就業体験受け入れ一覧、教育委員会との連携ホームペ

　　　　　　　ージ
資料８−５　生涯学習講座のご案内（前期・後期）、サタデージャンボリーチラシ
資料８−６　2011（平成23）年度事業報告書（抜粋）等
資料８−７　ボランティア活動関連ホームページ



＜第８章＞社会連携・社会貢献

−276−

〈２〉経済学部
・インターンシップの手引
・履修要項
・大学広報

〈３〉経営学部
・「個人レベルの社会連携・貢献の実績に関係する資料」（資料ケ−18）

〈４〉法学部
・本学ホームページ　特に研究・社会連携の頁。
・法学部ホームページ　とりわけ「実務家リレー講義」という項目。

〈５〉外国語学部
・『産官学連携研究・技術シーズ集』、ホームページなど。

〈６〉文化学部
・京都府の大学と地域をつなぐポータルサイト「知のデータベース」
　　http://www.chinodb.pref.kyoto.lg.jp/

〈７〉理学部
・教育業績

〈８〉コンピュータ理工学部
・コンピュータ理工学部外部資金（2008年度～2011年度）

〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
・コンピュータ理工学部外部資金（2008年度～2011年度）

〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
・コンピュータ理工学部外部資金（2008年度～2011年度）

〈11〉総合生命科学部
・高大連携授業資料他（資料１）
・バイオフォーラム・公開講座資料（資料２）
・京都産学公連携フォーラム資料　（総合生命科学部年報（22年）p.107-109、総合生命

　　科学部年報（23年）p.122-126）（資料３）
・総合生命科学部ホームページ（資料４）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/nls/
・総合生命科学部年報（資料５）
・動物生命医科学科資料（総合生命科学部年報（23年）p.80-92）（資料６）
・ミツバチプロジェクト資料（資料７）

〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組
・リエゾンオフィスの使命（資料１）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/liaison/about/shimei.html
・第74回市民講座（平成24年）（資料２）
　　http://post.kyoto-su.ac.jp/s/w013/campus_flash/index.php?L=J&ID=1887
・平成22年サイエンス・パートナーシップ（資料３）
　　http://post.kyoto-su.ac.jp/s/w013/campus_flash/index.php?ID=1597
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〈15〉マネジメント研究科
・「個人レベルの社会連携・貢献の実績に関係する資料」（資料ケ−18）

〈16〉法学研究科
・法学研究科ホームページ

〈17〉外国語学研究科
・『産官学連携研究・技術シーズ集』、ホームページなど。

〈19〉工学研究科
・リエゾンオフィスの使命（資料１）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/liaison/about/shimei.html
・平成24年度教員免許状更新講習募集要（資料２）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/more/2012/305/pdf/20120628_kyouin03.pdf
・第74回市民講座（平成24年）（資料３）
　　http://post.kyoto-su.ac.jp/s/w013/campus_flash/index.php?L=J&ID=1887
・平成22年サイエンス・パートナーシップ（資料４）
　　http://post.kyoto-su.ac.jp/s/w013/campus_flash/index.php?ID=1597

〈20〉先端情報学研究科
・本学Webサイトのリエゾンオフィス＞産官学連携について＞産官学連携交流実績
　（http://www.kyoto-su.ac.jp/liaison/sankangaku/jisseki.html、資料１）

〈22〉経済学研究科（通信教育課程）
・経済学研究科（通信教育課程）ホームページ　ニュース一覧
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/tsushin/t_ec/news/index.html

〈23〉法務研究科
・シンポジウム、講演会実施状況（資料８−１）
・無料法律相談実施状況（資料８−２）
・消費者問題シンポジウム等の開催記録（資料８−３）
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第９章　管理運営・財務
第１節　管理運営

１．現状の説明
（１）大学の理念・目的の実現に向けて、管理運営方針を明確に定めているか。
〈１〉大学全体

2015（平成27）年の創立50周年に向けて目指すべき本学の将来像を画いた中・長期ビジ
ョン「グランドデザイン」を2005（平成17）年に策定し、これに基づき施策を推進してい
る。また、年度ごとの事業計画の策定にあたっては、このグランドデザインを踏まえ、理
事会として事業計画策定の方針を毎年度決定し、構成員に周知した上で各部局が事業計画
を策定している。

事業計画の推進にあたっては、学則、大学院学則、京都産業大学教授会規程（資料９−
１−５）、各学部教授会規程（資料９−１−５）、京都産業大学大学院研究科会議規程（資
料９−１−６）、各研究科会議規程（資料９−１−６）に基づき、各学部および各研究科
に教授会、研究科会議を置き、各学部、各研究科の運営に関する事項について審議、決定
している。

なお、（１）学則に関する事項、（２）大学全般および学部又はその他の部局に共通する
研究、教授に関する重要事項、（３）学長の諮問および教授会提起に関する事項については、
京都産業大学部局長会規程（資料９−１−７）に基づき、全学的、横断的な教学面の最高
意思決定機関として部局長会を設置し、審議、決定している。

次に、本法人では経営と教学の意思疎通を図るため、学長は学校法人京都産業大学寄附
行為（資料９−１−１）上の１号理事に、また、副学長も理事に就任し、理事会、常任理
事会の構成員としており、毎週１回開催する常任理事会において、法人と教学の調整を行
っている。

大学全体にわたる構想や取り組みについては、各学部の教員、各所属の事務職員による
プロジェクト方式で原案を策定した後、常任理事会でその方向性を審議した上で、部局長
会、教授会等で広く教職員に周知、意見聴取し、最終的に理事会で決定している。
〈２〉経済学部

大学で定められた方針に基づき、教授会を中心にして、経済学部の管理運営方針を定め
ている。
〈３〉経営学部

経営学部教授会は「経営学部教授会規程」（資料ケ−19）を定め、権限・義務を規定し、
学部教授会審議事項について構成員による議論を通じて運営されるともに、中・長期的管
理運営方針の策定、学部構成員への周知を行っている。教授会を通じた意思決定のプロセ
スは明確化されている。さらに、教授会審議事項は、全学部局長会議で決裁を得ることに
よって、全学的な意思決定との整合性を図り、教学組織と法人組織との権限・責任を明確
化している。
〈４〉法学部

大学の理念・目的を実現するために法学部が置かれているが、法学部は法学部教授会が
管理運営に当たる。その点は、学則第11条２項が規定している。
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〈５〉外国語学部
学則に基づき部局長会や教授会が設けられ、その管理運営は、京都産業大学部局長会規

程、京都産業大学教授会規程を制定している。
〈６〉文化学部

学部の管理運営方針は、文化学部教授会規程をはじめ、人事委員会、カリキュラム委員
会、運営委員会、教員評価委員会等、学部の各種委員会の規程として定められており、そ
れらに沿って学部の管理運営を行っている。各種の委員会で審議され、決定された事項は、
教授会に諮り承認を取っている。
〈７〉理学部

理学部として独自の方針は定めていない。教授会が管理運営に当たっている。
〈８〉コンピュータ理工学部

本学の管理運営方針を鑑みて、コンピュータ理工学部の教授会が学部の管理運営および
教学（入学、学部教育、卒業、研究など）のすべてにわたり審議、決定している。
〈11〉総合生命科学部

建学の精神、教学の理念および学則に基づき、学部独自の教育目標を定め、これを実践
すべく、専任教員で構成する教授会が中心となって組織的な運営を行っている。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

建学の精神、教学の理念および学則に基づき、学部独自の教育目標を定め、これを実践
すべく、専任教員で構成する教授会が中心となって組織的な運営を行っている。
〈13〉共通教育推進機構

本機構は所管する各種委員会に委員会規程、体育教育研究センターに教授会規程を定め
ている。
〈14〉経済学研究科

当研究科の理念・目的は、第１章１．で述べたところであるが、その目的と社会的使命
を果たすため、研究科会議の下部組織として ｢大学院自己点検・評価委員会｣ が常設され
ており、ここを通して自らの点検および評価を行うとともに、一定期間ごとの認証評価を
受け、この結果を大学のホームページその他で広く公表することにしている。
〈15〉マネジメント研究科

「大学院マネジメント研究科会議規程」（資料マ−14）により、権限・義務を規定し、マ
ネジメント研究科会議の審議事項について構成員による議論を通じて運営されるともに、
中・長期的管理運営方針の策定、構成員への周知を行い、研究科会議を通じた意思決定の
プロセスは明確である。さらに、審議事項は、全学部局長会議で決裁を得ることによって、
全学的な意思決定との整合性を図り、教学組織と法人組織との権限・責任を明確化してい
る。
〈16〉法学研究科

本学大学院の理念・目的を実現するために法学研究科が置かれているが、法学研究科は
研究科会議が管理運営に当たる。その点は、大学院学則第８条が規定している。
〈17〉外国語学研究科

学則に基づき部局長会や大学院委員会が設けられ、その管理運営は、京都産業大学部局
長会規程、京都産業大学大学院委員会規程を制定している。「外国語学研究科会議規程」
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により、権限・義務を規定し、研究科会議の審議事項について構成員による議論を通じて
運営されている。また管理運営方針の策定・周知を行い、研究科会議を通じた意思決定の
プロセスは明確である。
〈18〉理学研究科

理学研究科の管理運営の方針は研究科会議によって決定されることになっている。
〈19〉工学研究科

建学の精神、教学の理念および大学院学則に基づき、研究科独自の目的を定め、これを
実践すべく、研究指導教員等で構成する研究科会議が中心となって組織的運営を行ってい
る。
〈20〉先端情報学研究科

工学系研究科会議および先端情報学研究科会議を定例毎月１回開催しており、研究科運
営に関する事項を審議している。２つの研究科を兼担する大学院委員を１名配置し、上位
組織である大学院委員会との連携をとっている。また、大学院運営を効率的・公正に運営
するための下部組織として研究科自己点検・評価委員会、研究科人事委員会等を設置し、
これらの委員会での審議事項を研究科会議で報告・審議している。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

工学系研究科会議および先端情報学研究科会議を定例毎月１回開催しており、研究科運
営に関する事項を審議している。２つの研究科を兼担する大学院委員を１名配置し、上位
組織である大学院委員会との連携をとっている。また、大学院運営を効率的・公正に運営
するための下部組織として研究科自己点検・評価委員会、研究科人事委員会等を設置し、
これらの委員会での審議事項を研究科会議で報告・審議している。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

担当教員全員が参加する「経済学研究科会議（通信教育課程）」およびその下部機関と
して自己点検評価委員会を設置し、管理運営に努めることが定められている。
〈23〉法務研究科

京都産業大学大学院学則第８条第５項に則り法務研究科会議を運営している（資料９−
１）。法務研究科の理念・目的の実現に向けて、研究科会議および運営委員会を中心に各
種の委員会を管理・運営している。

（２）明文化された規程に基づいて管理運営を行っているか。
〈１〉大学全体

本学では、学校法人京都産業大学組織及び職制規程（資料９−１−２）、京都産業大学
学長選考規程（資料９−１−９）に基づいて学長を選任している。学長は学務をつかさど
り、所属教職員を統督している。副学長については、学校法人京都産業大学組織及び職制
規程（資料９−１−２）に基づき、大学の専任教授のうちから学長が任命しており、大学
の教育研究および管理運営の効率化を図るため、学長を補佐し、学長に事故があるときは
その職務を代理し、学長が欠けたときは、その職務を代行することとしている。学部長に
ついては、学校法人京都産業大学組織及び職制規程（資料９−１−２）、京都産業大学各
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学部長選考規程（資料９−１−10）、各学部の学部長候補者選出に関する規程（資料９−
１−10）に基づき、学長が候補者のうちから１名を決定し、理事会の議を経て、学部長に
任命している。学部長は、学部に関する事項を掌理している。その他の部局の長の選任に
ついては、学校法人京都産業大学組織及び職制規程（資料９−１−２）に基づいて任命し
ている。

本学では、規程に基づく組織の運営を行うため、学内の諸規程はすべて規程管理システ
ム「学校法人京都産業大学規程集」に掲載している。これにより構成員は、このシステム
を用いてホームページ上で最新の規程を確認できるようになっている。
〈２〉経済学部

学部の運営に関しては、学部長の選出などの重要な事柄については教授会規定を定め、
それに基づいて運営をしている。
〈３〉経営学部

学部管理職として学部長を置き、その下に経営学部教授会を設置し、それらの権限を明
確に定めた上で管理運営を行っている。諸規程を適宜見直し改定整備を行うことによって、
適切な運用を図っている。学部長の権限・責任については教授会規程および関連諸規程に
おいて明確に定められている。学部長選出は経営学部学部長候補者選考手続細則および経
営学部学部長候補者選考手続要領により、明文化され、それらに則り適切な選出が行われ
る。
〈４〉法学部

「京都産業大学法学部教授会規程」が定められている。これは「法学部教授会内規」（1979
（昭和54）年12月12日制定）を引き継ぎ、2010（平成22）年４月１日に制定されたものである。
学部長候補者の選考については、「京都産業大学法学部長候補者選考手続要領」が定めら
れている。これは京都産業大学各学部長選考規程、および京都産業大学法学部教授会規程
第８条に基づき、法学部長候補者選考手続きに関し、必要な事項を定めたものである。
〈５〉外国語学部

京都産業大学教授会規程に従って教授会内規を設け、教授会の権限・目的等を明らかに
し、定期的に、また必要に応じて、臨時に会議を開催している。また、学部長の選考は

『外国語学部学部長候補者選考規程』に基づいて行われている。
〈６〉文化学部

文化学部教授会規程等、明文化された規程によって、学部の管理運営が行われている。
学部長は、学部長選考規程に基づき、教授会で複数名の候補者を出し、学長が選任する

ことになっている。
〈７〉理学部

教授会規程、学部長選考規程が定められ、これに基づいて管理運営が行われている。
〈８〉コンピュータ理工学部

コンピュータ理工学部教授会規程やコンピュータ理工学部専任教育職員の採用・昇任に
関する基準等に基づき、審議、決定し、規程に定められた権限の範疇で管理運営を行って
いる。
〈11〉総合生命科学部

学校教育法をはじめとする諸法令等に従い、学則、教授会規程および学部長選考規程等
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に基づき、教学および教員人事に関する重要事項を中心に、審議・決定がなされている。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

学校教育法をはじめとする諸法令等に従い、学則、教授会規程等に基づき、教学および
教員人事に関する重要事項を中心に、審議・決定がなされている。
〈13〉共通教育推進機構

本機構が所管する各種委員会規程、体育教育研究センター教授会規程に基づき、管理運
営が行われている。
〈14〉経済学研究科

当研究科の管理運営は、「京都産業大学大学院学則」に基づく「大学院経済学研究科会
議規程」によって運営されている。
〈15〉マネジメント研究科

研究科管理職として、マネジメント研究科長を置き、その下にマネジメント研究科会議
を設置し、それらの権限を明確に定めた上で、管理運営を行っている。諸規程等を適宜見
直し改定整備を行うことにより、適切な運用を図っている。研究科長の権限・責任につい
て研究科会議規定および関連諸規定において明確に定めている。研究科長は経営学部長と
の兼任であり、学部長の選出には経営学部学部長候補者選考手続細則および経営学部学部
長候補者選考手続要領により明文化されそれらの細則・要領に則り適切な選出が行われて
いる。
〈16〉法学研究科

大学院学則、ならびに京都産業大学大学院法学研究科会議規程（2011（平成23）年12月
１日制定）に基づいて管理運営されている。
〈17〉外国語学研究科

「外国語学研究科規程」に則って、大学院委員会の権限・目的等を明らかにし、定期的に、
また必要に応じて臨時に、会議を開催している。
〈18〉理学研究科

全学の規程以外、理学研究科独自のものとしてはない。
〈19〉工学研究科

学校教育法をはじめとする諸法令等に従い、大学院学則、研究科会議規程等に基づき、
大学院に関する重要事項を中心に、審議・決定がなされている。
〈20〉先端情報学研究科

「京都産業大学教授会規程」に基づいて制定された工学研究科会議規程および先端情報
学研究科会議規程によって円滑に開催・運営されている。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組
「京都産業大学教授会規程」に基づいて制定された工学研究科会議規程および先端情報

学研究科会議規程によって円滑に開催・運営されている。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

「経済学研究科会議（通信教育課程）」において、運営上の方針や問題点についての話し
合いのほか、入学者選抜、最終課題レポート・修士論文の審査等を行っている。会議は月
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に１度であるが、メーリングリストによって日頃から意思疎通を図り、問題点の共有やノ
ウハウの構築に役立っている。
〈23〉法務研究科

大学院学則に則り京都産業大学研究科会議規程を制定しているほか、運営委員会その他
の各委員会についてもそれぞれ規程を定めて管理運営を行っている（資料９−２）。

（３）大学業務を支援する事務組織が設置され、十分に機能しているか。
〈１〉大学全体

本法人が設置している学校は、大学（大学院含む）、附属中学校・高等学校、幼稚園で
ある。この組織を円滑に運営するために、事務組織を置き、学校法人京都産業大学組織及
び職制規程（資料９−１−２）ならびに学校法人京都産業大学事務分掌規程（資料９−１
−４）により、それぞれの所属における業務内容等を規定している。事務組織については、
教育・研究、学生支援、社会貢献等の目的が達成できるよう柔軟に改編しながら今日に至
っている。

現在の事務組織の構成は、学校法人京都産業大学組織図（資料９−１−３）のとおりで
ある。また、教学組織を支援する体制および機能を見直し、教務事務の総括を行っていた
教務部と学部ごとに配置していた学部事務室とを統合し、2007（平成19）年10月に教学セ
ンターを立ち上げた。同時に、学部運営を支援してきた学部事務長の役割を学部長のリー
ダーシップを支える者として特化させ、役職名を学部長補佐として、各学部・研究科に配
置している。大学院については、大学院全体を統括し、支援する事務組織を設けている。

事務組織への人員配置においては、事務職員を課（室を除く）の下に所属させるのでは
なく、部に所属させている。事務組織の方針としている「専任職員少数精鋭体制の実現」
に基づき、各部・室ともに専任職員は絞られた人員となっている。専任職員の業務内容を
高度化・専門化した業務へとシフトさせており、定型業務については、特定職員（嘱託・
契約・人材派遣等）がこれに当たっている。

また、学校法人京都産業大学事務部長会規程（資料９−１−８）に基づき、事務部長会
を設置し、事務局の運営に関する事項の審議、報告、情報共有を図っている。
〈２〉経済学部

大学のさまざまな部局との連携により、円滑な事務運営が成り立つ組織ができ上がって
いる。たとえば学部長を補佐し、学部の運営を円滑に行うために学部長補佐を置いており、
教授会にも出席し、教員と職員の情報の交換を円滑にしている。
〈３〉経営学部

学部業務運営ならびに教育・研究活動支援に必要な事務を行うための事務組織を設けて
いる。経営学部教授会や各種委員会（資料ケ−20）に学部長補佐が出席し、オブザーバー
として参加し、意見等の具申を行うことで、事務機能の改善・業務内容の多様化への対応
を果たしている。
〈４〉法学部

法学部事務室が設置されている。学長室所属の学部長補佐の下、教学センターに所属す
る専任・契約職員４名が配置されている。充分に機能している。
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〈５〉外国語学部
教育・研究活動の支援、その他大学運営に必要な事務等を行うための事務組織を設けて

いる。また、必要な事務職員を配置している。
〈６〉文化学部

文化学部事務室が設置されている。学長室所属の学部長補佐の下、教学センター所属の
事務主任・事務職員・契約職員がおり、主に学部の日常業務や教員の教育・研究支援を行
っており、十分に機能している。
〈７〉理学部

理学部の業務を支援する事務組織として、理学部事務室が設置され、機能している。
〈８〉コンピュータ理工学部

本学の方針として、全学部共通の教学である入学、受講、成績、卒業に関連した事項は
それぞれの管理部署で一括管理し、そこからの情報の提供により、学部教授会にて審議、
決定しており、機能している。
〈11〉総合生命科学部

事務組織は、教育・研究等の目的が達成できるよう、柔軟に改編・整備されている。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

事務組織は、教育・研究等の目的が達成できるよう、柔軟に改編・整備されている。
〈13〉共通教育推進機構

共通教育推進機構、体育教育研究センターに事務職員が配置され、十分に機能している。
〈14〉経済学研究科

当研究科の教員組織は、学部の人材と兼任であり、事務組織についても同様である。在
籍する研究科生数が比較的少ないので、事務組織上の混乱はほとんどない。
〈15〉マネジメント研究科

研究科業務運営ならびに教育・研究活動支援に必要な事務を行うための事務組織を設け
ている。研究科会議、各種委員会（資料ケ−20）において、研究科長補佐がオブザーバー
として参加し、意見等を述べることで、事務機能の改善・業務内容の多様化への対応を果
たしている。
〈16〉法学研究科

大学院事務室と法学部事務室が、法学研究科の事務を管掌している。限られた人員であ
るが、充分に機能している。
〈17〉外国語学研究科

教育・研究活動の支援、その他大学院運営に必要な事務等を行うための事務組織を設け
ている。また、必要な事務職員を配置している。
〈18〉理学研究科

教学センターと理学部事務室があって、機能している。
〈19〉工学研究科

事務組織は、教育・研究等の目的が達成できるよう、柔軟に改編・整備されている。
〈20〉先端情報学研究科

研究科に関する業務は、教学センター（コンピュータ理工学部担当）で行い、さらに大
学院事務室を設置し、大学院事務的業務の統括を行っている。
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〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

研究科に関する業務は、教学センター（コンピュータ理工学部担当）で行い、さらに大
学院事務室を設置し、大学院事務的業務の統括を行っている。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

入試業務を除き、研究科事務は基本的には経済学部事務室が兼務しているが、その中に
本研究科の事務を専任する事務職員が配置されており、教職員間の連絡において、学部や
通学制研究科の連絡と本課程に関する連絡事項が混同されないよう対策されている。
〈23〉法務研究科

法務研究科事務室を設置し、研究科長補佐以下６名の事務職員が置かれており、教育・
研究の補助、学生の支援を行っている。

（４）事務職員の意欲・資質の向上を図るための方策を講じているか
〈１〉大学全体

本学では、2003（平成15）年10月に事務職員の人事考課制度を導入した。これは、期首
に目標を明確にし、その達成度により人事考課を行うものである。人事考課を行うことに
より事務職員一人ひとりの職務遂行能力を正確に測ることができ、個人の強み、弱みを所
属長が把握することにより、ＯＪＴによる育成計画を立てることができる。

また、事務職員の資質向上を図るため、京都産業大学事務職員研修規程（資料９−１−
11）を制定し、学内研修、学外派遣研修、学外出向研修、職員海外研修、大学院研究科職
員派遣研修、自己啓発研修といった総合的な研修計画を策定している。
〈２〉経済学部

特に教学面においては、教員と密接な連携関係を築き上げており、それをもとに事務職
員の積極的な教学支援を図っている。さらに、本学や他大学で開催される各種の研究会に
も積極的に参加している。
〈３〉経営学部

大学として各種研修の参加、関連諸機関への出向によって、その意欲・資質の向上を図
る方策を講じ、その成果が事務職員の意欲・資質向上に着実に反映されている。
〈４〉法学部

事務組織内での研修が行われている。教員との合同会議も数多くあり、研修や意欲向上
に資している。
〈５〉外国語学部

教育研究活動に関して、教員個人および学科・専修レベルで事務職員と密に意思疎通を
図り、事務組織の機能を高める努力をしている。
〈６〉文化学部

大学として各種の事務職員研修制度が実施されている。
〈７〉理学部

理学部として独自の方策は講じていない。
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〈８〉コンピュータ理工学部
学部担当の事務職員も学部教授会に参加することとし、教員および事務職員の間の情報

共有を図り、双方の意欲と資質を向上させている。
〈11〉総合生命科学部

職員の育成を重視した人事制度が導入されるとともに、研修体制が整備されている。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

職員の育成を重視した人事制度が導入されるとともに、研修体制が整備されている。
〈13〉共通教育推進機構

本機構としては特に講じていない。
〈14〉経済学研究科

全学的な事務職員の意欲・資質向上のための対策は、自己啓発とＯＪＴに基本を置いて
いるが、事務職員のための研究科独自のものは存在しない。
〈15〉マネジメント研究科

大学として各種研修の参加、関連諸機関への出向によって、その意欲・資質の向上を図
る方策を講じ、その成果が事務職員の意欲・資質向上に着実に反映されている。
〈16〉法学研究科

事務組織内で研修が行われている。ＦＤ関連では、教員とともに意欲・資質向上のため
の研修の機会がある。
〈17〉外国語学研究科

教育研究活動に関して、教員個人および研究科レベルで事務職員と密に意思疎通を図り、
事務組織の機能を高める努力をしている。
〈18〉理学研究科

各種研修制度が存在する。
〈19〉工学研究科

職員の育成を重視した人事制度が導入されるとともに、研修体制が整備されている。
〈20〉先端情報学研究科

人事考課制度を導入し、資質の向上を図るとともに、研修会の開催で意欲・資質の向上
を図っている。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

人事考課制度を導入し、資質の向上を図るとともに、研修会の開催で意欲・資質の向上
を図っている。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

現在のところ方策を講じる必要性を認めない。
〈23〉法務研究科

法務研究科主催の講演会等には積極的に参加させている。全学的には通信教育や資格・
検定受験、書籍購入を助成する自己啓発研修助成制度や職階別の研修等がある。
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２．点検・評価
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体

部局長会での審議、報告事項については、教員に対しては、各学部教授会で報告、事務
職員に対しては、事務部長会で報告される。また、併せてポータルサイト「ＰＯＳＴ」に
レジュメと資料を掲載し、情報の共有化を図っている。

前述のとおり学長、副学長が理事に就任していることから、毎週１回開催する常任理事
会において、総合的な観点から方向性や課題の共有、意思疎通が十分に行える等、法人と
教学との連携が円滑に機能している。また、常任理事会には、総務部長、学長室長が出席
し、事務組織との連携も機能している。

事務職員の人事考課制度も2003（平成15）年に導入以降、問題点を修正し、定着してお
り、事務職員の人事配置および育成課題の明確化等に活用できている。
〈２〉経済学部

毎月１回開催される定例教授会のほかに、臨時教授会、さまざまな委員会を組織し、円
滑な学部運営がなされている。
〈３〉経営学部

学科主任、学科会議を設置していないため、学部教授会と各種委員会の一元管理体制が
ととのっている。会議に参加する事務職員が発言でき、管理運営を円滑にしている。
〈４〉法学部

法学部の管理運営は、明文化された規程に基づいて遂行されている。定められている規
程は、本学の規程集に体系的に明示されている。
〈５〉外国語学部

管理運営方針に基づき、必要となる規程を定め、それに基づいた管理運営を適切に行っ
ている。学部長は各委員会の委員長、および６学科４専修の主任と連携しながら、円滑な
学部運営に努力している。また、2011（平成23）年度から副学部長職を設けることで効率
性が向上した。
〈６〉文化学部

各種委員会が有効に機能して、教授会での審議を円滑に進めることに役立っている。
〈７〉理学部

教授会規程、学部長選考規程が定められ、これに基づいて管理運営が行われている。
〈８〉コンピュータ理工学部

多くの審議事項がある場合やタイムリーな審議を必要とする場合には、適宜、臨時の学
部教授会を開催し、迅速な決定に寄与している。
〈11〉総合生命科学部

教授会では、主に教学に関する事項について審議・決定されるが、この審議を円滑に進
めるため、学科主任会議や各種委員会を設置して、審議内容の草案作成等を行っている。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

教授会では、主に教学に関する事項について審議・決定されるが、この審議を円滑に進
めるため、学科主任会議や各種委員会を設置して、審議内容の草案作成等を行っている。
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〈14〉経済学研究科
在籍する研究科生数が少ないので、管理運営はスムーズに実施されている。

〈15〉マネジメント研究科
会議に参加する事務職員が審議に際して発言でき、円滑な管理運営に役立っている。

〈16〉法学研究科
本学の規程集を繙けば、本学の管理運営が全般に規則に基づいて行われていることは一

目瞭然である。法学研究科もまた規則に基づく管理運営を原則としている。
〈17〉外国語学研究科

管理運営方針に基づき、必要となる規程を定め、それに基づいた管理運営を適切に行っ
ている。研究科委員長は各委員会の構成員と連携しながら、円滑な研究科運営に努力して
いる。
〈18〉理学研究科

理学研究科の管理運営方針の決定は研究科会議によって民主的に行われている。
〈19〉工学研究科

研究科会議では、主に研究課程、研究指導、学位論文の審査および教員人事（昇任）に
ついて審議・決定されるが、研究科長が中心となって、効率的に機能していると言える。
〈20〉先端情報学研究科

年次進行に従い工学系研究科情報通信工学専攻を改組し、先端情報学研究科へのスムー
ズな移行を進めている。先端情報学研究科の新任担当教員の増加により運営業務の効率的
な分担体制がととのった。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

年次進行に従い工学系研究科情報通信工学専攻を改組し、先端情報学研究科へのスムー
ズな移行を進めている。先端情報学研究科の新任担当教員の増加により運営業務の効率的
な分担体制がととのった。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

マンツーマン方式であるため、教員と研究科生の間だけで済まされてしまいがちな管理
運営に関する意見交換が、自己点検評価委員会によって集約され、教職員全体で共有され
ている。
〈23〉法務研究科

2012（平成24）年４月１日に研究科長が交代したのを機に、教員の負担を軽減するとと
もに、各委員会の役割が十分に果たせるよう法務研究科の各委員会組織の合理化を行った。

②改善すべき事項
〈１〉大学全体

教授会、部局長会の議を経て、常任理事会で決定する事項については、それぞれの会議
体の開催日程の関係から、意思決定に時間を要することがあるため、スピード化を図る必
要がある。

常任理事会において、法人と教学との連携はうまくいっているが、半面、常任理事会で
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審議する事項が多く、重要議案を審議する時間を確保するため、議案の整理が必要である。
また、事務部長会については、報告および情報共有が中心となる傾向にあることから、

位置付けの整理が必要である。
〈２〉経済学部

学部事務室は、学部を通さずに直接教員に情報が届く共通教育の授業に関して情報が不
足していることがあるので、学部事務室により多くの情報が届くようにする必要があるか
もしれない。
〈４〉法学部

法学部教授会は法学部事務室とともに、全学的な管理運営において、重要な役割を果た
している。ただ近年、管理運営に当たるべき業務が急速に増大し、教授会も事務室も過重
負担にあえいでいる。人員の増加が望まれる。
〈５〉外国語学部

学部事務に習熟した職員が十分な引き継ぎもないまま、他の職員と変更されることがあ
り、研究・教育の円滑な遂行上問題が生じることが多い。
〈６〉文化学部

より堅固な管理運営体制の構築に向けて、他学部のみならず、他大学の状況についても、
必要に応じて情報収集に努め、参考にすることも検討する余地があろう。
〈８〉コンピュータ理工学部

全学共通の教学事項を処理している管理部署と学部の作業分担によるタイム・ラグ、意
見の相違などが学部教授会で常に問題となり、これを改善するための方策を引き続き検討
する。
〈11〉総合生命科学部

教員の採用および昇任に関する事項を審議する人事委員会の設置が、未整備の状態であ
る。
〈15〉マネジメント研究科

本学部各種委員会との比較という点において、マネジメント研究科各種委員会の活動が
不活発であり、この点の改善が望まれる。
〈16〉法学研究科

法学部事務室は、法学部と法学研究科、双方の管理運営の事務を担当している。過重負
担である。人員増が望まれる。
〈17〉外国語学研究科

研究科事務に習熟した職員が十分な引き継ぎもないまま、他の職員と変更されることが
あり、研究・教育の円滑な遂行上問題が生じることが多い。
〈20〉先端情報学研究科

高度情報化社会を支える専門知識と技術や応用力を備えた人材を育成することを目標と
しているが、その目標達成のための取り組みが不十分である。
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３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体

法人と教学の連携、また、事務組織との連携は機能しているが、常任理事会の審議、決
定事項が構成員に共有できているかといった点の検討を進める。

また、事務職員の人事制度については、処遇への反映を含め、事務職員の意欲、資質を
向上させることができる制度となっているかを継続的に点検する。
〈２〉経済学部

職員である学部長補佐が教授会に出るだけではなく、絶えず学部長とコンタクトをとる
ことで、教職員が一体となった学部運営をすることが可能になっている。
〈３〉経営学部

大学院を取り巻く状況が複雑化する中、経営学部担当の事務職員以外の学内事務職員と
いかに連携して効果を上げるかの体制を構築する。
〈４〉法学部

法学部が関わる管理運営が、基本的に、定められた規則に基づいて遂行されるようにな
っている。加えて、法学部教授会、法学部の各種委員会、法学部各教員、法学部事務室が、
全学的な管理運営業務の遂行において、重要な役割を果たさなければならないという点で
コンセンサスがある。
〈５〉外国語学部

副学部長が学部運営でより機能的に活動できるよう、その業務内容を検討している。
〈６〉文化学部

他学部の規程を参考にし、より公平で現状に見合った新たな人事規程を作成し、始動さ
せている。
〈７〉理学部

今後も明文化された規程に基づいて管理運営を行う。
〈８〉コンピュータ理工学部

学部内でのメーリングリストやホームページなどを利用して、さらにタイムリー性を向
上させる。
〈11〉総合生命科学部

学部長を補佐し、学部運営を効率的かつ効果的に行うため、職員である学部長補佐を置
き、教授会にも出席し、意見・提案等を行っている。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

学部長を補佐し、学部運営を効率的かつ効果的に行うため、職員である学部長補佐を置
き、教授会にも出席し、意見・提案等を行っている。
〈14〉経済学研究科

研究科生の人数が少ないこともあり、教員や事務職員は比較的一体となって研究科生の
生活実態や進路に関わる問題の情報を共有できている。
〈15〉マネジメント研究科

マネジメント研究科担当以外の事務職員といかに連携して効果を上げるかについて検討
する。
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〈16〉法学研究科
規則に基づく管理運営体制がととのってきた。

〈17〉外国語学研究科
管理運営方針に基づき、必要となる規程を定め、それに基づいた管理運営を適切に行っ

ているが、さらなる充実を図りたい。
〈18〉理学研究科

理学研究科の管理運営方針の決定がより透明に行われるようにする。
〈19〉工学研究科

研究科長を補佐し、研究科運営を効率的かつ効果的に行うため、職員である研究科長補
佐を置き、研究科会議にも出席し、意見・提案等を行っている。
〈20〉先端情報学研究科

大学院担当教員で分担した運営業務の連携と合理化を図るために、各業務の情報を集約
して検討する。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

集約された情報をよりスムーズに全体で共有する仕組みを検討する。
〈23〉法務研究科

委員会を組織したところであり、今後の成果を見て必要があれば、随時改革する。

②改善すべき事項
〈１〉大学全体

意思決定のスピード化、常任理事会の議案の整理については、議案の提出に係る選択を
含めて検討する。

また、事務部長会については、審議事項の整理、明確化を行う。
〈２〉経済学部

近年の改革によって、教員・職員ともに事務的負担が拡大している。
〈４〉法学部

法学部の在籍学生数は約３千名である。多くの分野で、全学的な管理運営に委ねられて
いるとは言え、法学部教授会と事務室が責任を持つべき面も多々ある。人員的に、現状で
は負担が過重であると誰しも感じている。改善が望まれる。
〈５〉外国語学部

学部担当事務の人事に関して、教授会の意向も反映されるよう、事務局との意思疎通を
図るよう努力する必要がある。
〈６〉文化学部

人事制度の運用などについて見守っていきたい。
〈８〉コンピュータ理工学部

全学共通の教学事項を処理している管理部署と学部の間を取り持っている学部事務室の
機能強化を検討する。
〈11〉総合生命科学部

2013（平成25）年４月１日制定に向けて、人事委員会規程の整備に取り組んでいる。
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〈15〉マネジメント研究科
３つのポリシーに基づくカリキュラムの体系的構築作業の進捗を目的とした、マネジメ

ント研究科教務委員会の強化について再検討したい。
〈16〉法学研究科

法学研究科は2013（平成25）年度から、両専攻体制となる。入学定員も一気に倍になる。
しっかりとした管理運営が必須となる。研究科会議も事務室も、体制をととのえていく必
要がある。教員も職員も、人員増が望まれる。
〈17〉外国語学研究科

研究科担当事務の人事に関して、研究科委員会の意向も反映されるよう、事務局との意
思疎通を図るよう努力する必要がある。
〈20〉先端情報学研究科

先端情報学研究科の人材育成の目標達成を目指し、幅広い教育を進めるための大学院教
育カリキュラム検討委員会の設置を行う。また、本研究科の母体である工学研究科情報通
信工学専攻より学生数が大幅に増加しているので、きめ細かい就学支援を行うために事務
組織における学部と研究科の分離を検討する。

４．根拠資料
〈１〉大学全体

資料９−１−１　学校法人京都産業大学寄附行為
資料９−１−２　学校法人京都産業大学組織及び職制規程
資料９−１−３　学校法人京都産業大学組織図
資料９−１−４　学校法人京都産業大学事務分掌規程
資料９−１−５　京都産業大学教授会規程
資料９−１−６　京都産業大学大学院研究科会議規程
資料９−１−７　京都産業大学部局長会規程
資料９−１−８　学校法人京都産業大学事務部長会規程
資料９−１−９　京都産業大学学長選考規程
資料９−１−10　京都産業大学各学部長選考規程
資料９−１−11　京都産業大学事務職員研修規程

〈２〉経済学部
・経済学部教授会規程

〈３〉経営学部
・「経営学部教授会規程」（資料ケ−19）
・「各種委員会委員表」（資料ケ−20）

〈４〉法学部
・学校法人京都産業大学規程集
・京都産業大学学則
・京都産業大学法学部教授会規程
・京都産業大学法学部長候補者選考手続要領
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〈５〉外国語学部
・『京都産業大学の現状と課題 2008−自己点検・評価報告−』
・京都産業大学外国語学部長候補者選考規程

〈６〉文化学部
・京都産業大学文化学部教授会規程
・京都産業大学文化学部人事委員会規程
・京都産業大学文化学部評価委員会規程
・京都産業大学文化学部カリキュラム委員会規程
・京都産業大学文化学部運営委員会規程
・京都産業大学文化学部長候補者選考規程

〈８〉コンピュータ理工学部
・コンピュータ理工学部教授会資料および議事録

〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
・学科の管理運営は、現在、コンピュータ理工学部の学部教授会が代行執行している。

〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
・学科の管理運営は、現在、コンピュータ理工学部の学部教授会が代行執行している。

〈11〉総合生命科学部
・学校教育法・学校教育法施行規則（資料１）
・学則・教授会規程・総合生命科学部教授会規程（資料２）
・学校法人京都産業大学組織及び職制規程（資料３）
・学校法人京都産業大学事務分掌規程（資料４）

〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組
・学校教育法・学校教育法施行規則（資料１）
・学則・教授会規程・工学部教授会規程（資料２）
・学校法人京都産業大学組織及び職制規程（資料３）
・学校法人京都産業大学事務分掌規程（資料４）

〈14〉経済学研究科
・｢京都産業大学大学院学則｣
・｢京都産業大学大学院経済学研究科会議規程｣

〈15〉マネジメント研究科
・「大学院マネジメント研究科会議規程」（資料マ−14）
・「各種委員会委員表」（資料ケ−20）

〈16〉法学研究科
・京都産業大学大学院学則
・京都産業大学大学院法学研究科会議規程

〈17〉外国語学研究科
・『京都産業大学の現状と課題 2008−自己点検・評価報告−』

〈19〉工学研究科
・学校教育法・学校教育法施行規則（資料１）
・大学院学則・大学院研究科会議規程・大学院工学研究科会議規程（資料２）
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・学校法人京都産業大学組織及び職制規程（資料３）
・学校法人京都産業大学事務分掌規程（資料４）

〈20〉先端情報学研究科
・学校法人京都産業大学規程集：京都産業大学大学院先端情報学研究科会議規程

〈23〉法務研究科
・大学院学則（資料９−１）
・研究科会議規程その他各種委員会規程（資料９−２）
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第９章　管理運営・財務
第２節　財務

１．現状の説明
（１）教育研究を安定して遂行するために必要かつ十分な財政的基盤を確立しているか。
〈１〉大学全体
１）中・長期計画と財政状況

経営の状況を示す売上高経常利益率比率を見ると、学校法人全体では、2009（平成21）
年度までは、毎年10％以上を確保できていたが、2010（平成22）年度は5.3％と、前年度
比で８ポイント悪化した。これは、2010（平成22）年度入学者から学費の徴収方法を変更
し、入学初年度納付金額を引き下げたことによって、学生生徒等納付金が減少したことや、
理系学部の新設に伴って、１号基本金への組入れや教育研究経費が増加したこと等が起因
している。2011（平成23）年度においても8.5％と10％台に回復しなかったが、大学部門
単独の収支では、2009（平成21）年度、2010（平成22）年度、2011（平成23）年度と15.9
％、6.5％、10.3％と、2011（平成23）年度において10％台への回復が見られた。基本的に
は、帰属収支差額を10％以上確保し、将来の計画のために資金留保し、財政のバランスを
図ることを、2011（平成23）年度から予算編成方針の柱としている。次に人件費比率につ
いても、2009（平成21）年度までは50％を下回っていたが、2010（平成22）年度から50％
を上回っていることは、注視しなければならない。日本私立学校振興・共済事業団『平成
23年度版　今日の私学財政』における2010（平成22）年度財務比率表（学生数10千人以上
学校法人）における人件費比率では全国平均値が49.2％、と50％を下回っている状況であ
る。また、健全な財政状況を維持するための施策のうち、①施設設備整備計画、②創立50
周年記念事業募金、③資金運用管理の状況について説明を行う。
①施設設備整備計画

創立50周年に向けて策定したグランドデザインに取り込まれている中・長期施設整備計
画として、コンピュータ理工学部、総合生命科学部の新学部の新校舎をはじめ、壬生校地
に新たな知の発信の拠点を整備したが、今後も老朽化校舎の建て替えを中心に学内の施設
整備計画を予定している。これらの建設工事資金としては、主として第２号基本金で対応
するが、一部借入を行い、財政のバランスを損なうことなく良好な収支バランスを維持す
るように配慮することとする。
②創立50周年記念事業募金

2011（平成23）年度から創立50周年記念事業募金を開始し、この寄附金により「サギタ
リウス基金」を創設した。この基金の運用益を活用して、顕著な活動成果を上げた本法人
の学生・生徒などへの支援事業として、新たな「給付奨学金制度」を発足させるととも
に、国内外で活動業績をあげたＯＢ・ＯＧ向けの「卒業生顕彰制度」や新規の交流事業を
創設して、次なる50年の『共創する活気ある京都産業大学』を目指した『オール京都産業
大学絆づくり』に取り組むことにした。なお、募集期間は2012（平成24）年１月から2016

（平成28）年３月末、募金目標額は10億円、個人一口１万円から、法人一口10万円からと
し、本法人ステークホルダーに広く寄附を募り、活気ある京都産業大学を目指すものであ
る（資料９−７）。
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③資金運用管理の状況
次年度の資金運用方針の策定にあたっては、資金運用管理委員会の審議結果を、理事会

で審議し、決議することとしている。資金運用と資金管理については、担当者を分担する
ことで、特定スタッフによる独断的な運用を回避している。また市場の変化に応じて、適
宜、資金運用管理委員会メンバーに情報提供を行うとともに、保有している債券のモニタ
リングを実施している。特に、2010（平成22）年度決算において、第３号基本金引当特定
資産として運用している仕組債の時価評価額が取得価額の50％以下となったことから、評
価減を計上することとなったが、決算を固めるまでに、資金運用管理委員会、理事会への
報告を実施した。また、資金運用関係の諸規程についても、適宜、組織変更や運用環境の
変化に応じて改正を行っている（資料９−４、５、６）。
２）外部資金の受入れ状況（科学研究費補助金、受託研究費等）

科学研究費補助金を代表とする外部資金の申請と採択を促進するために、2007（平成
19）年度から、本学独自の研究支援制度を「総合研究支援制度」を導入した。なお、2007

（平成19）年度からの３年間を１期、2010（平成22）年度からの３年間を２期とし、2013（平
成25）年度からの３年間を３期とした中期計画である。

これまでの支援により、科学研究費補助金への申請件数は2007（平成19）年度の148件
から2011（平成23）年度の256件まで飛躍的な増加が見られ、採択件数も同時期に77件か
ら143件まで大幅に増加した。科学研究費補助金の交付決定額は、2007（平成19）年度の
115,740千円から2011（平成23）年度の496,378千円にとほぼ4倍まで増加した。これに伴い、
科学研究費補助金の間接経費収入も19,020千円から101,418千円まで５倍以上の増加が見ら
れ、帰属収入の増加に貢献している。

また受託研究・共同研究・研究助成寄附金等についても、理系学部の新設の影響によっ
て、2007（平成19）年度の36件に対し、2009（平成21）年度では48件に増加した。受入金
額には大幅な増加は見られないが、今後のさらなる充実が期待される。

（２）予算編成および予算執行を適切に行っているか。
〈１〉大学全体
１）予算編成の適切性と執行ルールの明確性

毎年予算編成にあたって、収入については、大半が学生生徒等納付金であるが、2010（平
成22年）度入学者からの学費徴収方法の変更について、一時的な収入減少を予算計画にも
反映させた。一方、支出については、理事会で承認を得た予算編成方針に基づき、各所属
において、事業計画と予算計画を策定している。これらの採否については、ヒアリング、
プレゼンテーションを経て、最終的に理事会による決議で決定となる。実施にあたっては、
すべて、起案決裁を受けることで、内部統制と予算の適正執行ルールを担保している。ま
た、予算編成時において予定していなかった事業については、まず「予備費」の使用を検
討し、これを超えた場合は、事業計画の縮小や取り止めに伴う予算変更も併せ、「補正予
算取扱要領」（資料９−３）に基づいて、補正予算案を策定し、理事会での承認を得るこ
ととしている。
２）監事監査、会計監査、内部監査機能

監査は、私立学校法第37条第３項に基づく監事監査、私立学校振興助成法第14条第３項
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に基づく監査法人による会計監査、学内規程に基づく監査室による監査機能がある。
①監事による監査

監事による財務監査は、経理部からの月次報告の際に、予算の執行管理をはじめ、ヒア
リングが実施されている。
②会計監査

監査法人による会計監査においては、日々の会計処理が、学校法人会計基準に準拠して
いるかどうかの妥当性の確認が中心となり、各種証憑書類について、監査が実施されてい
る。決算期には、決算監査が実施され、年度末時点では、期末の残高確認が実施されてい
る。
③内部監査

本学は、上記の①監事による監査、②監査法人による会計監査に加えて、2003（平成
15）年に監査室を設置し、規定に基づき、内部監査を実施している（資料９−10）。現在
では、法的公的研究費監査、通常監査に加えて、テーマ別監査、フォロー監査を実施して
いる。

これらの本法人の監事、監査法人、監査室がそれぞれ定期的に連携をとり、あるいは独
立した監査を実施している。決算時には、監査報告会を実施している。また三様監査では、
それぞれの立場から意見交換を行うべく、意見交換会を実施している。
３）予算執行に伴う効果を分析・検証する仕組みの確立

予算編成にあたっては、所属別、業務別に予算を計上するが、これとは別に業務目的別
にコードを設け、それぞれの業務目的別に集計や分析が行えるシステムを構築している。
業務目的別のコードとしては、教育、研究、学生支援、国際交流、管理運営、広報・渉外
といったものを設けている。

２．点検・評価
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体

予算編成時において、管理部門の予算を圧縮するよう協力を求め、管理部門の一部の経
費を削減できた。前述のとおり、科学研究費補助金、受託事業等の採択件数増加によって、
帰属収入の増加に効果が上がった。

②改善すべき事項
〈１〉大学全体

財務比率での帰属収支差額については、最低10％を将来の計画に担保し、財政の安定を
図ることが求められる。また、予算執行管理については、現行の財務システムでは、支払
実行までの支払予定の状況は反映できないことから、予算残額管理がリアルタイムに対応
できていないことが難点である。
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３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体

管理部門の経費の削減ついては、学校法人創立50周年記念事業の展開によって流動的と
なるが、継続して経費節減に努めたい。前述のとおり、科学研究費補助金、受託事業等の
採択件数増加によって、帰属収入の増加にも効果が上がったことを受け、今後も継続して
外部資金が獲得できる優れた事業を展開していく。

②改善すべき事項
〈１〉大学全体

財務比率での帰属収支差額を、10％以上収入超過として確保するためには、収入増加の
方策と支出の削減の方策をとるべきであるが、支出については、消費税の増税もあり困難
な状況ではあるが、人件費をはじめすべての支出項目について、適正かどうかを検討する
必要がある。

会計基準の見直しの動向によって、本学の財務システムが影響を受けることとなるが、
法令や通達を遵守するのは当然であり、今後の財務状況の公表について、よりわかりやす
い内容とするよう心がける。現行、財務システムでの不充分な点を改善すべく、パッケー
ジも含めた新たな財務システムへの対応に向けて、速やかに準備調査を行う。なお、実施
にあたっては、プロジェクト方式など、経理部以外の部署とも連携をとりながら行う。

４．根拠資料
〈１〉大学全体

資料９−１　創立50周年（2015年）を目指した『グランドデザイン』の実現に向けて（既
　　　　　　　出資料６−１）

資料９−２　学校法人京都産業大学経理規程
資料９−３　補正予算編成取扱要領
資料９−４　学校法人京都産業大学資金運用管理規程
資料９−５　学校法人京都産業大学資金運用管理委員会規程
資料９−６　学校法人京都産業大学資金運用管理基準
資料９−７　学校法人京都産業大学創立50周年記念事業募金委員会規程
資料９−８　学校法人京都産業大学学費委員会規程
資料９−９　学校法人京都産業大学学費納入規程
資料９−10　学校法人京都産業大学内部監査規程
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第10章　内部質保証

１．現状の説明
（１）大学の諸活動について点検・評価を行い、その結果を公表することで社会に対する説
明責任を果たしているか。
〈１〉大学全体
①自己点検・評価の実施と結果の公表

1997（平成９）年に「京都産業大学自己点検・評価運営委員会規程」「京都産業大学自
己点検・評価運営小委員会規程」を制定し、大学の諸活動について点検・評価活動を推進
する京都産業大学自己点検・評価運営委員会（以下、「全学自己点検・評価運営委員会」
という。）を設置した。これまでに、点検・評価活動の結果として、1998（平成10）年、
2000（平成12）年、2004（平成16）年、2008（平成20）年に自己点検･評価報告書を取り
まとめ、ホームページを通じて広く公開している（資料10−１）。

また、2001（平成13）年度、2009（平成21）年度と公益財団法人大学基準協会の大学評
価（認証評価）を受け、その結果として受けた「京都産業大学に対する大学評価（認証評
価）結果」およびその結果の中で提言として挙げられたものの対応状況を公表している。
②情報公開の内容・方法の適切性、情報公開請求への対応

情報の公開については、学校教育法施行規則第172条の２に基づき、学生に関する情報、
教育課程に関する情報、学修の成果に関する評価および卒業の認定にあたっての基準に関
する情報、学習環境に関する情報、学生納付金に関する情報、学生支援と奨学金に関する
情報、教育の国際連携、大学認証評価・設置認可申請書などを教育情報の公開として、本
学ホームページに掲載している（資料10−２）。

また、財務情報、事業計画書、事業報告書についても、本学ホームページに掲載してい
る。さらに、毎年の予算・決算については、学生および保護者向けのキャンパス・マガジ
ン『サギタリウス』にわかりやすく解説を加え、説明している。

なお、情報公開請求については、学校法人京都産業大学財務情報公開に関する取り扱い
要領に基づき対応している。
〈２〉経済学部

学部の自己点検・評価委員会、ＦＤ委員会などで学部の諸活動を点検し、パンフレット
や学部ホームページ等で、結果を公表している。
〈３〉経営学部

学部の自己点検・評価委員会が中心となって『経営学部自己点検・自己評価報告書』を
約２年ごとに作成している。学部・学科の教育システム・カリキュラム・専任教員の研究
業績等の諸活動は、ホームページで公開されており、社会に対する説明責任を果たしてい
る。情報公開請求については、請求を受けた場合には積極的に請求に応えたい。
〈４〉法学部

直近の自己点検・評価報告書は、2008（平成20）年版であるが、その翌年の認証評価結
果とともに、大学ホームページに公表されている。その他、大学に関する基本的な情報は、
財務状況報告も含め、大学ホームページに公表されている。法学部もホームページに数々
の基本情報を公開している。社会に対する説明責任は果たしていると言える。法学部には
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自己点検・評価委員がおかれ、全学の同委員会と連携しつつ、社会に対する説明責任を果
たすべく、日々活動している。
〈５〉外国語学部

全学レベルでは、1998（平成10）年から３度にわたり自主的に自己点検・評価を実施し、
その内容をホームページで公開している。学部の自己点検・評価委員会は、全学の委員会
の要請に応じて活動し、学部の実情の詳細な検討により間接的に貢献しているが、現時点
では自主的な活動とは言えない。
〈６〉文化学部

文化学部の教育については、学生による授業評価を行い、2012（平成24）年度よりその
結果を学部長がまとめ、ホームページで報告として公表している。

また、大学全体の自己点検・評価運営委員会の下に、学部長・人事委員を基礎とする学
部の自己点検・評価委員会が置かれ、自己点検・評価を行っている。2008（平成20）年度
にまとめたものは、大学全体の報告書として大学のホームページ上に掲載され、大学基準
協会の認証評価を受けている。
〈７〉理学部

全学の自己点検・評価運営委員会の下、理学部自己点検・評価委員会が設けられている。
〈８〉コンピュータ理工学部

全学自己点検・評価運営委員会の下、学部にコンピュータ理工学部自己点検・評価委員
会を設け、自己点検・評価を定期的に実施している。自己点検・評価の報告書を大学のホ
ームページに掲載し、本学以外の一般者に公表している。公的な刊行物（大学案内など）、
ホームページなどによって、受験生を含む社会一般に対して公表する情報が、法令上求め
られている事項を中心としたものであることを教授会・学科会議・事務室においてチェッ
クを行っている。オープンキャンパス、教育懇談会（京都産業大学DAY）、学部・学科ホ
ームページなどを通じて、情報公開に積極的に取り組み、大学に対する理解向上の努力を
行っている。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

全学自己点検・評価運営委員会の下、学部に理学部自己点検・評価委員会を設け、自己
点検・評価を定期的に実施している。自己点検・評価の報告書を大学のホームページに掲
載し、本学以外の一般者に公表している。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

全学自己点検・評価運営委員会の下、学部に工学部自己点検・評価委員会を設け、自己
点検・評価を定期的に実施している。自己点検・評価の報告書を大学のホームページに掲
載し、本学以外の一般者に公表している。
〈11〉総合生命科学部

全学部共通の公開項目に加え、学外者や学長を含めた諮問委員会の報告も公開している。
さらに詳しい情報は、本学で最初に作られた学部の年報に全教員の活動と成果が公開され
ており、学部自己点検・評価委員会での自己点検も開始された。また、学部内研究交流会

（学内公開）での成果発表等をもとにしたプロジェクト制度も取り入れて、研究の活性化
と学部の透明化を図り、責任を果たしている。
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〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組
自己点検・評価運営委員会を中心とした全学的かつ自主的な活動の一環として、学部の

自己点検・評価を行っている（根拠資料１）。また大学基準協会による認証評価の結果に
ついても大学のホームページで全文を公開している（根拠資料２）。大学の教育・研究上
の基本情報については、自己点検・評価および認証評価において点検・評価が行われてい
るものの、その内容に関する定期的な刊行物やホームページによる公表は学部独自に行え
るもの（たとえば研究業績）とそうでないもの（たとえば学生の入学、在学および卒業／
進学／就職などに関するデータ）が混在しており、大学全体および学部独自の方針が定ま
っていないため、十分には実行できていない。
〈13〉共通教育推進機構

全学的に実施されてきた自己点検・評価の中で、本機構も自己点検・評価を行い、その
結果を公表することで社会に対する説明責任を果たしている。
〈14〉経済学研究科

第２章１−（２）で述べたように　経済学研究科では、大学院自己点検・評価委員会が
設置されている。また、教育研究活動の状況については、大学院学則が定めているように、
一定期間ごとに認証評価を受けることになっている。こうした機会に定期的に作成される

『自己点検・評価報告書』は大学のホームページ等によって社会に公開されている。
〈15〉マネジメント研究科

「大学院マネジメント研究科自己点検・評価委員会」を設置したのが2010（平成22）年
度であり、その後毎年度自己点検・評価を実施している。マネジメント研究科の教育シス
テム・カリキュラム・専任教員の研究業績等の諸活動は、ホームページで公開されており、
社会に対する説明責任を果たしている。情報公開請求については、請求を受けた場合には
積極的に請求に応えたい。
〈16〉法学研究科

直近の自己点検・評価報告書は2008（平成20）年版であるが、その翌年の認証評価結果
とともに、大学ホームページに公表されている。その他、大学に関する基本的な情報は、
財務状況報告も含め、大学ホームページに公表されている。本学大学院も法学研究科も、
ホームページに数々の基本情報を公開している。社会に対する説明責任は果たしていると
言える。
〈17〉外国語学研究科

全学レベルでは、1998（平成10）年から３度にわたり自主的に自己点検・評価を実施し、
その内容をホームページで公開している。
〈18〉理学研究科

自己点検・評価を定期的に行い、ホームページで公表している。
〈19〉工学研究科

自己点検・評価運営委員会を中心とした全学的かつ自主的な活動の一環として、専攻科
の自己点検・評価を行っている（根拠資料１）。また大学基準協会による認証評価の結果
についても大学のホームページで全文を公開している（根拠資料２）。大学の教育・研究
上の基本情報については、自己点検・評価および認証評価において点検・評価が行われて
いるものの、その内容に関する定期的な刊行物やホームページによる公表は専攻科独自に
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行えるもの（たとえば研究業績）とそうでないもの（たとえば大学院生の入学、在学およ
び卒業／進学／就職などに関するデータ）が混在しており、大学全体および研究科独自の
方針が定まっていないため、十分には実行できていない。
〈20〉先端情報学研究科

工学研究科通信工学専攻においては自己点検・評価運営委員会を設け、自己点検・評価
活動を行ってきた。その点検結果については全学的にまとめた報告書として公刊している。
また本学のホームページ上にも掲載され、社会に広く公開している。一方、先端情報学研
究科先端情報学専攻においてもこれを引き継ぎ、本学の自己点検・評価活動に沿って、自
己点検・評価を行い、研究科の専任教員を含めた自己点検・評価委員会や教員評価委員会
を組織し、大学院の教育および研究のあり方、さらに教育方法や成績評価の的確性等につ
いて、厳格な点検・評価を行っていく予定である。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

工学研究科通信工学専攻においては自己点検・評価運営委員会を設け、自己点検・評価
活動を行ってきた。その点検結果については全学的にまとめた報告書として公刊している。
また本学のホームページ上にも掲載され、社会に広く公開している。一方、先端情報学研
究科先端情報学専攻においてもこれを引き継ぎ、本学の自己点検・評価活動に沿って、自
己点検・評価を行い、研究科の専任教員を含めた自己点検・評価委員会や教員評価委員会
を組織し、大学院の教育および研究のあり方、さらに教育方法や成績評価の的確性等につ
いて、厳格な点検・評価を行っていく予定である。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

自己点検・評価委員会を中心として、自己点検・評価報告書を作成し、大学ホームペー
ジ上においても公開している。
〈23〉法務研究科

法務研究科においては、2008（平成20）年以降、自主的に毎年度自己点検・評価を行う
ものとし、その結果をホームページ上で公表している（資料10−１）。

（２）内部質保証に関するシステムを整備しているか。
〈１〉大学全体
●方針と手続きの明確化、組織・システムの整備
①京都産業大学自己点検・評価運営委員会

全学自己点検・評価運営委員会は、「京都産業大学自己点検・評価運営委員会規程」第
１条に規定されているとおり、その目的を「大学、学部等の教育理念・目標に沿って、教
育研究水準の向上を図り、本学の目的および社会的使命を達成するため、本学における
教育研究活動等の状況について自ら点検および評価を行う。」とし、大学の全部門（教育、
研究、管理、運営）からの代表者35名から構成される文字どおり全学的な自己点検・評価
の中心委員会である。

また、各学部、各研究科、研究所に自己点検・評価委員会を設け、それぞれの自己点
検・評価委員会から１名を全学委員会の構成員とすることを定めている。これにより全学
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委員会と各学部、各研究科、研究所の自己点検・評価委員会との連携が強固に保たれ、全
学委員会で決定した方針・取組に基づいて各学部、各研究科、研究所でも自己点検・評価
を実施する組織的な体制となっている（資料10−３）。

さらに、法務研究科（法科大学院）では、本学教員以外の者に委員を委嘱し、外部評価
委員会の評価も導入している。
②京都産業大学教員評価委員会

2004（平成16）年に「京都産業大学全学教員評価委員会規程」を制定し、「教員の研究・
教育活動の一層の活性化を図ることによって、本学の建学の精神と教学の理念を実現し、
本学に託された社会的使命を果たすため、本学専任教員の教育領域、研究・専門領域、学
内貢献度・社会貢献度の各領域における活動を点検し、評価を実施する」ことを目的とす
る京都産業大学教員評価委員会（以下、「全学教員評価委員会」という。）を設置した。委
員長には副学長を充て、委員には各学部長・研究科長・センター長を充て、全専任教員の
所属長を構成員とする委員会となっている。さらに学部・研究科・センターごとに各学部
等の教員評価委員会を設置し、全学教員評価委員会で決定した方針に基づいて、実際の教
員評価を実施する（資料10−４）。
③個人情報保護委員会

個人情報の保護に関しては、個人情報保護委員会を設置し、個人情報保護に関する全学
的な施策を審議するほか、個人情報の適正な取り扱いを確保するための研修等の企画・実
施を行っている。

また、法人の組織として監査室を設置し、各種の監査に加え個人情報の適正な取り扱い
がなされているかについても監査を行っている。
④監査室

監査室では、法令、各種規程に則り、「法的（公的研究費）監査」「通常監査」「テーマ
監査およびフォロー監査」を行っている。

法的（公的研究費）監査では科学研究費補助金等を対象とし、それらが適正に執行され
ているかを、通常監査では、業務計画（達成状況）や資産管理、労務管理、事務管理およ
び課題を監査視点とし、管理運営が適正に行われているかを、テーマ監査では、個人研究
費の執行状況が適正に運用しているかを監査している。フォロー監査では、未改善指摘事
項の進捗状況を把握し、早期改善につなげることとしている。

また、監事と監査法人、監査室は情報の共有化を図り、それぞれの監査が円滑に行われ
るよう「三様監査連絡会」を年２～３回行っている。さらに、経理部とも意見交換会等を
実施している。
⑤部局長会、常任理事会

全学自己点検・評価運営委員会、全学教員評価委員会についての意思決定機能は、教学
最高の意思決定機関である部局長会、そして学内理事で構成される常任理事会で行われる

（資料10−５）。
〈２〉経済学部

全学の自己点検・評価委員会の下、学部にも自己点検・評価委員会を置き、さらにＦＤ
委員会も参加し、内部質保証システムを機能させるようにしている。
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〈３〉経営学部
経営学部教員評価委員会が策定した教員評価基準に則り、教員評価委員会が主体的に教

員評価を行うシステムを構築することにより、内部質保証に取り組んでいる。2011（平成
23）年度から、シラバスの内容と教育の質保証の整合性の観点からＰＤＣＡサイクルに合
わせた点検・評価を行っているが、さらなる整備に向けて、個別科目レベルおよび組織レ
ベルにおける内部質保証システムの双方の構築をめざし、授業アンケート（資料ケ−９）

（資料ケ−22）の改善、「各種教育プログラム」の構築作業に取り組んでいる。
〈４〉法学部

自己点検・評価に基づく改善については、法学部教授会が責任主体となり、その下にあ
る各種委員会とともに、対処してきた。大学基準協会からの指導事項にも対処してきた。

授業評価アンケートについては、ＦＤ委員会がこれを受けとめ、教授会に提言する。受
験生からの評価については、入学センターを介して、法学部に伝えられる。就職先からの
評価については、進路センターを介して伝えられる。各種委員会がこれらを受けとめて､
教授会に提言する。また法学部には教員評価委員会がおかれ、個々の教員に関する厳格な
教員評価にあたっている。
〈５〉外国語学部

2004（平成16）年度から自己点検・評価運営委員会を通した全学的なＰＤＣＡサイクル
の検討が開始されたのに伴い、外国語学部の自己点検・評価運営委員会でも毎年点検活動
を行っている。また、学部の教員評価委員会の活動はＰＤＣＡサイクルの構築に貢献して
いる。
〈６〉文化学部

文化学部の内部質保証に関しては、学部の運営委員会、人事委員会、自己点検・評価委
員会、教員評価委員会、ＦＤ委員会などがその役割を果たしている。

2011（平成23）年度には文化学部の３つのポリシーを作成し、カリキュラムとディプロ
マ・ポリシーとの関係をカリキュラム・マップとして提示した。学部開講科目の到達目標
とディプロマ・ポリシーとの対応関係を明確にするため、カリキュラム・チェックを行っ
た。
〈７〉理学部

自己評価を行うシステムとして、理学部教員評価委員会が設けられている。
〈８〉コンピュータ理工学部

全学的な自己点検・評価運営委員会において、委員が所属する部局で作成した報告書を
報告し、他の部局からも意見を聞き入れる制度を実施している。また、コンピュータ理工
学部教員評価委員会を設け、毎年、教育、研究、学内、社会貢献の各領域について自己評
価を行うシステムを構築している。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

全学的な自己点検・評価運営委員会が、所属する部局の報告書を作成している。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

全学的な自己点検・評価運営委員会が、所属する部局の報告書を作成している。
〈11〉総合生命科学部

自己点検・評価委員会等の全学で求められている組織以外に６つの質保証システムを創
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った。
１）学内プロジェクト研究公開セミナーによる評価システムを確立して行っている
２）年報
３）教員全員の発表
４）高参加率の公開授業
５）討議決定システムとしての教授会の構築
６）食堂等での盛んな自然発生的システム

である。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

2009（平成21）年度の大学基準協会による認証評価の際に受けた指摘／助言事項への対
応は全学的な取り組みの一環として、学部で適切に対処しているが（根拠資料３）、学部
独自で定期的な点検・評価を行う仕組みはもっていない。
〈13〉共通教育推進機構

全学自己点検・評価運営委員会に委員が参加している。
〈14〉経済学研究科

当研究科に設置されている自己点検・評価委員会の運営委員数は６名である。教員と研
究科生の間で個人的になされた管理運営上の意見は、直接的には研究科会議に吸い上げら
れて検討され、問題によっては、この運営委員会での審議事項となる。
〈15〉マネジメント研究科

博士前期課程では、修士論文・課題研究報告書の中間発表を義務付け、論文審査・課題
研究報告会および論文審査会議の議をもって、教育の質保証を担保していると言える。ま
た社会人学生に対し「マネジメント英語文献講読」の必修・英語認定試験合格を修士論文
の条件とし、外国人留学生に対しては、「マネジメント日本語文献講読」を必修とする点
などが、内部質保証を担保するシステムとして挙げることができる。博士後期課程では、
博士論文審査においては、論文審査委員会の管理下において、各種学会発表や査読論文の
内容が論文自体に内包されているかの観点からも予備審査がなされ、研究科会議の議を経
て、論文審査を実施している。論文審査においては最低１名の外部副査の参画を義務付け
ており、公聴会の開催とともに、学位審査の透明性と内部質保証は担保されている。その
他、全学自己点検・評価運営委員会と研究科の自己点検・評価委員会が連携し、組織的な
点検・評価の取り組みを行っている。
〈16〉法学研究科

自己点検・評価に基づく改善については、研究科会議が責任主体となり、その下にある
法学研究科運営委員会とともに、対処してきた。大学基準協会からの指導事項にも対処し
てきた。

2012（平成24）年度より、法学部改革室が設置された。これは2013（平成25）年度から
の大学院の両専攻体制化に備え、学部・大学院を総合する改革を進める主体となるべく期
待されている。
〈17〉外国語学研究科

2004（平成16）年度から自己点検・評価運営委員会を通した全学的なＰＤＣＡサイクル
の検討が開始された。外国語学研究科でも自己点検・評価運営委員会を設置し、点検活動
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を行っている。
〈18〉理学研究科

全学のシステムがある。
認証評価機関の指摘事項への対処は研究科長の責任の下、研究科会議で行える。

〈19〉工学研究科
2009（平成21）年度の大学基準協会による認証評価の際に受けた指摘／助言事項への対

応は全学的な取り組みの一環として、専攻科で適切に対処しているが（根拠資料３）、専
攻科独自で定期的な点検・評価を行う仕組みはもっていない。
〈20〉先端情報学研究科

自己点検・自己評価委員会以外の具体的な内部質保証に関する専攻独自で構築したシス
テムは整備していない。大学院教育については学部教育と比較して大学院担当の専任教員
それぞれの能力に依存するところが大きく、今後、スタッフ全員によるよりきめ細かい検
討のできるシステムの構築が待たれる。
〈21〉（工学研究科情報通信工学専攻）
※博士前期課程2011年４月募集停止、博士後期課程2013年４月募集停止　先端情報学研
究科に改組

自己点検・自己評価委員会以外の具体的な内部質保証に関する専攻独自で構築したシス
テムは整備していない。大学院教育については学部教育と比較して大学院担当の専任教員
それぞれの能力に依存するところが大きく、今後、スタッフ全員によるよりきめ細かい検
討のできるシステムの構築が待たれる。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

教員と研究科生の間で個人的に意見交換された管理運営上の改善点等を集約する自己点
検・評価委員会が設置されている。
〈23〉法務研究科

前記のように毎年度自己点検・評価を行っており、改善すべき問題点の発見に努め、そ
の成果を検証し、さらなる改善計画の立案に役立てている。自己点検・評価にあたっては、
自己点検・評価委員会が実施スケジュールを作成し、運営委員会を通じて各委員会等に自
己点検・評価報告書の作成を依頼する。作成された報告書は、自己点検・評価委員会が取
りまとめ、検証した上で運営委員会および研究科会議の承認を経て大学に提出される。

授業改善については、ＦＤ委員会が毎学期、個人面談の割り当て、授業評価アンケート
を行うとともに、教員間の授業相互参観を促している（資料10−２）。特に改善の必要が
認められる場合には、ＦＤ委員会、運営委員会を中心に対策をとるものとしている。2012

（平成24）年度からは、運営委員会が自己点検・評価委員会を兼務することとした。
さらに、法曹関係者を含む学外の有識者によって構成される外部評価委員会を設置し、

法務研究科の現状や自己点検・評価の結果を定期的に報告し、意見交換を行っている（資
料10−３）。
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（３）内部質保証システムを適切に機能させているか。
〈１〉大学全体
①認証評価機関等からの指摘事項への対応および自己点検・評価活動の充実

2009（平成21）年度に、公益財団法人大学基準協会の大学評価（認証評価）により適合
の評価とともに助言と提言を受けている。その提言の中のひとつに、「点検・評価により
明確になった課題への全学的な体制が整わず、改善は各部局に委ねられているため、全
学的な体制の整備が望まれる。」とあった。これを受け全学自己点検・評価運営委員会は、
その機能を高めることで、全学的な体制で課題に取り組む体制を整えることを決定した。

具体的には、文部科学省からの問い合わせ事項および大学評価（認証評価）により受け
た助言・提言事項すべてについて点検・評価を実施し対応状況を取りまとめ、さらにこれ
らを踏まえ、2012（平成24）年度に自己点検・評価報告書、改善報告書を取りまとめるこ
ととした。また、３年間の取組工程表を作成し、各学部、各研究科、研究所の自己点検・
評価委員会にも周知し、同期を図り、まさしく全学を挙げて組織的な取り組みとした（資
料10−６）。

自己点検・評価運営委員会の活動は、自己点検・評価運営委員長が学長に定期的に進捗
状況を報告し、大学の方針を確認することで、意思決定機関である部局長会、常任理事会
との接続も強化している。加えて、自己点検・評価運営委員会内には調整・整理機能とし
て、「学部および教育研究センター部門」「大学院研究科部門」「研究機構部門」「大学運営
部門」「法人管理部門」の各代表者による部門長会議を設置しており、文字どおり、各部
門間の統一性・関連性を最終的に調整・整理している。

機能の質の向上を図るための取り組みとしては、2012（平成24）年２月６日に公益財団
法人大学基準協会から講師を招き、「大学教育の質保証とその方策」「認証評価新システム
の基準解説」と題し、全学自己点検・評価運営委員会主催の全教職員を対象とした研修会
を開催した（資料10−７）。
②教育、研究・専門、学内貢献度・社会貢献度の評価の実施（教員評価システム）

2008（平成20）年度に続き、2011（平成23）年度に教員評価を実施した。全学教員評価
委員会は、「京都産業大学全学教員評価委員会規程」に基づき、「教員評価の実施要領」を
定め、各教員に2009（平成21）、2010（平成22）、2011（平成23）年度の３年間、毎年、前
年度における教育、研究・専門、学内貢献度・社会貢献度の各領域の評価項目に従い、各
自の業績を教員評価システム（データベース）に申告（入力）する。その業績をもとに学
部・研究科・センターごとに教員評価を実施し、必要に応じて指導および助言、改善計画
書の提出を求める。これら一連の結果は、全学教員評価委員会が掌握し、教員評価報告書
として学長に報告される。さらに、部局長会にも報告が行われる。

指導および助言、改善計画書の提出を受けた教員には、当該学部等が次年度以降の業績
により改善が図られているかを検証する（資料10−８）。
③個人情報保護に関する研修等の実施

個人情報の取り扱いに関する諸注意と個人情報漏洩に対する責任について、教職員に理
解させ、注意を喚起することを目的として、個人情報保護セミナーを2012（平成24）年10
月に実施した。また、監査室の通常監査として、監査対象の所属の個人情報の管理状況に
ついても監査を行った（資料10−９）。
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〈２〉経済学部
授業アンケートの結果から判断する限り、学生からの支持を得ていると考えられる（学

部ホームページ）。
〈３〉経営学部

シラバスの内容と教育の質保証の整合性については、個人レベルでは各教員が毎年点
検・評価したのち、次年度のシラバスに反映させ各教員が積極的に取り組むことにより、
適切に機能している。また、学部全体レベルでは、教員評価基準において問題がある可能
性がある教員に対しては、経営学部教員評価委員会の判断により、注意・勧告を行ってい
る。認証評価において指摘された「教養科目」の重視は、卒業要件となる教養科目最低修
得単位数を増加させることで対応する。教育・研究活動のデータベース化については、教
員評価のデータベースと一体化させることにより、推進を図っている。
〈４〉法学部

自己点検・評価に対する認証評価、授業評価、受験界からの評価、就職先からの評価、
教員評価結果など、直ちに教授会に報告され、担当各委員会に対処するよう求められる。
このようなシステムが曲がりなりにも機能している。
〈５〉外国語学部

全学主導の自己点検・評価運営委員会が外国語学部の実態に合った活動ができるよう、
学科・専修会議や教授会と連動した評価活動を行い、適切にＰＤＣＡサイクルが機能する
よう努める必要がある。教員評価の導入はそれに貢献している。
〈６〉文化学部

大学として実施している学生による授業評価については数年来、より適切な形を求めて
何度か実施形態を変更してきており、現在はセメスターごとに２種類のアンケートを授業
時間内に行う方式に落ち着いた。従前のセメスター終了後の郵送での実施方式よりも機能
していると考える。
〈７〉理学部

自己評価の一端として、理学部教員評価委員会を機能させている。
〈８〉コンピュータ理工学部

全学的な自己点検・評価運営委員会を定期的に開催し、報告書の作成状況を確認したり、
基準協会から講師を招聘し、研修会などを開催している。また、自己点検・評価運営委員
会での審議事項などは教授会において全スタッフに伝達され、学部での検討・意見の取り
まとめを行っている。過去に提出した自己点検・評価報告書に対する文部科学省および認
証評価機関からの指摘事項に対しては、教授会で対応を審議し、改善報告書の作成を通じ
て、具体的な改善策を検討している。教員個人レベルでは全学的な教員評価システムへの
データ提供を行い、学部の教員評価委員会においてその結果をもとに、改善の必要性の検
討や指摘を行っている。教員の研究業績に関しては、大学ホームページに研究者データベ
ースを設置し、社会一般に対して公開を行っている。毎月学部スタッフ１名が自身の研究
内容を中心とした談話会（ＣＳＥコロキウム）を開催している。大学のホームページを通
じて学外にも案内を行っているので、学外からの参加者が学部での研究活動を知る機会と
なる。
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〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
全学的な自己点検・評価運営委員会を定期的に開催し、報告書の作成状況を確認したり、

基準協会から講師を招聘し、研修会などを開催している。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

全学的な自己点検・評価運営委員会を定期的に開催し、報告書の作成状況を確認したり、
基準協会から講師を招聘し、研修会などを開催している。
〈11〉総合生命科学部

新たに導入した６つの質保証システムは適切に機能している。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

前項（２）に記した現状にあるため、適切に機能しているとは言えない。
〈13〉共通教育推進機構

全学自己点検・評価運営委員会の議論は本機構が所管する各種委員会の審議事項に適切
に反映される。また、教員評価の結果を教員が個々に検証している。
〈14〉経済学研究科

定例の研究科会議は毎月開催されており、自己点検・評価委員会から提案される審議事
項があれば、ここで必ず審議される。
〈15〉マネジメント研究科

前記（２）の通り運営がなされており、内部質保証システムは適切に機能している。
〈16〉法学研究科

法学研究科は、①現に在籍している院生、②院進学志望者、③院生の進路先になる可能
性の実務界、④法学研究科の教育研究が交流可能な社会諸領域から寄せられる意見や要望
に応える義務があると意識している。研究科会議が主体となり、大学院運営委員会、法学
部改革室、自己点検・評価委員が連携して、対処する体制を構築中である。
〈17〉外国語学研究科

全学主導の自己点検・評価運営委員会が外国語学研究科の実態に合った活動ができるよ
う、外国語学部教授会と連動した評価活動を行い、適切にＰＤＣＡサイクルが機能するよ
う努めている。
〈18〉理学研究科

認証評価機関の指摘事項への対処を研究科会議で行っている。
〈19〉工学研究科

前項（２）に記した現状にあるため、適切に機能しているとは言えない。
〈20〉先端情報学研究科

現時点では機能させていない。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

自己点検・評価委員会が集約した意見等を論点とし、担当教員全員が参加する「経済学
研究科会議（通信教育課程）」において運営上の方針や問題点についての話し合いが定例
的になされている。
〈23〉法務研究科

毎年度、自己点検・評価を実施しており、前記のような内部質保証システムは適切に機
能している。
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２．点検・評価
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体

情報の公表については、学校教育施行規則等の一部改正により義務化された項目に留ま
らず、努力義務化された項目、財務・経営情報、国際競争力強化のための国際通用性のあ
る情報、設置認可申請・届出書、設置計画履行状況等報告書などの公表を順次行っている。

全学自己点検・評価運営委員会主催の全職員を対象とした研修会を開催し、自らその機
能の質の向上を図るための取り組みを行うなど、真の全学的な委員会としての機能を果た
している。
〈２〉経済学部

ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）の一環として教員同士が授業を見学するこ
とで、自分の授業に関する客観的な見方ができるようになりつつある。
〈３〉経営学部

各教員におけるシラバスと教育の質保証の相互関連性を授業アンケートによって検証
（点検・評価）するという意識が、教員間で共有化されていること。イントロダクトリー
科目を「初年次教育プログラム」（資料ケ−24）として機能させる手法開発の協議の場（経
営学部初年次教育修学支援会議）（資料ケ−21）を設置したこと。
〈４〉法学部

大学基準協会から「助言」として指摘された、プレップ・セミナーの開講学期の秋から
春への移行については、2010（平成22）年度から実施された。

2009（平成21）年度から法政策学科を発足させ、2013（平成25）年度からは法政策学専
攻の大学院を発足させる予定になっている。
〈５〉外国語学部

シラバスの記述の適正化や、若手教員採用や教員人事面での対応や、インテンシブ科目
の改革、国際関係関連教育の充実による、学部の求める学生像に合った教育が実施されて
いる。
〈６〉文化学部

カリキュラム・チェックを行い、カリキュラム・ポリシーに沿った体系的なカリキュラ
ムが整備されつつある。
〈８〉コンピュータ理工学部

自己点検・評価報告書の作成を通じて、学部運営の現状の確認および問題点の把握がで
きる。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

自己点検・評価報告書の作成を通じて、学部運営の現状の確認および問題点の把握がで
きる。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

自己点検・評価報告書の作成を通じて、学部運営の現状の確認および問題点の把握がで
きる。
〈11〉総合生命科学部

１）産廃分別処理システムの導入でコンプライアンスを確保、２）セミナーによる人事
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評価の原則、３）年報や教員全員のセミナーとポスター発表により、研究室間の壁が低く
なり、共同研究や機器利用の円滑化とともに、研究の緊張感と責任感の維持。また、留学
生博士課程後期院生の招聘システムを海外の有力大学と提携して構築（現５名）、教員の
研究・教育の士気が高まった。
〈13〉共通教育推進機構

自己点検・自己評価、教員評価に対する教員の意識が高まっている。
〈14〉経済学研究科

研究科生数が定員枠に対して少ないので、研究科生と教員との間でなされる意見交換で
改善すべき問題点があれば、直ちに研究科会議で取り上げられている。教員間の意見交換
も頻繁に行われている。
〈15〉マネジメント研究科

シラバス改善により、教育内容の可視化による質保証が促進された。また課題研究報告
書の審査体制が「大学院学則」（資料マ−８）では２名であるが、マネジメント研究科会
議での合意により修士論文と同じ３名で行われることになり課題研究報告書の質保証が促
進される（資料マ−15）。
〈16〉法学研究科

内部質保証のシステムが機能していなければ、受験生や入学者の減少といった事態にな
っていただろう。そうなっていないことは、質保証システムが機能していると言える。
〈17〉外国語学研究科

2011（平成23）年度より本研究科でもＦＤ委員会を設置し、自己点検・評価運営委員会
と内部質保証を推進する車の両輪となった。
〈18〉理学研究科

自己点検・評価活動と、質保証に関する研究科会議での検討が継続的に行われている。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

研究科会議での議論を補完するために、担当教員全員が登録されているメーリングリス
トが開設され、それによって日頃から意思疎通を図り、問題点の共有やノウハウの構築に
役立っている。
〈23〉法務研究科

自主的に毎年度自己点検・評価を実施しており、内部質保証の重要性に関する教員の認
識が全体的に高まっている。

②改善すべき事項
〈１〉大学全体

法務研究科（法科大学院）は外部評価委員会の評価も導入しているが、その他の学部等
においては、外部評価委員会を設置していない。
〈２〉経済学部

学生アンケートを行っているが、学生の声を質保証に役立てるのには限界がある。
〈３〉経営学部

組織的内部質保証システム自体の必要性の理解に至っていないこと。
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〈４〉法学部
外部からの評価や指摘について、その都度、検討し、対処してきた。教授会が責任主体

ではあるが、恒常的な対処システムとしてはまだ不充分である。
〈５〉外国語学部

学部としての自発的かつ統一的な自己点検活動の活性化により、より実態に合った点検
活動を行う体制をととのえること。
〈６〉文化学部

学部の内部質保証全体を扱う委員会の必要性に関して、検討が必要である。
在校生に対して適宜行っているカリキュラムについてのアンケート調査については、そ

のフィード・バックについても考えたい。
〈８〉コンピュータ理工学部

自己点検・評価報告書の作成は個々の教員が分担して行うため、取りまとめを行う委員
以外は全体の状況を把握する事が難しい。学部レベルでは学外者の意見の聴取などの工夫
には至っていないため、内部質保証の取り組みの客観性・妥当性を高めるための実施に向
けての具体的な検討が必要である。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

自己点検・評価報告書の作成は個々の教員が分担して行うため、取りまとめを行う委員
以外は全体の状況を把握する事が難しい。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

自己点検・評価報告書の作成は個々の教員が分担して行うため、取りまとめを行う委員
以外は全体の状況を把握する事が難しい。
〈11〉総合生命科学部

現２学科のプロジェクト助教制度を３学科に広め、全学部システムとする。円滑な教育
を保証するための教授・准教授人事制度の早期確立が重要。入学者の質的低下対策、学部
内グローバル化は不十分である。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

自己点検・評価という取り組みが大学構成員のすべてに係る重要事項であることを理解
し、かつ取り組むための仕組みが、学部内で十分に機能していない。
〈13〉共通教育推進機構

非常勤教員の自己点検・評価、教員評価には難しい部分がある。
〈14〉経済学研究科

ここに大きな問題は抱えていない。
〈15〉マネジメント研究科

各授業における教育の質保証に対する検証制度が不十分である。
〈16〉法学研究科

これまでは新専攻発足に向けて、現行体制がしっかりと機能しているかを常に検証して
きた。実績をもとにして、新専攻を含む法学研究科へと拡張することにした。来年度以降
は、質が維持されるための恒常的なシステムを作る必要がある。その第一歩が、法学部改
革室の設置である。
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〈17〉外国語学研究科
研究科としての自発的かつ統一的な自己点検活動の活性化により、より実態に合った点

検活動を行う体制をととのえること。
〈19〉工学研究科

自己点検・評価という取り組みが大学構成員のすべてに係る重要事項であることを理解
し、かつ取り組むための仕組みが、専攻科内で十分に機能していない。
〈20〉先端情報学研究科

研究科独自の内部質保証システムとして活動することが必要と考える。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

現在のところ改善の必要性を認めない。
〈23〉法務研究科

現時点で改善が必要な問題点はない。

３．将来に向けた発展方策
①効果が上がっている事項
〈１〉大学全体

情報の公表においては、本学独自の教育活動の特色や強みを、わかりやすく、積極的に
推進する。
〈２〉経済学部

教授会の申し合わせ事項として、講義科目の合格率を試験受験者のうち50～90％を目安
としているので、簡単に単位の取れる教科はなく、学生がより勉強するようになったと考
えられる。
〈３〉経営学部

経営学部におけるイントロダクトリー科目を「初年次教育プログラム」として認識し、
内部質保証に向けた修学支援体制の開発の途にあること。
〈４〉法学部

2012（平成24）年度より、法学部改革室を発足させた。学部長の下、学部運営委員会、
カリキュラム委員会、企画委員会という主要３委員会が合同で会議をする仕組みである。
さまざまなチャンネルで伝えられる外部評価への総合的、かつ迅速な対処も、任務となる。
〈５〉外国語学部

学部の人文系科目と社会科学系科目のより効果的な学習環境を構築する。
〈６〉文化学部

カリキュラム・チェックや学生からのアンケートを踏まえ、2013（平成25）年度より英
語や第二外国語に関するカリキュラムの変更を予定している。
〈８〉コンピュータ理工学部

過去の自己点検・評価報告書に対して大学基準協会から返答があった意見書の内容個々
に対して、学部教授会で審議し、改善報告書を作成し、指摘された問題点と改善方法を検
討した。学部開講の授業に関しては、授業アンケートを実施し、受講生の意見を反映する
努力を行っている。毎年３月末の履修ガイダンスにおいて、教学に関しての学生の取り組
み具合やカリキュラムに対する意見を集めている。卒業生に関しても、卒業研究指導など
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を含め多くの内容に対して意見を集計し、教育システムの改善に努めている。コンピュー
タ理工学部は完成年度を終えたため、４年間の教育カリキュラムの再検討を行い、改善す
ることの検討を開始した。2008（平成20）年４月に学部内に教学改革担当委員会を発足さ
せ、現行システムの問題点、改善策の検討を開始した。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

過去の自己点検・評価報告書に対して基準協会から返答があった意見書の内容個々に対
して、学部教授会で審議し、改善報告書を作成し、指摘された問題点と改善方法を検討し
た。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

過去の自己点検・評価報告書に対して基準協会から返答があった意見書の内容個々に対
して、学部教授会で審議し、改善報告書を作成し、指摘された問題点と改善方法を検討し
た。
〈11〉総合生命科学部

設置審拘束期間後の新カリキュラムを策定しつつある。また、内部質保証の６つの新シ
ステムも、順調に維持・発展しつつある。留学生の博士後期課程を通した研究協力等の研
究環境の改善も拡大しつつあり、国際水準の人材を得つつある。グローバルＣＯＥの積極
参加で、学部内グローバル化の機運は高まりつつある。
〈13〉共通教育推進機構

自己点検・評価、教員評価に対する教員の意識をさらに高めていく。
〈14〉経済学研究科

内部質保証に関する組織の整備や運営については適切になされているが、当研究科とし
ての最大の課題は、定員に満たない研究科生の数をいかに改善していくかにある。これに
ついては、研究科の定員を満たすさまざまな努力を地道に続けていくと同時に、修了時の
進路開拓も一層積極化させる以外にない。特に募集時の説明会では、グローバル化した現
代社会において「なぜ専門化した大学院での研究活動と経験が大切か」という点を伝える
努力をしている。
〈15〉マネジメント研究科

事前・事後学習の観点からの指導体制の強化の促進を検討したい。
〈16〉法学研究科

法学研究科が社会の中で存在しており、関係先に対し常に説明責任を果たしつつ、質保
証の恒常的システムを作らなければならないという意識が共有されてきた。一例を挙げれ
ば、新設の法政策学専攻では、地域公共人材開発機構が認定する地域公共政策士資格取得
に直結するプログラムを用意する。法学研究科における教育研究が一定の質に達している
ことが客観的に証明されるよう、積極的に挑戦していこうとしている。
〈17〉外国語学研究科

2011（平成23）年度より本研究科でもＦＤ委員会を設置し、自己点検・評価運営委員会
と内部質保証を推進する車の両輪となったが、今後ともさらなる充実を図り、研究科のよ
り効果的な学習環境を構築する。
〈18〉理学研究科

自己点検・評価活動と、質保証に関する研究科会議での検討を継続して行う。
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〈22〉経済学研究科（通信教育課程）
在籍者だけでなく入学希望者からの問い合わせ等は、第一に研究科事務を兼務する経済

学部事務室に寄せられるため、教職員間の連携をより密接にすることで、本研究科に対す
るより多くのニーズに対応する体制を構築する。
〈23〉法務研究科

内部質保証システムは現状で適切に機能しているので、これを継続・維持する。

②改善すべき事項
〈１〉大学全体

全学自己点検・評価運営委員会の全学的な委員会としての機能向上と内部質保証におけ
る客観性を担保するため、外部の評価委員による評価の導入を検討する。
〈２〉経済学部

学生の意見のフィード・バックの仕方が難しく、アンケートでは、よく勉強する学生か
そうでない学生かがわからない。そのため、教員同士で授業を見学し、それをもとにワー
クショップを行い、授業の改善法について学習し、議論している。
〈３〉経営学部

組織的内部質保証システムを構築すること。
〈４〉法学部

認証評価、授業評価アンケート、受験界からの評価、就職先からの評価など、直接に伝
えられる外部評価をさらに重視していくのはもちろんであるが、法学部ホームページを通
じた広報や発信を積極化し、広く社会一般からの反応が返ってくるような仕組みを構築す
べきである。
〈５〉外国語学部

授業アンケートなどの結果にも留意し、学部レベルでの自己点検・評価運営委員会の自
主的活動目標を設定し、併せて内規策定作業をすすめ、ＰＤＣＡサイクルのアクションの
活性化のためにより自律的活動を展開する。
〈６〉文化学部

今後は在校生だけでなく卒業生も含めてカリキュラムについてアンケート調査を実施し、
カリキュラム・ポリシーの見直し作業の一環としたい。

また、具体的な数値目標も必要となろう。
〈８〉コンピュータ理工学部

自己点検・評価運営委員会は自己点検・評価報告書作成のために組織され、活動も報告
書作成時期に限定されているのが現状である。内部評価の継続性のためには、日常的な委
員会の活動を、学部の対応する組織との連携で行っていく必要がある。また、学外者から
の評価・意見を求め、学部で検討する組織が必要である。
〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

自己点検・評価運営委員会の活動は報告書作成時期に限定されているのが現状である。
〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組

自己点検・評価運営委員会の活動は報告書作成時期に限定されているのが現状である。
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〈11〉総合生命科学部
プロジェクト助教制度の継続のため、学部内部および外部への重要性の理解を深めると

同時に、その成果を出していく必要がある。将来、退職者が多く予想されるので、新教
授・准教授人事制度の確立は重要。入学者の質的低下対策および学部内グローバル化は、
今後大きく検討する必要がある。
〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組

全学組織である自己点検・評価運営委員会の運営方針や作業スケジュールに呼応する形
で、早急に学部内に内部質保証システムを構築する。
〈13〉共通教育推進機構

非常勤教員も含めた教員全体の自己点検・評価、教員評価のさらなる適切化を図る。
〈14〉経済学研究科

ここに大きな課題を抱えていない。
〈15〉マネジメント研究科

ＰＤＣＡサイクルを取り入れた、システムとしての教育の質保証検証制度の構築につい
て検討したい。
〈16〉法学研究科

法学部改革室を中心に、法学部、法学研究科を通した内部質保証システムの構築とその
恒常化が急がれる。
〈17〉外国語学研究科

授業アンケートに代わる聞き取り調査などを実施し、研究科レベルでの自己点検・評価
運営委員会の自主的活動目標を設定し、ＰＤＣＡサイクルのアクションの活性化のために
より自律的活動を展開する。
〈19〉工学研究科

全学組織である自己点検・評価運営委員会の運営方針や作業スケジュールに呼応する形
で、早急に専攻科内に内部質保証システムを構築する。
〈20〉先端情報学研究科

まずは実効的な内部質保障システムの確立が必要である。
〈22〉経済学研究科（通信教育課程）

現在のところ改善の必要性を認めない。
〈23〉法務研究科

現時点で改善が必要な問題点はない。

４．根拠資料
〈１〉大学全体

資料10−１　大学評価（ホームページ）
資料10−２　情報の公開関連（ホームページ）
資料10−３　京都産業大学自己点検・評価運営委員会規程
資料10−４　京都産業大学全学教員評価委員会規程　等
資料10−５　学校法人京都産業大学寄附行為　等（既出９−１−１）
資料10−６　自己点検・評価運営委員会取組工程表　等
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資料10−７　自己点検・評価に関する研修会の開催について
資料10−８　2011（平成23）年度教員評価結果報告書
資料10−９　監査スケジュール

〈２〉経済学部
・学部ホームページ　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/ec/enquete/index.html
・学部ホームページ　
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/department/ec/enquete/2011/a_keikaku.html

〈３〉経営学部
・「平成25年度経営学部人事構想」（資料ケ−21）
・「教育プログラム構築に向けて」（資料ケ−24）
・「授業アンケートＡ／Ｂ」（資料ケ−９）（資料ケ−22）

〈４〉法学部
・大学ホームページ　とりわけ教育情報の頁
・法学部ホームページ

〈５〉外国語学部
・『京都産業大学の現状と課題 2008』

〈６〉文化学部
・「文化学部３つのポリシー、カリキュラム・マップ、カリキュラム・チェック」

〈８〉コンピュータ理工学部
・大学ホームページでの過去の自己点検・評価報告書の公開
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/outline/approach/gj/hyouka.html
・大学ホームページでの研究者データベースの公開
　　http://post.kyoto-su.ac.jp/s/w020/
・教員評価システムの詳細資料
・評価項目一覧表
・過去に行った学科教育カリキュラムに関する学生アンケート用紙、集計結果

〈９〉（理学部コンピュータ科学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
・大学ホームページでの過去の自己点検・評価報告書の公開
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/outline/approach/gj/hyouka.html
・大学ホームページでの研究者データベースの公開
　　http://post.kyoto-su.ac.jp/s/w020/
・教員評価システムの詳細資料
・評価項目一覧表
・過去に行った学科教育カリキュラムに関する学生アンケート用紙、集計結果

〈10〉（工学部情報通信工学科）※2008年４月募集停止　コンピュータ理工学部に改組
・大学ホームページでの過去の自己点検・評価報告書の公開
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/outline/approach/gj/hyouka.html
・大学ホームページでの研究者データベースの公開
　　http://post.kyoto-su.ac.jp/s/w020/
・教員評価システムの詳細資料
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・評価項目一覧表
・過去に行った学科教育カリキュラムに関する学生アンケート用紙、集計結果

〈11〉総合生命科学部
・自己評価委員会の活動記録（資料１）
・総合生命科学部年報による情報公開（資料２）
・設置諮問委員会2011年の報告（資料３）

〈12〉（工学部生物工学科）※2010年４月募集停止　総合生命科学部に改組
・自己点検・評価データ（前回）（資料１）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/outline/approach/gj/hyouka.html
・大学認証評価データ（前回）（資料２）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/outline/approach/gj/hyouka.html
・改善報告書データ（資料３）

〈15〉マネジメント研究科
・「マネジメント研究科議事録（課題研究報告書指導３名関連）」（資料マ−15）
・「大学院学則」（資料マ−８）

〈16〉法学研究科
・大学ホームページ　とりわけ教育情報の頁

〈17〉外国語学研究科
・『京都産業大学の現状と課題 2008』

〈18〉理学研究科
・ホームページ

〈19〉工学研究科
・自己点検・評価データ（前回）（資料１）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/outline/approach/gj/hyouka.html
・大学認証評価データ（前回）（資料２）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/outline/approach/gj/hyouka.html
・改善報告書データ（資料３）

〈23〉法務研究科
・法務研究科「自己点検・評価報告書」（2012年度８月版）（資料10−１）
　　http://www.kyoto-su.ac.jp/graduate/pro/lawschool/report/index.html
・平成23年度～平成24年度春学期のＦＤ委員会活動記録（資料10−２）
　（授業アンケートへの回答、授業参観報告シート、個人面談報告シート）
・外部評価委員会議事録（平成23年度）（資料10−３）
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終章

第１章　理念・目的
建学の精神に基づき、理念・目的を設定しており、ホームページや各種媒体を通して、

社会に広く公表している。それらは学則にも規定し、学部・研究科ごとに理念・目的を設
定している。また、理念・目的に基づき2005（平成17）年度に策定された取り組みである、
10年先（創立50周年）の京都産業大学のあるべき姿についての中・長期計画「グランドデ
ザイン」の策定・推進・検証も行っており、その内容は事業計画書および事業報告書にて
公表している。その成果は、学生の主体的な行動や文部科学省補助事業に選定されたこと
などに見られる。

第２章　教育研究組織
理念・目的を実現するため、現在は９学部24学科、９研究科14専攻、共通教育推進機構

として３センター、研究機構として６研究所、さらに４つの教育研究組織を設けている。
この組織にある共通教育推進機構と研究機構は、2012（平成24）年度に、全学的な共通

教育の推進と大学の知的資源を広く社会に還元することを念頭にして、研究力の向上を図
るために設置したものである。今後も引き続きグローバルな視点から目的に応じた施策立
案と迅速な実践を的確に行う体制整備と組織改革を進める。

第３章　教員・教員組織
全学の教員採用方針を明確に設定し、学部・学科、研究科・専攻ごとの教育目的、３つ

のポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシ
ー）に基づいた人材育成を可能とする教員の採用・募集・昇格を実施し、そして教員組織
を整備している。

また、教員の資質の向上を図る取り組みとして、新規採用教員ＦＤワークショップ、研
究発表会などのＦＤ活動、さらには京都産業大学教員評価制度を設け、教育、研究・専
門、学内貢献度・社会貢献度の３領域から毎年、点検・評価を実施している。

よりバランスのとれた教員・教員組織を実現するために人的資源の確保・有効活用に努
める。

第４章　教育内容・方法・成果
第１節　教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針

2011（平成23）年度に、３つのポリシーをわかりやすく、学生に対して明確に示せるよ
う、建学の精神、教学の理念、教育目標に基づき全学的に再構築を行った。これらは、
2012（平成24）年度に本学ホームページなど各種媒体を通して、社会一般に広く公表して
いる。
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第２節　教育課程・教育内容
学生が効果的に授業を履修できるよう、カリキュラム・ポリシーに基づき、教育課程を

体系的に編成している。授業科目は、「共通教育科目」「融合教育科目」「専門教育科目」
に区分している。なかでも「融合教育科目」は、本学の特徴の一つである一拠点総合大学
の魅力を活かしたカリキュラムとして開設しており、「司法外国語プログラム」や「知財
エキスパートプログラム」など、学べるテーマを定め、所属する学部の専門教育科目と、
他学部の専門教育科目を体系的に融合した「学部融合プログラム」を設けている。

また、研究科におけるコースワーク・リサーチワークのバランスについては、各研究科
の教育目標を達成できるように配慮している。

第３節　教育方法
授業形態は、「講義」「演習」「実習（実験）」で行い、各学部・研究科の教育目標の達成

に向けた教育方法を採用している。また単位の実質化を図るため、全学部で履修登録単位
数の上限は、年間50単位未満としている。単位数の計算等は、大学設置基準に則り規定し
ており、『履修要項』に「授業科目と単位制」として記載し、学生に周知している。

また、教育方法の改善や教育成果の検証を行う取り組みとして、「学習成果実感調査」
を実施している。結果は、学部のカリキュラム改善や担当科目の達成度の確認等に活用
し、各学部等で行った結果の分析および改善計画をホームページで公開している。

シラバスについては、記載要領を教務委員会で示し、全学的に統一した様式を用いて作
成している。シラバスの記載内容は一定の充実を図れているものの、カリキュラム・ポリ
シーやディプロマ・ポリシーとの関連性に精粗がみられるため、この点に関して全学で統
一した記載方法を検討する。さらに、シラバスで明示した「身に付く力」や「到達目標」
と授業評価アンケートの結果との相違を教育内容の改善につなげられるよう、併せて検討
を進める。

第４節　成果
卒業要件は、『履修要項』において学生に示し、各学部・研究科が適切に学位授与を行

っている。現在、学習成果を図る手段のひとつとして、入学時に実施した自己発見レポー
トを４年次にも同様に実施し、双方の比較から入学後の成果を測ることを計画している。
また、授業ごとの成果については、「学習成果実感調査」の中で自己評価を行っている。

今後は、学生が在学期間を通して自己評価等を行うことで成長度合いを可視化し、自信
につなげられるような仕組みを構築するため、教育目標に掲げている事項について、教育
成果という観点から、成長度を測定する指標の開発の検討を進める。

第５章　学生の受け入れ
理念・目的、教育目標を踏まえ、全学および各学部・研究科において、アドミッショ

ン・ポリシーを定めており、ホームページなどで明示し、広く周知している。
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アドミッション・ポリシーに基づき、質の高い学生とともに、多様な学生を確保すると
いう観点から、各種規程に則り、公正かつ適切な学生募集および入学者選抜に取り組んで
いる。また、実施にあたっても、出題、採点、監督等の実施行程ごとに複数かつ多面的な
事前・事後のチェック機能を設定することで適正に実施している。今後は、卒業後の進路
を踏まえた追跡調査を行い、選抜方法や入学定員管理等の検討を進める。

第６章　学生支援
個人の自立と成熟を可能とする支援、課外活動への積極的な支援、障がいのある学生と

共生するための支援を基本として、教職員あるいは学生同士が協働して、さまざまな学生
支援の取り組みを全学体制で行っている。修学支援においては、「つなぎプロジェクト」
と呼ぶ入学前から卒業まで継続した支援を展開している。また、経済面においては給付、
貸与別に目的に応じた奨学金制度を設け、心身の健康保持・増進面においても常勤のカウ
ンセラー、医師、教職員が連携して支援している。障がいのある学生に対してはボランテ
ィア活動室を設け、本人の意思に基づいた個々の支援を行っている。

進路支援では、１年次生からスタートするキャリア形成支援教育プログラムをはじめ、
学年進行に応じて、就職相談、就職ガイダンス、企業の求人対応等の進路支援を組織的か
つ体系的に実施している。これらの学生支援の取り組みは、文部科学省の「大学教育・学
生支援推進事業　学生支援推進プログラム【テーマＢ】」にも選定を受け、成果が見られ
る取り組みとして、「Ｓ」評価を受けている。今後も総合的な学生支援システムとしてよ
り充実に努める。

第７章　教育研究等環境
教育・研究等環境のハード面の整備に関しては、キャンパスの整備、環境問題への取り

組みの積極化を掲げ、第５期施設整備計画として具体的な取り組みを行っている。大学設
置基準はもとより、教育・研究活動に必要な校地・校舎、図書館などの施設・設備の維
持・管理を規程に基づき行っている。前回の大学評価で指摘のあったバリアフリー化につ
いても2012（平成24）年度中に完了する。ソフト面での整備状況においては、科学研究費
補助金へ申請支援などを行う総合研究支援制度、教育・研究施設・設備の充実支援策とし
ての教育研究設備整備計画、ティーチング・アシスタント（ＴＡ）、リサーチ・アシスタ
ント（ＲＡ）制度などを実施・運用している。実施・運用にあたっては、研究倫理規程、
手引き等を作成するとともに、内部監査を実施し、適正に執行するための取り組みを行っ
ている。

第８章　社会連携・社会貢献
本学が蓄積した自然科学・社会科学・人文科学の各分野の知的資源を社会に還元するこ

とを目的に、社会連携・社会貢献を進めている。具体的には、「産官学の連携」「小・中・
高との連携」「地域貢献」「ボランティア活動」の４つの活動を進めている。国内、特に近
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隣地域との社会貢献活動は、知の拠点としての活動が浸透していることから、今後はグロ
ーバルな視点を持った国際的な社会貢献活動も進めていきたい。加えて、教員の学内外諸
活動をデータベース化し、各事業の実施目的に即した適任人材の選定の一助となるシステ
ムを構築する。

第９章　管理運営・財務
第１節　管理運営

中・長期ビジョン、年度ごとの事業計画を策定し、学則、大学院学則等その他各種規程
に則り、教授会、部局長会、常任理事会、理事会等の意志決定を経て、各種プランを推進
している。また、必要に応じて各学部の教員、各所属の事務職員によるプロジェクト方式
も採用している。

事務組織については、学校法人京都産業大学組織及び職制規程、学校法人京都産業大学
分掌規程により、それぞれの所属における業務内容等を規定し、かつ教育、研究、学生支
援、社会貢献等の目的が達成できるよう柔軟に改編してきている。構成員である事務職員
の資質向上を図るため、京都産業大学事務職員研修規程を制定し、学内研修、学外派遣研
修、学外出向研修その他総合的な研修計画を策定している。

これらの取り組みは、各種規程に基づき意志決定を行い、推進できている半面、意思決
定までに時間を要することがあるため、よりスピード化を図る仕組みを検討する。

第２節　財務
消費収支差額を10％以上確保し、将来の計画のために資金留保し、財政のバランスを図

ることを、2011（平成23）年度から予算編成方針の柱としている。これまで、初年度学費
の引き下げや理系学部の新設により、10％以上確保できていない年度があることを糧に、
今後、健全な財政状況を維持するための施策として、①財政バランスのとれた施設設備整
備計画、②創立50周年記念事業募金、③安全で、透明性の高い資金運用管理をより強固に
進めている。併せて、科学研究費補助金を代表とする外部資金の積極的な獲得も継続して
進める。

予算編成にあたっては、事業計画と予算計画を連動させることを基本とし、詳細な計画
について、理事が直接、各部局からのヒアリング、プレゼンテーションを聞き、最終的に
理事会で決定する。執行についても監事監査、会計監査、内部監査を、それぞれが実施
し、また、これらの監査の連携を図ることでより強固なものとしている。

第10章　内部質保証
全学自己点検・評価運営委員会と各学部等自己点検・評価運営委員会および各部局が連

携し、全学的な規模として組織的に実施している。全学自己点検・評価運営委員会が方針
を立て、これに基づき各学部等自己点検・評価運営委員会、各部局が主体的に自己点検・
評価を実施している。そして、その結果を報告書としてまとめ、学校教育法施行規則第
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172条の２に定める情報、財務情報、事業計画書、大学認証評価・設置認可申請書ととも
に、広くホームページで公表している。

また、教員の研究・教育活動の一層の活性化を図るため、全学教員評価委員会を組織
し、本学専任教員を３年ごとに「教育領域」「研究・専門領域」「学内貢献度・社会貢献度」
の３領域について評価を行っている。評価結果に応じて、指導および助言、改善報告書の
提出を求めている。

11．今後の課題
2009（平成21）年の大学基準協会による大学評価受審以降、「全学自己点検・評価運営

委員会」はその機能を高めることで、全学的な体制で課題に取り組む体制を整備してきた。
具体的には、大学評価により受けた助言・提言事項すべてについて点検・評価を実施

し、対応状況を取りまとめ、さらにこれらを踏まえ、2012（平成24）年度に「自己点検・
評価報告書」「改善報告書」を取りまとめることとした。併せて、３年間の取組工程表を
作成し、各学部・研究科・研究所の自己点検・評価委員会にも周知し、全学を上げて組織
的な取り組みを実施してきた。

今回の自己点検・評価報告書は、新たな全学自己点検・評価運営委員会による活動成果
を形としたものであるが、現在の状況が目標とする全学自己点検・評価運営委員会の到達
時点ではない。

これまで推進してきた自己点検・評価活動の実効性を高めるひとつの方法として、「外
部評価委員」の導入の検討を開始する。これにより、第三者による客観的な視点を取り入
れることができ、より教育・研究を中心とする内部質保証のＰＤＣＡサイクルを機能させ
ることができる。また、これらが機能した段階で、自己点検・評価活動結果を各学部・研
究科等の事業計画・予算計画と連動させることも視野に入れている。加えて、大学独自の
評価の視点を設定するなど、学内外の機関との連携をより強化した京都産業大学独自の内
部質保証システム構築を目指す。

以　上






